
高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類八） 

＜８．放射線管理施設＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
から排出されるガス中の放射性物質の濃度の監視を行うもので、補助建

屋排気筒及び格納容器排気筒にガスモニタを設ける。 
なお、検出器は事故時において十分な測定範囲を有するものとする。 

(c) 復水器空気抽出器ガスモニタ 
復水器真空ポンプからの排気ガス中の放射性物質の濃度を監視し、１

次冷却系から２次冷却系への漏えいを検知する。 
(d) 蒸気発生器ブローダウン水モニタ 

蒸気発生器２次側ブローダウン水の放射性物質の濃度を監視し、１次

冷却系から２次冷却系への漏えいを検知する。 
(e) 原子炉補機冷却水モニタ 

1次冷却設備、化学体積制御設備、放射性廃棄物廃棄施設、余熱除去設

備等から、原子炉補機冷却水設備への放射性物質の漏えいを検知する。 
(f) 廃棄物処理設備排水モニタ（３号及び４号炉共用） 

液体廃棄物処理設備の排水中の放射性物質の濃度の監視を行う。 
(g) 補助蒸気復水モニタ 

液体廃棄物処理設備の廃液蒸発装置等の加熱蒸気側ドレン中の放射

性物質の濃度を監視して、廃液側から蒸気ドレン側への廃液の漏えいを

検知する。 
(h) タービンサンプ水モニタ 

タービン建屋床ドレンサンプ中の放射性物質の濃度の監視を行う。 
(i) ほう酸蒸留水モニタ 

ほう酸回収装置蒸留水ラインの放射性物質の濃度を監視し、１次系純

水タンクへ流入する放射性物質の濃度の管理を行う。 
(j) 主蒸気管モニタ 

蒸気発生器伝熱管破損時に主蒸気逃がし弁、主蒸気安全弁から放出さ

れる蒸気中の放射性物質の濃度の監視を行う。 
(k) 高感度型主蒸気管モニタ 

主蒸気管中の放射性物質の濃度を監視し、１次冷却系から２次冷却系

への漏えいを検知する。 
(l) 固体廃棄物処理建屋内モニタ（１号、２号、３号及び４号炉共用） 

 固体廃棄物処理建屋補助蒸気復水モニタ 
 雑固体焼却炉排ガスモニタ 
 雑固体焼却炉排気じんあいモニタ 
 固体廃棄物処理建屋排気ガスモニタ 

(m) 廃樹脂貯蔵室モニタ（１号、２号、３号及び４号炉共用） 

廃樹脂貯蔵室内の空気中及び同室の排気中の放射性ガス及びじんあ

いの監視を行うもので、廃樹脂貯蔵室ガスモニタ（1台）及び廃樹脂貯蔵
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高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類八） 

＜８．放射線管理施設＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
室じんあいモニタ（1台）を設ける。検出器には、シンチレーション検出

器を使用する。 
(n) 廃樹脂処理建屋排気モニタ（１号、２号、３号及び４号炉共用） 

廃樹脂処理建屋の排気中の放射性ガスの監視を行うもので、ガスモニ

タ（1台）を設ける。ガスモニタの検出器には、シンチレーション検出器

を使用する。 
b. エリアモニタリング設備 

建屋内、室内等の外部放射線に係る線量当量率を連続的に測定するため

に、エリアモニタリング設備を設ける。 
この設備は、中央制御室で指示、自動記録を行い、放射線レベルが設定

値以上になると現場、中央制御室及び放射線管理室に警報を発する。ただ

し、固体廃棄物処理建屋及び固体廃棄物固型化処理建屋のエリアモニタ（１

号、２号、３号及び４号炉共用）は、固体廃棄物処理建屋内制御室で指示、

自動記録を行い、放射線レベルが設定値以上になると現場、固体廃棄物処

理建屋内制御室、中央制御室（１号及び２号炉共用）及び放射線管理室（１

号及び２号炉共用）に警報を発する。 
また、使用済燃料輸送容器保管建屋のエリアモニタ（１号、２号、３号

及び４号炉共用）は、中央制御室（１号及び２号炉共用）で指示、自動記

録を行い、放射線レベルが設定値以上になると現場、中央制御室（１号及

び２号炉共用）及び放射線管理室（１号及び２号炉共用）に警報を発する。 
 
 
 
 

エリアモニタを設ける区域は、次のとおりである。 
(a) 中央制御室（３号及び４号炉共用） 
(b) ドラム詰室（３号及び４号炉共用） 
(c) 放射化学室（３号及び４号炉共用） 
(d) 充てんポンプ室 
(e) 使用済燃料ピット付近 
(f) 原子炉系試料採取室（３号及び４号炉共用） 
(g) 原子炉格納容器内（エアロック付近） 
(h) 原子炉格納容器内（炉内核計装付近） 
(i) 固体廃棄物処理建屋制御室（１号、２号、３号及び４号炉共用） 
(j) 雑固体焼却炉作業エリア（１号、２号、３号及び４号炉共用） 
(k) 雑固体分別エリア（１号、２号、３号及び４号炉共用） 

 
 
 
 
 
 
b. エリアモニタリング設備 

建屋内、室内等の外部放射線に係る線量当量率を連続的に測定するため

に、エリアモニタリング設備を設ける。 
この設備は、中央制御室で指示、自動記録を行い、放射線レベルが設定

値以上になると現場、中央制御室及び放射線管理室に警報を発する。ただ

し、固体廃棄物処理建屋及び固体廃棄物固型化処理建屋のエリアモニタ（１

号、２号、３号及び４号炉共用）は、固体廃棄物処理建屋内制御室で指示、

自動記録を行い、放射線レベルが設定値以上になると現場、固体廃棄物処

理建屋内制御室、中央制御室（１号及び２号炉共用）及び放射線管理室（１

号及び２号炉共用）に警報を発する。 
使用済燃料輸送容器保管建屋のエリアモニタ（１号、２号、３号及び４

号炉共用）は、中央制御室（１号及び２号炉共用）で指示、自動記録を行

い、放射線レベルが設定値以上になると現場、中央制御室（１号及び２号

炉共用）及び放射線管理室（１号及び２号炉共用）に警報を発する。 
また、保修点検建屋のエリアモニタ（１号、２号、３号及び４号炉共用）

は、保修点検建屋内制御室で指示、自動記録を行い、放射線レベルが設定

値以上になると現場、保修点検建屋内制御室、中央制御室（３号及び４号

炉共用）及び放射線管理室（３号及び４号炉共用）に警報を発する。 
エリアモニタを設ける区域は、次のとおりである。 

(a) 中央制御室（３号及び４号炉共用） 
(b) ドラム詰室（３号及び４号炉共用） 
(c) 放射化学室（３号及び４号炉共用） 
(d) 充てんポンプ室 
(e) 使用済燃料ピット付近 
(f) 原子炉系試料採取室（３号及び４号炉共用） 
(g) 原子炉格納容器内（エアロック付近） 
(h) 原子炉格納容器内（炉内核計装付近） 
(i) 固体廃棄物処理建屋制御室（１号、２号、３号及び４号炉共用） 
(j) 雑固体焼却炉作業エリア（１号、２号、３号及び４号炉共用） 
(k) 雑固体分別エリア（１号、２号、３号及び４号炉共用） 
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高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類八） 

＜８．放射線管理施設＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
(l) 使用済燃料輸送容器保管建屋保管エリア（１号、２号、３号及び４号

炉共用） 
(m) 廃樹脂貯蔵室（１号、２号、３号及び４号炉共用） 

 
また、燃料取扱い中の原子炉格納容器内（EL. +32.8 m 付近）、補修中

の機器室の付近には可搬式エリアモニタ装置を必要に応じて設ける。 
さらに、事故時において十分な測定範囲を有する格納容器内高レンジエ

リアモニタ（低レンジ）及び格納容器内高レンジエリアモニタ（高レンジ）

を設ける。 
c. 周辺モニタリング設備 
(d) 環境放射能測定設備（環境モニタリンググループのものを共用） 

環境試料中の放射能測定のために、環境モニタリンググループに設け

ている測定設備を共用する。 
 
 8.2 換気空調設備 
8.2.1 換気設備 
8.2.1.4 主要設備 

(2) 補助建屋換気空調設備 
補助建屋換気空調設備は、補助建屋空調装置、燃料取扱室空調装置、中

央制御室空調装置及び放射線管理室空調装置等で構成する。 
補助建屋換気空調設備の系統構成を第 8.2.1.2 図～第 8.2.1.9 図に、主要

設備の仕様を第 8.2.1.2 表に示す。 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.3 遮蔽設備 
8.3.2 設計方針 

(1) 発電所周辺の一般公衆が受ける線量については、「実用発電用原子炉の設

置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示」（以下「線

量限度等を定める告示」という。）に定められた周辺監視区域外の値より十分

小さくなるようにする。また人の居住の可能性のある敷地境界外においては

年間 50μGy を超えないような遮蔽とする。 

(l) 使用済燃料輸送容器保管建屋保管エリア（１号、２号、３号及び４号

炉共用） 
(m) 廃樹脂貯蔵室（１号、２号、３号及び４号炉共用） 
(n) 保修点検建屋除染・点検エリア（１号、２号、３号及び４号炉共用） 

また、燃料取扱い中の原子炉格納容器内（EL. +32.8 m 付近）、補修中

の機器室の付近には可搬式エリアモニタ装置を必要に応じて設ける。 
さらに、事故時において十分な測定範囲を有する格納容器内高レンジエ

リアモニタ（低レンジ）及び格納容器内高レンジエリアモニタ（高レンジ）

を設ける。 
c. 周辺モニタリング設備 
(d) 環境放射能測定設備（環境モニタリングセンターのものを共用） 

環境試料中の放射能測定のために、環境モニタリングセンターに設

けている測定設備を共用する。 
 

 8.2 換気空調設備 
8.2.1 換気設備 
8.2.1.4 主要設備 

(2) 補助建屋換気空調設備 
補助建屋換気空調設備は、補助建屋空調装置、燃料取扱室空調装置、中

央制御室空調装置及び放射線管理室空調装置等で構成する。 
補助建屋換気空調設備の系統構成を第 8.2.1.2 図～第 8.2.1.10 図に、主

要設備の仕様を第 8.2.1.2 表に示す。 
l. 保修点検建屋換気設備 

保修点検建屋換気系は給気ファン、給気ユニット、排気フィルタユニッ

ト（粗フィルタ及び微粒子フィルタ内蔵）、排気ファン等により構成す

る。保修点検建屋の換気空気は排気フィルタユニットでろ過した後、保修

点検建屋の排気口より排気する。保修点検建屋換気系統説明図を第

8.2.1.10 図に示す。 
 （a.～k.及び第 8.2.1.2 図～第 8.2.1.9 図は変更前の記載に同じ。） 

 
8.3 遮蔽設備 
8.3.2 設計方針 

(1) 発電所周辺の一般公衆が受ける線量については、「実用発電用原子炉の設

置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示」（以下「線

量限度等を定める告示」という。）に定められた周辺監視区域外の値より十分

小さくなるようにする。また人の居住の可能性のある敷地境界外においては

年間 50μGy を超えないような遮蔽とする。 
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高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類八） 

＜８．放射線管理施設＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
(2) 燃料取替時、補修時等の通常運転時において、放射線業務従事者等が受ける

線量が、「線量限度等を定める告示」に定められた限度を超えないようにする

のはもちろん、不必要な放射線被ばくを防止するような遮蔽とする。 
(3) 重大事故及び仮想事故時においても、発電所周辺の一般公衆の受ける線量

が、「原子炉立地審査指針」のめやす線量を十分下回る遮蔽とする。 
事故時及び重大事故等時に中央制御室内の運転員等に対し、過度の放射線

被ばくがないように考慮し、運転員等が中央制御室内にとどまり、事故対策

に必要な各種の操作を行うことができるように設計する。 
重大事故等の発生時に緊急時対策所内の対策要員に対し、過度の放射線被

ばくがないように考慮し、事故対応に必要な措置を行うことができる遮蔽設

計とする。 
(4) 遮蔽設計に当たり、放射線業務従事者等が立入場所において不必要な放射

線被ばくを受けないように、関係各場所への立入頻度、滞在時間等を考慮し

た上で、放射線業務従事者等の受ける線量が十分安全に管理できるように、

下記の遮蔽設計基準(1)を満足するように設計する。 
なお、固体廃棄物固型化処理建屋及び使用済燃料輸送容器保管建屋につい

ては、下記の遮蔽設計基準(2)を満足するように設計する。 
 

 

遮蔽設計基準(1) 
区 分       設計基準 代表箇所 
管理区域外 第Ⅰ区分 ≦0.00625 mSv/h 非 管 理 区 域       

管理区域内 

第Ⅱ区分 ≦0.01  mSv/h 一 般 通 路 等       

第Ⅲ区分 ≦0.15  mSv/h 操作用通路等 

第Ⅳ区分 ＞0.15  mSv/h 機 器 室 等       
 

遮蔽設計基準(2) 
区 分       設計基準 代表箇所 

管理区域外 第Ⅰ区分 ≦0.0026 mSv/h 非 管 理 区 域       

管理区域内 

第Ⅱ区分 ≦0.01  mSv/h 一 般 通 路 等       

第Ⅲ区分 ≦0.15  mSv/h 操作用通路等 

第Ⅳ区分 ＞0.15  mSv/h 機 器 室 等       

 

(2) 燃料取替時、補修時等の通常運転時において、放射線業務従事者等が受ける

線量が、「線量限度等を定める告示」に定められた限度を超えないようにする

のはもちろん、不必要な放射線被ばくを防止するような遮蔽とする。 
(3) 重大事故及び仮想事故時においても、発電所周辺の一般公衆の受ける線量

が、「原子炉立地審査指針」のめやす線量を十分下回る遮蔽とする。 
事故時及び重大事故等時に中央制御室内の運転員等に対し、過度の放射線

被ばくがないように考慮し、運転員等が中央制御室内にとどまり、事故対策

に必要な各種の操作を行うことができるように設計する。 
重大事故等の発生時に緊急時対策所内の対策要員に対し、過度の放射線被

ばくがないように考慮し、事故対応に必要な措置を行うことができる遮蔽設

計とする。 
(4) 遮蔽設計に当たり、放射線業務従事者等が立入場所において不必要な放射

線被ばくを受けないように、関係各場所への立入頻度、滞在時間等を考慮し

た上で、放射線業務従事者等の受ける線量が十分安全に管理できるように、

下記の遮蔽設計基準(1)を満足するように設計する。 
なお、固体廃棄物固型化処理建屋、使用済燃料輸送容器保管建屋、蒸気発

生器保管庫（３号及び４号炉共用）及び保修点検建屋については、下記の遮蔽

設計基準(2)を満足するように設計する。 
 

遮蔽設計基準(1) 
区 分       設計基準 代表箇所 
管理区域外 第Ⅰ区分 ≦0.00625 mSv/h 非 管 理 区 域       

管理区域内 

第Ⅱ区分 ≦0.01  mSv/h 一 般 通 路 等       

第Ⅲ区分 ≦0.15  mSv/h 操作用通路等 

第Ⅳ区分 ＞0.15  mSv/h 機 器 室 等       
 

遮蔽設計基準(2) 
区 分       設計基準 代表箇所 

管理区域外 第Ⅰ区分 ≦0.0026 mSv/h 非 管 理 区 域       

管理区域内 

第Ⅱ区分 ≦0.01  mSv/h 一 般 通 路 等       

第Ⅲ区分 ≦0.15  mSv/h 操作用通路等 

第Ⅳ区分 ＞0.15  mSv/h 機 器 室 等       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
蒸気発生器保管

庫及び保修点検

建屋設置に伴う

変更 
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高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類八） 

＜８．放射線管理施設＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
通常運転時の区分概略を、第8.3.1図～第8.3.11図に示す。 

 
 
8.3.3 主要設備 

(4) 補助遮蔽 
補助遮蔽は、原子炉補助建屋内の放射性廃棄物廃棄施設、化学体積制御設

備、試料採取設備、廃樹脂貯蔵室、廃樹脂処理建屋、固体廃棄物処理建屋及び

固体廃棄物固型化処理建屋内の放射性廃棄物廃棄施設等の放射性物質を内蔵

する機器及び配管等を取り囲む構造物である。 
補助遮蔽は、原子炉補助建屋内の通路を第Ⅱ区分にするとともに、原則と

して隣接した機器室からの外部放射線に係る線量率を第Ⅲ区分にし、隣接設

備の停止あるいは除染を行わずに、各機器室における補修を可能にする。た

だし、バルブエリアにおいては機器室からの外部放射線に係る線量率を 1 
mSv/h 以下になる遮蔽とする。 

 
第8.1.1.3表 主要放射能測定装置の設備仕様（３，４号炉共用） 

 
(1) γ線多重波高分析装置 

個 数       1 
検 出 器       Ge(Li)半導体 

(2) 液体シンチレーション計数装置 

個 数       1 
検 出 器       液体シンチレータ 

(3) ＧＭ計数装置 

個 数       1 
検 出 器       ＧＭ管 

(4) ガス放射能測定装置 

個 数       1 
検 出 器       電離箱 

(5) ２πガスフロー型比例計数装置 

個 数       1 
検 出 器       比例計数管 

 
 
 
 
 

通常運転時の区分概略を、第8.3.1図～第8.3.12図に示す。 

（第8.3.1図～第8.3.11図は、変更前の記載に同じ。） 
 

 8.3.3 主要設備 
(4) 補助遮蔽 

補助遮蔽は、原子炉補助建屋内の放射性廃棄物廃棄施設、化学体積制御設

備、試料採取設備、廃樹脂貯蔵室、廃樹脂処理建屋、固体廃棄物処理建屋、固

体廃棄物固型化処理建屋内の放射性廃棄物廃棄施設、及び保修点検建屋等の

放射性物質を内蔵する機器及び配管等を取り囲む構造物である。 
補助遮蔽は、原子炉補助建屋内の通路を第Ⅱ区分にするとともに、原則と

して隣接した機器室からの外部放射線に係る線量率を第Ⅲ区分にし、隣接設

備の停止あるいは除染を行わずに、各機器室における補修を可能にする。た

だし、バルブエリアにおいては機器室からの外部放射線に係る線量率を 1 
mSv/h 以下になる遮蔽とする。 

 
第8.1.1.3表 主要放射能測定装置の設備仕様 

 
(1) γ線多重波高分析装置 

個 数       1 
検 出 器       Ge(Li)半導体 

(2) 液体シンチレーション計数装置 

個 数       1 
検 出 器       液体シンチレータ 

(3) ＧＭ計数装置 

個 数       1 
検 出 器       ＧＭ管 

(4) ガス放射能測定装置 

個 数       1 
検 出 器       電離箱 

(5) ２πガスフロー型比例計数装置 

個 数       1 
検 出 器       比例計数管 

 
 
 
 
 

保修点検建屋設

置に伴う変更 

 
 
 
 
 
保修点検建屋設

置に伴う変更 

 
 
 
 
 
 
記載の適正化 
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高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類八） 

＜８．放射線管理施設＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
第 8.1.1.5 表 プロセスモニタリング設備及びエリアモニタリング設備の設備仕様 

 
(17) エリアモニタ 

個   数    13 
検 出 器    半導体式検出器 

 
 
 
 

第 8.2.1.2 表 補助建屋換気空調設備の設備仕様 
 

記載なし 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 8.1.1.5 表 プロセスモニタリング設備及びエリアモニタリング設備の設備仕様 
 

(17) エリアモニタ 
個   数    14 
検 出 器    半導体式検出器 

 
（(1)～(16)及び(18)は変更前の記載に同じ。） 
 
 

第 8.2.1.2 表 補助建屋換気空調設備の設備仕様 
 

(10) 保修点検建屋換気設備（１号、２号、３号及び４号炉共用） 

a．保修点検建屋給気設備 

(a) 保修点検建屋給気ユニット 
台    数     1 
容    量     約760m3/min/台 

(b) 保修点検建屋給気ファン 
台    数     2 
容    量     約380m3/min/台 

b．保修点検建屋排気設備 

(a) 保修点検建屋排気フィルタユニット 
台    数     1 
容    量     約800m3/min/台 

(b) 保修点検建屋排気ファン 
台    数     2 
容    量     約400m3/min/台 

 
（(1)～(9)は変更前の記載に同じ。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
保修点検建屋設

置に伴う変更 

 
 
 
 
 
 
保修点検建屋設

置に伴う変更 
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高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類八） 

＜８．放射線管理施設＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
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保修点検建屋設

置に伴う変更 
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高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類八） 

＜８．放射線管理施設＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
 

 

（ ）内は作業時 

 

 

 

第8.3.12図 遮蔽設計区分概略図（保修点検建屋） 
 

 
保修点検建屋設

置に伴う変更 
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高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類八） 

＜１０．その他発電用原子炉の附属施設＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
（３号炉及び４号炉） 
 10.14 特定重大事故等対処施設 

 
 
 

 
 

記載なし 
 
 
 
 
 
 
 
10.16 参考文献 

(1) 「ＰＷＲ型原子力発電用電線貫通部の環境試験」火力原子力発電 Vol.28，
№252，1977 

(2) 最新 航空実用ハンドブック，株式会社 朝日ソノラマ 日本航空広報部 
(3) Stellungnahme der HSK zur Sicherheit der schweizerischen Kernkraft

werke bei einem vorsätzlichen Flugzeugabsturz, Würenlingen, März 2
003 

(4) 航空豆知識, JALホームページ 
(5) Aircraft Crash Impact Analyses Demonstrate Nuclear Power Plant's St

ructural Strength, December 2002, 米国NEI研究レポート 
(6) Zusammenfassung de GRS-Studie durch das Bundesministerium für U

mwelt,Naturschutz und Reaktorsicherheit(BMU),Bonn,den 27,11,2002 
(7) P.P. Degen, "Perforation of Reinforced Concrete Slabs by Rigid Missile

s", Journal of the Structural Division, ASCE, Vol.106, No.ST7, July 1
980 

(8) K. Muto et al., "Experimental Studies on Local Damage of Reinforced 
Concrete Structures by the Impact of Deformable Missiles Part1: Out
line of Test Program and Small-Scale Tests", Transactions of the 10t
h International Conference on Structural Mechanics in Reactor Techn
ology, Vol.J, pp.257-264, 1989 

(9) Y. Esashi et al., "Experimental Studies on Local Damage of Reinforce
d Concrete Structures by the Impact Deformable Missiles Part2: Inte

（３号炉及び４号炉） 
 10.14 特定重大事故等対処施設 

 
 

 
 

 
10.16 保修点検建屋 

機器の修理及び工具（当社発電所間共用の保修・検査装置等）の事前点検、

調整、保管等を効率的に行い、使用時に十分な信頼性を確保するため保修点検

建屋（１号、２号、３号及び４号炉共用）を設置する。 
保修点検建屋の設備仕様の概略を第 10.16.1 表、平面図を第 10.16.1 図に示

す。 
 
 

10.17 参考文献 
変更前の「10.16 参考文献」の記載に同じ。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
保修点検建屋設

置に伴う変更 
 
 
 
 
 
 
番号の繰り下げ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類八） 

＜１０．その他発電用原子炉の附属施設＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
rmediate Scale Tests", Transactions of the 10th International Confere
nce on Structural Mechanics in Reactor Technology, Vol.J, pp.265-27
0, 1989 

(10) K. Muto et al., "Experimental Studies on Local Damage of Reinforced 
Concrete Structures by the Impact of Deformable Missiles Part3: Full
-Scale Tests", Transactions of the 10th International Conference on S
tructural Mechanics in Reactor Technology, Vol.J, pp.271-278, 1989 

(11) K. Muto et al., "Experimental Studies on Local Damage of Reinforced 
Concrete Structures by the Impact of Deformable Missiles Part4: Ove
rall Evaluation of Local Damage", Transactions of the 10th Internatio
nal Conference on Structural Mechanics in Reactor Technology, Vol.J,
 pp.279-284, 1989 

(12) W.S. Chang, "Impact of Solid Missiles on Concrete Barriers", Journal 
of the Structural Division, ASCE, Vol.107, No.ST2, February 1981 

(13) J.D. Riera, "A Critical Reappraisal of Nuclear Power Plant Safety aga
inst Accidental Aircraft Impact", Nuclear Engineering and Design, Vo
l.57, pp.193-206, 1980 

(14) W.A. von Riesemann et al., "Full-Scale Aircraft Impact Test for Evalu
ation of Impact Forces Part1: Test Plan, Test Method, and Test Resu
lts", Transactions of the 10th International Conference on Structural 
Mechanics in Reactor Technology, Vol.J, pp.285-292, 1989 

(15) K. Muto et al., "Full-Scale Aircraft Impact Test for Evaluation of Imp
act Force Part2: Analysis of the Results", Transactions of the 10th In
ternational Conference on Structural Mechanics in Reactor Technolog
y, Vol.J, pp.293-299, 1989 

(16) Airplane Characteristics for Airport Planning, BOEING社ホームページ 
(17) 平成25年度版 民間航空機関連データ集（平成26年3月），一般財団法人 日

本航空機開発協会 
(18) PRTR制度 届外排出量の推計方法等に係わる資料 平成23年度届出外排出

量の推計方法等 詳細版，16.航空機に係る排出量，経済産業省 
(19) Federal Aviation Administration, U.S. DEPARTMENT OF TRANSPOR

TATION FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION TYPE CERTIFIC
ATE DATA SHEET 

(20) Dimensions & key data, Airbus社ホームページ 
(21) Airliners.net，http://www.airliners.net/ 
(22) 空港土木施設設計基準 国土交通省航空局監修，平成17年4月，財団法人 港

湾空港建設技術サービスセンター 
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高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類八） 

＜１０．その他発電用原子炉の附属施設＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
(23) Jane's All the World's Aircraft 2000-2001 
(24) Jane's All the World's Aircraft 2013-2014 
(25) Jane’s Aero – Engines Issue 25, 2009 
(26) 民間航空機に関する市場予測2014－2033（2014年3月），一般財団法人 日本

航空機開発協会 
(27) BWR配管における混合ガス(水素・酸素)の燃焼による配管損傷防止に関する

ガイドライン(第3版)，平成22年3月，一般社団法人 日本原子力技術協会 
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高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類八） 

＜１０．その他発電用原子炉の附属施設＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
         第10.14.12.1表  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

第10.14.12.1表  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類八） 

＜１０．その他発電用原子炉の附属施設＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
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高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類八） 

＜１０．その他発電用原子炉の附属施設＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
 
 

記載なし 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 10.16.1 表 保修点検建屋の設備仕様 
 

(1) 保修点検建屋（１号、２号、３号及び４号炉共用） 
 構  造      鉄骨造（一部鉄筋コンクリート造） 
 面  積     

    地階     約 280 m2 
    １階     約 1,600 m2 

    ２階     約 770 m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

保修点検建屋設

置に伴う変更 
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高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類八） 

＜１０．その他発電用原子炉の附属施設＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
 
  

記載なし 
 

 

 
 
 
 
 

第 10.16.1 図 保修点検建屋 
 
 

 
 
保修点検建屋設

置に伴う変更 
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高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類九） 
＜2. 放射線管理＞ 

 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所１（２）号炉 既許可記載（R4.12.21 許可版） 高浜発電所１（２）号炉 設置変更許可申請書記載 差異の説明 
（１号炉） 
2. 放射線管理 

2.1 管理区域、保全区域及び周辺監視区域の設定 
2.1.1 管理区域 

炉室、使用済燃料の貯蔵施設、放射性廃棄物の廃棄施設等の場所であっ

て、その場所における外部放射線に係る線量、空気中の放射性物質の濃度

又は放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度が、「核

原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線

量限度等を定める告示」（以下「線量限度等を定める告示」という。）（第 1
条）に定められた値を超えるか又は超えるおそれのある区域は、すべて管

理区域とする。 
実際には、部屋、建物その他の施設の配置及び管理上の便宜も考慮して、

原子炉格納施設、原子炉補助建屋の大部分、固体廃棄物貯蔵庫、蒸気発生

器保管庫、外部遮蔽壁保管庫、廃樹脂貯蔵室、固体廃棄物処理建屋、固体

廃棄物固型化処理建屋、廃樹脂処理建屋、使用済燃料輸送容器保管建屋等

を管理区域とする。 
管理区域の範囲を第 2.1.1 図に示す。 
また、運用段階で、もしも一時的に上記管理区域に係る値を超えるか又

は超えるおそれのある区域が生じた場合は、一時的な管理区域とする。 
 

2.1.3 周辺監視区域 
外部放射線に係る線量又は空気中若しくは水中の放射性物質の濃度が、

「線量限度等を定める告示」（第 2 条及び第 8 条）に定められた値を超え

るおそれのある区域を周辺監視区域とする。実際には、周辺監視区域境界

は管理上の便宜も考慮して第 2.1.2 図に示すように設定する。 
 

2.2 管理区域等の管理 
2.2.1 遮蔽 
2.2.1.2 遮蔽区分 

遮蔽は、各場所の放射線レベル、各場所への立入りの頻度、滞在時間

等を考慮した上で放射線業務従事者等の放射線被ばくが十分管理でき

る設計とする。 
おもな放射線源は、原子炉本体、１次冷却設備、化学体積制御設備、

使用済燃料ピット、放射性廃棄物廃棄施設等の中にある。 
遮蔽は、原子炉１次遮蔽、原子炉２次遮蔽、外部遮蔽、補助遮蔽、燃

料移送遮蔽、中央制御室遮蔽、一時遮蔽及び緊急時対策所遮蔽に区分す

（１号炉） 
2. 放射線管理 

2.1 管理区域、保全区域及び周辺監視区域の設定 
2.1.1 管理区域 

炉室、使用済燃料の貯蔵施設、放射性廃棄物の廃棄施設等の場所であっ

て、その場所における外部放射線に係る線量、空気中の放射性物質の濃度

又は放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度が、「核

原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線

量限度等を定める告示」（以下「線量限度等を定める告示」という。）（第 1
条）に定められた値を超えるか又は超えるおそれのある区域は、すべて管

理区域とする。 
実際には、部屋、建物その他の施設の配置及び管理上の便宜も考慮し

て、原子炉格納施設、原子炉補助建屋の大部分、固体廃棄物貯蔵庫、蒸

気発生器保管庫、外部遮蔽壁保管庫、廃樹脂貯蔵室、固体廃棄物処理建

屋、固体廃棄物固型化処理建屋、廃樹脂処理建屋、使用済燃料輸送容器

保管建屋、保修点検建屋等を管理区域とする。 
管理区域の範囲を第 2.1.1 図に示す。 
また、運用段階で、もしも一時的に上記管理区域に係る値を超えるか又

は超えるおそれのある区域が生じた場合は、一時的な管理区域とする。 
 

2.1.3 周辺監視区域 
外部放射線に係る線量又は空気中若しくは水中の放射性物質の濃度が、

「線量限度等を定める告示」（第 2 条及び第 8 条）に定められた値を超え

るおそれのある区域を周辺監視区域とする。実際には、周辺監視区域境界

は管理上の便宜も考慮して第 2.1.2 図に示すように設定する。 
 

2.2 管理区域等の管理 
2.2.1 遮蔽 
2.2.1.2 遮蔽区分 

遮蔽は、各場所の放射線レベル、各場所への立入りの頻度、滞在時間

等を考慮した上で放射線業務従事者等の放射線被ばくが十分管理でき

る設計とする。 
おもな放射線源は、原子炉本体、１次冷却設備、化学体積制御設備、

使用済燃料ピット、放射性廃棄物廃棄施設等の中にある。 
遮蔽は、原子炉１次遮蔽、原子炉２次遮蔽、外部遮蔽、補助遮蔽、燃

料移送遮蔽、中央制御室遮蔽、一時遮蔽及び緊急時対策所遮蔽に区分す
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高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類九） 
＜2. 放射線管理＞ 

 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所１（２）号炉 既許可記載（R4.12.21 許可版） 高浜発電所１（２）号炉 設置変更許可申請書記載 差異の説明 
る。 

これらの遮蔽の機能及び設計方針は「添付書類八 8.3 遮蔽設備」に

示すとおりである。また、立入頻度等を考慮した管理区域内の遮蔽設計

区分は「添付書類八 8.3 遮蔽設備」に示すとおりである。この設計区

分に基づく管理区域内の区分の概略を第 2.2.1 図～第 2.2.14 図に示す。 
 
 
2.2.3 線量等の測定 
2.2.3.1 外部放射線に係る線量当量率の測定 

管理区域内空間の外部放射線に係る線量を把握するため、管理区域内の

主要部分における外部放射線に係る線量当量率を測定する。 
外部放射線に係る線量当量率測定用のエリアモニタの主な設置場所に

ついては「添付書類八 8.1 放射線管理設備」に示す。 
エリアモニタは、放射線レベルがあらかじめ設定された値以上になる

と、現場、中央制御室及び放射線管理室において警報を発する。 
ただし、固体廃棄物処理建屋及び固体廃棄物固型化処理建屋のエリアモ

ニタは、現場、固体廃棄物処理建屋内制御室、中央制御室及び放射線管理

室において警報を発する。 
警報は異常の発見を主目的にするところから、その警報設定点は、平常

時の値等を基にして定める。 
また、放射線業務従事者が、特に頻繁に立ち入る箇所については、定期

的及び必要の都度、サーベイメータにより外部放射線に係る線量当量率の

測定を行う。 
 
 
 
 
サーベイメータとしては、線量当量率サーベイメータを使用する。 
 
 
 
 
 
 

 
 

る。 
これらの遮蔽の機能及び設計方針は「添付書類八 8.3 遮蔽設備」に

示すとおりである。また、立入頻度等を考慮した管理区域内の遮蔽設計

区分は「添付書類八 8.3 遮蔽設備」に示すとおりである。この設計区

分に基づく管理区域内の区分の概略を第 2.2.1 図～第 2.2.15 図に示す。 
（第 2.2.1 図～第 2.2.14 図は変更前の記載に同じ。） 

 
2.2.3 線量等の測定 
2.2.3.1 外部放射線に係る線量当量率の測定 

管理区域内空間の外部放射線に係る線量を把握するため、管理区域内の

主要部分における外部放射線に係る線量当量率を測定する。 
外部放射線に係る線量当量率測定用のエリアモニタの主な設置場所に

ついては「添付書類八 8.1 放射線管理設備」に示す。 
エリアモニタは、放射線レベルがあらかじめ設定された値以上になる

と、現場、中央制御室及び放射線管理室において警報を発する。 
ただし、固体廃棄物処理建屋及び固体廃棄物固型化処理建屋のエリアモ

ニタは、現場、固体廃棄物処理建屋内制御室、中央制御室及び放射線管理

室において警報を発する。 
警報は異常の発見を主目的にするところから、その警報設定点は、平常

時の値等を基にして定める。 
また、放射線業務従事者が、特に頻繁に立ち入る箇所については、定期

的及び必要の都度、サーベイメータにより外部放射線に係る線量当量率の

測定を行う。 
保修点検建屋のエリアモニタ（１号、２号、３号及び４号炉共用）は、

保修点検建屋内制御室で指示、自動記録を行い、放射線レベルが設定値以

上になると現場、保修点検建屋内制御室、中央制御室（３号及び４号炉共

用）及び放射線管理室（３号及び４号炉共用）に警報を発する。 
サーベイメータとしては、線量当量率サーベイメータを使用する。 
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高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類九） 
＜2. 放射線管理＞ 

 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所１（２）号炉 既許可記載（R4.12.21 許可版） 高浜発電所１（２）号炉 設置変更許可申請書記載 差異の説明 
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高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類九） 
＜2. 放射線管理＞ 

 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所１（２）号炉 既許可記載（R4.12.21 許可版） 高浜発電所１（２）号炉 設置変更許可申請書記載 差異の説明 
 
 
 
 

 
 

第2.1.2図 周辺監視区域図 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

第2.1.2図 周辺監視区域図 
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高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類九） 
＜2. 放射線管理＞ 

 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所１（２）号炉 既許可記載（R4.12.21 許可版） 高浜発電所１（２）号炉 設置変更許可申請書記載 差異の説明 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 2.2.15 図 遮蔽設計区分概略図（保修点検建屋） 
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高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類九） 
＜4. 放射性廃棄物処理＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所１（２）号炉 既許可記載（R4.12.21 許可版） 高浜発電所１（２）号炉 設置変更許可申請書記載 差異の説明 
4. 放射性廃棄物処理 

4.1 放射性廃棄物処理の基本的考え方 
放射性廃棄物廃棄施設の設計及び管理に際しては、「実用発電用原子炉の

設置、運転等に関する規則」を遵守するとともに、「発電用軽水型原子炉施

設周辺の線量目標値に関する指針」の考え方に基づくものとする。 
気体廃棄物としては、カバーガス（窒素）を主体とするホールドアップタ

ンク等のベントガスがある。これらの気体廃棄物は、ガス減衰タンクに貯蔵

して放射能の減衰を図った後、放射性物質の濃度を監視しながら排気筒から

放出する。 
また、換気空気は、高効率エアフィルタ等を通した後、放射性物質の濃度

を監視しながら排気筒から放出する。 
液体廃棄物は、蒸発器、イオン交換器等で処理し、蒸留水等を放出する場

合は放射性物質の濃度が十分低いことを確認する。また、その際に発生する

濃縮廃液は固化し、固体廃棄物として取り扱う。放射性物質の濃度の低い液

体廃棄物を放出する場合には、放水口における水中の放射性物質の濃度が、

「線量限度等を定める告示」（第 8 条）に定める濃度限度以下になるように

する。 
固体廃棄物の主な発生源は、廃液蒸発装置の濃縮廃液、ウエス、金属、機

材、使用済フィルタ等の雑固体廃棄物及びイオン交換器廃樹脂である。 
濃縮廃液等は固化材（アスファルト又はセメント）と共にドラム詰めを行

い貯蔵保管する。 
雑固体廃棄物のうち、可燃物は必要に応じて圧縮減容又は焼却処理後ド

ラム詰め等を行い貯蔵保管する。また、不燃物は必要に応じて圧縮減容後ド

ラム詰め等を行うか、又は必要に応じて圧縮減容後固型化材（モルタル）を

充てんしてドラム詰めを行い貯蔵保管する。 
イオン交換器廃樹脂は、廃樹脂タンクを経て廃樹脂貯蔵タンクに貯蔵し、

その後廃樹脂処理装置で処理する。処理後の樹脂は、雑固体廃棄物として取

り扱い焼却する。処理後の濃縮廃液は廃樹脂処理装置の濃縮廃液タンクに貯

蔵保管する。 
また、イオン交換器廃樹脂の一部は、雑固体廃棄物として取り扱い焼却す

る。 
使用済制御棒等の放射化された機器は使用済燃料ピットに貯蔵する。 
発生したドラム詰め等固体廃棄物は、所要の遮蔽設計を行った発電所内

の固体廃棄物貯蔵庫に貯蔵保管する。 
また、蒸気発生器の取替えに伴い取り外した蒸気発生器 3 基等、原子炉

容器上部ふたの取替えに伴い取り外した原子炉容器上部ふた 1 基等及び減

4. 放射性廃棄物処理 
4.1 放射性廃棄物処理の基本的考え方 

放射性廃棄物廃棄施設の設計及び管理に際しては、「実用発電用原子炉の

設置、運転等に関する規則」を遵守するとともに、「発電用軽水型原子炉施

設周辺の線量目標値に関する指針」の考え方に基づくものとする。 
気体廃棄物としては、カバーガス（窒素）を主体とするホールドアップタ

ンク等のベントガスがある。これらの気体廃棄物は、ガス減衰タンクに貯蔵

して放射能の減衰を図った後、放射性物質の濃度を監視しながら排気筒から

放出する。 
また、換気空気は、高効率エアフィルタ等を通した後、放射性物質の濃度

を監視しながら排気筒から放出する。 
液体廃棄物は、蒸発器、イオン交換器等で処理し、蒸留水等を放出する場

合は放射性物質の濃度が十分低いことを確認する。また、その際に発生する

濃縮廃液は固化し、固体廃棄物として取り扱う。放射性物質の濃度の低い液

体廃棄物を放出する場合には、放水口における水中の放射性物質の濃度が、

「線量限度等を定める告示」（第 8 条）に定める濃度限度以下になるように

する。 
固体廃棄物の主な発生源は、廃液蒸発装置の濃縮廃液、ウエス、金属、機

材、使用済フィルタ等の雑固体廃棄物及びイオン交換器廃樹脂である。 
濃縮廃液等は固化材（アスファルト又はセメント）と共にドラム詰めを行

い貯蔵保管する。 
雑固体廃棄物のうち、可燃物は必要に応じて圧縮減容又は焼却処理後ド

ラム詰め等を行い貯蔵保管する。また、不燃物は必要に応じて圧縮減容後ド

ラム詰め等を行うか、又は必要に応じて圧縮減容後固型化材（モルタル）を

充てんしてドラム詰めを行い貯蔵保管する。 
イオン交換器廃樹脂は、廃樹脂タンクを経て廃樹脂貯蔵タンクに貯蔵し、

その後廃樹脂処理装置で処理する。処理後の樹脂は、雑固体廃棄物として取

り扱い焼却する。処理後の濃縮廃液は廃樹脂処理装置の濃縮廃液タンクに貯

蔵保管する。 
また、イオン交換器廃樹脂の一部は、雑固体廃棄物として取り扱い焼却す

る。 
使用済制御棒等の放射化された機器は使用済燃料ピットに貯蔵する。 
発生したドラム詰め等固体廃棄物は、所要の遮蔽設計を行った発電所内

の固体廃棄物貯蔵庫に貯蔵保管する。 
また、蒸気発生器の取替えに伴い取り外した蒸気発生器 3 基等、原子炉

容器上部ふたの取替えに伴い取り外した原子炉容器上部ふた 1 基等及び減
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高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類九） 
＜4. 放射性廃棄物処理＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所１（２）号炉 既許可記載（R4.12.21 許可版） 高浜発電所１（２）号炉 設置変更許可申請書記載 差異の説明 
容したバーナブルポイズンは、所要の遮蔽設計を行った発電所内の蒸気発生

器保管庫に貯蔵保管する。外周コンクリート壁一部撤去及び蒸気発生器の取

替えに伴い発生したコンクリート、鉄筋及び埋め込み金物等は、所要の遮蔽

設計を行った発電所内の外部遮蔽壁保管庫に貯蔵保管する。 
なお、必要に応じて、固体廃棄物を廃棄事業者の廃棄施設へ廃棄する。 
気体廃棄物処理系統図、液体廃棄物処理系統図及び固体廃棄物処理系統

図を、それぞれ第 4.1.1 図、第 4.1.2 図及び第 4.1.3 図に示す。 
 
 
4.2 気体廃棄物処理 
4.2.2 １次冷却材中の希ガス及びよう素の濃度 

(2) 計 算 条 件 
（9-1）式の計算に用いたパラメータは次のとおりである。 

i  ：（Kr、Xe） 6.5×10-8 (ｓ-1) 
  （I） 1.3×10-8 (ｓ-1) 

mW  ：（１号炉） 1.90×108 (ｇ) 
  （２号炉） 1.89×108 (ｇ) 
  （３号及び４号各炉） 1.86×108 (ｇ) 
t   ：2.52×107  (ｓ) 
    （原子炉の年間稼動率 80%） 

pＷ   ：（１号及び２号各炉） 3.75×103 (g／s) 

   （３号及び４号各炉） 3.75×103 (g／s) 
iDF  ：（Kr、Xe） 1 

   （I） 10 
iFS  ： （１号及び２号各炉） （３号及び４号各炉） 

    体積制御タンクの   体積制御タンクの 
    連続脱ガス無     連続脱ガス有 

（Kr-85m） 2.7×10-1             3.0×10-1 
（Kr-85） 2.3×10-5             2.0×10-1 
（Kr-87） 6.0×10-1             6.0×10-1 
（Kr-88） 4.3×10-1             4.3×10-1 
（Xe-131m） 1.0×10-2             2.2×10-1 
（Xe-133m） 3.7×10-2             2.3×10-1 
（Xe-133） 1.6×10-2             2.3×10-1 
（Xe-135m） 8.0×10-1             8.0×10-1 

容したバーナブルポイズンは、所要の遮蔽設計を行った発電所内の蒸気発生

器保管庫に貯蔵保管する。外周コンクリート壁一部撤去及び蒸気発生器の取

替えに伴い発生したコンクリート、鉄筋及び埋め込み金物等は、所要の遮蔽

設計を行った発電所内の外部遮蔽壁保管庫に貯蔵保管する。 
なお、必要に応じて、固体廃棄物を廃棄事業者の廃棄施設へ廃棄する。 
気体廃棄物処理系統図、液体廃棄物処理系統図及び固体廃棄物処理系統

図を、それぞれ第 4.1.1 図、第 4.1.2 図及び第 4.1.3 図に示す。 
（第 4.1.1 図及び第 4.1.3 図は変更前の記載に同じ。） 

 
4.2 気体廃棄物処理 
4.2.2 １次冷却材中の希ガス及びよう素の濃度 

(2) 計 算 条 件 
（9-1）式の計算に用いたパラメータは次のとおりである。 

i  ：（Kr、Xe） 6.5×10-8 (ｓ-1) 
  （I） 1.3×10-8 (ｓ-1) 

mW  ：（１号炉） 1.90×108 (ｇ) 
  （２号炉） 1.89×108 (ｇ) 
  （３号及び４号各炉） 1.95×108 (ｇ) 
t   ：2.52×107  (ｓ) 
    （原子炉の年間稼動率 80%） 

pＷ   ：（１号及び２号各炉） 3.75×103 (g／s) 

   （３号及び４号各炉） 3.75×103 (g／s) 
iDF  ：（Kr、Xe） 1 

   （I） 10 
iFS  ： （１号及び２号各炉） （３号及び４号各炉） 

    体積制御タンクの   体積制御タンクの 
    連続脱ガス無     連続脱ガス有 

（Kr-85m） 2.7×10-1             3.0×10-1 
（Kr-85） 2.3×10-5             2.0×10-1 
（Kr-87） 6.0×10-1             6.0×10-1 
（Kr-88） 4.3×10-1             4.3×10-1 
（Xe-131m） 1.0×10-2             2.2×10-1 
（Xe-133m） 3.7×10-2             2.3×10-1 
（Xe-133） 1.6×10-2             2.3×10-1 
（Xe-135m） 8.0×10-1             8.0×10-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
蒸気発生器取替えに

伴う変更 
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高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類九） 
＜4. 放射性廃棄物処理＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所１（２）号炉 既許可記載（R4.12.21 許可版） 高浜発電所１（２）号炉 設置変更許可申請書記載 差異の説明 
（Xe-135） 1.8×10-1             2.8×10-1 

（Xe-138） 1.0 1.0 
（I-131） 0.0 0.0 
（I-133） 0.0 0.0 

BW  ：（１号炉） 1.58×102 (g／s) 
  （２号炉） 1.57×102 (g／s) 
  （３号及び４号各炉） 1.21×102 (g／s) 

i    ：（Xe-135 についてのみ考慮する） 
    2.65×10-18 (cm2) 
     ：（１号及び２号各炉） 3.60×1013 (n/(cm2･s)) 
 （３号及び４号各炉） 4.30×1013 (n/(cm2･s)) 
P  ：（１号及び２号各炉） 2,432 (MWt) 
  （３号及び４号各炉） 2,652 (MWt) 

f  ：    1 (%) 
i    ：  「被ばく計算に用いる放射線エネルギー等に  
iY    ：   ついて」(1)による。 

 
(3) 計 算 結 果 

１次冷却材中の希ガス及びよう素の濃度を第 4.2.1 表に示す。 
 

4.2.3 気体廃棄物の放出量 
(2) 計 算 条 件 

（9-2）式及び(9-3)式の計算に用いたパラメータは次のとおりであ

る。 
Nt  ： 2.59×106 (ｓ) (30ｄ) 
Ht  ：（３号及び４号各炉） 3.46×106 (ｓ) (40ｄ) 

 
K  ： 1 

eW  ：（１号炉） 3.99×109  (g/y) 

（２号炉） 3.96×109  (g/y) 
（３号及び４号各炉） 3.06×109 (g/y) 

dW  ：（１号及び２号各炉） 3.00×108  (g/y) 

（３号及び４号各炉） 3.00×108  (g/y) 

（Xe-135） 1.8×10-1             2.8×10-1 

（Xe-138） 1.0 1.0 
（I-131） 0.0 0.0 
（I-133） 0.0 0.0 

BW  ：（１号炉） 1.58×102 (g／s) 
  （２号炉） 1.57×102 (g／s) 
  （３号及び４号各炉） 1.27×102 (g／s) 

i    ：（Xe-135 についてのみ考慮する） 
    2.65×10-18 (cm2) 
     ：（１号及び２号各炉） 3.60×1013 (n/(cm2･s)) 
 （３号及び４号各炉） 4.30×1013 (n/(cm2･s)) 
P  ：（１号及び２号各炉） 2,432 (MWt) 
  （３号及び４号各炉） 2,652 (MWt) 

f  ：    1 (%) 
i    ：  「被ばく計算に用いる放射線エネルギー等に  
iY    ：   ついて」(1)による。 

 
(3) 計 算 結 果 

１次冷却材中の希ガス及びよう素の濃度を第 4.2.1 表に示す。 
 

4.2.3 気体廃棄物の放出量 
(2) 計 算 条 件 

（9-2）式及び(9-3)式の計算に用いたパラメータは次のとおりであ

る。 
Nt  ： 2.59×106 (ｓ) (30ｄ) 
Ht  ：（３号及び４号各炉） 3.46×106 (ｓ) (40ｄ) 

 
K  ： 1 

eW  ：（１号炉） 3.99×109  (g/y) 

（２号炉） 3.96×109  (g/y) 
（３号及び４号各炉） 3.20×109 (g/y) 

dW  ：（１号及び２号各炉） 3.00×108  (g/y) 

（３号及び４号各炉） 3.00×108  (g/y) 

 
 
 
 
 
 
蒸気発生器取替えに

伴う変更 
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高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類九） 
＜4. 放射性廃棄物処理＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所１（２）号炉 既許可記載（R4.12.21 許可版） 高浜発電所１（２）号炉 設置変更許可申請書記載 差異の説明 

dn  ： 4  (y-1) 

q ：（３号及び４号各炉） 3.33×102  (Ncm3/s) 
     （1.2Nm3/h） 

vt  ：（３号及び４号各炉） 2.52×107               (s/y) 

 (292d/y) 

vV ：（３号及び４号各炉） 1.00×107  (Ncm3) 

                        （46℃、0.206MPa で 5.1m3） 
（9-4）式の計算に用いたパラメータは次のとおりである。 

n  ： 10  (y-1) 
ft  ： 5.76×104 (ｓ) (16h) 

T  ： 2.52×106 (ｓ) (29.2d) 
1L  ： 1.16 (g/s) (0.1t/d) 

i1P  ：（Kr,Xe）1.0 （Ｉ）0.1 

RV ：（１号及び２号各炉） 8.50  (m3/s) 

     (255m3/min×2) 
（３号及び４号各炉） 1.17×101  (m3/s) 

     (350m3/min×2) 

CVV  ：（１号及び２号各炉） 6.95×104  (m3) 

（３号及び４号各炉） 6.74×104  (m3) 

Ciη  ：（Kr､Xe）0.0 （Ｉ）0.9 

M ： 0.7 
（9-5）式の計算に用いたパラメータは次のとおりである。 

PV  ：（１号及び２号各炉） 1.20×105  (m3/y) 
（３号及び４号各炉） 1.30×105  (m3/y) 

Diη  ：（１号及び２号各炉） （Kr､Xe）0.0 （Ｉ）0.0 
（３号及び４号各炉） （Kr､Xe）0.0 （Ｉ）0.9 

（9-6）式の計算に用いたパラメータは次のとおりである。 
2L  ：                  9.26×10-1(g/s) (0.08t/d) 

dn  ： 4  (y-1) 

q ：（３号及び４号各炉） 3.33×102  (Ncm3/s) 
     （1.2Nm3/h） 

vt  ：（３号及び４号各炉） 2.52×107               (s/y) 

 (292d/y) 

vV ：（３号及び４号各炉） 1.00×107  (Ncm3) 

                        （46℃、0.206MPa で 5.1m3） 
（9-4）式の計算に用いたパラメータは次のとおりである。 

n  ： 10  (y-1) 
ft  ： 5.76×104 (ｓ) (16h) 

T  ： 2.52×106 (ｓ) (29.2d) 
1L  ： 1.16 (g/s) (0.1t/d) 

i1P  ：（Kr,Xe）1.0 （Ｉ）0.1 

RV ：（１号及び２号各炉） 8.50  (m3/s) 

     (255m3/min×2) 
（３号及び４号各炉） 1.17×101  (m3/s) 

     (350m3/min×2) 

CVV  ：（１号及び２号各炉） 6.95×104  (m3) 

（３号及び４号各炉） 6.74×104  (m3) 

Ciη  ：（Kr､Xe）0.0 （Ｉ）0.9 

M ： 0.7 
（9-5）式の計算に用いたパラメータは次のとおりである。 

PV  ：（１号及び２号各炉） 1.20×105  (m3/y) 
（３号及び４号各炉） 1.30×105  (m3/y) 

Diη  ：（１号及び２号各炉） （Kr､Xe）0.0 （Ｉ）0.0 
（３号及び４号各炉） （Kr､Xe）0.0 （Ｉ）0.9 

（9-6）式の計算に用いたパラメータは次のとおりである。 
2L  ：                  9.26×10-1(g/s) (0.08t/d) 
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高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類九） 
＜4. 放射性廃棄物処理＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所１（２）号炉 既許可記載（R4.12.21 許可版） 高浜発電所１（２）号炉 設置変更許可申請書記載 差異の説明 

i2P  ：（１号及び２号各炉） （Kr、Xe）1.0（I）0.005 

（３号及び４号各炉） （Kr、Xe）1.0（I）0.001 
(3) 計 算 結 果 

気体廃棄物中の希ガス及びよう素の放出量を１号炉、２号炉並びに３

号及び４号各炉について、それぞれ第 4.2.2 表(1)、(2)及び(3)並びに第

4.2.3 表(1)、(2)及び(3)に示す。 
また、気体廃棄物中の希ガス及びよう素の放出量の１号炉、２号炉、

３号炉及び４号炉合算について、第 4.2.4 表に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i2P  ：（１号及び２号各炉） （Kr、Xe）1.0（I）0.005 

（３号及び４号各炉） （Kr、Xe）1.0（I）0.001 
(3) 計 算 結 果 

気体廃棄物中の希ガス及びよう素の放出量を１号炉、２号炉並びに３

号及び４号各炉について、それぞれ第 4.2.2 表(1)、(2)及び(3)並びに第

4.2.3 表(1)、(2)及び(3)に示す。 
また、気体廃棄物中の希ガス及びよう素の放出量の１号炉、２号炉、

３号炉及び４号炉合算について、第 4.2.4 表に示す。 
（4.2.2 表(1)及び(2)並びに第 4.2.3 表(1)及び(2) は変更前の記載に同

じ。） 
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高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類九） 
＜4. 放射性廃棄物処理＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所１（２）号炉 既許可記載（R4.12.21 許可版） 高浜発電所１（２）号炉 設置変更許可申請書記載 差異の説明 
第 4.2.1 表 １次冷却材中の希ガス及びよう素の濃度 

（単位：Bq/g） 

核  種 １号炉 ２号炉 
３号及び 
４号各炉 

Kr-85m 7.09×104 7.12×104 7.81×104 

Kr-85 2.70×104 2.72×104 5.56×103 

Kr-87 4.12×104 4.14×104 4.59×104 

Kr-88 1.22×105 1.23×105 1.36×105 

Xe-131m 5.57×104 5.60×104 1.87×104 

Xe-133m 9.62×104 9.66×104 6.23×104 

Xe-133 6.39×106 6.43×106 2.82×106 

Xe-135m 3.74×103 3.76×103 4.17×103 

Xe-135 1.26×105 1.26×105 1.12×105 

Xe-138 2.00×104 2.01×104 2.23×104 

I-131 7.61×104 7.61×104 8.39×104 

I-133 1.30×105 1.30×105 1.43×105 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 4.2.1 表 １次冷却材中の希ガス及びよう素の濃度 
（単位：Bq/g） 

核  種 １号炉 ２号炉 
３号及び 
４号各炉 

Kr-85m 7.09×104 7.12×104 7.49×104 

Kr-85 2.70×104 2.72×104 5.53×103 

Kr-87 4.12×104 4.14×104 4.39×104 

Kr-88 1.22×105 1.23×105 1.31×105 

Xe-131m 5.57×104 5.60×104 1.85×104 

Xe-133m 9.62×104 9.66×104 6.09×104 

Xe-133 6.39×106 6.43×106 2.77×106 

Xe-135m 3.74×103 3.76×103 3.98×103 

Xe-135 1.26×105 1.26×105 1.08×105 

Xe-138 2.00×104 2.01×104 2.13×104 

I-131 7.61×104 7.61×104 8.36×104 

I-133 1.30×105 1.30×105 1.41×105 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
蒸気発生器取替えに

伴う変更 
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高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類九） 
＜4. 放射性廃棄物処理＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所１（２）号炉 既許可記載（R4.12.21 許可版） 高浜発電所１（２）号炉 設置変更許可申請書記載 差異の説明 
 

第 4.2.2 表(3) 希ガスの放出量（３号及び４号各炉） 
（単位：Bq/y） 

項 目 
 
核 種 

ガス減衰タン 
ク及び水素再 
結合ガス減衰 
タンクからの 
排気 

原子炉停止時 
の原子炉格納 
容器換気 

原子炉格納 
容器減圧時 
の排気 

原子炉補助 
建屋の換気 

合  計 

Kr-85m ～0 2.1×1010 4.1×109 1.9×1012 1.9×1012 
Kr-85 1.3×1014 1.7×1011 1.6×1010 1.3×1011 1.3×1014 
Kr-87 ～0 3.5×109 6.8×108 1.1×1012 1.1×1012 
Kr-88 ～0 2.3×1010 4.4×109 3.2×1012 3.2×1012 
Xe-131m 4.6×1013 2.7×1011 3.2×1010 4.4×1011 4.7×1013 
Xe-133m 1.1×1010 2.1×1011 3.5×1010 1.5×1012 1.7×1012 
Xe-133 4.0×1014 2.1×1013 3.1×1012 6.6×1013 4.9×1014 
Xe-135m ～0 6.6×107 1.3×107 9.8×1010 9.8×1010 
Xe-135 ～0 6.2×1010 1.2×1010 2.7×1012 2.7×1012 
Xe-138 ～0 3.2×108 6.1×107 5.2×1011 5.2×1011 

放出量合計 5.8×1014 2.2×1013 3.2×1012 7.7×1013 6.8×1014 
γ線 

実効ｴﾈﾙｷﾞ  ー
(MeV/dis) 

3.4×10-2 4.8×10-2 4.9×10-2 1.6×10-1 4.8×10-2 

β線 
実効ｴﾈﾙｷﾞ  ー
(MeV/dis) 

1.7×10-1 1.4×10-1 1.4×10-1 1.8×10-1 1.7×10-1 

 
 

第 4.2.3 表(3) よう素の放出量（３号及び４号各炉） 
（単位：Bq/y） 

項 目 
 

核 種 

原子炉停止時 
の原子炉格納 
容器換気 

原子炉格納 
容器減圧時 
の排気 

原子炉補助 
建屋の換気 

定期検査時 
の よ う 素 
131 

合  計 

I-131 1.1×109 1.2×109 2.0×109 1.1×109 5.3×109 
I-133 1.5×109 3.3×108 3.4×109 － 5.1×109 

 
 

 
第 4.2.2 表(3) 希ガスの放出量（３号及び４号各炉） 

（単位：Bq/y） 

項 目 
 
核 種 

ガス減衰タン 
ク及び水素再 
結合ガス減衰 
タンクからの 
排気 

原子炉停止時 
の原子炉格納 
容器換気 

原子炉格納 
容器減圧時 
の排気 

原子炉補助 
建屋の換気 

合  計 

Kr-85m ～0 2.1×1010 3.9×109 1.8×1012 1.8×1012 
Kr-85 1.3×1014 1.7×1011 1.6×1010 1.3×1011 1.3×1014 
Kr-87 ～0 3.4×109 6.5×108 1.1×1012 1.1×1012 
Kr-88 ～0 2.2×1010 4.2×109 3.1×1012 3.1×1012 
Xe-131m 4.6×1013 2.7×1011 3.2×1010 4.3×1011 4.7×1013 
Xe-133m 1.1×1010 2.0×1011 3.4×1010 1.5×1012 1.7×1012 
Xe-133 4.0×1014 2.1×1013 3.1×1012 6.5×1013 4.9×1014 
Xe-135m ～0 6.3×107 1.2×107 9.3×1010 9.3×1010 
Xe-135 ～0 5.9×1010 1.2×1010 2.6×1012 2.6×1012 
Xe-138 ～0 3.1×108 5.9×107 5.0×1011 5.0×1011 

放出量合計 5.7×1014 2.2×1013 3.2×1012 7.6×1013 6.8×1014 
γ線 

実効ｴﾈﾙｷﾞ  ー
(MeV/dis) 

3.4×10-2 4.7×10-2 4.9×10-2 1.5×10-1 4.7×10-2 

β線 
実効ｴﾈﾙｷﾞ  ー
(MeV/dis) 

1.7×10-1 1.4×10-1 1.4×10-1 1.8×10-1 1.7×10-1 

 
 

第 4.2.3 表(3) よう素の放出量（３号及び４号各炉） 
（単位：Bq/y） 

項 目 
 

核 種 

原子炉停止時 
の原子炉格納 
容器換気 

原子炉格納 
容器減圧時 
の排気 

原子炉補助 
建屋の換気 

定期検査時 
の よ う 素 
131 

合  計 

I-131 1.1×109 1.2×109 2.0×109 1.1×109 5.3×109 
I-133 1.4×109 3.3×108 3.3×109 － 5.0×109 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
蒸気発生器取替えに

伴う変更 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
蒸気発生器取替えに

伴う変更 
 

3
4
6
/
5
6
6



高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類九） 
＜4. 放射性廃棄物処理＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所１（２）号炉 既許可記載（R4.12.21 許可版） 高浜発電所１（２）号炉 設置変更許可申請書記載 差異の説明 
 

第 4.2.4 表 希ガス及びよう素の放出量 
（単位：Bq/y） 

原子炉 
核 種 １号炉 ２号炉 ３号炉 ４号炉 合 計 

希 ガ ス 1.1×1015 1.1×1015 6.8×1014 6.8×1014 3.5×1015 

よ
う
素 

I-131 2.6×1010 2.6×1010 5.3×109 5.3×109 6.2×1010 

I-133 2.0×1010 2.0×1010 5.1×109 5.1×109 5.0×1010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第 4.2.4 表 希ガス及びよう素の放出量 

（単位：Bq/y） 
原子炉 

核 種 １号炉 ２号炉 ３号炉 ４号炉 合 計 

希 ガ ス 1.1×1015 1.1×1015 6.8×1014 6.8×1014 3.5×1015 

よ
う
素 

I-131 2.6×1010 2.6×1010 5.3×109 5.3×109 6.2×1010 

I-133 2.0×1010 2.0×1010 5.0×109 5.0×109 5.0×1010 
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高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類九） 
＜4. 放射性廃棄物処理＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所１（２）号炉 既許可記載（R4.12.21 許可版） 高浜発電所１（２）号炉 設置変更許可申請書記載 差異の説明 
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高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類九） 
＜5. 平常運転時における発電所周辺の一般公衆の受ける線量評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所１（２）号炉 既許可記載（R4.12.21 許可版） 高浜発電所１（２）号炉 設置変更許可申請書記載 差異の説明 
5. 平常運転時における発電所周辺の一般公衆の受ける線量評価 

5.1 実効線量の計算 
5.1.1 気体廃棄物中の希ガスのγ線による実効線量 
5.1.1.3 計 算 条 件 

（9-8）式及び（9-9）式の計算に用いたパラメータは次のとおりであ

る。 

1K  ：4.46×10-4    
 

 
  
 

 

  
   

hBqMeV
Gymdis 3

 

en  ：3.84×10-3  (m-1) 

   ：1.05×10-2  (m-1) 
B   ：1.000 
B   ：0.4492 
B   ：0.0038 

   ：0（考慮しない） 
h   ：第 5.1.1 表に示すとおりである。 

（9-12）式、（9-13）式及び（9-14）式の計算に用いたパラメータは次

のとおりである。 
2K  ：0.8  (μSv/μGy) 

hf  ：1 

0f  ：1 

inQ  ：ガス減衰タンク排気 
   （１号及び２号各炉）8.2×1014 (Bq/y) 
    ガス減衰タンク及び水素再結合ガス減衰タンク排気 
   （３号及び４号各炉）5.8×1014  (Bq/y) 
    原子炉停止時の原子炉格納容器換気 
   （１号及び２号各炉）5.0×1013 (Bq/y) 
   （３号及び４号各炉）2.2×1013 (Bq/y) 

inE  ：ガス減衰タンク排気 

   （１号及び２号各炉）3.7×10-2 (MeV/dis) 
    ガス減衰タンク及び水素再結合ガス減衰タンク排気 
   （３号及び４号各炉）3.4×10-2 (MeV/dis) 
    原子炉停止時の原子炉格納容器換気 
   （１号及び２号各炉）4.5×10-2 (MeV/dis) 

5. 平常運転時における発電所周辺の一般公衆の受ける線量評価 
5.1 実効線量の計算 
5.1.1 気体廃棄物中の希ガスのγ線による実効線量 
5.1.1.3 計 算 条 件 

（9-8）式及び（9-9）式の計算に用いたパラメータは次のとおりであ

る。 

1K  ：4.46×10-4    
 

 
  
 

 

  
   

hBqMeV
Gymdis 3

 

en  ：3.84×10-3  (m-1) 

   ：1.05×10-2  (m-1) 
B   ：1.000 
B   ：0.4492 
B   ：0.0038 

   ：0（考慮しない） 
h   ：第 5.1.1 表に示すとおりである。 

（9-12）式、（9-13）式及び（9-14）式の計算に用いたパラメータは次

のとおりである。 
2K  ：0.8  (μSv/μGy) 

hf  ：1 

0f  ：1 

inQ  ：ガス減衰タンク排気 
   （１号及び２号各炉）8.2×1014 (Bq/y) 
    ガス減衰タンク及び水素再結合ガス減衰タンク排気 
   （３号及び４号各炉）5.7×1014  (Bq/y) 
    原子炉停止時の原子炉格納容器換気 
   （１号及び２号各炉）5.0×1013 (Bq/y) 
   （３号及び４号各炉）2.2×1013 (Bq/y) 

inE  ：ガス減衰タンク排気 

   （１号及び２号各炉）3.7×10-2 (MeV/dis) 
    ガス減衰タンク及び水素再結合ガス減衰タンク排気 
   （３号及び４号各炉）3.4×10-2 (MeV/dis) 
    原子炉停止時の原子炉格納容器換気 
   （１号及び２号各炉）4.5×10-2 (MeV/dis) 
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高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類九） 
＜5. 平常運転時における発電所周辺の一般公衆の受ける線量評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所１（２）号炉 既許可記載（R4.12.21 許可版） 高浜発電所１（２）号炉 設置変更許可申請書記載 差異の説明 
   （３号及び４号各炉）4.8×10-2 (MeV/dis) 
N  ：ガス減衰タンク排気 
   （１号及び２号各炉）20  (回/y) 
    ガス減衰タンク及び水素再結合ガス減衰タンク排気 
   （３号及び４号各炉）30  (回/y) 
    原子炉停止時の原子炉格納容器換気 
   （１号、２号、３号及び４号各炉）10 (回/y) 

Tn  ：第 5.1.2 表に示すとおりである。 
LTf  ：第 5.1.3 表に示すとおりである。 

tN  ：8,760 

S,LN 、 S,1LN  、 S,1LN  ：第 5.1.3 表に示すとおりである。 

S,LS 、 S,1LS  、 S,1LS  ：第 5.1.4 表に示すとおりである。 

（9-16）式、（9-17）式及び（9-18）式の計算に用いたパラメータは次

のとおりである。 

contQ  ：原子炉格納容器減圧時の排気 

  （１号炉）6.5×1012  (Bq/y) 
  （２号炉）6.6×1012  (Bq/y) 
  （３号及び４号各炉）3.2×1012 (Bq/y) 
    原子炉補助建屋の換気 
  （１号及び２号各炉）1.7×1014 (Bq/y) 
  （３号及び４号各炉）7.7×1013 (Bq/y) 

contE  ：原子炉格納容器減圧時の排気 

  （１号及び２号各炉）4.6×10-2 (MeV/dis) 
  （３号及び４号各炉）4.9×10-2 (MeV/dis) 
    原子炉補助建屋の換気 
  （１号及び２号各炉）9.1×10-2 (MeV/dis) 
  （３号及び４号各炉）1.6×10-1 (MeV/dis) 

S,LS 、 S,1LS  、 S,1LS  ：第 5.1.4 表に示すとおりである。 

 
 

   （３号及び４号各炉）4.7×10-2 (MeV/dis) 
N  ：ガス減衰タンク排気 
   （１号及び２号各炉）20  (回/y) 
    ガス減衰タンク及び水素再結合ガス減衰タンク排気 
   （３号及び４号各炉）30  (回/y) 
    原子炉停止時の原子炉格納容器換気 
   （１号、２号、３号及び４号各炉）10 (回/y) 

Tn  ：第 5.1.2 表に示すとおりである。 
LTf  ：第 5.1.3 表に示すとおりである。 

tN  ：8,760 

S,LN 、 S,1LN  、 S,1LN  ：第 5.1.3 表に示すとおりである。 

S,LS 、 S,1LS  、 S,1LS  ：第 5.1.4 表に示すとおりである。 

（9-16）式、（9-17）式及び（9-18）式の計算に用いたパラメータは次

のとおりである。 

contQ  ：原子炉格納容器減圧時の排気 

  （１号炉）6.5×1012  (Bq/y) 
  （２号炉）6.6×1012  (Bq/y) 
  （３号及び４号各炉）3.2×1012 (Bq/y) 
    原子炉補助建屋の換気 
  （１号及び２号各炉）1.7×1014 (Bq/y) 
  （３号及び４号各炉）7.6×1013 (Bq/y) 

contE  ：原子炉格納容器減圧時の排気 

  （１号及び２号各炉）4.6×10-2 (MeV/dis) 
  （３号及び４号各炉）4.9×10-2 (MeV/dis) 
    原子炉補助建屋の換気 
  （１号及び２号各炉）9.1×10-2 (MeV/dis) 
  （３号及び４号各炉）1.5×10-1 (MeV/dis) 

S,LS 、 S,1LS  、 S,1LS  ：第 5.1.4 表に示すとおりである。 
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高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類九） 
＜5. 平常運転時における発電所周辺の一般公衆の受ける線量評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所１（２）号炉 既許可記載（R4.12.21 許可版） 高浜発電所１（２）号炉 設置変更許可申請書記載 差異の説明 
5.1.1.4 計 算 結 果 

将来の集落の形成を考慮し、陸側 13 方位の敷地境界外について１号

炉、２号炉、３号炉及び４号炉合算の希ガスのγ線による実効線量の計

算を行った結果は第 5.1.5 表に、また評価地点は第 5.1.1 図に示すとお

りである。これによれば、陸側 13 方位の敷地境界外で希ガスのγ線に

よる実効線量が最大となるのは２号炉心から南南東方向約 830m地点で

あり、その実効線量は年間約 7.2μSv である。 
参考として上記方位以外の海側敷地境界について、１号炉、２号炉、

３号炉及び４号炉合算の希ガスのγ線による実効線量の計算を行った

結果は第 5.1.5 表に、また評価地点は第 5.1.1 図に示すとおりである。 
なお、敷地内を通る一般道路における、１号炉、２号炉、３号炉及び

４号炉合算の希ガスのγ線による最大の実効線量は年間約 12μSv であ

る。 
 

5.1.3  よう素による実効線量 
5.1.3.1 気体廃棄物中のよう素による実効線量 

(2) 年平均地上空気中濃度の計算 
b. 計算条件 

(9-21)式の計算に用いたパラメータは次のとおりである。 
IinQ  ：原子炉停止時の原子炉格納容器換気中のよう素の年間放

出量 
  I-131 
  （１号及び２号各炉）2.1×109      (Bq/y) 
  （３号及び４号各炉）1.1×109     (Bq/y) 
  I-133 

（１号及び２号各炉）1.9×109     (Bq/y) 
  （３号及び４号各炉）1.5×109     (Bq/y) 

(9-22)式の計算に用いたパラメータは次のとおりである。 

IcontQ  ：原子炉格納容器減圧時の排気中のよう素の年間放出量 

  I-131 
  （１号及び２号各炉）9.7×109     (Bq/y) 
  （３号及び４号各炉）1.2×109     (Bq/y) 
  I-133 
  （１号及び２号各炉）2.7×109     (Bq/y) 
  （３号及び４号各炉）3.3×108     (Bq/y) 

5.1.1.4 計 算 結 果 
将来の集落の形成を考慮し、陸側 13 方位の敷地境界外について１号

炉、２号炉、３号炉及び４号炉合算の希ガスのγ線による実効線量の計

算を行った結果は第 5.1.5 表に、また評価地点は第 5.1.1 図に示すとお

りである。これによれば、陸側 13 方位の敷地境界外で希ガスのγ線に

よる実効線量が最大となるのは２号炉心から南南東方向約 830m地点で

あり、その実効線量は年間約 11μSv である。 
参考として上記方位以外の海側敷地境界について、１号炉、２号炉、

３号炉及び４号炉合算の希ガスのγ線による実効線量の計算を行った

結果は第 5.1.5 表に、また評価地点は第 5.1.1 図に示すとおりである。 
なお、敷地内を通る一般道路における、１号炉、２号炉、３号炉及び

４号炉合算の希ガスのγ線による最大の実効線量は年間約 14μSv であ

る。 
 

5.1.3  よう素による実効線量 
5.1.3.1 気体廃棄物中のよう素による実効線量 

(2) 年平均地上空気中濃度の計算 
b. 計算条件 

(9-21)式の計算に用いたパラメータは次のとおりである。 
IinQ  ：原子炉停止時の原子炉格納容器換気中のよう素の年間放

出量 
  I-131 
  （１号及び２号各炉）2.1×109      (Bq/y) 
  （３号及び４号各炉）1.1×109     (Bq/y) 
  I-133 

（１号及び２号各炉）1.9×109     (Bq/y) 
  （３号及び４号各炉）1.4×109     (Bq/y) 

(9-22)式の計算に用いたパラメータは次のとおりである。 

IcontQ  ：原子炉格納容器減圧時の排気中のよう素の年間放出量 

  I-131 
  （１号及び２号各炉）9.7×109     (Bq/y) 
  （３号及び４号各炉）1.2×109     (Bq/y) 
  I-133 
  （１号及び２号各炉）2.7×109     (Bq/y) 
  （３号及び４号各炉）3.3×108     (Bq/y) 

 
 
 
 
 
 
気象データの更新及

び蒸気発生器取替え

に伴う変更 
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高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類九） 
＜5. 平常運転時における発電所周辺の一般公衆の受ける線量評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所１（２）号炉 既許可記載（R4.12.21 許可版） 高浜発電所１（２）号炉 設置変更許可申請書記載 差異の説明 
  原子炉補助建屋の換気中のよう素の年間放出量 
  I-131 
  （１号及び２号各炉）8.9×109     (Bq/y) 
  （３号及び４号各炉）2.0×109     (Bq/y) 
  I-133 
  （１号炉）          1.5×1010 (Bq/y) 
  （２号炉）          1.6×1010    (Bq/y) 
  （３号及び４号各炉）3.4×109 (Bq/y) 
  定期検査時に放出されるよう素の年間放出量 

I-131 
  （１号及び２号各炉）5.2×109     (Bq/y) 
  （３号及び４号各炉）1.1×109     (Bq/y) 

c. 計算結果 
陸側 13 方位の敷地境界外であって、１号炉、２号炉、３号炉

及び４号炉合算のよう素の年平均地上空気中濃度が最大となる地

点は、２号炉心から西南西方向約 870m の地点であり、この地点

における I-131 及び I-133 の年平均地上空気中濃度の計算結果

は、それぞれ約 6.8×10-10Bq/cm3 及び約 5.9×10-10 Bq/cm3 であ

る。 
また、現存する牧草地で、１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉

合算のよう素の年平均地上空気中濃度が最大となる地点は、２号

炉心から西方向約 2,770m の地点であり、この地点における I-131
及び I-133 の年平均地上空気中濃度の計算結果は、それぞれ約

3.1×10-11 Bq/cm3 及び約 2.5×10-11 Bq/cm3 である。 
 
 (4) 計算条件 

(9-24)式の計算に用いたパラメータは次のとおりである。 
IiK   ：成 人 I-131 1.5×10-2 (μSv/Bq) 

    I-133 2.9×10-3 (μSv/Bq) 
   幼 児 I-131 6.9×10-2 (μSv/Bq) 
    I-133 1.6×10-2 (μSv/Bq) 
   乳 児 I-131 1.3×10-1 (μSv/Bq) 
     I-133 3.5×10-2 (μSv/Bq) 

aM  ：成 人  2.22×107 (cm3/d) 

   幼 児  8.72×106 (cm3/d) 

  原子炉補助建屋の換気中のよう素の年間放出量 
  I-131 
  （１号及び２号各炉）8.9×109     (Bq/y) 
  （３号及び４号各炉）2.0×109     (Bq/y) 
  I-133 
  （１号炉）          1.5×1010 (Bq/y) 
  （２号炉）          1.6×1010    (Bq/y) 
  （３号及び４号各炉）3.3×109 (Bq/y) 
  定期検査時に放出されるよう素の年間放出量 

I-131 
  （１号及び２号各炉）5.2×109     (Bq/y) 
  （３号及び４号各炉）1.1×109     (Bq/y) 

c. 計算結果 
陸側 13 方位の敷地境界外であって、１号炉、２号炉、３号炉

及び４号炉合算のよう素の年平均地上空気中濃度が最大となる地

点は、２号炉心から南南東方向約 830m の地点であり、この地点

における I-131 及び I-133 の年平均地上空気中濃度の計算結果

は、それぞれ約 9.0×10-10Bq/cm3 及び約 7.1×10-10 Bq/cm3 であ

る。 
また、現存する牧草地で、１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉

合算のよう素の年平均地上空気中濃度が最大となる地点は、２号

炉心から西方向約 2,770m の地点であり、この地点における I-131
及び I-133 の年平均地上空気中濃度の計算結果は、それぞれ約

2.8×10-11 Bq/cm3 及び約 2.3×10-11 Bq/cm3 である。 
 
 (4) 計算条件 

(9-24)式の計算に用いたパラメータは次のとおりである。 
IiK   ：成 人 I-131 1.5×10-2 (μSv/Bq) 

    I-133 2.9×10-3 (μSv/Bq) 
    幼 児 I-131 6.9×10-2 (μSv/Bq) 
    I-133 1.6×10-2 (μSv/Bq) 
   乳 児 I-131 1.3×10-1 (μSv/Bq) 
     I-133 3.5×10-2 (μSv/Bq) 

aM  ：成 人  2.22×107 (cm3/d) 

    幼 児  8.72×106 (cm3/d) 
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高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類九） 
＜5. 平常運転時における発電所周辺の一般公衆の受ける線量評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所１（２）号炉 既許可記載（R4.12.21 許可版） 高浜発電所１（２）号炉 設置変更許可申請書記載 差異の説明 
   乳 児  2.86×106 (cm3/d) 

Ii  ：（１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉合算） 
    I-131 6.8×10-10 (Bq/cm3) 
    I-133 5.9×10-10 (Bq/cm3) 

(9-25)式の計算に用いたパラメータは次のとおりである。 
TiK ：成 人 I-131 1.6×10-2 (μSv/Bq) 

    I-133 3.1×10-3 (μSv/Bq) 
    幼 児 I-131 7.5×10-2 (μSv/Bq) 
    I-133 1.7×10-2 (μSv/Bq) 
    乳 児 I-131 1.4×10-1 (μSv/Bq) 
    I-133 3.8×10-2 (μSv/Bq) 

VM  ：成 人  100   (g/d) 

    幼 児  50 (g/d) 
    乳 児  20 (g/d) 

Vmf  ：1 

Vtf   ：0.5 

df   ：0.5 

ViF  ：    I-131 2.6×106   
 

 
  
 

 
3cm/Bq

g/Bq  

    I-133 4.3×105   
 

 
  
 

 
3cm/Bq

g/Bq  

Vi  ：（１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉合算） 

    I-131 6.8×10-10 (Bq/cm3) 
    I-133 5.9×10-10 (Bq/cm3) 

Vt  ：0     (d) 

riT  ：「被ばく計算に用いる放射線エネルギー等について」(2)に

よる。 
(9-26)式の計算に用いたパラメータは次のとおりである。 

    乳 児  2.86×106 (cm3/d) 
Ii  ：（１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉合算） 

    I-131 9.0×10-10 (Bq/cm3) 
    I-133 7.1×10-10 (Bq/cm3) 

(9-25)式の計算に用いたパラメータは次のとおりである。 
TiK ：成 人 I-131 1.6×10-2 (μSv/Bq) 

    I-133 3.1×10-3 (μSv/Bq) 
    幼 児 I-131 7.5×10-2 (μSv/Bq) 
    I-133 1.7×10-2 (μSv/Bq) 
    乳 児 I-131 1.4×10-1 (μSv/Bq) 
    I-133 3.8×10-2 (μSv/Bq) 

VM  ：成 人 100   (g/d) 

    幼 児  50 (g/d) 
    乳 児  20 (g/d) 

Vmf  ：1 

Vtf   ：0.5 

df   ：0.5 

ViF  ：    I-131 2.6×106   
 

 
  
 

 
3cm/Bq

g/Bq  

    I-133 4.3×105   
 

 
  
 

 
3cm/Bq

g/Bq  

Vi  ：（１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉合算） 

    I-131 9.0×10-10 (Bq/cm3) 
    I-133 7.1×10-10 (Bq/cm3) 

Vt  ：0     (d) 

riT  ：「被ばく計算に用いる放射線エネルギー等について」(2)に

よる。 
(9-26)式の計算に用いたパラメータは次のとおりである。 
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高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類九） 
＜5. 平常運転時における発電所周辺の一般公衆の受ける線量評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所１（２）号炉 既許可記載（R4.12.21 許可版） 高浜発電所１（２）号炉 設置変更許可申請書記載 差異の説明 
MM ：成 人 200 (mℓ/d) 

 幼 児 500 (mℓ/d) 
  乳 児 600 (mℓ/d) 

Mmf  ：成 人 1 
 幼 児  1 
  乳 児  0.5 

Mtf  ：0.5 

ff   ：1 

MiF  ：    I-131 6.2×105   

    I-133 4.6×104  

Mi  ：（１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉合算） 
    I-131 3.1×10-11 (Bq/cm3) 
    I-133 2.5×10-11 (Bq/cm3) 

Mt  ：成 人  0 (d) 
  幼 児  0 (d) 
  乳 児  3 (d) 

(5) 計算結果 
１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉からの気体廃棄物中のよう素

による実効線量を計算した結果を第5.1.9表に示す。 
これによれば、気体廃棄物中の放射性よう素の呼吸、葉菜摂取及び

牛乳摂取による実効線量が最大となるのは幼児の場合であり、年間約

1.0μSv となる。 
 

5.1.3.3 気体廃棄物中及び液体廃棄物中のよう素を同時に摂取する場合の実

効線量 
(4) 計 算 結 果 

１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉からの気体廃棄物中及び液体廃

棄物中のよう素を同時に摂取する場合の実効線量の計算を行った結

果は第 5.1.12 表のとおりである。 
これによると、実効線量が最大となるのは、海藻類を摂取しない場

合の幼児であり、その実効線量は年間約 1.2μSv である。 

MM ：成 人 200 (mℓ/d) 
  幼 児 500 (mℓ/d) 
   乳 児 600 (mℓ/d) 

Mmf ：成 人 1 
  幼 児  1 
  乳 児  0.5 

Mtf  ：0.5 

ff   ：1 

MiF  ：    I-131 6.2×105   

    I-133 4.6×104  

Mi  ：（１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉合算） 
    I-131 2.8×10-11 (Bq/cm3) 
    I-133 2.3×10-11 (Bq/cm3) 

Mt  ：成 人  0 (d) 
  幼 児  0 (d) 
  乳 児  3 (d) 

(5) 計算結果 
１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉からの気体廃棄物中のよう素

による実効線量を計算した結果を第5.1.9表に示す。 
これによれば、気体廃棄物中の放射性よう素の呼吸、葉菜摂取及び

牛乳摂取による実効線量が最大となるのは幼児の場合であり、年間約

1.2μSv となる。 
 

5.1.3.3 気体廃棄物中及び液体廃棄物中のよう素を同時に摂取する場合の実

効線量 
(4) 計 算 結 果 

１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉からの気体廃棄物中及び液体廃

棄物中のよう素を同時に摂取する場合の実効線量の計算を行った結

果は第 5.1.12 表のとおりである。 
これによると、実効線量が最大となるのは、海藻類を摂取しない場

合の幼児であり、その実効線量は年間約 1.4μSv である。 
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高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類九） 
＜5. 平常運転時における発電所周辺の一般公衆の受ける線量評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所１（２）号炉 既許可記載（R4.12.21 許可版） 高浜発電所１（２）号炉 設置変更許可申請書記載 差異の説明 
 

5.2 線量評価結果 
敷地境界外における１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉からの気体廃棄物

中の希ガスの γ 線からの外部被ばくによる実効線量、液体廃棄物中の放射

性物質の摂取に伴う内部被ばくによる実効線量及びよう素の摂取に伴う内

部被ばくによる実効線量は、それぞれ年間約 7.2μSv、年間約 2.1μSv 及び

年間約 1.2μSv となり、合計は年間約 11μSv である。 
この値は、「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針」に

示される線量目標値の年間 50μSv を下回る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.2 線量評価結果 

敷地境界外における１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉からの気体廃棄物

中の希ガスの γ 線からの外部被ばくによる実効線量、液体廃棄物中の放射

性物質の摂取に伴う内部被ばくによる実効線量及びよう素の摂取に伴う内

部被ばくによる実効線量は、それぞれ年間約 11μSv、年間約 2.1μSv 及び

年間約 1.4μSv となり、合計は年間約 15μSv である。 
この値は、「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針」に

示される線量目標値の年間 50μSv を下回る。 
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高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類九） 
＜5. 平常運転時における発電所周辺の一般公衆の受ける線量評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所１（２）号炉 既許可記載（R4.12.21 許可版） 高浜発電所１（２）号炉 設置変更許可申請書記載 差異の説明 
第 5.1.1 表 線量計算に用いた放出源の有効高さ 

 着目方位 
２号炉か 
らの方位 

放出源の有効高さ(m)［各炉からの方位］ 

１号炉 ２号炉 ３号炉 ４号炉 

陸 
 

側 
 

評 
 

価 
 

地 
 

点 

N 

NNE 

NE 

SE 

SSE 

S 

SSW 

SW 

WSW 

W 

WNW 

NW 

NNW 

125 

70  

70  

75  

80  

115  

90  

110  

110  

165  

120  

140  

125 

[NNW] 

[N] 

[NNE] 

[SE] 

[SSE] 

[S] 

[SSW] 

[WSW] 

[WSW] 

[W] 

[WNW] 

[NW] 

[NNW] 

65 

70 

120 

70 

70 

100 

90 

85 

65 

110 

85 

120 

95 

[N] 

[NNE] 

[NE] 

[SE] 

[SSE] 

[S] 

[SSW] 

[SW] 

[WSW] 

[W] 

[WNW] 

[NW] 

[NNW] 

105 

115 

160 

120 

80 

80 

75 

55 

55 

155 

85 

150 

80 

[NNE] 

[NNE] 

[NE] 

[ESE] 

[SE] 

[SE] 

[S] 

[SW] 

[SW] 

[W] 

[NW] 

[NW] 

[N] 

100 

135 

160 

130 

85 

85 

85 

70 

60 

80 

95 

155 

100 

[NNE] 

[NE] 

[NE] 

[ESE] 

[SE] 

[SE] 

[SSE] 

[SSW] 

[SW] 

[WSW] 

[NW] 

[NW] 

[NNE] 

参

考

地

点 

ENE 

E 

ESE 

105 

125 

125 

[ENE] 

[E] 

[E] 

75 

90 

65 

[ENE] 

[E] 

[ESE] 

95 

120 

120 

[ENE] 

[E] 

[E] 

125 

125 

125 

[E] 

[E] 

[E] 

牛

乳

摂

取

評

価

地

点 

W 190 [W] 135 [W] 185 [W] 180 [W] 

 
 

第 5.1. 1 表 線量計算に用いた放出源の有効高さ 

  

着目方位 

２号炉か 

らの方位 

放出源の有効高さ(m)［各炉からの方位］ 

１号炉 ２号炉 ３号炉 ４号炉 

陸 

  

側 

  

評 

  

価 

  

地 

  

点 

N 115 [NNW] 70 [N] 105 [NNE] 100 [NNE] 

NNE 75 [N] 70 [NNE] 115 [NNE] 140 [NE] 

NE 70 [NNE] 125 [NE] 165 [NE] 165 [NE] 

SE 80 [SE] 75 [SE] 115 [ESE] 125 [ESE] 

SSE 65 [SSE] 65 [SSE] 85 [SE] 90 [SE] 

S 95 [S] 90 [S] 85 [SE] 85 [SE] 

SSW 85 [SSW] 90 [SSW] 75 [S] 75 [SSE] 

SW 105 [WSW] 90 [SW] 55 [SW] 70 [SSW] 

WSW 105 [WSW] 60 [WSW] 55 [SW] 60 [SW] 

W 180 [W] 115 [W] 155 [W] 80 [WSW] 

WNW 115 [WNW] 80 [WNW] 85 [NW] 85 [NW] 

NW 140 [NW] 115 [NW] 150 [NW] 150 [NW] 

NNW 115 [NNW] 90 [NNW] 80 [N] 100 [NNE] 

参 

考 

地 

点 

ENE 125 [ENE] 85 [ENE] 105 [ENE] 105 [E] 

E 120 [E] 90 [E] 100 [E] 105 [E] 

ESE 120 [E] 70 [ESE] 105 [E] 105 [E] 

牛

乳

摂

取

評

価

地

点 

W 210 [W] 140 [W] 185 [W] 190 [W] 
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高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類九） 
＜5. 平常運転時における発電所周辺の一般公衆の受ける線量評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所１（２）号炉 既許可記載（R4.12.21 許可版） 高浜発電所１（２）号炉 設置変更許可申請書記載 差異の説明 
第5.1.2表 着目方位及び隣接２方位への最大放出回数 

 
着目方位及びその隣接 2 方位へ向かう風の出現頻度の和と年間の放出

回数とから二項確率分布の信頼度が、67％となるように求めた着目方位

を中心とした 3 方位への最大放出回数 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第5.1.2表 着目方位及び隣接２方位への最大放出回数 
 

着目方位及びその隣接 2 方位へ向かう風の出現頻度の和と年間の放出

回数とから二項確率分布の信頼度が、67％となるように求めた着目方位

を中心とした 3 方位への最大放出回数 
 

(単位：y-1)  

計 算 地 点 

の 方 位 

着目方位を中心とした 3方位への最大放出回数ｎＴ 

ガス減衰タンク排気 

( １ ， ２ 号 各 炉 ） 

ガス減衰タンク及び 

水 素 再 結 合 

ガス減衰タンク排気 

( ３ ， ４ 号 各 炉 ） 

原 子 炉 停 止 時 の 

原 子 炉 格 納 容 器 換 気 

(１，２，３，４号各炉） 

N 4 5 2 

NNE 3 4 1 

NE 2 3 1 

ENE 2 3 1 

E 4 6 2 

ESE 8 12 4 

SE 10 15 5 

SSE 9 13 5 

S 6 8 3 

SSW 4 5 2 

SW 4 5 2 

WSW 3 5 2 

W 3 4 1 

WNW 3 4 1 

NW 3 5 2 

NNW 4 6 2 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
気象データの更新に

よる変更 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（単位：y-1）

着目方位を中心とした3方位への最大放出回数 Tn

計算地点

の 方 位    ガス減衰タンク排気

(１，２号各炉)

ガス減衰タンク及び

水 素 再 結 合         

ガス減衰タンク排気

(３，４号各炉)

原 子 炉 停 止 時 の         

原子炉格納容器換気

(１,２,３,４号各炉)

Ｎ 4 6 2

ＮＮＥ 3 4 2

ＮＥ 2 2 1

ＥＮＥ 2 2 1

Ｅ 4 6 2

ＥＳＥ 8 12 4

ＳＥ 9 14 5

ＳＳＥ 9 13 5

Ｓ 6 8 3

ＳＳＷ 5 8 3

ＳＷ 4 6 2

ＷＳＷ 3 5 2

Ｗ 2 2 1

ＷＮＷ 2 3 1

ＮＷ 3 5 2

ＮＮＷ 4 6 2
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高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類九） 
＜5. 平常運転時における発電所周辺の一般公衆の受ける線量評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所１（２）号炉 既許可記載（R4.12.21 許可版） 高浜発電所１（２）号炉 設置変更許可申請書記載 差異の説明 
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高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類九） 
＜5. 平常運転時における発電所周辺の一般公衆の受ける線量評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所１（２）号炉 既許可記載（R4.12.21 許可版） 高浜発電所１（２）号炉 設置変更許可申請書記載 差異の説明 
 

 
 

 

 
 
 

 
気象データの更新に

よる変更 
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高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類九） 
＜5. 平常運転時における発電所周辺の一般公衆の受ける線量評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所１（２）号炉 既許可記載（R4.12.21 許可版） 高浜発電所１（２）号炉 設置変更許可申請書記載 差異の説明 
 
 

第5.1.5表 敷地境界外における希ガスのγ線による年間実効線量 
（１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉合算） 

（単位：μSv/y） 

 
評価地点     
の 方 位     

２号炉心から 
評価地点まで 
の距離（m） 

実効線量 

陸 

側

評

価

地

点 

Ｎ 880 4.5 

ＮＮＥ 880 3.7 

ＮＥ 1,020 1.7 

ＳＥ 930 7.1 

ＳＳＥ 830 7.2 

Ｓ 850 6.4 

ＳＳＷ 930 6.2 

ＳＷ 870 7.2 

ＷＳＷ 870 7.2 

Ｗ 900 3.9 

ＷＮＷ 1,180 3.5 

ＮＷ 3,300 0.8 

ＮＮＷ 900 4.8 

参

考

地

点 

ＥＮＥ 800 2.2 

Ｅ 580 5.4 

ＥＳＥ 650 6.9 
 
 
 
 
 

 
 

第5.1.5表 敷地境界外における希ガスのγ線による年間実効線量 
（１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉合算） 

（単位：μSv/y） 

 
評価地点     
の 方 位     

２号炉心から 
評価地点まで 
の距離（m） 

実効線量 

陸 

側

評

価

地

点 

Ｎ 880 4.4 

ＮＮＥ 880 3.6 

ＮＥ 1,020 1.7 

ＳＥ 930 9.6 

ＳＳＥ 830 11 

Ｓ 850 7.6 

ＳＳＷ 930 5.9 

ＳＷ 870 6.8 

ＷＳＷ 870 7.3 

Ｗ 900 4.0 

ＷＮＷ 1,180 3.7 

ＮＷ 3,300 0.8 

ＮＮＷ 900 4.7 

参

考

地

点 

ＥＮＥ 800 2.2 

Ｅ 580 5.6 

ＥＳＥ 650 7.7 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
気象データの更新及

び保修点検建屋設置

に伴う変更 
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高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類九） 
＜5. 平常運転時における発電所周辺の一般公衆の受ける線量評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所１（２）号炉 既許可記載（R4.12.21 許可版） 高浜発電所１（２）号炉 設置変更許可申請書記載 差異の説明 
第 5.1.9 表 気体廃棄物中のよう素による実効線量計算結果 

（１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉合算） 
（単位：μSv/y） 

摂取経路 核  種 成  人 幼  児 乳  児 

呼  吸 
I-131 8.3×10-2 1.5×10-1 9.3×10-2 
I-133 1.4×10-2 3.0×10-2 2.2×10-2 

葉菜摂取 
I-131 2.6×10-1 6.1×10-1 4.6×10-1 
I-133 7.2×10-3 2.0×10-2 1.8×10-2 

牛乳摂取 
I-131 1.1×10-2 1.3×10-1 1.2×10-1 
I-133 1.3×10-4 1.8×10-3 2.2×10-4 

合   計 3.8×10-1 9.4×10-1 7.0×10-1 
 
 

第 5.1.12 表 気体廃棄物中及び液体廃棄物中のよう素を同時に摂取する場合 
の実効線量計算結果（１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉合算） 

（単位：μSv/y） 
 成  人 幼  児 乳  児 
海 藻 類 を 摂 取 す る 場 合  1.1×10-1 3.1×10-1 3.9×10-1 
海藻類を摂取しない場合  4.5×10-1 1.2 8.3×10-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 5.1.9 表 気体廃棄物中のよう素による実効線量計算結果 
（１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉合算） 

（単位：μSv/y） 
摂取経路 核  種 成  人 幼  児 乳  児 

呼  吸 
I-131 1.1×10-1 2.0×10-1 1.3×10-1 
I-133 1.7×10-2 3.6×10-2 2.6×10-2 

葉菜摂取 
I-131 3.4×10-1 8.0×10-1 6.0×10-1 
I-133 8.7×10-3 2.4×10-2 2.2×10-2 

牛乳摂取 
I-131 1.1×10-2 1.2×10-1 1.1×10-1 
I-133 1.2×10-4 1.6×10-3 2.0×10-4 

合   計 4.9×10-1 1.2×100 8.7×10-1 
 
 

第 5.1.12 表 気体廃棄物中及び液体廃棄物中のよう素を同時に摂取する場合 
の実効線量計算結果（１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉合算） 

（単位：μSv/y） 
 成  人 幼  児 乳  児 
海 藻 類 を 摂 取 す る 場 合  1.1×10-1 3.3×10-1 4.1×10-1 
海藻類を摂取しない場合  5.6×10-1 1.4 1.0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
気象データの更新及

び蒸気発生器取替え

に伴う変更 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
気象データの更新及

び保修点検建屋設置

に伴う変更 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3
6
1
/
5
6
6



高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類九） 
＜5. 平常運転時における発電所周辺の一般公衆の受ける線量評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所１（２）号炉 既許可記載（R4.12.21 許可版） 高浜発電所１（２）号炉 設置変更許可申請書記載 差異の説明 
 
 

 
第 5.1.1 図 評 価 地 点 

 
 

 
第 5.1.1 図 評 価 地 点 

 
 
気象データの更新及

び保修点検建屋設置

に伴う変更 
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高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類九） 
＜5. 平常運転時における発電所周辺の一般公衆の受ける線量評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所１（２）号炉 既許可記載（R4.12.21 許可版） 高浜発電所１（２）号炉 設置変更許可申請書記載 差異の説明 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(２号炉） 

2. 放射線管理 
2.1 管理区域、保全区域及び周辺監視区域の設定 

2.1.1 管理区域 
１号炉の「2.1.1 管理区域」の変更に同じ。 

2.1.3 周辺監視区域 
１号炉の「2.1.3 周辺監視区域」の変更に同じ。 

2.2 管理区域等の管理 
2.2.1 遮蔽 

2.2.1.2 遮蔽区分 
１号炉の「2.2.1.2 遮蔽区分」の変更に同じ。 

2.2.3 線量等の測定 
2.2.3.1 外部放射線に係る線量当量率の測定 

１号炉の「2.2.3 線量等の測定」の変更に同じ。 
4. 放射性廃棄物処理 
4.1 放射性廃棄物処理の基本的考え方 

１号炉の「4.1 放射性廃棄物処理の基本的考え方」の変更に同じ。 
4.2 気体廃棄物処理 

4.2.2 １次冷却材中の希ガス及びよう素の濃度 
(2) 計 算 条 件 

１号炉の「(2) 計 算 条 件」の変更に同じ。 
(3) 計 算 結 果 

１号炉の「(3) 計 算 結 果」の変更に同じ。 
4.2.3 気体廃棄物の放出量 

(2) 計 算 条 件 
１号炉の「(2) 計 算 条 件」の変更に同じ。 

(3) 計 算 結 果 
１号炉の「(3) 計 算 結 果」の変更に同じ。 

5. 平常運転時における発電所周辺の一般公衆の受ける線量評価 
5.1 実効線量の計算 

5.1.1 気体廃棄物中の希ガスのγ線による実効線量 
5.1.1.3 計 算 条 件 

１号炉の「2.1.1 管理区域」の変更に同じ。 
5.1.1.4 計 算 結 果 

１号炉の「2.1.1 管理区域」の変更に同じ。 
5.1.3 よう素による実効線量 

3
6
3
/
5
6
6



高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類九） 
＜5. 平常運転時における発電所周辺の一般公衆の受ける線量評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所１（２）号炉 既許可記載（R4.12.21 許可版） 高浜発電所１（２）号炉 設置変更許可申請書記載 差異の説明 
5.1.3.1 気体廃棄物中のよう素による実効線量 

(2) 年平均地上空気中濃度の計算 
b. 計算条件 
１号炉の「b. 計算条件」の変更に同じ。 

c. 計算結果 
１号炉の「c. 計算結果」の変更に同じ。 

(4) 計算条件 
１号炉の「(4) 計算条件」の変更に同じ。 

(5) 計算結果 
１号炉の「(5) 計算結果」の変更に同じ。 

5.1.3.3 気体廃棄物中及び液体廃棄物中のよう素を同時に摂取する場合の実 
効線量 

(4) 計 算 結 果 
１号炉の「(4) 計 算 結 果」の変更に同じ。 

5.2 線量評価結果 
１号炉の「5.2 線量評価結果」の変更に同じ。 
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高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類九） 
＜2. 放射線管理＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21 許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の説明 
（３号炉及び４号炉） 
2. 放射線管理 

2.1 管理区域、保全区域及び周辺監視区域の設定 
2.1.1 管理区域 

炉室、使用済燃料の貯蔵施設、放射性廃棄物の廃棄施設等の場所であ

って、その場所における外部放射線に係る線量、空気中の放射性物質の

濃度又は放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度

が、「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に

基づく線量限度等を定める告示」（以下「線量限度等を定める告示」と

いう。）（第１条）に定められた値を超えるか又は超えるおそれのある区

域は、すべて管理区域とし、管理区域の外側で 1.3mSv／3 ヶ月を超え

ないように管理する。 
実際には、部屋、建物その他の施設の配置及び管理上の便宜も考慮し

て、原子炉格納施設、原子炉補助建屋の大部分、固体廃棄物貯蔵庫、蒸

気発生器保管庫、廃樹脂貯蔵室、固体廃棄物処理建屋、固体廃棄物固型

化処理建屋、廃樹脂処理建屋、使用済燃料輸送容器保管建屋等を管理区

域とする。管理区域の範囲を第 2.1.1 図～第 2.1.7 図に示す。 
 
また、運用段階で、もしも一時的に上記管理区域に係る値を超えるか

又は超えるおそれのある区域が生じた場合は、一時的な管理区域とす

る。 
 
 

2.1.3 周辺監視区域 
線量又は空気中もしくは水中の放射性物質の濃度が、「線量限度等を

定める告示」（第３条及び第９条）に定められた値を超えるおそれのあ

る区域を周辺監視区域とする。実際には、周辺監視区域境界は管理上の

便宜も考慮して第 2.1.8 図に示すように設定する。 
 

2.2 管理区域等の管理 
(3) 線量等の測定 

放射線業務従事者等の受ける線量の管理が、容易かつ確実に行えるよう

にするため、放射線測定器等により、管理区域の外部放射線に係る線量当

量率等の状況を把握する。 
a. 外部放射線に係る線量当量率の測定 

管理区域内空間の外部放射線に係る線量を把握するため、管理区域

（３号炉及び４号炉） 
2. 放射線管理 

2.1 管理区域、保全区域及び周辺監視区域の設定 
2.1.1 管理区域 

炉室、使用済燃料の貯蔵施設、放射性廃棄物の廃棄施設等の場所であ

って、その場所における外部放射線に係る線量、空気中の放射性物質の

濃度又は放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度

が、「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に

基づく線量限度等を定める告示」（以下「線量限度等を定める告示」と

いう。）（第１条）に定められた値を超えるか又は超えるおそれのある区

域は、すべて管理区域とし、管理区域の外側で 1.3mSv／3 ヶ月を超え

ないように管理する。 
実際には、部屋、建物その他の施設の配置及び管理上の便宜も考慮し

て、原子炉格納施設、原子炉補助建屋の大部分、固体廃棄物貯蔵庫、蒸

気発生器保管庫、廃樹脂貯蔵室、固体廃棄物処理建屋、固体廃棄物固型

化処理建屋、廃樹脂処理建屋、使用済燃料輸送容器保管建屋、保修点検

建屋等を管理区域とする。管理区域の範囲を第 2.1.1 図～第 2.1.7 図に

示す。 
また、運用段階で、もしも一時的に上記管理区域に係る値を超えるか

又は超えるおそれのある区域が生じた場合は、一時的な管理区域とす

る。 
（2.1.2 図～第 2.1.7 図は変更前の記載に同じ。） 

 
2.1.3 周辺監視区域 

線量又は空気中もしくは水中の放射性物質の濃度が、「線量限度等を

定める告示」（第３条及び第９条）に定められた値を超えるおそれのあ

る区域を周辺監視区域とする。実際には、周辺監視区域境界は管理上の

便宜も考慮して第 2.1.8 図に示すように設定する。 
 

2.2 管理区域等の管理 
(3) 線量等の測定 

放射線業務従事者等の受ける線量の管理が、容易かつ確実に行えるよう

にするため、放射線測定器等により、管理区域の外部放射線に係る線量当

量率等の状況を把握する。 
a. 外部放射線に係る線量当量率の測定 

管理区域内空間の外部放射線に係る線量を把握するため、管理区域

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
保修点検建屋設置に

伴う変更 
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高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類九） 
＜2. 放射線管理＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21 許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の説明 
内の主要部分における外部放射線に係る線量当量率を測定する。 

外部放射線に係る線量当量率測定用のエリアモニタの主な設置場所

については「添付書類八 11.2 放射線管理設備」に示す。 
エリアモニタは、放射線レベルがあらかじめ設定された値以上にな

ると、現場、中央制御室及び放射線管理室において警報を発する。 
ただし、固体廃棄物処理建屋及び固体廃棄物固型化処理建屋のエリ

アモニタは、現場、固体廃棄物処理建屋内制御室、中央制御室（１号及

び２号炉共用）及び放射線管理室（１号及び２号炉共用）において警報

を発する。 
また、使用済燃料輸送容器保管建屋のエリアモニタについては、現

場、中央制御室（１号及び２号炉共用）及び放射線管理室（１号及び２

号炉共用）において警報を発する。 
警報は異常の発見を主目的にするところから、その警報設定点は、平

常時の値等を基にして定める。 
また、放射線業務従事者等が、特に頻繁に立ち入る箇所については、

定期的及び必要の都度、サーベイメータにより外部放射線に係る線量

当量率の測定を行う。 
 
 
 
 
サーベイメータとしては、線量当量率サーベイメータを使用する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

内の主要部分における外部放射線に係る線量当量率を測定する。 
外部放射線に係る線量当量率測定用のエリアモニタの主な設置場所

については「添付書類八 11.2 放射線管理設備」に示す。 
エリアモニタは、放射線レベルがあらかじめ設定された値以上にな

ると、現場、中央制御室及び放射線管理室において警報を発する。 
ただし、固体廃棄物処理建屋及び固体廃棄物固型化処理建屋のエリ

アモニタは、現場、固体廃棄物処理建屋内制御室、中央制御室（１号及

び２号炉共用）及び放射線管理室（１号及び２号炉共用）において警報

を発する。 
また、使用済燃料輸送容器保管建屋のエリアモニタについては、現

場、中央制御室（１号及び２号炉共用）及び放射線管理室（１号及び２

号炉共用）において警報を発する。 
警報は異常の発見を主目的にするところから、その警報設定点は、平

常時の値等を基にして定める。 
放射線業務従事者等が、特に頻繁に立ち入る箇所については、定期的

及び必要の都度、サーベイメータにより外部放射線に係る線量当量率

の測定を行う。 
保修点検建屋のエリアモニタ（１号、２号、３号及び４号炉共用）は、

保修点検建屋内制御室で指示、自動記録を行い、放射線レベルが設定値

以上になると現場、保修点検建屋内制御室、中央制御室（３号及び４号

炉共用）及び放射線管理室（３号及び４号炉共用）に警報を発する。 
サーベイメータとしては、線量当量率サーベイメータを使用する。 
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高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類九） 
＜2. 放射線管理＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21 許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の説明 
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び保修点検建屋設置
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高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類九） 
＜2. 放射線管理＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21 許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の説明 
 
 
 
 

 
 

第 2.1.8 図 周辺監視区域図 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

第 2.1.8 図 周辺監視区域図 
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高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類九） 
＜4. 放射性廃棄物処理＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21 許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の説明 
4. 放射性廃棄物処理 

4.1 放射性廃棄物処理の基本的考え方 
放射性廃棄物廃棄施設の設計及び管理に際しては、「実用発電用原子炉の

設置、運転等に関する規則」を遵守するとともに、「発電用軽水型原子炉施

設周辺の線量目標値に関する指針」の考え方に基づくものとする。 
気体廃棄物としては、起動停止時の体積制御タンクでのガス置換に伴うベ

ントガス等の廃ガスがある。また、本原子炉は運転中に水素をキャリアとし

て体積制御タンクから連続脱ガスを行う設備を設けているので、この設備を

使用する場合には水素を主体とするパージガスが気体廃棄物となる。前者の

気体廃棄物は、ガス減衰タンク内に貯留し、後者の気体廃棄物は水素を除去

した後、水素再結合ガス減衰タンク内に貯留して放射能の減衰を図る。放出

する場合は、放射性物質の濃度を監視しながら排気筒から放出する。 
また、換気空気は、微粒子フィルタ等を通した後、放射性物質の濃度を監

視しながら排気筒から放出する。 
液体廃棄物は、蒸発器及び脱塩塔等で処理し、蒸留水等を放出する場合は

放射性物質の濃度が十分低いことを確認する。また、その際に発生する濃縮

廃液は固化し、固体廃棄物として取り扱う。放射性物質の濃度の低い液体廃

棄物を放出する場合には、放水口における水中の放射性物質の濃度が、「線

量限度等を定める告示」（第８条）に定める濃度限度以下になるようにする。 
固体廃棄物の主な発生源は、廃液蒸発装置の濃縮廃液、ウエス、金属、機

材、使用済フィルタ等の雑固体廃棄物及び脱塩塔使用済樹脂である。 
濃縮廃液等は固化材（アスファルト又はセメント）と共にドラム詰めを行

い貯蔵保管する。 
雑固体廃棄物のうち、可燃物は必要に応じて圧縮減容又は焼却処理後ドラ

ム詰め等を行い貯蔵保管する。また、不燃物は必要に応じて圧縮減容後ドラ

ム詰め等を行うか、又は必要に応じて圧縮減容後固型化材（モルタル）を充

てんしてドラム詰めを行い貯蔵保管する。 
脱塩塔使用済樹脂は、使用済樹脂貯蔵タンクに貯蔵するか、又はドラム詰

めする。また、脱塩塔使用済樹脂の一部は、雑固体廃棄物として取り扱い焼

却する。 
使用済制御棒等の放射化された機器は使用済燃料ピットに貯蔵する。 
発生したドラム詰め等固体廃棄物は、所要の遮蔽設計を行った発電所内の

固体廃棄物貯蔵庫に貯蔵保管する。 
また、３号炉及び４号炉の原子炉容器上部ふたの取替えに伴い取り外した

原子炉容器上部ふた 2 基等は、所要の遮蔽設計を行った発電所内の蒸気発生

器保管庫に貯蔵保管する。 

4. 放射性廃棄物処理 
4.1 放射性廃棄物処理の基本的考え方 

放射性廃棄物廃棄施設の設計及び管理に際しては、「実用発電用原子炉の

設置、運転等に関する規則」を遵守するとともに、「発電用軽水型原子炉施

設周辺の線量目標値に関する指針」の考え方に基づくものとする。 
気体廃棄物としては、起動停止時の体積制御タンクでのガス置換に伴うベ

ントガス等の廃ガスがある。また、本原子炉は運転中に水素をキャリアとし

て体積制御タンクから連続脱ガスを行う設備を設けているので、この設備を

使用する場合には水素を主体とするパージガスが気体廃棄物となる。前者の

気体廃棄物は、ガス減衰タンク内に貯留し、後者の気体廃棄物は水素を除去

した後、水素再結合ガス減衰タンク内に貯留して放射能の減衰を図る。放出

する場合は、放射性物質の濃度を監視しながら排気筒から放出する。 
また、換気空気は、微粒子フィルタ等を通した後、放射性物質の濃度を監

視しながら排気筒から放出する。 
液体廃棄物は、蒸発器及び脱塩塔等で処理し、蒸留水等を放出する場合は

放射性物質の濃度が十分低いことを確認する。また、その際に発生する濃縮

廃液は固化し、固体廃棄物として取り扱う。放射性物質の濃度の低い液体廃

棄物を放出する場合には、放水口における水中の放射性物質の濃度が、「線

量限度等を定める告示」（第８条）に定める濃度限度以下になるようにする。 
固体廃棄物の主な発生源は、廃液蒸発装置の濃縮廃液、ウエス、金属、機

材、使用済フィルタ等の雑固体廃棄物及び脱塩塔使用済樹脂である。 
濃縮廃液等は固化材（アスファルト又はセメント）と共にドラム詰めを行

い貯蔵保管する。 
雑固体廃棄物のうち、可燃物は必要に応じて圧縮減容又は焼却処理後ドラ

ム詰め等を行い貯蔵保管する。また、不燃物は必要に応じて圧縮減容後ドラ

ム詰め等を行うか、又は必要に応じて圧縮減容後固型化材（モルタル）を充

てんしてドラム詰めを行い貯蔵保管する。 
脱塩塔使用済樹脂は、使用済樹脂貯蔵タンクに貯蔵するか、又はドラム詰

めする。また、脱塩塔使用済樹脂の一部は、雑固体廃棄物として取り扱い焼

却する。 
使用済制御棒等の放射化された機器は使用済燃料ピットに貯蔵する。 
発生したドラム詰め等固体廃棄物は、所要の遮蔽設計を行った発電所内の

固体廃棄物貯蔵庫に貯蔵保管する。 
また、３号炉及び４号炉の原子炉容器上部ふたの取替えに伴い取り外した

原子炉容器上部ふた 2 基等は、所要の遮蔽設計を行った発電所内の蒸気発生

器保管庫（１号、２号、３号及び４号炉共用、既設）に貯蔵保管する。３号
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高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類九） 
＜4. 放射性廃棄物処理＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21 許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の説明 
 
 
３号炉及び４号炉の原子炉容器上部ふたの取替えに伴い発生したコンクリ

ート、鉄筋及び埋め込み金物は、所要の遮蔽設計を行った発電所内の外部遮

蔽壁保管庫に貯蔵保管する。 
なお、必要に応じて、固体廃棄物を廃棄事業者の廃棄施設へ廃棄する。 
気体廃棄物処理系統図、液体廃棄物処理系統図及び固体廃棄物処理系統図

を、それぞれ第 4.1.1 図、第 4.1.2 図及び第 4.1.3 図に示す。 
 
 

4.2 気体廃棄物処理 
4.2.2 １次冷却材中の希ガス及びよう素の濃度 

(2) 計 算 条 件 
（9-1）式の計算に用いたパラメータは次のとおりである。 

i  ：（Kr、Xe） 6.5×10-8 (ｓ-1) 
  （I） 1.3×10-8 (ｓ-1) 

mW  ：（１号炉） 1.90×108 (ｇ) 
  （２号炉） 1.89×108 (ｇ) 
  （３号及び４号各炉） 1.86×108 (ｇ) 
t   ：2.52×107  (ｓ) 
    （原子炉の年間稼動率 80%） 

pＷ   ：（１号及び２号各炉） 3.75×103 (g／s) 

   （３号及び４号各炉） 3.75×103 (g／s) 
iDF  ：（Kr、Xe） 1 

   （I） 10 
iFS  ： （１号及び２号各炉） （３号及び４号各炉） 

    体積制御タンクの   体積制御タンクの 
    連続脱ガス無     連続脱ガス有 

（Kr-85m） 2.7×10-1             3.0×10-1 
（Kr-85） 2.3×10-5             2.0×10-1 
（Kr-87） 6.0×10-1             6.0×10-1 
（Kr-88） 4.3×10-1             4.3×10-1 
（Xe-131m） 1.0×10-2             2.2×10-1 
（Xe-133m） 3.7×10-2             2.3×10-1 
（Xe-133） 1.6×10-2             2.3×10-1 

炉及び４号炉の蒸気発生器取替えに伴い取り外した蒸気発生器 6 基等は必

要に応じて汚染拡大防止対策を講じて、発電所内の蒸気発生器保管庫（３号

及び４号炉共用）に貯蔵保管する。３号炉及び４号炉の原子炉容器上部ふた

の取替えに伴い発生したコンクリート、鉄筋及び埋め込み金物は、所要の遮

蔽設計を行った発電所内の外部遮蔽壁保管庫に貯蔵保管する。 
なお、必要に応じて、固体廃棄物を廃棄事業者の廃棄施設へ廃棄する。 
気体廃棄物処理系統図、液体廃棄物処理系統図及び固体廃棄物処理系統図

を、それぞれ第 4.1.1 図、第 4.1.2 図及び第 4.1.3 図に示す。 
（第 4.1.1 図は変更前の記載に同じ。） 

 
4.2 気体廃棄物処理 
4.2.2 １次冷却材中の希ガス及びよう素の濃度 

(2) 計 算 条 件 
（9-1）式の計算に用いたパラメータは次のとおりである。 

i  ：（Kr、Xe） 6.5×10-8 (ｓ-1) 
  （I） 1.3×10-8 (ｓ-1) 

mW  ：（１号炉） 1.90×108 (ｇ) 
  （２号炉） 1.89×108 (ｇ) 
  （３号及び４号各炉） 1.95×108 (ｇ) 
t   ：2.52×107  (ｓ) 
    （原子炉の年間稼動率 80%） 

pＷ   ：（１号及び２号各炉） 3.75×103 (g／s) 

   （３号及び４号各炉） 3.75×103 (g／s) 
iDF  ：（Kr、Xe） 1 

   （I） 10 
iFS  ： （１号及び２号各炉） （３号及び４号各炉） 

    体積制御タンクの   体積制御タンクの 
    連続脱ガス無     連続脱ガス有 

（Kr-85m） 2.7×10-1             3.0×10-1 
（Kr-85） 2.3×10-5             2.0×10-1 
（Kr-87） 6.0×10-1             6.0×10-1 
（Kr-88） 4.3×10-1             4.3×10-1 
（Xe-131m） 1.0×10-2             2.2×10-1 
（Xe-133m） 3.7×10-2             2.3×10-1 
（Xe-133） 1.6×10-2             2.3×10-1 
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高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類九） 
＜4. 放射性廃棄物処理＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21 許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の説明 
（Xe-135m） 8.0×10-1             8.0×10-1 
（Xe-135） 1.8×10-1             2.8×10-1 

（Xe-138） 1.0 1.0 
（I-131） 0.0 0.0 
（I-133） 0.0 0.0 

BW  ：（１号炉） 1.58×102 (g／s) 
  （２号炉） 1.57×102 (g／s) 
  （３号及び４号各炉） 1.21×102 (g／s) 

i    ：（Xe-135 についてのみ考慮する） 
    2.65×10-18 (cm2) 
     ：（１号及び２号各炉） 3.60×1013 (n/(cm2･s)) 
 （３号及び４号各炉） 4.30×1013 (n/(cm2･s)) 
P  ：（１号及び２号各炉） 2,432 (MWt) 
  （３号及び４号各炉） 2,652 (MWt) 

f  ：    1 (%) 
i    ：  「被ばく計算に用いる放射線エネルギー等に  
iY    ：   ついて」(1)による。 

 
(3) 計 算 結 果 

１次冷却材中の希ガス及びよう素の濃度を第 4.2.1 表に示す。 
 

4.2.3 気体廃棄物の放出量 
(2) 計 算 条 件 

（9-2）式及び(9-3)式の計算に用いたパラメータは次のとおりであ

る。 
Nt  ： 2.59×106 (ｓ) (30ｄ) 
Ht  ：（３号及び４号各炉） 3.46×106 (ｓ) (40ｄ) 

K  ： 1 

eW  ：（１号炉） 3.99×109  (g/y) 

（２号炉） 3.96×109  (g/y) 
（３号及び４号各炉） 3.06×109 (g/y) 

dW  ：（１号及び２号各炉） 3.00×108  (g/y) 

（３号及び４号各炉） 3.00×108  (g/y) 

（Xe-135m） 8.0×10-1             8.0×10-1 
（Xe-135） 1.8×10-1             2.8×10-1 

（Xe-138） 1.0 1.0 
（I-131） 0.0 0.0 
（I-133） 0.0 0.0 

BW  ：（１号炉） 1.58×102 (g／s) 
  （２号炉） 1.57×102 (g／s) 
  （３号及び４号各炉） 1.27×102 (g／s) 

i    ：（Xe-135 についてのみ考慮する） 
    2.65×10-18 (cm2) 
     ：（１号及び２号各炉） 3.60×1013 (n/(cm2･s)) 
 （３号及び４号各炉） 4.30×1013 (n/(cm2･s)) 
P  ：（１号及び２号各炉） 2,432 (MWt) 
  （３号及び４号各炉） 2,652 (MWt) 
f  ：    1 (%) 

i    ：  「被ばく計算に用いる放射線エネルギー等に  
iY    ：   ついて」(1)による。 

 
(3) 計 算 結 果 

１次冷却材中の希ガス及びよう素の濃度を第 4.2.1 表に示す。 
 

4.2.3 気体廃棄物の放出量 
(2) 計 算 条 件 

（9-2）式及び(9-3)式の計算に用いたパラメータは次のとおりであ

る。 
Nt  ： 2.59×106 (ｓ) (30ｄ) 
Ht  ：（３号及び４号各炉） 3.46×106 (ｓ) (40ｄ) 

K  ： 1 

eW  ：（１号炉） 3.99×109  (g/y) 

（２号炉） 3.96×109  (g/y) 
（３号及び４号各炉） 3.20×109 (g/y) 

dW  ：（１号及び２号各炉） 3.00×108  (g/y) 

（３号及び４号各炉） 3.00×108  (g/y) 
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高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類九） 
＜4. 放射性廃棄物処理＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21 許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の説明 

dn  ： 4  (y-1) 

q ：（３号及び４号各炉） 3.33×102  (Ncm3/s) 
     （1.2Nm3/h） 

vt  ：（３号及び４号各炉） 2.52×107               (s/y) 

 (292d/y) 

vV  ：（３号及び４号各炉） 1.00×107  (Ncm3) 

                        （46℃、0.206MPa で 5.1m3） 
（9-4）式の計算に用いたパラメータは次のとおりである。 

n  ： 10  (y-1) 
ft  ： 5.76×104 (ｓ) (16h) 

T  ： 2.52×106 (ｓ) (29.2d) 
1L  ： 1.16 (g/s) (0.1t/d) 

i1P  ：（Kr,Xe）1.0 （Ｉ）0.1 

RV  ：（１号及び２号各炉） 8.50  (m3/s) 

     (255m3/min×2) 
（３号及び４号各炉） 1.17×101  (m3/s) 

     (350m3/min×2) 

CVV  ：（１号及び２号各炉） 6.95×104  (m3) 

（３号及び４号各炉） 6.74×104  (m3) 

Ciη  ：（Kr､Xe）0.0 （Ｉ）0.9 

M ： 0.7 
（9-5）式の計算に用いたパラメータは次のとおりである。 

PV  ：（１号及び２号各炉） 1.20×105  (m3/y) 
（３号及び４号各炉） 1.30×105  (m3/y) 

Diη  ：（１号及び２号各炉） （Kr､Xe）0.0 （Ｉ）0.0 
（３号及び４号各炉） （Kr､Xe）0.0 （Ｉ）0.9 

（9-6）式の計算に用いたパラメータは次のとおりである。 
2L  ：                  9.26×10-1(g/s) (0.08t/d) 

dn  ： 4  (y-1) 

q ：（３号及び４号各炉） 3.33×102  (Ncm3/s) 
     （1.2Nm3/h） 

vt  ：（３号及び４号各炉） 2.52×107               (s/y) 

 (292d/y) 

vV  ：（３号及び４号各炉） 1.00×107  (Ncm3) 

                        （46℃、0.206MPa で 5.1m3） 
（9-4）式の計算に用いたパラメータは次のとおりである。 

n  ： 10  (y-1) 
ft  ： 5.76×104 (ｓ) (16h) 

T  ： 2.52×106 (ｓ) (29.2d) 
1L  ： 1.16 (g/s) (0.1t/d) 

i1P  ：（Kr,Xe）1.0 （Ｉ）0.1 

RV  ：（１号及び２号各炉） 8.50  (m3/s) 

     (255m3/min×2) 
（３号及び４号各炉） 1.17×101  (m3/s) 

     (350m3/min×2) 

CVV  ：（１号及び２号各炉） 6.95×104  (m3) 

（３号及び４号各炉） 6.74×104  (m3) 

Ciη  ：（Kr､Xe）0.0 （Ｉ）0.9 

M ： 0.7 
（9-5）式の計算に用いたパラメータは次のとおりである。 

PV  ：（１号及び２号各炉） 1.20×105  (m3/y) 
（３号及び４号各炉） 1.30×105  (m3/y) 

Diη  ：（１号及び２号各炉） （Kr､Xe）0.0 （Ｉ）0.0 
（３号及び４号各炉） （Kr､Xe）0.0 （Ｉ）0.9 

（9-6）式の計算に用いたパラメータは次のとおりである。 
2L  ：                  9.26×10-1(g/s) (0.08t/d) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3
7
2
/
5
6
6



高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類九） 
＜4. 放射性廃棄物処理＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21 許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の説明 

i2P  ：（１号及び２号各炉） （Kr、Xe）1.0（I）0.005 

（３号及び４号各炉） （Kr、Xe）1.0（I）0.001 
(3) 計 算 結 果 

気体廃棄物中の希ガス及びよう素の放出量を１号炉、２号炉並びに３

号及び４号各炉について、それぞれ第 4.2.2 表(1)、(2)及び(3)並びに第

4.2.3 表(1)、(2)及び(3)に示す。 
また、気体廃棄物中の希ガス及びよう素の放出量の１号炉、２号炉、

３号炉及び４号炉合算について、第 4.2.4 表に示す。 
 
 
 

4.3 液体廃棄物処理 
4.3.1 放射性廃液の発生源 

平常運転時において発生する液体廃棄物の発生源としては、次のものが

ある。 
(1) １次冷却材抽出水 
(2) 格納容器冷却材ドレン及び補助建屋冷却材ドレン 
(3) 良水質の補助建屋機器ドレン 
(4) 低水質の補助建屋機器ドレン        
(5) 格納容器床ドレン及び補助建屋床ドレン 
(6) 薬品ドレン 
(7) 洗たく排水、手洗排水及びシャワ排水（以下「洗浄排水」という。） 

(1)及び(2)の廃液については、脱塩塔でイオン状不純物を除去して冷却

材貯蔵タンクに貯留した後、脱ガス塔で溶存気体を分離し（分離された気

体は気体廃棄物として処理する）ほう酸回収装置蒸発器により溶存する固

形分を濃縮分離する。蒸留水は、脱塩塔を通して、原則として再使用する。

なお、放出する場合は、試料採取分析し、放射性物質の濃度が十分低いこ

とを確認し、復水器冷却水等と混合希釈して放水口から放出する。また、

濃縮液は、ほう酸溶液として原則として再使用する。 
(3)の廃液については、良水質廃液貯蔵タンクに貯留し、廃液蒸発装置で

溶存する固形分を濃縮分離する。蒸留水は、脱塩塔を通して廃液蒸留水モ

ニタタンクに送り、原則として再使用する。なお、放出する場合は、試料

採取分析し、放射性物質の濃度が十分低いことを確認し、復水器冷却水等

と混合希釈して放水口から放出する。また、濃縮廃液は、固体廃棄物とし

て処理する。 

i2P  ：（１号及び２号各炉） （Kr、Xe）1.0（I）0.005 

（３号及び４号各炉） （Kr、Xe）1.0（I）0.001 
(3) 計 算 結 果 

気体廃棄物中の希ガス及びよう素の放出量を１号炉、２号炉並びに３

号及び４号各炉について、それぞれ第 4.2.2 表(1)、(2)及び(3)並びに第

4.2.3 表(1)、(2)及び(3)に示す。 
また、気体廃棄物中の希ガス及びよう素の放出量の１号炉、２号炉、

３号炉及び４号炉合算について、第 4.2.4 表に示す。 
（4.2.2 表(1)及び(2)並びに第 4.2.3 表(1)及び(2) は変更前の記載に同

じ。） 
 

4.3 液体廃棄物処理 
4.3.1 放射性廃液の発生源 

平常運転時において発生する液体廃棄物の発生源としては、次のものが

ある。 
(1) １次冷却材抽出水 
(2) 格納容器冷却材ドレン及び補助建屋冷却材ドレン 
(3) 良水質の補助建屋機器ドレン 
(4) 低水質の補助建屋機器ドレン（保修点検建屋ドレン含む） 
(5) 格納容器床ドレン及び補助建屋床ドレン 
(6) 薬品ドレン 
(7) 洗たく排水、手洗排水及びシャワ排水（以下「洗浄排水」という。） 

(1)及び(2)の廃液については、脱塩塔でイオン状不純物を除去して冷却

材貯蔵タンクに貯留した後、脱ガス塔で溶存気体を分離し（分離された気

体は気体廃棄物として処理する）ほう酸回収装置蒸発器により溶存する固

形分を濃縮分離する。蒸留水は、脱塩塔を通して、原則として再使用する。

なお、放出する場合は、試料採取分析し、放射性物質の濃度が十分低いこ

とを確認し、復水器冷却水等と混合希釈して放水口から放出する。また、

濃縮液は、ほう酸溶液として原則として再使用する。 
(3)の廃液については、良水質廃液貯蔵タンクに貯留し、廃液蒸発装置で

溶存する固形分を濃縮分離する。蒸留水は、脱塩塔を通して廃液蒸留水モ

ニタタンクに送り、原則として再使用する。なお、放出する場合は、試料

採取分析し、放射性物質の濃度が十分低いことを確認し、復水器冷却水等

と混合希釈して放水口から放出する。また、濃縮廃液は、固体廃棄物とし

て処理する。 
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高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類九） 
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黒字下線、赤枠：変更箇所 
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(4)、(5)及び(6)の廃液については、低水質廃液貯蔵タンクに貯留し、廃

液蒸発装置で溶存する固形分を濃縮分離する。蒸留水は、脱塩塔を通して

廃液蒸留水タンクに送り、ここで放射性物質の濃度が十分低いことを確認

し、復水器冷却水等と混合希釈して放水口から放出する。濃縮廃液は、固

体廃棄物として処理する。 
(7)の廃液については、原則として洗浄排水処理装置で処理し、固形分を

分離する。処理水は洗浄排水モニタタンクに貯留し、放射性物質の濃度が

十分低いことを確認した後、復水器冷却水等と混合希釈して放水口から放

出する。分離した固形分は、雑固体廃棄物として処理する。 
上記の他、酸液ドレンタンクに集められる強酸ドレンがあるが、これは

中和処理した後、固体廃棄物として処理する。 
 

4.3.2 放射性廃液の発生量 
平常運転時に発生する放射性廃液の量は、次の前提条件に基づき推定す

る。 
(1) １次冷却材抽出水量は、標準的な起動停止を仮定して推定する。 
(2) １次冷却材ドレン及び機器ドレンは、各機器からのドレン量、漏えい

量等から推定する。 
(3) 床ドレンは、床面積、キャスクの除染等から推定する。 
(4) 洗浄排水及び薬品ドレンについては、実績等を考慮し推定する。 
放射性廃液の年間推定発生量は、第 4.3.1 表に示す。 
 

4.3.3 液体廃棄物の放出量 
放射性廃液の発生源のうち、１次冷却材抽出水、格納容器冷却材ドレン、

補助建屋冷却材ドレン及び良水質の補助建屋ドレンは、処理後、100%を

液体廃棄物として放出するものとして評価する。液体廃棄物の年間推定放

出量を第 4.3.1 表に示す。 
上記放出量中に含まれる放射能量（トリチウムを除く。）は、３号炉及

び４号炉合算で約 3.1×1010Bq/y となる。 
放出放射能量の算定に当たっては、燃料被覆管欠陥率を 1%と想定し、

１次冷却材中の放射性物質の濃度（希ガス及びトリチウムを除く。）は、

３号炉及び４号炉で約 8.0×105Bq/g とした。 
発生源別液体廃棄物の年間推定放出量とその放射性物質の濃度の概略

を第 4.3.1 図に示す。 
液体廃棄物による実効線量評価を行う際には、液体廃棄物処理設備運用

の変動を考慮して、液体廃棄物の放出量はトリチウムを除き１号、２号、

(4)、(5)及び(6)の廃液については、低水質廃液貯蔵タンクに貯留し、廃

液蒸発装置で溶存する固形分を濃縮分離する。蒸留水は、脱塩塔を通して

廃液蒸留水タンクに送り、ここで放射性物質の濃度が十分低いことを確認

し、復水器冷却水等と混合希釈して放水口から放出する。濃縮廃液は、固

体廃棄物として処理する。 
(7)の廃液については、原則として洗浄排水処理装置で処理し、固形分を

分離する。処理水は洗浄排水モニタタンクに貯留し、放射性物質の濃度が

十分低いことを確認した後、復水器冷却水等と混合希釈して放水口から放

出する。分離した固形分は、雑固体廃棄物として処理する。 
上記の他、酸液ドレンタンクに集められる強酸ドレンがあるが、これは

中和処理した後、固体廃棄物として処理する。 
 

4.3.2 放射性廃液の発生量 
平常運転時に発生する放射性廃液の量は、次の前提条件に基づき推定す

る。 
(1) １次冷却材抽出水量は、標準的な起動停止を仮定して推定する。 
(2) １次冷却材ドレン及び機器ドレンは、各機器からのドレン量、漏えい

量等から推定する。 
(3) 床ドレンは、床面積、キャスクの除染等から推定する。 
(4) 洗浄排水及び薬品ドレンについては、実績等を考慮し推定する。 
放射性廃液の年間推定発生量は、第 4.3.1 表に示す。 
 

4.3.3 液体廃棄物の放出量 
放射性廃液の発生源のうち、１次冷却材抽出水、格納容器冷却材ドレン、

補助建屋冷却材ドレン及び良水質の補助建屋ドレンは、処理後、100%を

液体廃棄物として放出するものとして評価する。液体廃棄物の年間推定放

出量を第 4.3.1 表に示す。 
上記放出量中に含まれる放射能量（トリチウムを除く。）は、３号炉及

び４号炉合算で約 3.2×1010Bq/y となる。 
放出放射能量の算定に当たっては、燃料被覆管欠陥率を 1%と想定し、

１次冷却材中の放射性物質の濃度（希ガス及びトリチウムを除く。）は、

３号炉及び４号炉で約 7.8×105Bq/g とした。 
発生源別液体廃棄物の年間推定放出量とその放射性物質の濃度の概略

を第 4.3.1 図に示す。 
液体廃棄物による実効線量評価を行う際には、液体廃棄物処理設備運用

の変動を考慮して、液体廃棄物の放出量はトリチウムを除き１号、２号、
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３号及び４号各炉 3.7×1010Bq/y、トリチウムについては、１号、２号、３

号及び４号各炉 5.6×1013Bq/y とする。 
また、トリチウムを除いた液体廃棄物の核種構成を第 4.3.2 表に示す。 
これらの希釈水となる復水器冷却水等の量は、放水口（１号及び２号炉

共用）において各炉あたり 1.28×109m3/y、放水口（３号及び４号炉共用）

において各炉あたり 1.59×109m3/y である。 
 
 
4.4 固体廃棄物処理 
4.4.1  固体廃棄物の発生源とその発生量 

平常運転時において、発生する固体廃棄物の発生源としては、廃液蒸発

装置の濃縮廃液、酸液ドレン（強酸）、雑固体廃棄物（ウエス、金属、機

材、使用済フィルタ等）及び脱塩塔使用済樹脂がある。 
廃液蒸発装置の濃縮廃液及び酸液ドレン（強酸）は、固化材（アスファ

ルト又はセメント）と共にドラム詰めを行う。 
雑固体廃棄物のうち、可燃物は必要に応じて圧縮減容又は焼却処理後ド

ラム詰め等を行う。また、不燃物は必要に応じて圧縮減容後ドラム詰め等

を行うか、又は必要に応じて圧縮減容後固型化材（モルタル）を充てんし

てドラム詰めを行う。 
脱塩塔使用済樹脂は、使用済樹脂貯蔵タンクに貯蔵するか、又はドラム

詰めする。また、脱塩塔使用済樹脂の一部（脱塩塔又は使用済樹脂貯蔵タ

ンクの平均表面線量当量率が 2mSv/h 以下）は、雑固体廃棄物としてドラ

ム詰めし必要に応じて放射能を減衰させた後焼却する。 
また、ドラム詰め等が困難な大型機材等については、こん包等の措置を

講じる。 
上記のほか、使用済制御棒等の放射化された機器が発生することがあ

る。これらは、使用済燃料ピットに貯蔵し、放射能の減衰を図ることとす

る。 
固体廃棄物の発生量の推定に当たっては、放射性廃液の発生量、樹脂の

使用量、先行炉の実績等を考慮する。 
固体廃棄物の種類別年間推定発生量を第 4.4.1 表に示す。 
なお、３号炉及び４号炉の原子炉容器上部ふたの取替えに伴い取り外

した原子炉容器上部ふた 2 基等は、必要に応じて汚染拡大防止対策を講

じて、蒸気発生器保管庫に貯蔵保管する。 
 
 

３号及び４号各炉 3.7×1010Bq/y、トリチウムについては、１号、２号、３

号及び４号各炉 5.6×1013Bq/y とする。 
また、トリチウムを除いた液体廃棄物の核種構成を第 4.3.2 表に示す。 
これらの希釈水となる復水器冷却水等の量は、放水口（１号及び２号炉

共用）において各炉当たり 1.28×109m3/y、放水口（３号及び４号炉共用）

において各炉当たり 1.59×109m3/y である。 
（第 4.3.2 表は変更前の記載に同じ。） 

 
4.4 固体廃棄物処理 
4.4.1  固体廃棄物の発生源とその発生量 

平常運転時において、発生する固体廃棄物の発生源としては、廃液蒸発

装置の濃縮廃液、酸液ドレン（強酸）、雑固体廃棄物（ウエス、金属、機

材、使用済フィルタ等）及び脱塩塔使用済樹脂がある。 
廃液蒸発装置の濃縮廃液及び酸液ドレン（強酸）は、固化材（アスファ

ルト又はセメント）と共にドラム詰めを行う。 
雑固体廃棄物のうち、可燃物は必要に応じて圧縮減容又は焼却処理後ド

ラム詰め等を行う。また、不燃物は必要に応じて圧縮減容後ドラム詰め等

を行うか、又は必要に応じて圧縮減容後固型化材（モルタル）を充てんし

てドラム詰めを行う。 
脱塩塔使用済樹脂は、使用済樹脂貯蔵タンクに貯蔵するか、又はドラム

詰めする。また、脱塩塔使用済樹脂の一部（脱塩塔又は使用済樹脂貯蔵タ

ンクの平均表面線量当量率が 2mSv/h 以下）は、雑固体廃棄物としてドラ

ム詰めし必要に応じて放射能を減衰させた後焼却する。 
また、ドラム詰め等が困難な大型機材等については、こん包等の措置を

講じる。 
上記のほか、使用済制御棒等の放射化された機器が発生することがあ

る。これらは、使用済燃料ピットに貯蔵し、放射能の減衰を図ることとす

る。 
固体廃棄物の発生量の推定に当たっては、放射性廃液の発生量、樹脂の

使用量、先行炉の実績等を考慮する。 
固体廃棄物の種類別年間推定発生量を第 4.4.1 表に示す。 
なお、３号炉及び４号炉の原子炉容器上部ふたの取替えに伴い取り外

した原子炉容器上部ふた 2 基等は、必要に応じて汚染拡大防止対策を講

じて、蒸気発生器保管庫（１号、２号、３号及び４号炉共用、既設）に貯

蔵保管する。３号炉及び４号炉の蒸気発生器取替えに伴い取り外した蒸

気発生器 6 基等は必要に応じて汚染拡大防止対策を講じて、発電所内の
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高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類九） 
＜4. 放射性廃棄物処理＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21 許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の説明 
３号炉及び４号炉の原子

炉容器上部ふたの取替えに伴い発生したコンクリート、鉄筋及び埋め込

み金物は、汚染拡大防止策を講じて、外部遮蔽壁保管庫に貯蔵保管する。

また、取替えに伴い発生する雑固体廃棄物は必要に応じて圧縮減容若し

くは焼却処理後ドラム詰め又はこん包を行う。 
   
 

4.4.2 保管管理 
ドラム詰め、こん包等の措置を講じた固体廃棄物は、固体廃棄物貯蔵庫

に貯蔵保管する。 
また、３号炉及び４号炉で取り外した原子炉容器上部ふた 2 基等は蒸

気発生器保管庫に貯蔵保管する。 
 

３号炉及び

４号炉の原子炉容器上部ふたの取替えに伴い発生したコンクリート、鉄筋

及び埋め込み金物は、外部遮蔽壁保管庫に貯蔵保管する。 
また、脱塩塔使用済樹脂は、使用済樹脂貯蔵タンクに貯蔵して放射能の

減衰を図る。 
固体廃棄物貯蔵庫、蒸気発生器保管庫及び外部遮蔽壁保管庫は管理区域

とし、定期的に周辺の放射線サーベイ等を行い厳重に管理する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

蒸気発生器保管庫（３号及び４号炉共用）に貯蔵保管する。３号炉及び４

号炉の原子炉容器上部ふたの取替えに伴い発生したコンクリート、鉄筋

及び埋め込み金物は、汚染拡大防止策を講じて、外部遮蔽壁保管庫に貯蔵

保管する。また、取替えに伴い発生する雑固体廃棄物は必要に応じて圧縮

減容若しくは焼却処理後ドラム詰め又はこん包を行う。 
（第 4.4.1 表は変更前の記載に同じ。） 
 

4.4.2 保管管理 
ドラム詰め、こん包等の措置を講じた固体廃棄物は、固体廃棄物貯蔵庫

に貯蔵保管する。 
また、３号炉及び４号炉で取り外した原子炉容器上部ふた 2 基等は蒸

気発生器保管庫（１号、２号、３号及び４号炉共用、既設）に貯蔵保管す

る。３号炉及び４号炉の蒸気発生器取替えに伴い取り外した蒸気発生器 6
基等は蒸気発生器保管庫（３号及び４号炉共用）に貯蔵保管する。３号炉

及び４号炉の原子炉容器上部ふたの取替えに伴い発生したコンクリート、

鉄筋及び埋め込み金物は、外部遮蔽壁保管庫に貯蔵保管する。 
また、脱塩塔使用済樹脂は、使用済樹脂貯蔵タンクに貯蔵して放射能の

減衰を図る。 
固体廃棄物貯蔵庫、蒸気発生器保管庫及び外部遮蔽壁保管庫は管理区域

とし、定期的に周辺の放射線サーベイ等を行い厳重に管理する。 
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高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類九） 
＜4. 放射性廃棄物処理＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21 許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の説明 
 

第 4.2.1 表 １次冷却材中の希ガス及びよう素の濃度 
（単位：Bq/g） 

核  種 １号炉 ２号炉 
３号及び 
４号各炉 

Kr-85m 7.09×104 7.12×104 7.81×104 

Kr-85 2.70×104 2.72×104 5.56×103 

Kr-87 4.12×104 4.14×104 4.59×104 

Kr-88 1.22×105 1.23×105 1.36×105 

Xe-131m 5.57×104 5.60×104 1.87×104 

Xe-133m 9.62×104 9.66×104 6.23×104 

Xe-133 6.39×106 6.43×106 2.82×106 

Xe-135m 3.74×103 3.76×103 4.17×103 

Xe-135 1.26×105 1.26×105 1.12×105 

Xe-138 2.00×104 2.01×104 2.23×104 

I-131 7.61×104 7.61×104 8.39×104 

I-133 1.30×105 1.30×105 1.43×105 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第 4.2.1 表 １次冷却材中の希ガス及びよう素の濃度 

（単位：Bq/g） 

核  種 １号炉 ２号炉 
３号及び 
４号各炉 

Kr-85m 7.09×104 7.12×104 7.49×104 

Kr-85 2.70×104 2.72×104 5.53×103 

Kr-87 4.12×104 4.14×104 4.39×104 

Kr-88 1.22×105 1.23×105 1.31×105 

Xe-131m 5.57×104 5.60×104 1.85×104 

Xe-133m 9.62×104 9.66×104 6.09×104 

Xe-133 6.39×106 6.43×106 2.77×106 

Xe-135m 3.74×103 3.76×103 3.98×103 

Xe-135 1.26×105 1.26×105 1.08×105 

Xe-138 2.00×104 2.01×104 2.13×104 

I-131 7.61×104 7.61×104 8.36×104 

I-133 1.30×105 1.30×105 1.41×105 
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高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類九） 
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黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21 許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の説明 
 

第 4.2.2 表(3) 希ガスの放出量（３号及び４号各炉） 
（単位：Bq/y） 

項 目 
 
核 種 

ガス減衰タン 
ク及び水素再 
結合ガス減衰 
タンクからの 
排気 

原子炉停止時 
の原子炉格納 
容器換気 

原子炉格納 
容器減圧時 
の排気 

原子炉補助 
建屋の換気 

合  計 

Kr-85m ～0 2.1×1010 4.1×109 1.9×1012 1.9×1012 
Kr-85 1.3×1014 1.7×1011 1.6×1010 1.3×1011 1.3×1014 
Kr-87 ～0 3.5×109 6.8×108 1.1×1012 1.1×1012 
Kr-88 ～0 2.3×1010 4.4×109 3.2×1012 3.2×1012 
Xe-131m 4.6×1013 2.7×1011 3.2×1010 4.4×1011 4.7×1013 
Xe-133m 1.1×1010 2.1×1011 3.5×1010 1.5×1012 1.7×1012 
Xe-133 4.0×1014 2.1×1013 3.1×1012 6.6×1013 4.9×1014 
Xe-135m ～0 6.6×107 1.3×107 9.8×1010 9.8×1010 
Xe-135 ～0 6.2×1010 1.2×1010 2.7×1012 2.7×1012 
Xe-138 ～0 3.2×108 6.1×107 5.2×1011 5.2×1011 

放出量合計 5.8×1014 2.2×1013 3.2×1012 7.7×1013 6.8×1014 
γ線 

実効ｴﾈﾙｷﾞ  ー
(MeV/dis) 

3.4×10-2 4.8×10-2 4.9×10-2 1.6×10-1 4.8×10-2 

β線 
実効ｴﾈﾙｷﾞ  ー
(MeV/dis) 

1.7×10-1 1.4×10-1 1.4×10-1 1.8×10-1 1.7×10-1 

 
 

第 4.2.3 表(3) よう素の放出量（３号及び４号各炉） 
（単位：Bq/y） 

項 目 
 

核 種 

原子炉停止時 
の原子炉格納 
容器換気 

原子炉格納 
容器減圧時 
の排気 

原子炉補助 
建屋の換気 

定期検査時 
の よ う 素 
131 

合  計 

I-131 1.1×109 1.2×109 2.0×109 1.1×109 5.3×109 
I-133 1.5×109 3.3×108 3.4×109 － 5.1×109 

 
 

 
第 4.2.2 表(3) 希ガスの放出量（３号及び４号各炉） 

（単位：Bq/y） 

項 目 
 
核 種 

ガス減衰タン 
ク及び水素再 
結合ガス減衰 
タンクからの 
排気 

原子炉停止時 
の原子炉格納 
容器換気 

原子炉格納 
容器減圧時 
の排気 

原子炉補助 
建屋の換気 

合  計 

Kr-85m ～0 2.1×1010 3.9×109 1.8×1012 1.8×1012 
Kr-85 1.3×1014 1.7×1011 1.6×1010 1.3×1011 1.3×1014 
Kr-87 ～0 3.4×109 6.5×108 1.1×1012 1.1×1012 
Kr-88 ～0 2.2×1010 4.2×109 3.1×1012 3.1×1012 
Xe-131m 4.6×1013 2.7×1011 3.2×1010 4.3×1011 4.7×1013 
Xe-133m 1.1×1010 2.0×1011 3.4×1010 1.5×1012 1.7×1012 
Xe-133 4.0×1014 2.1×1013 3.1×1012 6.5×1013 4.9×1014 
Xe-135m ～0 6.3×107 1.2×107 9.3×1010 9.3×1010 
Xe-135 ～0 5.9×1010 1.2×1010 2.6×1012 2.6×1012 
Xe-138 ～0 3.1×108 5.9×107 5.0×1011 5.0×1011 

放出量合計 5.7×1014 2.2×1013 3.2×1012 7.6×1013 6.8×1014 
γ線 

実効ｴﾈﾙｷﾞ  ー
(MeV/dis) 

3.4×10-2 4.7×10-2 4.9×10-2 1.5×10-1 4.7×10-2 

β線 
実効ｴﾈﾙｷﾞ  ー
(MeV/dis) 

1.7×10-1 1.4×10-1 1.4×10-1 1.8×10-1 1.7×10-1 

 
 

第 4.2.3 表(3) よう素の放出量（３号及び４号各炉） 
（単位：Bq/y） 

項 目 
 

核 種 

原子炉停止時 
の原子炉格納 
容器換気 

原子炉格納 
容器減圧時 
の排気 

原子炉補助 
建屋の換気 

定期検査時 
の よ う 素 
131 

合  計 

I-131 1.1×109 1.2×109 2.0×109 1.1×109 5.3×109 
I-133 1.4×109 3.3×108 3.3×109 － 5.0×109 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
蒸気発生器取替えに

伴う変更 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
蒸気発生器取替えに

伴う変更 
 

3
7
8
/
5
6
6



高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類九） 
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黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21 許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の説明 
 

第 4.2.4 表 希ガス及びよう素の放出量 
（単位：Bq/y） 

原子炉 
核 種 １号炉 ２号炉 ３号炉 ４号炉 合 計 

希 ガ ス 1.1×1015 1.1×1015 6.8×1014 6.8×1014 3.5×1015 

よ
う
素 

I-131 2.6×1010 2.6×1010 5.3×109 5.3×109 6.2×1010 

I-133 2.0×1010 2.0×1010 5.1×109 5.1×109 5.0×1010 

 
 

第 4.3.1 表 放射性廃液の年間推定発生量及び液体廃棄物 
      の年間推定放出量（３号炉及び４号炉合算） 

（単位：m3/y） 

種    類 放 射 性 廃 液 の 
年間推定発生量 

液 体 廃 棄 物 の 
年間推定放出量 

(1) １次冷却材抽出水 
(2) 格納容器冷却材ドレン及び補助建屋

冷却材ドレン 
約 9,000 約 9,000 

(3) 良水質の補助建屋機器ドレン 約 500 約 500 
(4) 低水質の補助建屋機器ドレン    
(5) 格納容器床ドレン及び補助建屋床 

ドレン 
(6) 薬品ドレン 

約 1,200 約 1,200 

(7) 洗浄排水 約 3,000 約 3,000 

合       計 約 13,700 約 13,700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第 4.2.4 表 希ガス及びよう素の放出量 

（単位：Bq/y） 
原子炉 

核 種 １号炉 ２号炉 ３号炉 ４号炉 合 計 

希 ガ ス 1.1×1015 1.1×1015 6.8×1014 6.8×1014 3.5×1015 

よ
う
素 

I-131 2.6×1010 2.6×1010 5.3×109 5.3×109 6.2×1010 

I-133 2.0×1010 2.0×1010 5.0×109 5.0×109 5.0×1010 

 
 

第 4.3.1 表 放射性廃液の年間推定発生量及び液体廃棄物 
      の年間推定放出量（３号炉及び４号炉合算） 

（単位：m3/y） 

種    類 放 射 性 廃 液 の 
年間推定発生量 

液 体 廃 棄 物 の 
年間推定放出量 

(1) １次冷却材抽出水 
(2) 格納容器冷却材ドレン及び補助建屋

冷却材ドレン 
約 9,100 約 9,100 

(3) 良水質の補助建屋機器ドレン 約 500 約 500 
(4) 低水質の補助建屋機器ドレン（保修点

検建屋ドレン含む。） 
(5) 格納容器床ドレン及び補助建屋床 

ドレン 
(6) 薬品ドレン 

約 1,200 約 1,200 

(7) 洗浄排水 約 3,000 約 3,000 

合       計 約 13,800 約 13,800 
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高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類九） 
＜4. 放射性廃棄物処理＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21 許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の説明 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
蒸気発生器取替えに

伴う変更 
 
蒸気発生器保管庫設

置に伴う変更 
 
保修点検建屋設置に

伴う変更 
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高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類九） 
＜5. 平常運転時における発電所周辺の一般公衆の受ける線量評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21 許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の説明 
5. 平常運転時における発電所周辺の一般公衆の受ける線量評価 

5.1 実効線量の計算 
5.1.1 気体廃棄物中の希ガスのγ線による実効線量 
5.1.1.3 計 算 条 件 

（9-8）式及び（9-9）式の計算に用いたパラメータは次のとおりであ

る。 

1K  ：4.46×10-4    
 

 
  
 

 
  

   
hBqMeV

Gymdis 3
 

en  ：3.84×10-3  (m-1) 

   ：1.05×10-2  (m-1) 
B   ：1.000 
B   ：0.4492 
B   ：0.0038 

   ：0（考慮しない） 
h   ：第 5.1.1 表に示すとおりである。 

（9-12）式、（9-13）式及び（9-14）式の計算に用いたパラメータは次

のとおりである。 
2K  ：0.8  (μSv/μGy) 

hf  ：1 

0f  ：1 

inQ  ：ガス減衰タンク排気 
   （１号及び２号各炉）8.2×1014 (Bq/y) 
    ガス減衰タンク及び水素再結合ガス減衰タンク排気 
   （３号及び４号各炉）5.8×1014  (Bq/y) 
    原子炉停止時の原子炉格納容器換気 
   （１号及び２号各炉）5.0×1013 (Bq/y) 
   （３号及び４号各炉）2.2×1013 (Bq/y) 

inE  ：ガス減衰タンク排気 

   （１号及び２号各炉）3.7×10-2 (MeV/dis) 
    ガス減衰タンク及び水素再結合ガス減衰タンク排気 
   （３号及び４号各炉）3.4×10-2 (MeV/dis) 
    原子炉停止時の原子炉格納容器換気 
   （１号及び２号各炉）4.5×10-2 (MeV/dis) 

5. 平常運転時における発電所周辺の一般公衆の受ける線量評価 
5.1 実効線量の計算 
5.1.1 気体廃棄物中の希ガスのγ線による実効線量 
5.1.1.3 計 算 条 件 

（9-8）式及び（9-9）式の計算に用いたパラメータは次のとおりであ

る。 

1K  ：4.46×10-4    
 

 
  
 

 
  

   
hBqMeV

Gymdis 3
 

en  ：3.84×10-3  (m-1) 

   ：1.05×10-2  (m-1) 
B   ：1.000 
B   ：0.4492 
B   ：0.0038 

   ：0（考慮しない） 
h   ：第 5.1.1 表に示すとおりである。 

（9-12）式、（9-13）式及び（9-14）式の計算に用いたパラメータは次

のとおりである。 
2K  ：0.8  (μSv/μGy) 

hf  ：1 

0f  ：1 

inQ  ：ガス減衰タンク排気 
   （１号及び２号各炉）8.2×1014 (Bq/y) 
    ガス減衰タンク及び水素再結合ガス減衰タンク排気 
   （３号及び４号各炉）5.7×1014  (Bq/y) 
    原子炉停止時の原子炉格納容器換気 
   （１号及び２号各炉）5.0×1013 (Bq/y) 
   （３号及び４号各炉）2.2×1013 (Bq/y) 

inE  ：ガス減衰タンク排気 

   （１号及び２号各炉）3.7×10-2 (MeV/dis) 
    ガス減衰タンク及び水素再結合ガス減衰タンク排気 
   （３号及び４号各炉）3.4×10-2 (MeV/dis) 
    原子炉停止時の原子炉格納容器換気 
   （１号及び２号各炉）4.5×10-2 (MeV/dis) 
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高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類九） 
＜5. 平常運転時における発電所周辺の一般公衆の受ける線量評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21 許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の説明 
   （３号及び４号各炉）4.8×10-2 (MeV/dis) 
N  ：ガス減衰タンク排気 
   （１号及び２号各炉）20  (回/y) 
    ガス減衰タンク及び水素再結合ガス減衰タンク排気 
   （３号及び４号各炉）30  (回/y) 
    原子炉停止時の原子炉格納容器換気 
   （１号、２号、３号及び４号各炉）10 (回/y) 

Tn  ：第 5.1.2 表に示すとおりである。 
LTf  ：第 5.1.3 表に示すとおりである。 

tN  ：8,760 

S,LN 、 S,1LN  、 S,1LN  ：第 5.1.3 表に示すとおりである。 

S,LS 、 S,1LS  、 S,1LS  ：第 5.1.4 表に示すとおりである。 

（9-16）式、（9-17）式及び（9-18）式の計算に用いたパラメータは次

のとおりである。 

contQ  ：原子炉格納容器減圧時の排気 

  （１号炉）6.5×1012  (Bq/y) 
  （２号炉）6.6×1012  (Bq/y) 
  （３号及び４号各炉）3.2×1012 (Bq/y) 
    原子炉補助建屋の換気 
  （１号及び２号各炉）1.7×1014 (Bq/y) 
  （３号及び４号各炉）7.7×1013 (Bq/y) 

contE  ：原子炉格納容器減圧時の排気 

  （１号及び２号各炉）4.6×10-2 (MeV/dis) 
  （３号及び４号各炉）4.9×10-2 (MeV/dis) 
    原子炉補助建屋の換気 
  （１号及び２号各炉）9.1×10-2 (MeV/dis) 
  （３号及び４号各炉）1.6×10-1 (MeV/dis) 

S,LS 、 S,1LS  、 S,1LS  ：第 5.1.4 表に示すとおりである。 

 
 

   （３号及び４号各炉）4.7×10-2 (MeV/dis) 
N  ：ガス減衰タンク排気 
   （１号及び２号各炉）20  (回/y) 
    ガス減衰タンク及び水素再結合ガス減衰タンク排気 
   （３号及び４号各炉）30  (回/y) 
    原子炉停止時の原子炉格納容器換気 
   （１号、２号、３号及び４号各炉）10 (回/y) 

Tn  ：第 5.1.2 表に示すとおりである。 
LTf  ：第 5.1.3 表に示すとおりである。 

tN  ：8,760 

S,LN 、 S,1LN  、 S,1LN  ：第 5.1.3 表に示すとおりである。 

S,LS 、 S,1LS  、 S,1LS  ：第 5.1.4 表に示すとおりである。 

（9-16）式、（9-17）式及び（9-18）式の計算に用いたパラメータは次

のとおりである。 

contQ  ：原子炉格納容器減圧時の排気 

  （１号炉）6.5×1012  (Bq/y) 
  （２号炉）6.6×1012  (Bq/y) 
  （３号及び４号各炉）3.2×1012 (Bq/y) 
    原子炉補助建屋の換気 
  （１号及び２号各炉）1.7×1014 (Bq/y) 
  （３号及び４号各炉）7.6×1013 (Bq/y) 

contE  ：原子炉格納容器減圧時の排気 

  （１号及び２号各炉）4.6×10-2 (MeV/dis) 
  （３号及び４号各炉）4.9×10-2 (MeV/dis) 
    原子炉補助建屋の換気 
  （１号及び２号各炉）9.1×10-2 (MeV/dis) 
  （３号及び４号各炉）1.5×10-1 (MeV/dis) 

S,LS 、 S,1LS  、 S,1LS  ：第 5.1.4 表に示すとおりである。 

 
 

蒸気発生器取替えに

伴う変更 
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高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類九） 
＜5. 平常運転時における発電所周辺の一般公衆の受ける線量評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21 許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の説明 
5.1.1.4 計 算 結 果 

将来の集落の形成を考慮し、陸側 13 方位の敷地境界外について１号

炉、２号炉、３号炉及び４号炉合算の希ガスのγ線による実効線量の計

算を行った結果は第 5.1.5 表に、また評価地点は第 5.1.1 図に示すとお

りである。これによれば、陸側 13 方位の敷地境界外で希ガスのγ線に

よる実効線量が最大となるのは２号炉心から南南東方向約 830m地点で

あり、その実効線量は年間約 7.2μSv である。 
参考として上記方位以外の海側敷地境界について、１号炉、２号炉、

３号炉及び４号炉合算の希ガスのγ線による実効線量の計算を行った

結果は第 5.1.5 表に、また評価地点は第 5.1.1 図に示すとおりである。 
なお、敷地内を通る一般道路における、１号炉、２号炉、３号炉及び

４号炉合算の希ガスのγ線による最大の実効線量は年間約 12μSv であ

る。 
 

5.1.3  よう素による実効線量 
5.1.3.1 気体廃棄物中のよう素による実効線量 

(2) 年平均地上空気中濃度の計算 
b. 計算条件 

(9-21)式の計算に用いたパラメータは次のとおりである。 
IinQ  ：原子炉停止時の原子炉格納容器換気中のよう素の年間放

出量 
  I-131 
  （１号及び２号各炉）2.1×109      (Bq/y) 
  （３号及び４号各炉）1.1×109     (Bq/y) 
  I-133 

（１号及び２号各炉）1.9×109     (Bq/y) 
  （３号及び４号各炉）1.5×109     (Bq/y) 

(9-22)式の計算に用いたパラメータは次のとおりである。 

IcontQ  ：原子炉格納容器減圧時の排気中のよう素の年間放出量 

  I-131 
  （１号及び２号各炉）9.7×109     (Bq/y) 
  （３号及び４号各炉）1.2×109     (Bq/y) 
  I-133 
  （１号及び２号各炉）2.7×109     (Bq/y) 
  （３号及び４号各炉）3.3×108     (Bq/y) 

5.1.1.4 計 算 結 果 
将来の集落の形成を考慮し、陸側 13 方位の敷地境界外について１号

炉、２号炉、３号炉及び４号炉合算の希ガスのγ線による実効線量の計

算を行った結果は第 5.1.5 表に、また評価地点は第 5.1.1 図に示すとお

りである。これによれば、陸側 13 方位の敷地境界外で希ガスのγ線に

よる実効線量が最大となるのは２号炉心から南南東方向約 830m地点で

あり、その実効線量は年間約 11μSv である。 
参考として上記方位以外の海側敷地境界について、１号炉、２号炉、

３号炉及び４号炉合算の希ガスのγ線による実効線量の計算を行った

結果は第 5.1.5 表に、また評価地点は第 5.1.1 図に示すとおりである。 
なお、敷地内を通る一般道路における、１号炉、２号炉、３号炉及び

４号炉合算の希ガスのγ線による最大の実効線量は年間約 14μSv であ

る。 
 

5.1.3  よう素による実効線量 
5.1.3.1 気体廃棄物中のよう素による実効線量 

(2) 年平均地上空気中濃度の計算 
b. 計算条件 

(9-21)式の計算に用いたパラメータは次のとおりである。 
IinQ  ：原子炉停止時の原子炉格納容器換気中のよう素の年間放

出量 
  I-131 
  （１号及び２号各炉）2.1×109      (Bq/y) 
  （３号及び４号各炉）1.1×109     (Bq/y) 
  I-133 

（１号及び２号各炉）1.9×109     (Bq/y) 
  （３号及び４号各炉）1.4×109     (Bq/y) 

(9-22)式の計算に用いたパラメータは次のとおりである。 

IcontQ  ：原子炉格納容器減圧時の排気中のよう素の年間放出量 

  I-131 
  （１号及び２号各炉）9.7×109     (Bq/y) 
  （３号及び４号各炉）1.2×109     (Bq/y) 
  I-133 
  （１号及び２号各炉）2.7×109     (Bq/y) 
  （３号及び４号各炉）3.3×108     (Bq/y) 
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高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類九） 
＜5. 平常運転時における発電所周辺の一般公衆の受ける線量評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21 許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の説明 
  原子炉補助建屋の換気中のよう素の年間放出量 
  I-131 
  （１号及び２号各炉）8.9×109     (Bq/y) 
  （３号及び４号各炉）2.0×109     (Bq/y) 
  I-133 
  （１号炉）          1.5×1010 (Bq/y) 
  （２号炉）          1.6×1010    (Bq/y) 
  （３号及び４号各炉）3.4×109 (Bq/y) 
  定期検査時に放出されるよう素の年間放出量 

I-131 
  （１号及び２号各炉）5.2×109     (Bq/y) 
  （３号及び４号各炉）1.1×109     (Bq/y) 

c. 計算結果 
陸側 13 方位の敷地境界外であって、１号炉、２号炉、３号炉

及び４号炉合算のよう素の年平均地上空気中濃度が最大となる地

点は、２号炉心から西南西方向約 870m の地点であり、この地点

における I-131 及び I-133 の年平均地上空気中濃度の計算結果

は、それぞれ約 6.8×10-10Bq/cm3 及び約 5.9×10-10 Bq/cm3 であ

る。 
また、現存する牧草地で、１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉

合算のよう素の年平均地上空気中濃度が最大となる地点は、２号

炉心から西方向約 2,770m の地点であり、この地点における I-131
及び I-133 の年平均地上空気中濃度の計算結果は、それぞれ約

3.1×10-11 Bq/cm3 及び約 2.5×10-11 Bq/cm3 である。 
 
 (4) 計算条件 

(9-24)式の計算に用いたパラメータは次のとおりである。 
IiK   ：成 人 I-131 1.5×10-2 (μSv/Bq) 

    I-133 2.9×10-3 (μSv/Bq) 
   幼 児 I-131 6.9×10-2 (μSv/Bq) 
    I-133 1.6×10-2 (μSv/Bq) 
   乳 児 I-131 1.3×10-1 (μSv/Bq) 
     I-133 3.5×10-2 (μSv/Bq) 

aM  ：成 人  2.22×107 (cm3/d) 

   幼 児  8.72×106 (cm3/d) 

  原子炉補助建屋の換気中のよう素の年間放出量 
  I-131 
  （１号及び２号各炉）8.9×109     (Bq/y) 
  （３号及び４号各炉）2.0×109     (Bq/y) 
  I-133 
  （１号炉）          1.5×1010 (Bq/y) 
  （２号炉）          1.6×1010    (Bq/y) 
  （３号及び４号各炉）3.3×109 (Bq/y) 
  定期検査時に放出されるよう素の年間放出量 

I-131 
  （１号及び２号各炉）5.2×109     (Bq/y) 
  （３号及び４号各炉）1.1×109     (Bq/y) 

c. 計算結果 
陸側 13 方位の敷地境界外であって、１号炉、２号炉、３号炉

及び４号炉合算のよう素の年平均地上空気中濃度が最大となる地

点は、２号炉心から南南東方向約 830m の地点であり、この地点

における I-131 及び I-133 の年平均地上空気中濃度の計算結果

は、それぞれ約 9.0×10-10Bq/cm3 及び約 7.1×10-10 Bq/cm3 であ

る。 
また、現存する牧草地で、１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉

合算のよう素の年平均地上空気中濃度が最大となる地点は、２号

炉心から西方向約 2,770m の地点であり、この地点における I-131
及び I-133 の年平均地上空気中濃度の計算結果は、それぞれ約

2.8×10-11 Bq/cm3 及び約 2.3×10-11 Bq/cm3 である。 
 
 (4) 計算条件 

(9-24)式の計算に用いたパラメータは次のとおりである。 
IiK   ：成 人 I-131 1.5×10-2 (μSv/Bq) 

    I-133 2.9×10-3 (μSv/Bq) 
    幼 児 I-131 6.9×10-2 (μSv/Bq) 
    I-133 1.6×10-2 (μSv/Bq) 
   乳 児 I-131 1.3×10-1 (μSv/Bq) 
     I-133 3.5×10-2 (μSv/Bq) 

aM  ：成 人  2.22×107 (cm3/d) 

    幼 児  8.72×106 (cm3/d) 
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高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類九） 
＜5. 平常運転時における発電所周辺の一般公衆の受ける線量評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21 許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の説明 
   乳 児  2.86×106 (cm3/d) 

Ii  ：（１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉合算） 
    I-131 6.8×10-10 (Bq/cm3) 
    I-133 5.9×10-10 (Bq/cm3) 

(9-25)式の計算に用いたパラメータは次のとおりである。 
TiK ：成 人 I-131 1.6×10-2 (μSv/Bq) 

    I-133 3.1×10-3 (μSv/Bq) 
    幼 児 I-131 7.5×10-2 (μSv/Bq) 
    I-133 1.7×10-2 (μSv/Bq) 
    乳 児 I-131 1.4×10-1 (μSv/Bq) 
    I-133 3.8×10-2 (μSv/Bq) 

VM  ：成 人  100   (g/d) 

    幼 児  50 (g/d) 
    乳 児  20 (g/d) 

Vmf  ：1 

Vtf   ：0.5 

df   ：0.5 

ViF  ：    I-131 2.6×106   
 

 
  
 

 
3cm/Bq

g/Bq  

    I-133 4.3×105   
 

 
  
 

 
3cm/Bq

g/Bq  

Vi  ：（１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉合算） 

    I-131 6.8×10-10 (Bq/cm3) 
    I-133 5.9×10-10 (Bq/cm3) 

Vt  ：0     (d) 

riT  ：「被ばく計算に用いる放射線エネルギー等について」(2)に

よる。 
(9-26)式の計算に用いたパラメータは次のとおりである。 

    乳 児  2.86×106 (cm3/d) 
Ii  ：（１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉合算） 

    I-131 9.0×10-10 (Bq/cm3) 
    I-133 7.1×10-10 (Bq/cm3) 

(9-25)式の計算に用いたパラメータは次のとおりである。 
TiK ：成 人 I-131 1.6×10-2 (μSv/Bq) 

    I-133 3.1×10-3 (μSv/Bq) 
    幼 児 I-131 7.5×10-2 (μSv/Bq) 
    I-133 1.7×10-2 (μSv/Bq) 
    乳 児 I-131 1.4×10-1 (μSv/Bq) 
    I-133 3.8×10-2 (μSv/Bq) 

VM  ：成 人 100   (g/d) 

    幼 児  50 (g/d) 
    乳 児  20 (g/d) 

Vmf  ：1 

Vtf   ：0.5 

df   ：0.5 

ViF  ：    I-131 2.6×106   
 

 
  
 

 
3cm/Bq

g/Bq  

    I-133 4.3×105   
 

 
  
 

 
3cm/Bq

g/Bq  

Vi  ：（１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉合算） 

    I-131 9.0×10-10 (Bq/cm3) 
    I-133 7.1×10-10 (Bq/cm3) 

Vt  ：0     (d) 

riT  ：「被ばく計算に用いる放射線エネルギー等について」(2)に

よる。 
(9-26)式の計算に用いたパラメータは次のとおりである。 
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高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類九） 
＜5. 平常運転時における発電所周辺の一般公衆の受ける線量評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21 許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の説明 
MM ：成 人 200 (mℓ/d) 

 幼 児 500 (mℓ/d) 
  乳 児 600 (mℓ/d) 

Mmf  ：成 人 1 
 幼 児  1 
  乳 児  0.5 

Mtf  ：0.5 

ff   ：1 

MiF  ：    I-131 6.2×105   

    I-133 4.6×104  

Mi  ：（１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉合算） 
    I-131 3.1×10-11 (Bq/cm3) 
    I-133 2.5×10-11 (Bq/cm3) 

Mt  ：成 人  0 (d) 
  幼 児  0 (d) 
  乳 児  3 (d) 

(5) 計算結果 
１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉からの気体廃棄物中のよう素

による実効線量を計算した結果を第5.1.9表に示す。 
これによれば、気体廃棄物中の放射性よう素の呼吸、葉菜摂取及び

牛乳摂取による実効線量が最大となるのは幼児の場合であり、年間約

1.0μSv となる。 
 

5.1.3.3 気体廃棄物中及び液体廃棄物中のよう素を同時に摂取する場合の実

効線量 
(4) 計 算 結 果 

１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉からの気体廃棄物中及び液体廃

棄物中のよう素を同時に摂取する場合の実効線量の計算を行った結

果は第 5.1.12 表のとおりである。 
これによると、実効線量が最大となるのは、海藻類を摂取しない場

合の幼児であり、その実効線量は年間約 1.2μSv である。 

MM ：成 人 200 (mℓ/d) 
  幼 児 500 (mℓ/d) 
   乳 児 600 (mℓ/d) 

Mmf ：成 人 1 
  幼 児  1 
  乳 児  0.5 

Mtf  ：0.5 

ff   ：1 

MiF  ：    I-131 6.2×105   

    I-133 4.6×104  

Mi  ：（１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉合算） 
    I-131 2.8×10-11 (Bq/cm3) 
    I-133 2.3×10-11 (Bq/cm3) 

Mt  ：成 人  0 (d) 
  幼 児  0 (d) 
  乳 児  3 (d) 

(5) 計算結果 
１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉からの気体廃棄物中のよう素

による実効線量を計算した結果を第5.1.9表に示す。 
これによれば、気体廃棄物中の放射性よう素の呼吸、葉菜摂取及び

牛乳摂取による実効線量が最大となるのは幼児の場合であり、年間約

1.2μSv となる。 
 

5.1.3.3 気体廃棄物中及び液体廃棄物中のよう素を同時に摂取する場合の実

効線量 
(4) 計 算 結 果 

１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉からの気体廃棄物中及び液体廃

棄物中のよう素を同時に摂取する場合の実効線量の計算を行った結

果は第 5.1.12 表のとおりである。 
これによると、実効線量が最大となるのは、海藻類を摂取しない場

合の幼児であり、その実効線量は年間約 1.4μSv である。 
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高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類九） 
＜5. 平常運転時における発電所周辺の一般公衆の受ける線量評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21 許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の説明 
 

5.2 線量評価結果 
敷地境界外における１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉からの気体廃棄物

中の希ガスの γ 線からの外部被ばくによる実効線量、液体廃棄物中の放射

性物質の摂取に伴う内部被ばくによる実効線量及びよう素の摂取に伴う内

部被ばくによる実効線量は、それぞれ年間約 7.2μSv、年間約 2.1μSv 及び

年間約 1.2μSv となり、合計は年間約 11μSv である。 
この値は、「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針」に

示される線量目標値の年間 50μSv を下回る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.2 線量評価結果 

敷地境界外における１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉からの気体廃棄物

中の希ガスの γ 線からの外部被ばくによる実効線量、液体廃棄物中の放射

性物質の摂取に伴う内部被ばくによる実効線量及びよう素の摂取に伴う内

部被ばくによる実効線量は、それぞれ年間約 11μSv、年間約 2.1μSv 及び

年間約 1.4μSv となり、合計は年間約 15μSv である。 
この値は、「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針」に

示される線量目標値の年間 50μSv を下回る。 
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高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類九） 
＜5. 平常運転時における発電所周辺の一般公衆の受ける線量評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21 許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の説明 
第 5.1.1 表 線量計算に用いた放出源の有効高さ 

 着目方位 
２号炉か 
らの方位 

放出源の有効高さ(m)［各炉からの方位］ 

１号炉 ２号炉 ３号炉 ４号炉 

陸 
 

側 
 

評 
 

価 
 

地 
 

点 

N 

NNE 

NE 

SE 

SSE 

S 

SSW 

SW 

WSW 

W 

WNW 

NW 

NNW 

125 

70  

70  

75  

80  

115  

90  

110  

110  

165  

120  

140  

125 

[NNW] 

[N] 

[NNE] 

[SE] 

[SSE] 

[S] 

[SSW] 

[WSW] 

[WSW] 

[W] 

[WNW] 

[NW] 

[NNW] 

65 

70 

120 

70 

70 

100 

90 

85 

65 

110 

85 

120 

95 

[N] 

[NNE] 

[NE] 

[SE] 

[SSE] 

[S] 

[SSW] 

[SW] 

[WSW] 

[W] 

[WNW] 

[NW] 

[NNW] 

105 

115 

160 

120 

80 

80 

75 

55 

55 

155 

85 

150 

80 

[NNE] 

[NNE] 

[NE] 

[ESE] 

[SE] 

[SE] 

[S] 

[SW] 

[SW] 

[W] 

[NW] 

[NW] 

[N] 

100 

135 

160 

130 

85 

85 

85 

70 

60 

80 

95 

155 

100 

[NNE] 

[NE] 

[NE] 

[ESE] 

[SE] 

[SE] 

[SSE] 

[SSW] 

[SW] 

[WSW] 

[NW] 

[NW] 

[NNE] 

参

考

地

点 

ENE 

E 

ESE 

105 

125 

125 

[ENE] 

[E] 

[E] 

75 

90 

65 

[ENE] 

[E] 

[ESE] 

95 

120 

120 

[ENE] 

[E] 

[E] 

125 

125 

125 

[E] 

[E] 

[E] 

牛

乳

摂

取

評

価

地

点 

W 190 [W] 135 [W] 185 [W] 180 [W] 

 
 

第 5.1.1 表 線量計算に用いた放出源の有効高さ 

  

着目方位 

２号炉か 

らの方位 

放出源の有効高さ(m)［各炉からの方位］ 

１号炉 ２号炉 ３号炉 ４号炉 

陸 

  

側 

  

評 

  

価 

  

地 

  

点 

N 115 [NNW] 70 [N] 105 [NNE] 100 [NNE] 

NNE 75 [N] 70 [NNE] 115 [NNE] 140 [NE] 

NE 70 [NNE] 125 [NE] 165 [NE] 165 [NE] 

SE 80 [SE] 75 [SE] 115 [ESE] 125 [ESE] 

SSE 65 [SSE] 65 [SSE] 85 [SE] 90 [SE] 

S 95 [S] 90 [S] 85 [SE] 85 [SE] 

SSW 85 [SSW] 90 [SSW] 75 [S] 75 [SSE] 

SW 105 [WSW] 90 [SW] 55 [SW] 70 [SSW] 

WSW 105 [WSW] 60 [WSW] 55 [SW] 60 [SW] 

W 180 [W] 115 [W] 155 [W] 80 [WSW] 

WNW 115 [WNW] 80 [WNW] 85 [NW] 85 [NW] 

NW 140 [NW] 115 [NW] 150 [NW] 150 [NW] 

NNW 115 [NNW] 90 [NNW] 80 [N] 100 [NNE] 

参 

考 

地 

点 

ENE 125 [ENE] 85 [ENE] 105 [ENE] 105 [E] 

E 120 [E] 90 [E] 100 [E] 105 [E] 

ESE 120 [E] 70 [ESE] 105 [E] 105 [E] 

牛

乳

摂

取

評

価

地

点 

W 210 [W] 140 [W] 185 [W] 190 [W] 
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高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類九） 
＜5. 平常運転時における発電所周辺の一般公衆の受ける線量評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21 許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の説明 
第5.1.2表 着目方位及び隣接２方位への最大放出回数 

 
着目方位及びその隣接 2 方位へ向かう風の出現頻度の和と年間の放出

回数とから二項確率分布の信頼度が、67％となるように求めた着目方位

を中心とした 3 方位への最大放出回数 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第5.1.2表 着目方位及び隣接２方位への最大放出回数 
 

着目方位及びその隣接 2 方位へ向かう風の出現頻度の和と年間の放出

回数とから二項確率分布の信頼度が、67％となるように求めた着目方位

を中心とした 3 方位への最大放出回数 
 

(単位：y-1)  

計 算 地 点 

の 方 位 

着目方位を中心とした 3方位への最大放出回数ｎＴ 

ガス減衰タンク排気 

( １ ， ２ 号 各 炉 ） 

ガス減衰タンク及び 

水 素 再 結 合 

ガス減衰タンク排気 

( ３ ， ４ 号 各 炉 ） 

原 子 炉 停 止 時 の 

原 子 炉 格 納 容 器 換 気 

(１，２，３，４号各炉） 

N 4 5 2 

NNE 3 4 1 

NE 2 3 1 

ENE 2 3 1 

E 4 6 2 

ESE 8 12 4 

SE 10 15 5 

SSE 9 13 5 

S 6 8 3 

SSW 4 5 2 

SW 4 5 2 

WSW 3 5 2 

W 3 4 1 

WNW 3 4 1 

NW 3 5 2 

NNW 4 6 2 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
気象データの更新に

よる変更 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（単位：y-1）

着目方位を中心とした3方位への最大放出回数 Tn

計算地点

の 方 位    ガス減衰タンク排気

(１，２号各炉)

ガス減衰タンク及び

水 素 再 結 合         

ガス減衰タンク排気

(３，４号各炉)

原 子 炉 停 止 時 の         

原子炉格納容器換気

(１,２,３,４号各炉)

Ｎ 4 6 2

ＮＮＥ 3 4 2

ＮＥ 2 2 1

ＥＮＥ 2 2 1

Ｅ 4 6 2

ＥＳＥ 8 12 4

ＳＥ 9 14 5

ＳＳＥ 9 13 5

Ｓ 6 8 3

ＳＳＷ 5 8 3

ＳＷ 4 6 2

ＷＳＷ 3 5 2

Ｗ 2 2 1

ＷＮＷ 2 3 1

ＮＷ 3 5 2

ＮＮＷ 4 6 2

3
9
1
/
5
6
6



高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類九） 
＜5. 平常運転時における発電所周辺の一般公衆の受ける線量評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21 許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の説明 
 

 
 
 

 

 

 
 
気象データの更新に

よる変更 
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高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類九） 
＜5. 平常運転時における発電所周辺の一般公衆の受ける線量評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21 許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の説明 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
気象データの更新に

よる変更 
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高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類九） 
＜5. 平常運転時における発電所周辺の一般公衆の受ける線量評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21 許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の説明 
第5.1.5表 敷地境界外における希ガスのγ線による年間実効線量 

（１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉合算） 
（単位：μSv/y） 

 
評価地点     
の 方 位     

２号炉心から 
評価地点まで 
の距離（m） 

実効線量 

陸 

側

評

価

地

点 

Ｎ 880 4.5 

ＮＮＥ 880 3.7 

ＮＥ 1,020 1.7 

ＳＥ 930 7.1 

ＳＳＥ 830 7.2 

Ｓ 850 6.4 

ＳＳＷ 930 6.2 

ＳＷ 870 7.2 

ＷＳＷ 870 7.2 

Ｗ 900 3.9 

ＷＮＷ 1,180 3.5 

ＮＷ 3,300 0.8 

ＮＮＷ 900 4.8 

参

考

地

点 

ＥＮＥ 800 2.2 

Ｅ 580 5.4 

ＥＳＥ 650 6.9 
 
 
 
 
 
 
 

第5.1.5表 敷地境界外における希ガスのγ線による年間実効線量 
（１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉合算） 

（単位：μSv/y） 

 
評価地点     
の 方 位     

２号炉心から 
評価地点まで 
の距離（m） 

実効線量 

陸 

側

評

価

地

点 

Ｎ 880 4.4 

ＮＮＥ 880 3.6 

ＮＥ 1,020 1.7 

ＳＥ 930 9.6 

ＳＳＥ 830 11 

Ｓ 850 7.6 

ＳＳＷ 930 5.9 

ＳＷ 870 6.8 

ＷＳＷ 870 7.3 

Ｗ 900 4.0 

ＷＮＷ 1,180 3.7 

ＮＷ 3,300 0.8 

ＮＮＷ 900 4.7 

参

考

地

点 

ＥＮＥ 800 2.2 

Ｅ 580 5.6 

ＥＳＥ 650 7.7 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
気象データの更新及

び蒸気発生器取替え

に伴う変更 
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高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類九） 
＜5. 平常運転時における発電所周辺の一般公衆の受ける線量評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21 許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の説明 
第 5.1.9 表 気体廃棄物中のよう素による実効線量計算結果 

（１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉合算） 
（単位：μSv/y） 

摂取経路 核  種 成  人 幼  児 乳  児 

呼  吸 
I-131 8.3×10-2 1.5×10-1 9.3×10-2 
I-133 1.4×10-2 3.0×10-2 2.2×10-2 

葉菜摂取 
I-131 2.6×10-1 6.1×10-1 4.6×10-1 
I-133 7.2×10-3 2.0×10-2 1.8×10-2 

牛乳摂取 
I-131 1.1×10-2 1.3×10-1 1.2×10-1 
I-133 1.3×10-4 1.8×10-3 2.2×10-4 

合   計 3.8×10-1 9.4×10-1 7.0×10-1 
 
 

第 5.1.12 表 気体廃棄物中及び液体廃棄物中のよう素を同時に摂取する場合 
の実効線量計算結果（１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉合算） 

（単位：μSv/y） 
 成  人 幼  児 乳  児 
海 藻 類 を 摂 取 す る 場 合  1.1×10-1 3.1×10-1 3.9×10-1 
海藻類を摂取しない場合  4.5×10-1 1.2 8.3×10-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 5.1.9 表 気体廃棄物中のよう素による実効線量計算結果 
（１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉合算） 

（単位：μSv/y） 
摂取経路 核  種 成  人 幼  児 乳  児 

呼  吸 
I-131 1.1×10-1 2.0×10-1 1.3×10-1 
I-133 1.7×10-2 3.6×10-2 2.6×10-2 

葉菜摂取 
I-131 3.4×10-1 8.0×10-1 6.0×10-1 
I-133 8.7×10-3 2.4×10-2 2.2×10-2 

牛乳摂取 
I-131 1.1×10-2 1.2×10-1 1.1×10-1 
I-133 1.2×10-4 1.6×10-3 2.0×10-4 

合   計 4.9×10-1 1.2×100 8.7×10-1 
 
 

第 5.1.12 表 気体廃棄物中及び液体廃棄物中のよう素を同時に摂取する場合 
の実効線量計算結果（１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉合算） 

（単位：μSv/y） 
 成  人 幼  児 乳  児 
海 藻 類 を 摂 取 す る 場 合  1.1×10-1 3.3×10-1 4.1×10-1 
海藻類を摂取しない場合  5.6×10-1 1.4 1.0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
気象データの更新及

び蒸気発生器取替え

に伴う変更 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
気象データの更新及

び蒸気発生器取替え

に伴う変更 
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高浜１，２，３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類九） 
＜5. 平常運転時における発電所周辺の一般公衆の受ける線量評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21 許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の説明 
 

 
第 5.1.1 図 評 価 地 点 

 

 

 
第 5.1.1 図 評 価 地 点 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜１. 安全評価に関する基本方針＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
1．安全評価に関する基本方針 

1.1 基本的考え方 
本発電用原子炉施設（以下「原子炉施設」という。）の安全評価の目的は

以下のとおりである。 
(1) 安全設計の基本方針の妥当性の確認 
本原子炉が固有の安全性と安全確保のために設計した設備により安全

に運転できることを示し、原子炉施設の安全設計の基本方針の妥当性を

確認する。 
(2) 立地条件の適否の確認 
万一重大な事故が発生したとしても工学的安全施設により放射性物質

が発電所敷地周辺へ多量に放出されるのを防止できることを示し、発電

所周辺の一般公衆との離隔に関する妥当性を確認する。 
原子炉の安全設計の基本方針の妥当性は「実用発電用原子炉及びその

附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」（以下「設置許可

基準規則」という。）により、また、原子炉の立地条件の適否は「原子

炉立地審査指針及びその適用に関する判断のめやすについて」（以下「原

子炉立地審査指針」という。）によりそれぞれ判断されるが、これらの

判断の過程で行う安全評価は「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関

する審査指針」（以下「安全評価指針」という。）、「軽水型動力炉の

非常用炉心冷却系の性能評価指針」（以下「ＥＣＣＳ性能評価指針」と

いう。）及び「発電用軽水型原子炉施設の反応度投入事象に関する評価

指針」（以下「ＲＩＥ評価指針」という。）等に基づいて行うものとす

る。 
なお、『「プルトニウムを燃料とする原子炉の立地評価上必要なプル

トニウムに関するめやす線量について」の適用方法などについて』を踏

まえ、「プルトニウムを燃料とする原子炉の立地評価上必要なプルトニ

ウムに関するめやす線量について」を用いた被ばく評価を行わない。 
本原子炉施設の安全設計の基本方針の妥当性を確認するために、異常

状態、すなわち「運転時の異常な過渡変化」及び「設計基準事故」につ

いて解析し、評価を行う。 
一方、本原子炉施設の立地条件の適否を判断するための安全評価を行

うに当たっては、「原子炉立地審査指針」に基づき、重大事故及び仮想

事故について評価を行う。 
 

1.1.1 運転時の異常な過渡変化 
1.1.1.1 定義     

「運転時の異常な過渡変化」とは、原子炉の運転中において原子炉施

1．安全評価に関する基本方針 
1.1 基本的考え方 

本発電用原子炉施設（以下「原子炉施設」という。）の安全評価の目的は

以下のとおりである。 
(1) 安全設計の基本方針の妥当性の確認 

本原子炉が固有の安全性と安全確保のために設計した設備により安全

に運転できることを示し、原子炉施設の安全設計の基本方針の妥当性を

確認する。 
(2) 立地条件の適否の確認 

万一重大な事故が発生したとしても工学的安全施設により放射性物質

が発電所敷地周辺へ多量に放出されるのを防止できることを示し、発電

所周辺の一般公衆との離隔に関する妥当性を確認する。 
原子炉の安全設計の基本方針の妥当性は「実用発電用原子炉及びその

附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」（以下「設置許可

基準規則」という。）により、また、原子炉の立地条件の適否は「原子

炉立地審査指針及びその適用に関する判断のめやすについて」（以下「原

子炉立地審査指針」という。）によりそれぞれ判断されるが、これらの

判断の過程で行う安全評価は「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関

する審査指針」（以下「安全評価指針」という。）、「軽水型動力炉の

非常用炉心冷却系の性能評価指針」（以下「ＥＣＣＳ性能評価指針」と

いう。）及び「発電用軽水型原子炉施設の反応度投入事象に関する評価

指針」（以下「ＲＩＥ評価指針」という。）等に基づいて行うものとす

る。 
なお、『「プルトニウムを燃料とする原子炉の立地評価上必要なプル

トニウムに関するめやす線量について」の適用方法などについて』を踏

まえ、「プルトニウムを燃料とする原子炉の立地評価上必要なプルトニ

ウムに関するめやす線量について」を用いた被ばく評価を行わない。 
本原子炉施設の安全設計の基本方針の妥当性を確認するために、異常

状態、すなわち「運転時の異常な過渡変化」及び「設計基準事故」につ

いて解析し、評価を行う。 
一方、本原子炉施設の立地条件の適否を判断するための安全評価を行

うに当たっては、「原子炉立地審査指針」に基づき、重大事故及び仮想

事故について評価を行う。 
 

1.1.1 運転時の異常な過渡変化 
1.1.1.1 定義     

「運転時の異常な過渡変化」とは、原子炉の運転中において原子炉施
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜１. 安全評価に関する基本方針＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
設の寿命期間中に予想される機器の単一の故障若しくは誤動作又は運

転員の単一の誤操作及びこれらと類似の頻度で発生すると予想される

外乱によって生ずる異常な状態に至る事象をいう。 
 
1.1.1.2 評価事象 

本原子炉において評価する「運転時の異常な過渡変化」は、「安全評価

指針」に基づき、原子炉施設が制御されずに放置されると、炉心あるい

は原子炉冷却材圧力バウンダリに過度の損傷をもたらす可能性のある

事象について、これらの事象が発生した場合における安全保護系、原子

炉停止系等の主として「異常影響緩和系」（以下「ＭＳ」という。）に属

する構築物、系統及び機器の設計の妥当性を確認する見地から、代表的

な事象を選定する。具体的には、以下に示す異常な状態を生じさせる可

能性のある事象とする。 
(1) 炉心内の反応度又は出力分布の異常な変化 

a. 原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き 
b. 出力運転中の制御棒の異常な引き抜き 
c. 制御棒の落下及び不整合 
d. 原子炉冷却材中のほう素の異常な希釈 

(2) 炉心内の熱発生又は熱除去の異常な変化 
a. 原子炉冷却材流量の部分喪失 
b. 原子炉冷却材系の停止ループの誤起動 
c. 外部電源喪失 
d. 主給水流量喪失 
e. 蒸気負荷の異常な増加 
f. ２次冷却系の異常な減圧 
g. 蒸気発生器への過剰給水 

(3) 原子炉冷却材圧力又は原子炉冷却材保有量の異常な変化 
a. 負荷の喪失 
b. 原子炉冷却材系の異常な減圧 
c. 出力運転中の非常用炉心冷却系の誤起動 

 
1.1.1.3 判断基準 

想定された事象が生じた場合、炉心は損傷に至ることなく、かつ、原

子炉施設は通常運転に復帰できる状態で事象が収束される設計である

ことを確認しなければならない。このことを判断する基準は以下のとお

りである。 
(1) 最小限界熱流束比（以下「最小ＤＮＢＲ」という。）が許容限界値(1)

設の寿命期間中に予想される機器の単一の故障若しくは誤動作又は運

転員の単一の誤操作及びこれらと類似の頻度で発生すると予想される

外乱によって生ずる異常な状態に至る事象をいう。 
 
1.1.1.2 評価事象 

本原子炉において評価する「運転時の異常な過渡変化」は、「安全評価

指針」に基づき、原子炉施設が制御されずに放置されると、炉心あるい

は原子炉冷却材圧力バウンダリに過度の損傷をもたらす可能性のある

事象について、これらの事象が発生した場合における安全保護系、原子

炉停止系等の主として「異常影響緩和系」（以下「ＭＳ」という。）に属

する構築物、系統及び機器の設計の妥当性を確認する見地から、代表的

な事象を選定する。具体的には、以下に示す異常な状態を生じさせる可

能性のある事象とする。 
(1) 炉心内の反応度又は出力分布の異常な変化 

a. 原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き 
b. 出力運転中の制御棒の異常な引き抜き 
c. 制御棒の落下及び不整合 
d. 原子炉冷却材中のほう素の異常な希釈 

(2) 炉心内の熱発生又は熱除去の異常な変化 
a. 原子炉冷却材流量の部分喪失 
b. 原子炉冷却材系の停止ループの誤起動 
c. 外部電源喪失 
d. 主給水流量喪失 
e. 蒸気負荷の異常な増加 
f. ２次冷却系の異常な減圧 
g. 蒸気発生器への過剰給水 

(3) 原子炉冷却材圧力又は原子炉冷却材保有量の異常な変化 
a. 負荷の喪失 
b. 原子炉冷却材系の異常な減圧 
c. 出力運転中の非常用炉心冷却系の誤起動 

 
1.1.1.3 判断基準 

想定された事象が生じた場合、炉心は損傷に至ることなく、かつ、原

子炉施設は通常運転に復帰できる状態で事象が収束される設計である

ことを確認しなければならない。このことを判断する基準は以下のとお

りである。 
(1) 最小限界熱流束比（以下「最小ＤＮＢＲ」という。）が許容限界値(1)
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜１. 安全評価に関する基本方針＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
以上であること。 

(2) 燃料被覆管の機械的破損が生じないよう、燃料中心最高温度は燃料

ペレットの溶融点未満であること。 
(3) 燃料エンタルピは許容限界値以下であること。 
(4) 原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力は、最高使用圧力である

17.16MPa[gage]の 1.1 倍の圧力 1 8 .88 MPa  [ga ge ]以下であるこ

と。 
上記の判断基準に対して、想定した「運転時の異常な過渡変化」ごと

に更に具体的な基準を用いる場合には、各事象の説明の中でその具体的

な基準を記述する。 
 

1.1.2 設計基準事故     
1.1.2.1 定義     

「設計基準事故」とは、前述の「運転時の異常な過渡変化」を超える

異常な状態であって、発生する頻度はまれであるが、発生した場合は原

子炉施設からの放射性物質の放出の可能性があり、原子炉施設の安全性

を評価する観点から想定する必要のある事象をいう。 
 
1.1.2.2 評価事象 

本原子炉において評価する「設計基準事故」は、「安全評価指針」に基

づき、原子炉施設から放出される放射性物質による敷地周辺への影響が

大きくなる可能性のある事象について、これらの事象が発生した場合に

おける工学的安全施設等の主としてＭＳに属する構築物、系統及び機器

の設計の妥当性を確認する見地から、代表的な事象を選定する。具体的

には以下に示す異常な状態を生じさせる可能性のある事象とする。 
(1) 原子炉冷却材の喪失又は炉心冷却状態の著しい変化 

a. 原子炉冷却材喪失 
b. 原子炉冷却材流量の喪失 
c. 原子炉冷却材ポンプの軸固着 
d. 主給水管破断 
e. 主蒸気管破断 

(2) 反応度の異常な投入又は原子炉出力の急激な変化 
a. 制御棒飛び出し 

(3) 環境への放射性物質の異常な放出 
a. 放射性気体廃棄物処理施設の破損 
b. 蒸気発生器伝熱管破損 
c. 燃料集合体の落下 

以上であること。 
(2) 燃料被覆管の機械的破損が生じないよう、燃料中心最高温度は燃料

ペレットの溶融点未満であること。 
(3) 燃料エンタルピは許容限界値以下であること。 
(4) 原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力は、最高使用圧力である

17.16MPa[gage]の 1.1 倍の圧力 1 8 .88MPa [ga ge ]以下であるこ

と。 
上記の判断基準に対して、想定した「運転時の異常な過渡変化」ごと

に更に具体的な基準を用いる場合には、各事象の説明の中でその具体的

な基準を記述する。 
 

1.1.2 設計基準事故     
1.1.2.1 定義     

「設計基準事故」とは、前述の「運転時の異常な過渡変化」を超える

異常な状態であって、発生する頻度はまれであるが、発生した場合は原

子炉施設からの放射性物質の放出の可能性があり、原子炉施設の安全性

を評価する観点から想定する必要のある事象をいう。 
 
1.1.2.2 評価事象 

本原子炉において評価する「設計基準事故」は、「安全評価指針」に基

づき、原子炉施設から放出される放射性物質による敷地周辺への影響が

大きくなる可能性のある事象について、これらの事象が発生した場合に

おける工学的安全施設等の主としてＭＳに属する構築物、系統及び機器

の設計の妥当性を確認する見地から、代表的な事象を選定する。具体的

には以下に示す異常な状態を生じさせる可能性のある事象とする。 
(1) 原子炉冷却材の喪失又は炉心冷却状態の著しい変化 

a. 原子炉冷却材喪失 
b. 原子炉冷却材流量の喪失 
c. 原子炉冷却材ポンプの軸固着 
d. 主給水管破断 
e. 主蒸気管破断 

(2) 反応度の異常な投入又は原子炉出力の急激な変化 
a. 制御棒飛び出し 

(3) 環境への放射性物質の異常な放出 
a. 放射性気体廃棄物処理施設の破損 
b. 蒸気発生器伝熱管破損 
c. 燃料集合体の落下 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜１. 安全評価に関する基本方針＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
d. 原子炉冷却材喪失 
e. 制御棒飛び出し 

(4) 原子炉格納容器内圧力、雰囲気等の異常な変化 
a. 原子炉冷却材喪失 
b. 可燃性ガスの発生 

 
1.1.2.3 判断基準 

想定された事象が生じた場合、炉心の溶融あるいは著しい損傷のおそ

れがなく、かつ、事象の過程において他の異常状態の原因となるような

２次的損傷が生じず、さらに放射性物質の放散に対する障壁の設計が妥

当であることを確認しなければならない。このことを判断する基準は以

下のとおりである。 
(1) 炉心は著しい損傷に至ることなく、かつ、十分な冷却が可能である

こと。 
(2) 燃料エンタルピは制限値を超えないこと。 
(3) 原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力は、最高使用圧力である

17.16MPa[gage]の 1.2 倍の圧力 20.59MPa [gage]以下であること。 
(4) 原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力は、最高使用圧力

0.283MPa[gage]以下であること。 
(5) 周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えないこと。 
上記の判断基準に対して想定した「設計基準事故」ごとに更に具体的

な基準を用いる場合には、各事象の説明の中でその具体的な基準を記述

する。 
 

1.1.3 重大事故及び仮想事故 
1.1.3.1 定義 

重大事故及び仮想事故とは「原子炉立地審査指針」に基づき、原子炉

立地条件の適否を評価する見地から想定する必要のある事象をいう。 
 

1.1.3.2 評価事象 
本原子炉において評価する重大事故及び仮想事故は、「安全評価指針」

に基づき以下の事象とする。 
(1) 重大事故 

前記「事故」の解析結果を参考として、これらの「事故」の中から

放射性物質の放出の拡大の可能性のある事故を取り上げ、技術的に最

大と考えられる放射性物質の放出量を想定することとし、「安全評価

指針」に従い、原子炉格納容器内放出に係る事故として原子炉冷却材

d. 原子炉冷却材喪失 
e. 制御棒飛び出し 

(4) 原子炉格納容器内圧力、雰囲気等の異常な変化 
a. 原子炉冷却材喪失 
b. 可燃性ガスの発生 

 
1.1.2.3 判断基準 

想定された事象が生じた場合、炉心の溶融あるいは著しい損傷のおそ

れがなく、かつ、事象の過程において他の異常状態の原因となるような

２次的損傷が生じず、さらに放射性物質の放散に対する障壁の設計が妥

当であることを確認しなければならない。このことを判断する基準は以

下のとおりである。 
(1) 炉心は著しい損傷に至ることなく、かつ、十分な冷却が可能である

こと。 
(2) 燃料エンタルピは制限値を超えないこと。 
(3) 原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力は、最高使用圧力である

17.16MPa[gage]の 1.2 倍の圧力 20.59MPa [gage]以下であること。 
(4) 原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力は、最高使用圧力

0.283MPa[gage]以下であること。 
(5) 周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えないこと。 
上記の判断基準に対して想定した「設計基準事故」ごとに更に具体的

な基準を用いる場合には、各事象の説明の中でその具体的な基準を記述

する。 
 

1.1.3 重大事故及び仮想事故 
1.1.3.1 定義 

重大事故及び仮想事故とは「原子炉立地審査指針」に基づき、原子炉

立地条件の適否を評価する見地から想定する必要のある事象をいう。 
 

1.1.3.2 評価事象 
本原子炉において評価する重大事故及び仮想事故は、「安全評価指針」

に基づき以下の事象とする。 
(1) 重大事故 

前記「事故」の解析結果を参考として、これらの「事故」の中から

放射性物質の放出の拡大の可能性のある事故を取り上げ、技術的に最

大と考えられる放射性物質の放出量を想定することとし、「安全評価

指針」に従い、原子炉格納容器内放出に係る事故として原子炉冷却材
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜１. 安全評価に関する基本方針＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
喪失を、また、原子炉格納容器外放出に係る事故として蒸気発生器伝

熱管破損を選定する。 
(2) 仮想事故 

重大事故として取り上げた事故について、より多くの放射性物質の

放出量を仮想した事故を想定する。 
 

1.1.3.3 判断基準 
原子炉施設の立地上の妥当性の判断基準は、重大事故及び仮想事故の

評価内容が「原子炉立地審査指針」に適合することである。 
 

1.2 主要な解析条件 
「運転時の異常な過渡変化」の解析及び「設計基準事故」の解析に当たっ

て用いている基本的な解析条件及び考慮すべき事項について記載する。 
 

1.2.1 初期定常運転条件 
解析では、原子炉出力の初期値として、定格値に定常運転出力決定に際

して生じる熱校正の誤差を考慮した値を用いる。また、１次冷却材平均温

度及び原子炉圧力の初期値は、定格値に定常運転時の誤差を考慮した値を

用いる。 
解析に使用する初期定常運転条件を第1.2.1表に示す。これらの初期値

の選定に際しては、判断基準に照らして最も厳しくなるように定常誤差の

符号を選択するが、ＤＮＢＲの評価では統計的熱設計手法(2)を使用するた

め、初期定常の誤差の効果はパラメータの不確定さを統計的に考慮する因

子(ＤＮＢＲ乗数)に含まれており、初期値として定格値を用いる。 
 

1.2.2 安全保護系の設定点の作動限界値及び応答時間 
原子炉保護設備により監視している原子炉施設の運転変数が設定値を

超えた場合、原子炉のトリップ信号を発生し、自動的に制御棒駆動装置に

電源を供給する遮断器を開放する。制御棒クラスタは、電源喪失により駆

動装置から切り離され、自重によって炉心へ落下する。原子炉の緊急停止

動作には、信号発生遅れ、原子炉トリップ遮断器開放時間及び制御棒クラ

スタ切離し時間の時間遅れがある。 
解析では、原子炉トリップ信号は、原子炉施設の運転変数がトリップ設

定値に余裕を見込んだトリップ限界値に達したときに発生するものとす

る。 
このトリップ限界値は、トリップ設定点に安全側に誤差を考慮した値を

用いる。 

喪失を、また、原子炉格納容器外放出に係る事故として蒸気発生器伝

熱管破損を選定する。 
(2) 仮想事故 

重大事故として取り上げた事故について、より多くの放射性物質の

放出量を仮想した事故を想定する。 
 

1.1.3.3 判断基準 
原子炉施設の立地上の妥当性の判断基準は、重大事故及び仮想事故の

評価内容が「原子炉立地審査指針」に適合することである。 
 

1.2 主要な解析条件 
「運転時の異常な過渡変化」の解析及び「設計基準事故」の解析に当たっ

て用いている基本的な解析条件及び考慮すべき事項について記載する。 
 

1.2.1 初期定常運転条件 
解析では、原子炉出力の初期値として、定格値に定常運転出力決定に際

して生じる熱校正の誤差を考慮した値を用いる。また、１次冷却材平均温

度及び原子炉圧力の初期値は、定格値に定常運転時の誤差を考慮した値を

用いる。 
解析に使用する初期定常運転条件を第1.2.1表に示す。これらの初期値

の選定に際しては、判断基準に照らして最も厳しくなるように定常誤差の

符号を選択するが、ＤＮＢＲの評価では統計的熱設計手法(2)を使用するた

め、初期定常の誤差の効果はパラメータの不確定さを統計的に考慮する因

子(ＤＮＢＲ乗数)に含まれており、初期値として定格値を用いる。 
 

1.2.2 安全保護系の設定点の作動限界値及び応答時間 
原子炉保護設備により監視している原子炉施設の運転変数が設定値を

超えた場合、原子炉のトリップ信号を発生し、自動的に制御棒駆動装置に

電源を供給する遮断器を開放する。制御棒クラスタは、電源喪失により駆

動装置から切り離され、自重によって炉心へ落下する。原子炉の緊急停止

動作には、信号発生遅れ、原子炉トリップ遮断器開放時間及び制御棒クラ

スタ切離し時間の時間遅れがある。 
解析では、原子炉トリップ信号は、原子炉施設の運転変数がトリップ設

定値に余裕を見込んだトリップ限界値に達したときに発生するものとす

る。 
このトリップ限界値は、トリップ設定点に安全側に誤差を考慮した値を

用いる。 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜１. 安全評価に関する基本方針＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
また、緊急停止動作の応答時間遅れとしては、トリップ状態に達した時

点から制御棒駆動装置を離れ落下を始めるまでの時間をとり、それぞれの

トリップ信号に対して解析結果が厳しくなるよう控えめに決めた値を使

用する。第1.2.2表に解析で用いた原子炉トリップ限界値及び応答時間を示

す。 
工学的安全施設作動設備の監視している運転変数が設定値に達した場

合は、非常用炉心冷却設備等の工学的安全施設を作動する信号が発生す

る。解析に当たっては、工学的安全施設作動信号は、原子炉施設の運転変

数が作動設定値に安全側に誤差を考慮した作動限界値に達したとき発生

するものとする。また、この信号の発生には応答時間遅れとして、作動状

態に達した時点から工学的安全施設を作動させるためのシーケンス開始

までの時間をとり、それぞれの信号に対して解析結果が厳しくなるように

決めた値を使用する。 
第1.2.3表に解析で用いた工学的安全施設作動信号の作動限界値及び応

答時間を示す。 
 

1.2.3 原子炉トリップ特性 
原子炉のトリップの効果を期待する場合においては、トリップを生じ

させる信号の種類を明確にした上、適切なトリップ遅れ時間を考慮し、か

つ、当該事象の条件において最大反応度価値を有する制御棒クラスタ 1 本

が、全引き抜き位置にあるものとして停止効果を考慮する。制御棒クラス

タの固着は確率的には非常に小さいので、この仮定は原子炉停止系の停

止能力の解析上の余裕となる。 
さらに、解析では、トリップ時の制御棒クラスタ挿入による反応度の添

加は、制御棒クラスタ挿入時間と挿入時の軸方向中性子束分布に関して

も安全側に考慮して、第 1.2.1 図に示すものを使用する。制御棒クラスタ

落下開始から全ストロークの 85%挿入までの時間が解析上重要であり、

この時間を 2.2 秒としている。 
 

1.2.4 反応度係数 
原子炉の過渡応答は、反応度の帰還効果、とりわけ減速材温度あるいは

密度係数及びドップラ出力係数に依存する。「運転時の異常な過渡変化」

の解析及び「設計基準事故」の解析では、これらの反応度係数はそれぞれ

の解析において安全側の値を使用する。 
減速材密度係数は、出力運転状態からの解析では、サイクル初期からサ

イクル末期を含み、0～0.43(Δk/k)/(g/cm3)の範囲の値を使用し、ドップラ

出力係数は第 1.2.2 図に示す値を用いる。これらは、安全側に十分余裕を

また、緊急停止動作の応答時間遅れとしては、トリップ状態に達した時

点から制御棒駆動装置を離れ落下を始めるまでの時間をとり、それぞれの

トリップ信号に対して解析結果が厳しくなるよう控えめに決めた値を使

用する。第1.2.2表に解析で用いた原子炉トリップ限界値及び応答時間を示

す。 
工学的安全施設作動設備の監視している運転変数が設定値に達した場

合は、非常用炉心冷却設備等の工学的安全施設を作動する信号が発生す

る。解析に当たっては、工学的安全施設作動信号は、原子炉施設の運転変

数が作動設定値に安全側に誤差を考慮した作動限界値に達したとき発生

するものとする。また、この信号の発生には応答時間遅れとして、作動状

態に達した時点から工学的安全施設を作動させるためのシーケンス開始

までの時間をとり、それぞれの信号に対して解析結果が厳しくなるように

決めた値を使用する。 
第1.2.3表に解析で用いた工学的安全施設作動信号の作動限界値及び応

答時間を示す。 
 

1.2.3 原子炉トリップ特性 
原子炉のトリップの効果を期待する場合においては、トリップを生じさ

せる信号の種類を明確にした上、適切なトリップ遅れ時間を考慮し、かつ、

当該事象の条件において最大反応度価値を有する制御棒クラスタ 1 本が、

全引き抜き位置にあるものとして停止効果を考慮する。制御棒クラスタの

固着は確率的には非常に小さいので、この仮定は原子炉停止系の停止能力

の解析上の余裕となる。 
さらに、解析では、トリップ時の制御棒クラスタ挿入による反応度の添

加は、制御棒クラスタ挿入時間と挿入時の軸方向中性子束分布に関しても

安全側に考慮して、第 1.2.1 図に示すものを使用する。制御棒クラスタ落

下開始から全ストロークの 85%挿入までの時間が解析上重要であり、この

時間を 2.2 秒としている。 
 

1.2.4 反応度係数 
原子炉の過渡応答は、反応度の帰還効果、とりわけ減速材温度あるいは

密度係数及びドップラ出力係数に依存する。「運転時の異常な過渡変化」

の解析及び「設計基準事故」の解析では、これらの反応度係数はそれぞれ

の解析において安全側の値を使用する。 
減速材密度係数は、出力運転状態からの解析では、サイクル初期からサ

イクル末期を含み、0～0.43(Δk/k)/(g/cm3)の範囲の値を使用し、ドップラ

出力係数は第 1.2.2 図に示す値を用いる。これらは、安全側に十分余裕を
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含み決定している。 

 
1.2.5 解析に当たって考慮する事項 

(1) 解析に当たって考慮する範囲 
想定された事象の解析を行うに当たっては、異常状態の発生前の状

態として、当該原子炉施設の通常運転範囲及び運転期間の全域につい

て考慮し、サイクル期間中の炉心燃焼度変化、燃料交換等による長期

的な変動及び運転中予想される異なった運転モードを考慮して、判断

基準に照らして最も厳しくなる初期状態を選定する。また、解析は、

原則として事象が収束し、補助給水系又は主給水系による蒸気発生器

保有水の確保及び主蒸気逃がし弁又はタービンバイパス弁による除

熱及び化学体積制御系によるほう素の添加、さらには余熱除去冷却系

の作動により、支障なく冷態停止に至ることができることが合理的に

推定できる時点まで行う。 
(2) 安全機能に対する仮定 

a. 想定された事象に対処するための安全機能のうち、解析に当たって

考慮するものは、原則として「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の

重要度分類に関する審査指針」において定めるＭＳ－１に属するもの

及びＭＳ－２に属するものとする。 
タービントリップ動作は作動系に高い信頼性を有する設計としてい

るので、その作動に期待する。 
解析に当たって考慮している主要な安全機能を第1.2.4表及び第1.2.

5表に示す。 
b. 解析に当たっては、想定された事象に加えて、「設計基準事故」に

対処するために必要な系統、機器について、原子炉停止、炉心冷却及

び放射能閉じ込めの各基本的安全機能別に、解析の結果を最も厳しく

する機器の単一故障を仮定した解析を行う。この場合、事象発生後短

時間にわたっては動的機器について、また、長時間にわたっては動的

機器又は静的機器について、単一故障を考えるものとする。ただし、

事象発生前から動作しており、かつ、発生後も引き続き動作する機器

については、原則として故障を仮定しない。静的機器については、単

一故障を仮定したときにこれを含む系統が所定の安全機能を達成でき

るように設計されている場合、その故障が安全上支障のない時間内に

除去又は修復ができる場合、又は、その故障の発生確率が十分低い場

合においては、故障を仮定しない。 
c. 事象に対処するために必要な運転員の手動操作については、適切な

時間的余裕を考慮する。 

含み決定している。 
 
1.2.5 解析に当たって考慮する事項 

(1) 解析に当たって考慮する範囲 
想定された事象の解析を行うに当たっては、異常状態の発生前の状態

として、当該原子炉施設の通常運転範囲及び運転期間の全域について

考慮し、サイクル期間中の炉心燃焼度変化、燃料交換等による長期的

な変動及び運転中予想される異なった運転モードを考慮して、判断基

準に照らして最も厳しくなる初期状態を選定する。また、解析は、原

則として事象が収束し、補助給水系又は主給水系による蒸気発生器保

有水の確保及び主蒸気逃がし弁又はタービンバイパス弁による除熱及

び化学体積制御系によるほう素の添加、さらには余熱除去冷却系の作

動により、支障なく冷態停止に至ることができることが合理的に推定

できる時点まで行う。 
(2) 安全機能に対する仮定 

a. 想定された事象に対処するための安全機能のうち、解析に当たって

考慮するものは、原則として「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の

重要度分類に関する審査指針」において定めるＭＳ－１に属するもの

及びＭＳ－２に属するものとする。 
タービントリップ動作は作動系に高い信頼性を有する設計としてい

るので、その作動に期待する。 
解析に当たって考慮している主要な安全機能を第1.2.4表及び第1.2.

5表に示す。 
b. 解析に当たっては、想定された事象に加えて、「設計基準事故」に

対処するために必要な系統、機器について、原子炉停止、炉心冷却及

び放射能閉じ込めの各基本的安全機能別に、解析の結果を最も厳しく

する機器の単一故障を仮定した解析を行う。この場合、事象発生後短

時間にわたっては動的機器について、また、長時間にわたっては動的

機器又は静的機器について、単一故障を考えるものとする。ただし、

事象発生前から動作しており、かつ、発生後も引き続き動作する機器

については、原則として故障を仮定しない。静的機器については、単

一故障を仮定したときにこれを含む系統が所定の安全機能を達成でき

るように設計されている場合、その故障が安全上支障のない時間内に

除去又は修復ができる場合、又は、その故障の発生確率が十分低い場

合においては、故障を仮定しない。 
c. 事象に対処するために必要な運転員の手動操作については、適切な

時間的余裕を考慮する。 
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d. 安全保護系の動作を期待する場合においては、安全保護系作動のた

めの信号の種類及び信号発生時点を明確にする。安全保護系以外の系

であっても、その動作が解析の結果に有意な影響を与えるものについ

ては、同様とする。 
e. ｢設計基準事故」の解析に当たって、工学的安全施設の動作を期待す

る場合においては、外部電源が利用できない場合も考慮する。 
(3) 解析に使用するモデル及びパラメータ 

解析に当たって使用するモデル及びパラメータは、評価の結果が厳し

くなるように選定する(3)。また、蒸気発生器伝熱管施栓率は 10%までを

考慮する。ただし、評価目的の範囲内で合理的なものを用いるものとす

る。 
なお、パラメータに不確定因子が考えられる場合には適切な安全余裕

を見込んで解析を行う。 
また、原則としてパラメータは、ウラン燃料炉心とウラン・プルトニ

ウム混合酸化物燃料炉心の両炉心を包絡するように選定する。さらに、

ウラン燃料とウラン・プルトニウム混合酸化物燃料では燃料中心温度等

の解析結果が異なるため、ウラン燃料とウラン・プルトニウム混合酸化

物燃料で判断基準が同じ場合は、評価の結果が厳しくなる燃料を選定

し、判定基準が異なる場合は、各々の燃料について解析を行う(3)。なお、

「原子炉冷却材喪失(小破断)」、「主蒸気管破断」及び「制御棒飛び出

し」については、炉心により解析結果が異なるため、評価の結果が厳し

くなる炉心の解析を行う(3)。 
 

1.3 解析に使用する計算プログラム 
「運転時の異常な過渡変化」及び「設計基準事故」の解析に使用する計算

プログラム（以下「コード」という。）の一覧表をそれぞれ第 1.3.1 表及び

第 1.3.2 表に示す。表中の計算コードの概要を次に記載する。 
（1）ＦＡＣＴＲＡＮ(4)(5) 

燃料棒の過渡解析コードＦＡＣＴＲＡＮは、燃料棒の過渡変化を計

算する詳細な解析コードで、制御棒飛び出しのような急峻な過渡変化

を取り扱えるよう燃料を十分多数の半径方向空間ノードに区分し、温

度の関数である材料の物性値及び詳細な燃料ペレット－燃料被覆管

ギャップの熱伝達の計算、ＤＮＢ後の過渡変化を取り扱う遷移及び膜

沸騰熱伝達相関式、ジルコニウム－水反応及び材質の部分的溶融計算

の摸擬が可能である。 
ＦＡＣＴＲＡＮの入力には、原子炉出力及び１次冷却材パラメータ

(圧力、流量、温度、密度)を時間の関数として入力し、出力としては、

d. 安全保護系の動作を期待する場合においては、安全保護系作動のた

めの信号の種類及び信号発生時点を明確にする。安全保護系以外の系

であっても、その動作が解析の結果に有意な影響を与えるものについ

ては、同様とする。 
e. ｢設計基準事故」の解析に当たって、工学的安全施設の動作を期待す

る場合においては、外部電源が利用できない場合も考慮する。 
(3) 解析に使用するモデル及びパラメータ 

解析に当たって使用するモデル及びパラメータは、評価の結果が厳し

くなるように選定する(3)。また、蒸気発生器伝熱管施栓率は 10%までを

考慮する。ただし、評価目的の範囲内で合理的なものを用いるものとす

る。 
なお、パラメータに不確定因子が考えられる場合には適切な安全余裕

を見込んで解析を行う。 
また、原則としてパラメータは、ウラン燃料炉心とウラン・プルトニ

ウム混合酸化物燃料炉心の両炉心を包絡するように選定する。さらに、

ウラン燃料とウラン・プルトニウム混合酸化物燃料では燃料中心温度等

の解析結果が異なるため、ウラン燃料とウラン・プルトニウム混合酸化

物燃料で判断基準が同じ場合は、評価の結果が厳しくなる燃料を選定

し、判定基準が異なる場合は、各々の燃料について解析を行う(3)。なお、

「原子炉冷却材喪失(小破断)」、「主蒸気管破断」及び「制御棒飛び出

し」については、炉心により解析結果が異なるため、評価の結果が厳し

くなる炉心の解析を行う(3)。 
 

1.3 解析に使用する計算プログラム 
「運転時の異常な過渡変化」及び「設計基準事故」の解析に使用する計算

プログラム（以下「コード」という。）の一覧表をそれぞれ第 1.3.1 表及び

第 1.3.2 表に示す。表中の計算コードの概要を次に記載する。 
（1）ＦＡＣＴＲＡＮ(4)(5) 

燃料棒の過渡解析コードＦＡＣＴＲＡＮは、燃料棒の過渡変化を計

算する詳細な解析コードで、制御棒飛び出しのような急峻な過渡変化

を取り扱えるよう燃料を十分多数の半径方向空間ノードに区分し、温

度の関数である材料の物性値及び詳細な燃料ペレット－燃料被覆管

ギャップの熱伝達の計算、ＤＮＢ後の過渡変化を取り扱う遷移及び膜

沸騰熱伝達相関式、ジルコニウム－水反応及び材質の部分的溶融計算

の模擬が可能である。 
ＦＡＣＴＲＡＮの入力には、原子炉出力及び１次冷却材パラメータ

(圧力、流量、温度、密度)を時間の関数として入力し、出力としては、
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金属被覆の燃料棒断面の温度分布の過渡変化及び被覆管の表面にお

ける熱流束の過渡変化が求められる。 
（2）ＢＬＫＯＵＴ(4)(5) 

長期的プラント過渡特性解析コードＢＬＫＯＵＴは原子炉容器、１

次冷却材配管、加圧器、蒸気発生器を含む１次冷却系及び主蒸気系、

主給水系を含む２次冷却系を摸擬したもので、蒸気発生器での熱伝達

及び自然循環を含む１次冷却材の熱的挙動を計算する。制御系として

は加圧器圧力制御系、化学体積制御系及びタービンバイパス制御系を

摸擬している。 
このコードは、特に多ループの加圧水型原子炉でループ間で異なっ

た条件が存在する場合のプラントの長期的過渡特性解析に有効であ

る。多ループプラントの熱的及び熱水力学的特性は、２つの等価ルー

プに分けて扱われる。 
ＢＬＫＯＵＴの入力には、原子炉出力、１次冷却材温度等の初期条

件、１次冷却材体積等のプラントデータを含み、出力としては、原子

炉出力、原子炉圧力、１次冷却材温度等の過渡変化が求められる。   
（3）ＭＡＲＶＥＬ(4)(5) 

プラント過渡特性解析コードＭＡＲＶＥＬは、原子炉容器、１次冷

却材高温側配管、１次冷却材低温側配管、蒸気発生器、加圧器及び加

圧器サージ管を含む１次冷却系全体を適切に摸擬し、6 群の遅発中性

子及び反応度帰還を含む 1 点近似中性子動特性、燃料棒の熱的動特

性、１次冷却材の熱水力学的挙動及び蒸気発生器内での熱伝達を計算

する。制御系としては、制御棒制御系、タービンバイパス制御系、給

水制御系及び加圧器圧力制御系を摸擬し、さらに、必要に応じて原子

炉保護設備、工学的安全施設及び化学体積制御設備等の摸擬が可能で

ある。 
このコードは、特に多ループの加圧水型原子炉でループ間で異なっ

た条件が存在する場合のプラント過渡特性解析に有効である。解析目

的により、多ループプラントの物理的、熱的及び熱水力学的特性は、

２つの等価ループに分けて扱われる。 
ＭＡＲＶＥＬの入力には、原子炉出力、１次冷却材温度等の初期条

件、１次冷却材体積等のプラントデータ、核特性データ、原子炉保護

設備及び非常用炉心冷却設備作動限界値等を含み、出力としては、原

子炉出力、原子炉圧力、１次冷却材温度、ＤＮＢ相関式(1)に基づくＤ

ＮＢＲ等の過渡変化が求められる。 
（4）ＰＨＯＥＮＩＸ(4)(5) 

１次冷却材流量過渡特性解析コードＰＨＯＥＮＩＸは、単一あるい

金属被覆の燃料棒断面の温度分布の過渡変化及び被覆管の表面にお

ける熱流束の過渡変化が求められる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
（2）ＭＡＲＶＥＬ(4)(5) 

プラント過渡特性解析コードＭＡＲＶＥＬは、原子炉容器、１次冷

却材高温側配管、１次冷却材低温側配管、蒸気発生器、加圧器及び加

圧器サージ管を含む１次冷却系全体を適切に摸擬し、6 群の遅発中性

子及び反応度帰還を含む 1 点近似中性子動特性、燃料棒の熱的動特

性、１次冷却材の熱水力学的挙動及び蒸気発生器内での熱伝達を計算

する。制御系としては、制御棒制御系、タービンバイパス制御系、給

水制御系及び加圧器圧力制御系を摸擬し、さらに、必要に応じて原子

炉保護設備、工学的安全施設及び化学体積制御設備等の摸擬が可能で

ある。 
このコードは、特に多ループの加圧水型原子炉でループ間で異なっ

た条件が存在する場合のプラント過渡特性解析に有効である。解析目

的により、多ループプラントの物理的、熱的及び熱水力学的特性は、

２つの等価ループに分けて扱われる。 
ＭＡＲＶＥＬの入力には、原子炉出力、１次冷却材温度等の初期条

件、１次冷却材体積等のプラントデータ、核特性データ、原子炉保護

設備及び非常用炉心冷却設備作動限界値等を含み、出力としては、原

子炉出力、原子炉圧力、１次冷却材温度、ＤＮＢ相関式(1)に基づくＤ

ＮＢＲ等の過渡変化が求められる。 
（3）ＰＨＯＥＮＩＸ(4)(5) 

１次冷却材流量過渡特性解析コードＰＨＯＥＮＩＸは、単一あるい
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜１. 安全評価に関する基本方針＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
は複数の１次冷却材ポンプの故障に対し個々のループ流量、炉心流量

及びポンプ回転数を計算する。流量は、各々の１次冷却材ループ及び

炉心に沿って１次冷却材流量の運動量平衡方程式を解くことにより

計算する。この運動量平衡の式には連続の式、ポンプの運動量平衡の

式及びポンプ特性を含んでいる。１次冷却材ループ数は、最大 6 ルー

プまで摸擬可能である。 
ＰＨＯＥＮＩＸの入力には、慣性モーメント、揚程曲線等の１次冷

却材ポンプ特性データ等を含み、出力としては、１次冷却材流量の過

渡変化が求められる。 
（5）ＣＨＩＣＫＩＮ－Ｍ(4)(5) 

炉心動特性解析コードＣＨＩＣＫＩＮ－Ｍは、炉心内の熱出力を 6
群の遅発中性子及び反応度帰還を含む 1 点近似動特性方程式により

求め、特に反応度が急激に加わる事象の解析に有効である。燃料中の

温度は半径方向だけの１次元の熱伝導方程式を、また、流路内の１次

冷却材の温度、流量及び圧力は軸方向だけの１次元の質量、運動量及

びエネルギー保存則を適用して求める。これらの変数より燃料による

反応度帰還量及び１次冷却材密度による反応度帰還量を求め、これに

制御棒クラスタによる反応度変化を加えた全反応度変化が 1 点近似

動特性方程式の入力となり、熱出力の変化が求められる。 
ＣＨＩＣＫＩＮ－Ｍの入力には、燃料の形状、核特性等の炉心デー

タ、原子炉出力、１次冷却材温度等の初期条件を含み、出力としては、

中性子束、１次冷却材温度等の過渡変化が求められる。 
（6）ＴＨＩＮＣ－Ⅲ(6) 

過渡解析に使用する熱水力計算コードＴＨＩＮＣ－Ⅲは、熱水力設

計計算コードＴＨＩＮＣ－Ⅰに過渡解析の機能を持たせたコードで

あり、炉心を３次元的に分割して、各メッシュに対し質量、運動量及

びエネルギー保存則を適用して解くものである。 
ＴＨＩＮＣ－Ⅲの入力には、炉心定数に加えて、炉心入口流量、熱

流束、出力等の時間変化を入力し、出力としては、炉心内冷却材温度、

圧力、密度、ボイド率、ＤＮＢ相関式(1)(7)によるＤＮＢＲ等の時間変

化が求められる。 
（7）ＴＷＩＮＫＬＥ(4)(5) 

多次元炉心動特性解析コードＴＷＩＮＫＬＥは、主に反応度事故に

対し、空間及び時間依存中性子束の動特性変化を解析する詳細な解析

コードである。中性子束の動特性解析はエネルギー2 群拡散方程式を

解く。 
遅発中性子は 6 群で摸擬する。さらに、6 領域からなる燃料ペレッ

は複数の１次冷却材ポンプの故障に対し個々のループ流量、炉心流量

及びポンプ回転数を計算する。流量は、各々の１次冷却材ループ及び

炉心に沿って１次冷却材流量の運動量平衡方程式を解くことにより

計算する。この運動量平衡の式には連続の式、ポンプの運動量平衡の

式及びポンプ特性を含んでいる。１次冷却材ループ数は、最大 6 ルー

プまで摸擬可能である。 
ＰＨＯＥＮＩＸの入力には、慣性モーメント、揚程曲線等の１次冷

却材ポンプ特性データ等を含み、出力としては、１次冷却材流量の過

渡変化が求められる。 
（4）ＣＨＩＣＫＩＮ－Ｍ(4)(5) 

炉心動特性解析コードＣＨＩＣＫＩＮ－Ｍは、炉心内の熱出力を 6
群の遅発中性子及び反応度帰還を含む 1 点近似動特性方程式により

求め、特に反応度が急激に加わる事象の解析に有効である。燃料中の

温度は半径方向だけの１次元の熱伝導方程式を、また、流路内の１次

冷却材の温度、流量及び圧力は軸方向だけの１次元の質量、運動量及

びエネルギー保存則を適用して求める。これらの変数より燃料による

反応度帰還量及び１次冷却材密度による反応度帰還量を求め、これに

制御棒クラスタによる反応度変化を加えた全反応度変化が 1 点近似

動特性方程式の入力となり、熱出力の変化が求められる。 
ＣＨＩＣＫＩＮ－Ｍの入力には、燃料の形状、核特性等の炉心デー

タ、原子炉出力、１次冷却材温度等の初期条件を含み、出力としては、

中性子束、１次冷却材温度等の過渡変化が求められる。 
（5）ＴＨＩＮＣ－Ⅲ(6) 

過渡解析に使用する熱水力計算コードＴＨＩＮＣ－Ⅲは、熱水力設

計計算コードＴＨＩＮＣ－Ⅰに過渡解析の機能を持たせたコードで

あり、炉心を３次元的に分割して、各メッシュに対し質量、運動量及

びエネルギー保存則を適用して解くものである。 
ＴＨＩＮＣ－Ⅲの入力には、炉心定数に加えて、炉心入口流量、熱

流束、出力等の時間変化を入力し、出力としては、炉心内冷却材温度、

圧力、密度、ボイド率、ＤＮＢ相関式(1)(7)によるＤＮＢＲ等の時間変

化が求められる。 
（6）ＴＷＩＮＫＬＥ(4)(5) 

多次元炉心動特性解析コードＴＷＩＮＫＬＥは、主に反応度事故に

対し、空間及び時間依存中性子束の動特性変化を解析する詳細な解析

コードである。中性子束の動特性解析はエネルギー2 群拡散方程式を

解く。 
遅発中性子は 6 群で摸擬する。さらに、6 領域からなる燃料ペレッ
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜１. 安全評価に関する基本方針＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
ト－被覆管－１次冷却材燃料棒熱伝達モデル及び縦軸方向を中性子

束の動特性解析と同じメッシュ点で解く１次冷却材熱水力モデルを

含む。ドップラ、減速材等の負帰還効果は空間依存として扱い、1 点

近似動特性モデルと異なって、各メッシュ点で吸収断面積の補正をす

ることにより考慮されている。 
ＴＷＩＮＫＬＥの入力には、各メッシュでの中性子断面積、実効増

倍率、入口温度、圧力、流量等の時間変化が入れられ、出力としては、

中性子束レベル、中性子束分布及び炉心熱系の応答が空間及び時間依

存で求められる。 
（8）ＳＡＴＡＮ－Ｍ(8)(9) 

ブローダウン解析コードＳＡＴＡＮ－Ｍは、１次冷却系を多数のノ

ードに区分し、質量、運動量及びエネルギー保存則を解き、１次冷却

系配管破断時における各ノード内冷却材の圧力、エンタルピ、密度、

ノード間の流量等を算出するものであり、平均及び高温領域炉心状

態、１次冷却材ポンプ状態、出力変化、破断口流出流量、原子炉トリ

ップ、非常用炉心冷却設備状態等の諸量の摸擬が含められている。 
蓄圧注入系の評価で注入水バイパス量を求める必要がある場合に

はバイパス終了時間を求め、その時間までに蓄圧タンクより注入され

た水が炉心をバイパスするものとする。このバイパス終了時間は、ド

リフトフラックスモデルにより計算される注入水が原子炉容器ダウ

ンカマを下降し始める時間である。 
ＳＡＴＡＮ－Ｍの入力には、原子炉出力、１次冷却材温度等初期状

態を指定する運転パラメータ、系の形状及び水力学的諸量、核特性デ

ータ及び燃料状態を指定する炉心データ、原子炉保護設備と非常用炉

心冷却設備作動限界値及び動作特性パラメータ、１次冷却材ポンプ特

性曲線、破断想定の位置、断面積及び体様等の条件を含み、主要な出

力はブローダウン各時点における炉心圧力、炉心流量、エンタルピ等

の燃料棒熱解析に必要な諸量、リフィル解析の初期条件となる蓄圧タ

ンク残存水量、蓄圧タンク圧力、蒸気発生器２次側状態量、原子炉容

器内残存水量、原子炉格納容器内圧解析に必要な破断口からの質量流

量及びエネルギー放出量である。 
（9）ＳＡＴＡＮ－Ⅵ(10) 

ブローダウン解析コードＳＡＴＡＮ－Ⅵは、原子炉格納容器健全性

評価におけるブローダウン現象を摸擬するものであり、大破断ブロー

ダウン解析用ＳＡＴＡＮ－Ｍと同等なコードである。 
ＳＡＴＡＮ－Ⅵの入力には、ＳＡＴＡＮ－Ｍと同様の諸量を含み、

主要な出力はブローダウン各時点における原子炉格納容器内圧解析

ト－被覆管－１次冷却材燃料棒熱伝達モデル及び縦軸方向を中性子

束の動特性解析と同じメッシュ点で解く１次冷却材熱水力モデルを

含む。ドップラ、減速材等の負帰還効果は空間依存として扱い、1 点

近似動特性モデルと異なって、各メッシュ点で吸収断面積の補正をす

ることにより考慮されている。 
ＴＷＩＮＫＬＥの入力には、各メッシュでの中性子断面積、実効増

倍率、入口温度、圧力、流量等の時間変化が入れられ、出力としては、

中性子束レベル、中性子束分布及び炉心熱系の応答が空間及び時間依

存で求められる。 
（7）ＳＡＴＡＮ－Ｍ(8)(9) 

ブローダウン解析コードＳＡＴＡＮ－Ｍは、１次冷却系を多数のノ

ードに区分し、質量、運動量及びエネルギー保存則を解き、１次冷却

系配管破断時における各ノード内冷却材の圧力、エンタルピ、密度、

ノード間の流量等を算出するものであり、平均及び高温領域炉心状

態、１次冷却材ポンプ状態、出力変化、破断口流出流量、原子炉トリ

ップ、非常用炉心冷却設備状態等の諸量の摸擬が含められている。 
蓄圧注入系の評価で注入水バイパス量を求める必要がある場合に

はバイパス終了時間を求め、その時間までに蓄圧タンクより注入され

た水が炉心をバイパスするものとする。このバイパス終了時間は、ド

リフトフラックスモデルにより計算される注入水が原子炉容器ダウ

ンカマを下降し始める時間である。 
ＳＡＴＡＮ－Ｍの入力には、原子炉出力、１次冷却材温度等初期状

態を指定する運転パラメータ、系の形状及び水力学的諸量、核特性デ

ータ及び燃料状態を指定する炉心データ、原子炉保護設備と非常用炉

心冷却設備作動限界値及び動作特性パラメータ、１次冷却材ポンプ特

性曲線、破断想定の位置、断面積及び体様等の条件を含み、主要な出

力はブローダウン各時点における炉心圧力、炉心流量、エンタルピ等

の燃料棒熱解析に必要な諸量、リフィル解析の初期条件となる蓄圧タ

ンク残存水量、蓄圧タンク圧力、蒸気発生器２次側状態量、原子炉容

器内残存水量、原子炉格納容器内圧解析に必要な破断口からの質量流

量及びエネルギー放出量である。 
（8）ＳＡＴＡＮ－Ⅵ(10) 

ブローダウン解析コードＳＡＴＡＮ－Ⅵは、原子炉格納容器健全性

評価におけるブローダウン現象を摸擬するものであり、大破断ブロー

ダウン解析用ＳＡＴＡＮ－Ｍと同等なコードである。 
ＳＡＴＡＮ－Ⅵの入力には、ＳＡＴＡＮ－Ｍと同様の諸量を含み、

主要な出力はブローダウン各時点における原子炉格納容器内圧解析
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜１. 安全評価に関する基本方針＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
に必要な破断口からの質量流量及びエネルギー放出量である。 

(10) ＳＡＴＡＮ－Ｍ（Ｓｍａｌｌ ＬＯＣＡ）(9)(11) 
小破断ブローダウン解析コードＳＡＴＡＮ－Ｍ（Ｓｍａｌｌ ＬＯ

ＣＡ）は、小破断時の現象を考慮して気水分離現象及びノード間の水

頭差がより正確に算出できるように、大破断ブローダウン解析用ＳＡ

ＴＡＮ－Ｍに機能追加を行ったコードである。 
ＳＡＴＡＮ－Ｍ（Ｓｍａｌｌ ＬＯＣＡ）の入力には、ＳＡＴＡＮ－

Ｍと同様の諸量を含み、主要な出力はブローダウン各時点における炉

心圧力、炉心流量、気泡炉心水位等の燃料棒熱解析に必要な諸量であ

る。 
(11) ＷＲＥＦＬＯＯＤ(8)(9) 

リフィル／再冠水解析コードＷＲＥＦＬＯＯＤは、非常用炉心冷却

設備性能評価においてはリフィル期間、また、原子炉格納容器健全性

評価においてはリフィル及び再冠水期間における１次冷却系全体の

摸擬をＳＡＴＡＮ－Ｍ又はＳＡＴＡＮ－Ⅵに引き続き行う。 
リフィル期間はバイパス終了後、非常用炉心冷却設備からの注入に

より、原子炉容器下部プレナムが満水になるまでを摸擬する。 
再冠水期間は炉心において発生する蒸気及び蒸気に巻き込まれた

水滴のループを通過しての原子炉格納容器への放出が主な現象であ

るから、ループ内における流量は分岐点及び注入点以外は一様として

運動量方程式を解く方法を用いている。ただし、各場所における圧力

が一様でないことを考慮するため、１次冷却系をノードに区分して摸

擬する。また、流体のエンタルピ変化に対しては、原子炉容器ダウン

カマ及び下部プレナムでの器壁からの伝熱、炉心内における崩壊熱及

びその他の残留熱の放出、蒸気発生器内における２次側からの伝熱が

考慮されている。 
破断口外部の背圧すなわち原子炉格納容器内圧はこのコードと同

時に計算されるＣＯＣＯ（後述）の出力として与えられる。 
ＷＲＥＦＬＯＯＤの入力には、系の形状及び水力学的諸量、非常用

炉心冷却設備の動作特性パラメータ、蓄圧タンク及び原子炉容器残存

水量、蒸気発生器２次側状態量等を含み、主要な出力は再冠水解析に

必要な再冠水開始時刻（注入水によって下部プレナムが満水になる時

刻）、再冠水開始時の蓄圧タンク残存水量等の諸量、原子炉格納容器内

圧解析の入力となる破断口からの質量流量及びエネルギー放出量で

ある。 
(12) ＢＡＳＨ－Ｍ(8)(9) 

再冠水解析コードＢＡＳＨ－Ｍは、非常用炉心冷却設備性能評価に

に必要な破断口からの質量流量及びエネルギー放出量である。 
（9）ＳＡＴＡＮ－Ｍ（Ｓｍａｌｌ ＬＯＣＡ）(9)(11) 

小破断ブローダウン解析コードＳＡＴＡＮ－Ｍ（Ｓｍａｌｌ ＬＯ

ＣＡ）は、小破断時の現象を考慮して気水分離現象及びノード間の水

頭差がより正確に算出できるように、大破断ブローダウン解析用ＳＡ

ＴＡＮ－Ｍに機能追加を行ったコードである。 
ＳＡＴＡＮ－Ｍ（Ｓｍａｌｌ ＬＯＣＡ）の入力には、ＳＡＴＡＮ－

Ｍと同様の諸量を含み、主要な出力はブローダウン各時点における炉

心圧力、炉心流量、気泡炉心水位等の燃料棒熱解析に必要な諸量であ

る。 
(10) ＷＲＥＦＬＯＯＤ(8)(9)(10) 

リフィル／再冠水解析コードＷＲＥＦＬＯＯＤは、非常用炉心冷却

設備性能評価においてはリフィル期間、また、原子炉格納容器健全性

評価においてはリフィル及び再冠水期間における１次冷却系全体の

摸擬をＳＡＴＡＮ－Ｍ又はＳＡＴＡＮ－Ⅵに引き続き行う。 
リフィル期間はバイパス終了後、非常用炉心冷却設備からの注入に

より、原子炉容器下部プレナムが満水になるまでを摸擬する。 
再冠水期間は炉心において発生する蒸気及び蒸気に巻き込まれた

水滴のループを通過しての原子炉格納容器への放出が主な現象であ

るから、ループ内における流量は分岐点及び注入点以外は一様として

運動量方程式を解く方法を用いている。ただし、各場所における圧力

が一様でないことを考慮するため、１次冷却系をノードに区分して摸

擬する。また、流体のエンタルピ変化に対しては、原子炉容器ダウン

カマ及び下部プレナムでの器壁からの伝熱、炉心内における崩壊熱及

びその他の残留熱の放出、蒸気発生器内における２次側からの伝熱が

考慮されている。 
破断口外部の背圧すなわち原子炉格納容器内圧はこのコードと同

時に計算されるＣＯＣＯ（後述）の出力として与えられる。 
ＷＲＥＦＬＯＯＤの入力には、系の形状及び水力学的諸量、非常用

炉心冷却設備の動作特性パラメータ、蓄圧タンク及び原子炉容器残存

水量、蒸気発生器２次側状態量等を含み、主要な出力は再冠水解析に

必要な再冠水開始時刻（注入水によって下部プレナムが満水になる時

刻）、再冠水開始時の蓄圧タンク残存水量等の諸量、原子炉格納容器内

圧解析の入力となる破断口からの質量流量及びエネルギー放出量で

ある。 
(11) ＢＡＳＨ－Ｍ(8)(9) 

再冠水解析コードＢＡＳＨ－Ｍは、非常用炉心冷却設備性能評価に
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜１. 安全評価に関する基本方針＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
おいて、再冠水期間における１次冷却系全体の摸擬を行い、燃料被覆

管最高温度を計算するための燃料棒熱解析に必要な炉心再冠水速度、

炉心流入水エンタルピ等を算出する。ＢＡＳＨ－Ｍは大別して炉心部

の流動・伝熱モデルとその他の１次冷却系流動モデルからなる。 
炉心部の流動・伝熱モデルでは、平均出力に対応した燃料棒内の熱

伝導方程式を解く部分と、流体挙動を質量、エネルギー保存則とドリ

フトフラックスモデルにより解く部分からなるが、軸方向を詳細にノ

ード分割し、熱伝達モデルを介在することで、両者は結合され、各ノ

ードにおける流量、ボイド率、エンタルピ等が算出される。熱伝達モ

デルとしては、以下の体様が含まれ、各位置の流動状況に応じて使用

される。 
a. 液相への強制対流熱伝達 
b. 核沸騰熱伝達 
c. 遷移沸騰熱伝達 
d. 膜沸騰熱伝達 
e. 液滴へのふく射熱伝達 
f. 蒸気への強制対流熱伝達 
g. 蒸気へのふく射熱伝達 

１次冷却系流動モデルは、炉心部の流動・伝熱モデルより、炉心出

口質量流量、エネルギー流量等を受け渡され、ＳＡＴＡＮ－Ｍと同様

に、１次冷却系を多数のノードに区分し、質量、運動量及びエネルギ

ー保存則を解き、各ノード内冷却材の圧力、エンタルピ、密度、ノー

ド間の流量等を算出し、炉心部の流動・伝熱モデルへ炉心入口質量流

量等を受け渡す。炉心部の流動・伝熱モデルと１次冷却系流動モデル

とは、このように互いに出力を受け渡しながら計算を進める。 
破断口外部の背圧すなわち原子炉格納容器内圧はこのコードと同

時に計算されるＣＯＣＯ（後述）の出力として与えられる。 
ＢＡＳＨ－Ｍの入力には、系の形状及び水力学的諸量、燃料の線出

力密度等再冠水開始時初期条件、非常用炉心冷却設備の動作特性パラ

メータ等を含み、主要な出力は燃料棒熱解析に必要な炉心再冠水速

度、炉心流入水エンタルピ、原子炉格納容器内圧解析の入力となる破

断口からの質量流量及びエネルギー放出量である。 
(13) ＣＯＣＯ(8)(9) 

原子炉格納容器内圧解析コードＣＯＣＯは、原子炉格納容器内を気

相系と液相系に大別し、各系内では状態は一様とし、各々の系につい

て質量及びエネルギー保存則を解く。 
気相部の蒸気については過熱及び飽和状態、液相部の水については

おいて、再冠水期間における１次冷却系全体の摸擬を行い、燃料被覆

管最高温度を計算するための燃料棒熱解析に必要な炉心再冠水速度、

炉心流入水エンタルピ等を算出する。ＢＡＳＨ－Ｍは大別して炉心部

の流動・伝熱モデルとその他の１次冷却系流動モデルからなる。 
炉心部の流動・伝熱モデルでは、平均出力に対応した燃料棒内の熱

伝導方程式を解く部分と、流体挙動を質量、エネルギー保存則とドリ

フトフラックスモデルにより解く部分からなるが、軸方向を詳細にノ

ード分割し、熱伝達モデルを介在することで、両者は結合され、各ノ

ードにおける流量、ボイド率、エンタルピ等が算出される。熱伝達モ

デルとしては、以下の体様が含まれ、各位置の流動状況に応じて使用

される。 
a. 液相への強制対流熱伝達 
b. 核沸騰熱伝達 
c. 遷移沸騰熱伝達 
d. 膜沸騰熱伝達 
e. 液滴へのふく射熱伝達 
f. 蒸気への強制対流熱伝達 
g. 蒸気へのふく射熱伝達 

１次冷却系流動モデルは、炉心部の流動・伝熱モデルより、炉心出

口質量流量、エネルギー流量等を受け渡され、ＳＡＴＡＮ－Ｍと同様

に、１次冷却系を多数のノードに区分し、質量、運動量及びエネルギ

ー保存則を解き、各ノード内冷却材の圧力、エンタルピ、密度、ノー

ド間の流量等を算出し、炉心部の流動・伝熱モデルへ炉心入口質量流

量等を受け渡す。炉心部の流動・伝熱モデルと１次冷却系流動モデル

とは、このように互いに出力を受け渡しながら計算を進める。 
破断口外部の背圧すなわち原子炉格納容器内圧はこのコードと同

時に計算されるＣＯＣＯ（後述）の出力として与えられる。 
ＢＡＳＨ－Ｍの入力には、系の形状及び水力学的諸量、燃料の線出

力密度等再冠水開始時初期条件、非常用炉心冷却設備の動作特性パラ

メータ等を含み、主要な出力は燃料棒熱解析に必要な炉心再冠水速

度、炉心流入水エンタルピ、原子炉格納容器内圧解析の入力となる破

断口からの質量流量及びエネルギー放出量である。 
(12) ＣＯＣＯ(8)(9)(10) 

原子炉格納容器内圧解析コードＣＯＣＯは、原子炉格納容器内を気

相系と液相系に大別し、各系内では状態は一様とし、各々の系につい

て質量及びエネルギー保存則を解く。 
気相部の蒸気については過熱及び飽和状態、液相部の水については
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜１. 安全評価に関する基本方針＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
飽和及び未飽和状態を摸擬することができ、どの状態にあるかはコー

ド内で自動的に判定して、対応した状態方程式を用いる。また、原子

炉格納容器スプレイ設備等熱除去系のみならず、原子炉格納容器内構

築物との間の熱の授受もモデルに組み込まれている。 
ＣＯＣＯの入力には、原子炉格納容器自由体積、構築物形状・数量

等のデータ、熱除去系等の特性及び作動パラメータ、圧力、温度、湿

度等の初期条件のほかに、１次冷却系からの質量流量及びエネルギー

放出量が必要であるが、これらはブローダウン期間についてはＳＡＴ

ＡＮ－Ｍ又はＳＡＴＡＮ－Ⅵ、リフィル期間についてはＷＲＥＦＬＯ

ＯＤ、再冠水期間についてはＢＡＳＨ－Ｍ又はＷＲＥＦＬＯＯＤの出

力として与えられる。主要な出力は原子炉格納容器内圧の時間変化で

ある。 
(14) ＬＯＣＴＡ－Ｍ(8)(9) 

燃料棒熱解析コードＬＯＣＴＡ－Ｍは、ＳＡＴＡＮ－Ｍ、ＷＲＥＦ

ＬＯＯＤ及びＢＡＳＨ－Ｍの出力を入力として、ブローダウン期間よ

り再冠水期間に至るまでの燃料棒熱解析を行い、燃料被覆管最高温度

等を算出する。ＬＯＣＴＡ－Ｍは大別して燃料被覆管表面熱伝達係数

を求める部分と燃料棒熱モデル部分からなる。 
燃料被覆管表面熱伝達係数は、ブローダウン期間はＳＡＴＡＮ－Ｍ

の出力として与えられる炉心圧力、炉心流量、エンタルピ等から求め

られ、次のような体様が含まれる。 
a. 核沸騰熱伝達 
b. 遷移沸騰熱伝達 
c. 蒸気への強制対流熱伝達 
d. 蒸気へのふく射熱伝達 

リフィル期間は燃料棒間のふく射熱伝達のみを考慮し、また再冠水

期間はＢＡＳＨ－Ｍの出力として与えられる炉心再冠水速度、炉心流

入水エンタルピ等を入力として、ＢＡＳＨ－Ｍの炉心部の流動・伝熱

モデルと同一のモデルを使用して、燃料被覆管表面熱伝達係数を算出

する。 
熱モデル部分では燃料ペレット及び燃料被覆管を半径方向及び軸

方向に区分し、境界条件の下で熱発生及び熱伝導を解くが、次の影響

が考慮されている。 
a. 燃料ペレット内での分布を考えた熱発生 
b. 燃料被覆管でのジルコニウム－水反応による熱発生 
c. 温度及び酸化ジルコニウム生成に伴う諸物性値の変化 

ここで、燃料被覆管が破裂したと計算された後では、燃料被覆管内

飽和及び未飽和状態を摸擬することができ、どの状態にあるかはコー

ド内で自動的に判定して、対応した状態方程式を用いる。また、原子

炉格納容器スプレイ設備等熱除去系のみならず、原子炉格納容器内構

築物との間の熱の授受もモデルに組み込まれている。 
ＣＯＣＯの入力には、原子炉格納容器自由体積、構築物形状・数量

等のデータ、熱除去系等の特性及び作動パラメータ、圧力、温度、湿

度等の初期条件のほかに、１次冷却系からの質量流量及びエネルギー

放出量が必要であるが、これらはブローダウン期間についてはＳＡＴ

ＡＮ－Ｍ又はＳＡＴＡＮ－Ⅵ、リフィル期間についてはＷＲＥＦＬＯ

ＯＤ、再冠水期間についてはＢＡＳＨ－Ｍ又はＷＲＥＦＬＯＯＤの出

力として与えられる。主要な出力は原子炉格納容器内圧の時間変化で

ある。 
(13) ＬＯＣＴＡ－Ｍ(8)(9) 

燃料棒熱解析コードＬＯＣＴＡ－Ｍは、ＳＡＴＡＮ－Ｍ、ＷＲＥＦ

ＬＯＯＤ及びＢＡＳＨ－Ｍの出力を入力として、ブローダウン期間よ

り再冠水期間に至るまでの燃料棒熱解析を行い、燃料被覆管最高温度

等を算出する。ＬＯＣＴＡ－Ｍは大別して燃料被覆管表面熱伝達係数

を求める部分と燃料棒熱モデル部分からなる。 
燃料被覆管表面熱伝達係数は、ブローダウン期間はＳＡＴＡＮ－Ｍ

の出力として与えられる炉心圧力、炉心流量、エンタルピ等から求め

られ、次のような体様が含まれる。 
a. 核沸騰熱伝達 
b. 遷移沸騰熱伝達 
c. 蒸気への強制対流熱伝達 
d. 蒸気へのふく射熱伝達 

リフィル期間は燃料棒間のふく射熱伝達のみを考慮し、また再冠水

期間はＢＡＳＨ－Ｍの出力として与えられる炉心再冠水速度、炉心流

入水エンタルピ等を入力として、ＢＡＳＨ－Ｍの炉心部の流動・伝熱

モデルと同一のモデルを使用して、燃料被覆管表面熱伝達係数を算出

する。 
熱モデル部分では燃料ペレット及び燃料被覆管を半径方向及び軸

方向に区分し、境界条件の下で熱発生及び熱伝導を解くが、次の影響

が考慮されている。 
a. 燃料ペレット内での分布を考えた熱発生 
b. 燃料被覆管でのジルコニウム－水反応による熱発生 
c. 温度及び酸化ジルコニウム生成に伴う諸物性値の変化 

ここで、燃料被覆管が破裂したと計算された後では、燃料被覆管内
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜１. 安全評価に関する基本方針＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
面において少なくとも破裂箇所の上下各々3.8cm の範囲でジルコニ

ウム－水反応が起こるものと仮定する。燃料被覆管と水との反応熱の

評価はＯＲＮＬの実験に基づいて三菱原子力工業（株）が作成した反

応速度相関式(12)により計算する。また、燃料被覆管のジルコニウム－

水反応量は Baker-Just の式(13)に基づいて計算する。 
燃料ペレット－燃料被覆管の間のギャップ熱伝達係数は、ギャップ

内気体組成、ギャップ形状、ギャップ内気体及び周辺の温度を考慮し

て求められる。この場合、燃料被覆管変形の影響も考慮されている。 
ＬＯＣＴＡ－Ｍの入力には、ＳＡＴＡＮ－Ｍ、ＷＲＥＦＬＯＯＤ及

びＢＡＳＨ－Ｍの出力のほかに燃料ペレット初期温度、線出力密度等

の燃料棒に関する初期条件が含まれる。出力としては「ＥＣＣＳ性能

評価指針」の基準と照合すべき燃料被覆管最高温度、ジルコニウム－

水反応量を含む。 
(15) ＬＯＣＴＡ－Ⅳ(9)(11) 

燃料棒熱解析コードＬＯＣＴＡ－Ⅳは、ＳＡＴＡＮ－Ｍ（Ｓｍａｌ

ｌ ＬＯＣＡ）の出力を入力として、小破断ブローダウン期間に炉心部

の水位が一時的に低下し燃料棒が露出する場合の燃料棒熱解析を行

い、燃料被覆管最高温度等を算出する。ＬＯＣＴＡ－Ⅳの解析モデル

は大破断解析用コードＬＯＣＴＡ－Ｍのブローダウン期間の解析モ

デルと基本的に同じである。 
ＬＯＣＴＡ－Ⅳの入力には、ＳＡＴＡＮ－Ｍ（Ｓｍａｌｌ ＬＯＣ

Ａ）の出力のほかに燃料ペレット初期温度、線出力密度等の燃料棒に

関する初期条件が含まれる。出力としては「ＥＣＣＳ性能評価指針」

の基準と照合すべき燃料被覆管最高温度、ジルコニウム－水反応量を

含む。 
(16) その他のコード 

原子炉格納容器内に浮遊する核分裂生成物からの γ線による線量の

計算には線量計算コードＳＣＡＴＴＥＲＩＮＧ及びＳＰＡＮを使用

するが詳細は「4.1.1.4 原子炉格納容器内浮遊核分裂生成物による線

量の評価」で述べる。 
また、特に中性子束分布の歪を考慮しなければならない事象につい

ては以下のコードを使用して、解析の入力値を得る。 
a. ＨＩＤＲＡ 

2 群 2 次元拡散コードＨＩＤＲＡは、燃焼度の関数としての 2
群群定数等を入力として減速材密度、キセノン濃度及びドップラ

効果の空間分布を考慮した出力分布が求められる。 
b. ＡＮＣ 

面において少なくとも破裂箇所の上下各々3.8cm の範囲でジルコニ

ウム－水反応が起こるものと仮定する。燃料被覆管と水との反応熱の

評価はＯＲＮＬの実験に基づいて三菱原子力工業（株）が作成した反

応速度相関式(12)により計算する。また、燃料被覆管のジルコニウム－

水反応量は Baker-Just の式(13)に基づいて計算する。 
燃料ペレット－燃料被覆管の間のギャップ熱伝達係数は、ギャップ

内気体組成、ギャップ形状、ギャップ内気体及び周辺の温度を考慮し

て求められる。この場合、燃料被覆管変形の影響も考慮されている。 
ＬＯＣＴＡ－Ｍの入力には、ＳＡＴＡＮ－Ｍ、ＷＲＥＦＬＯＯＤ及

びＢＡＳＨ－Ｍの出力のほかに燃料ペレット初期温度、線出力密度等

の燃料棒に関する初期条件が含まれる。出力としては「ＥＣＣＳ性能

評価指針」の基準と照合すべき燃料被覆管最高温度、ジルコニウム－

水反応量を含む。 
(14) ＬＯＣＴＡ－Ⅳ(9)(11) 

燃料棒熱解析コードＬＯＣＴＡ－Ⅳは、ＳＡＴＡＮ－Ｍ（Ｓｍａｌ

ｌ ＬＯＣＡ）の出力を入力として、小破断ブローダウン期間に炉心部

の水位が一時的に低下し燃料棒が露出する場合の燃料棒熱解析を行

い、燃料被覆管最高温度等を算出する。ＬＯＣＴＡ－Ⅳの解析モデル

は大破断解析用コードＬＯＣＴＡ－Ｍのブローダウン期間の解析モ

デルと基本的に同じである。 
ＬＯＣＴＡ－Ⅳの入力には、ＳＡＴＡＮ－Ｍ（Ｓｍａｌｌ ＬＯＣ

Ａ）の出力のほかに燃料ペレット初期温度、線出力密度等の燃料棒に

関する初期条件が含まれる。出力としては「ＥＣＣＳ性能評価指針」

の基準と照合すべき燃料被覆管最高温度、ジルコニウム－水反応量を

含む。 
(15) その他のコード 

原子炉格納容器内に浮遊する核分裂生成物からの γ線による線量の

計算には線量計算コードＳＣＡＴＴＥＲＩＮＧ及びＳＰＡＮを使用

するが詳細は「4.1.1.4 原子炉格納容器内浮遊核分裂生成物による線

量の評価」で述べる。 
また、特に中性子束分布の歪を考慮しなければならない事象につい

ては以下のコードを使用して、解析の入力値を得る。 
a. ＨＩＤＲＡ 

2 群 2 次元拡散コードＨＩＤＲＡは、燃焼度の関数としての 2
群群定数等を入力として減速材密度、キセノン濃度及びドップラ

効果の空間分布を考慮した出力分布が求められる。 
b. ＡＮＣ 
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2 群 3 次元拡散コードＡＮＣは、燃焼度の関数としての 2 群群

定数等を入力として減速材密度、キセノン濃度及びドップラ効果

の空間分布を考慮した出力分布が求められる。 
 
1.4 参考文献 
(1) 「三菱新ＤＮＢ相関式(MIRC-1)について」 

MAPI-1075 改 1 
三菱原子力工業、昭和 63 年 

(2) 「統計的熱設計手法について」 
MAPI-1076 改 1 
三菱原子力工業、昭和 63 年 

(3) 「三菱ＰＷＲのＭＯＸ燃料装荷炉心の安全評価について」 
MAPI-1088 改 3 
三菱重工業、平成 10 年 

(4) 「三菱ＰＷＲの事故解析コードの概要」 
MAPI-1017 改 2 
三菱原子力工業、昭和 52 年 

(5) 「三菱ＰＷＲの事故解析コードの検証」 
MAPI-1058 
三菱原子力工業、昭和 55 年 

(6) 「THINC-Ⅲコードの概要」 
MAPI-1072 
三菱原子力工業、昭和 59 年 

(7) 「ＤＮＢ相関式について」 
MAPI-1029 改 1 
三菱原子力工業、昭和 51 年 

(8) 「三菱ＰＷＲ非常用炉心冷却系性能評価解析方法(大破断時)」 
MAPI-1035 改 6 
三菱原子力工業、昭和 63 年 

(9) 「三菱ＰＷＲ非常用炉心冷却系性能評価感度解析」 
MAPI-1063 改 2 
三菱原子力工業、平成 2 年 

(10) 「ＰＷＲ非常用炉心冷却系安全評価解析コード」 
MAPI-1035 改 1 
三菱原子力工業、昭和 51 年 

(11) 「三菱ＰＷＲ非常用炉心冷却系性能評価解析方法(小破断時)」 
MAPI-1041 改 6 

2 群 3 次元拡散コードＡＮＣは、燃焼度の関数としての 2 群群

定数等を入力として減速材密度、キセノン濃度及びドップラ効果

の空間分布を考慮した出力分布が求められる。 
 
1.4 参考文献 
(1) 「三菱新ＤＮＢ相関式(MIRC-1)について」 

MAPI-1075 改 4 
三菱重工業、平成 18 年 

(2) 「統計的熱設計手法について」 
MAPI-1076 改 1 
三菱原子力工業、昭和 63 年 

(3) 「三菱ＰＷＲのＭＯＸ燃料装荷炉心の安全評価について」 
MAPI-1088 改 3 
三菱重工業、平成 10 年 

(4) 「三菱ＰＷＲの事故解析コードの概要」 
MAPI-1017 改 2 
三菱原子力工業、昭和 52 年 

(5) 「三菱ＰＷＲの事故解析コードの検証」 
MAPI-1058 
三菱原子力工業、昭和 55 年 

(6) 「THINC-Ⅲコードの概要」 
MAPI-1072 
三菱原子力工業、昭和 59 年 

(7) 「ＤＮＢ相関式について」 
MAPI-1029 改 3 
三菱重工業、平成 16 年 

(8) 「三菱ＰＷＲ非常用炉心冷却系性能評価解析方法(大破断時)」 
MAPI-1035 改 8 
三菱重工業、平成 11 年 

(9) 「三菱ＰＷＲ非常用炉心冷却系性能評価感度解析」 
MAPI-1063 改 2 
三菱原子力工業、平成 2 年 

(10) 「三菱ＰＷＲ原子炉格納容器内圧評価解析手法」 
MHI-NES-1016 
三菱重工業、平成 12 年 

(11) 「三菱ＰＷＲ非常用炉心冷却系性能評価解析方法(小破断時)」 
MAPI-1041 改 7 
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三菱原子力工業、昭和 63 年 

(12) 「ジルコニウム－水蒸気反応速度式」 
MAPI-1057 改 1 
三菱原子力工業、昭和 56 年 

(13) 「 Studies of Metal-Water Reactions at High Temperatures,
Ⅲ ,Experimental and Theoretical Studies of the Zirconium-Water 
Reaction」 
L.Baker, L.C.Just, ANL-6548, 1962 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三菱重工業、平成 11 年 
(12) 「ジルコニウム・水蒸気反応速度式」 

MAPI-1057 改 1 
三菱原子力工業、昭和 56 年 

(13) 「 Studies of Metal-Water Reactions at High Temperatures,
Ⅲ ,Experimental and Theoretical Studies of the Zirconium-Water 
Reaction」 
L.Baker, L.C.Just, ANL-6548, 1962 
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第1.3.1表 解析に使用する計算プログラム一覧表 (1) 
－運転時の異常な過渡変化 

分   類 解 析 項 目 使用計算プログラム 

炉心内の反応度又

は出力分布の異常

な変化 

原子炉起動時における制御棒の

異常な引き抜き 

ＣＨＩＣＫＩＮ－Ｍ 

ＦＡＣＴＲＡＮ 

ＴＨＩＮＣ－Ⅲ 

ＭＡＲＶＥＬ 

出力運転中の制御棒の異常な引

き抜き 

ＭＡＲＶＥＬ 

ＦＡＣＴＲＡＮ 

制御棒の落下及び不整合 

ＭＡＲＶＥＬ 

ＨＩＤＲＡ又はＡＮＣ 

ＴＨＩＮＣ－Ⅲ 

原子炉冷却材中のほう素の異常

な希釈 
－ 

炉心内の熱発生又

は熱除去の異常な

変化 
原子炉冷却材流量の部分喪失 

ＰＨＯＥＮＩＸ 

ＭＡＲＶＥＬ 

ＦＡＣＴＲＡＮ 

ＴＨＩＮＣ－Ⅲ 

原子炉冷却材系の停止ループの

誤起動 

ＭＡＲＶＥＬ 

ＦＡＣＴＲＡＮ 

ＴＨＩＮＣ－Ⅲ 

外部電源喪失 － 

主給水流量喪失 ＢＬＫＯＵＴ 

蒸気負荷の異常な増加 

ＭＡＲＶＥＬ ２次冷却系の異常な減圧 

蒸気発生器への過剰給水 

原子炉冷却材圧力

又は原子炉冷却材

保有量の異常な変

化 

負荷の喪失 

ＭＡＲＶＥＬ 
原子炉冷却材系の異常な減圧 

出力運転中の非常用炉心冷却系

の誤起動 

 
 
 

 
 

第1.3.1表 解析に使用する計算プログラム一覧表 (1) 
－運転時の異常な過渡変化 

分   類 解 析 項 目 使用計算プログラム 

炉心内の反応度又

は出力分布の異常

な変化 

原子炉起動時における制御棒の

異常な引き抜き 

ＣＨＩＣＫＩＮ－Ｍ 

ＦＡＣＴＲＡＮ 

ＴＨＩＮＣ－Ⅲ 

ＭＡＲＶＥＬ 

出力運転中の制御棒の異常な引

き抜き 

ＭＡＲＶＥＬ 

ＦＡＣＴＲＡＮ 

制御棒の落下及び不整合 

ＭＡＲＶＥＬ 

ＨＩＤＲＡ又はＡＮＣ 

ＴＨＩＮＣ－Ⅲ 

原子炉冷却材中のほう素の異常

な希釈 
－ 

炉心内の熱発生又

は熱除去の異常な

変化 
原子炉冷却材流量の部分喪失 

ＰＨＯＥＮＩＸ 

ＭＡＲＶＥＬ 

ＦＡＣＴＲＡＮ 

ＴＨＩＮＣ－Ⅲ 

原子炉冷却材系の停止ループの

誤起動 

ＭＡＲＶＥＬ 

ＦＡＣＴＲＡＮ 

ＴＨＩＮＣ－Ⅲ 

外部電源喪失 － 

主給水流量喪失 

ＭＡＲＶＥＬ 
蒸気負荷の異常な増加 

２次冷却系の異常な減圧 

蒸気発生器への過剰給水 

原子炉冷却材圧力

又は原子炉冷却材

保有量の異常な変

化 

負荷の喪失 

ＭＡＲＶＥＬ 
原子炉冷却材系の異常な減圧 

出力運転中の非常用炉心冷却系

の誤起動 

 
 
 

 
 
解析コードの変更

（主給水流量喪失：

ＢＬＫＯＵＴ→ＭＡ

ＲＶＥＬ） 
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2. 運転時の異常な過渡変化の解析 
2.1 序 

本原子炉施設において発生する可能性のある運転時の異常な過渡変化に

対して、その発生原因と防止対策及び拡大防止対策を説明し、その経過の解

析と結果の評価を行い、本原子炉の安全性がいかに確保されるかを説明す

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 運転時の異常な過渡変化の解析 
2.1 序 

本原子炉施設において発生する可能性のある運転時の異常な過渡変化に

対して、その発生原因と防止対策及び拡大防止対策を説明し、その経過の解

析と結果の評価を行い、本原子炉の安全性がいかに確保されるかを説明す

る。 
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2.2 炉心内の反応度又は出力分布の異常な変化 
2.2.1 原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き 
2.2.1.1 過渡変化の原因、防止対策及び拡大防止対策 

(1) 過渡変化の原因及び説明 
この過渡変化は、原子炉の起動時に、制御棒駆動系の故障、誤操作等

により、制御棒クラスタが連続的に引き抜かれ、原子炉出力が上昇する

事象を想定する。 
制御棒クラスタの異常な連続的引き抜きが生じると、中性子束は急激

に上昇するが、負のドップラ係数による反応度帰還効果によって抑えら

れる。この自己制御性は、原子炉保護設備が作動するまでの初期におい

て、出力上昇を抑制するので重要な役割を果たす。さらに、原子炉保護

設備により原子炉は自動停止し、この過渡変化は安全に終止できる。 
この事象については、燃料エンタルピに関して以下の判断基準を用い

る。なお、ここではウラン燃料ペレット及びウラン・プルトニウム混合

酸化物燃料ペレットの単位重量当たりのエンタルピ半径方向平均を

J/g(cal/g)の単位で表す。 
a. 燃料エンタルピの最大値は、燃料の許容設計限界 712J/g(170cal/g)を

超えないこと。 
b. ピーク出力部燃料エンタルピの増分は、「発電用軽水型原子炉施設の

反応度投入事象における燃焼の進んだ燃料の取扱いについて」（以下

「ＲＩＥ報告書」という。）に示された以下のペレット／被覆管機械

的相互作用を原因とする破損しきい値のめやす（以下、「ＰＣＭＩ破

損しきい値のめやす」という。）を超えないこと。 
ペレット燃焼度 25,000MWd/t未満 

ピーク出力部燃料エンタルピの増分 460J/g(110cal/g) 
ペレット燃焼度 25,000MWd/t以上40,000MWd/t未満 

ピーク出力部燃料エンタルピの増分 356J/g(85cal/g) 
ペレット燃焼度 40,000MWd/t以上65,000MWd/t未満 

ピーク出力部燃料エンタルピの増分 209J/g(50cal/g) 
また、浸水燃料の存在を仮定しても、この過渡変化による燃料棒の

破損は生じない。 
(2) 防止対策 

制御棒クラスタの引き抜きにより過度の反応度添加率で反応度が

添加されることがないよう制御棒クラスタはバンク構成とし、バンク

単位で挿入、引き抜きを行い、各バンクごとに所定の順序で駆動され

る。また、駆動の最大速度を約114cm/minに制限している。 
(3) 拡大防止対策 
a. ｢中間領域中性子束高｣信号又は「出力領域中性子束高」信号による「制

御棒クラスタ引抜阻止インターロック」により制御棒クラスタの引

2.2 炉心内の反応度又は出力分布の異常な変化 
2.2.1 原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き 
2.2.1.1 過渡変化の原因、防止対策及び拡大防止対策 

(1) 過渡変化の原因及び説明 
この過渡変化は、原子炉の起動時に、制御棒駆動系の故障、誤操作等

により、制御棒クラスタが連続的に引き抜かれ、原子炉出力が上昇する

事象を想定する。 
制御棒クラスタの異常な連続的引き抜きが生じると、中性子束は急激

に上昇するが、負のドップラ係数による反応度帰還効果によって抑えら

れる。この自己制御性は、原子炉保護設備が作動するまでの初期におい

て、出力上昇を抑制するので重要な役割を果たす。さらに、原子炉保護

設備により原子炉は自動停止し、この過渡変化は安全に終止できる。 
この事象については、燃料エンタルピに関して以下の判断基準を用い

る。なお、ここではウラン燃料ペレット及びウラン・プルトニウム混合

酸化物燃料ペレットの単位重量当たりのエンタルピ半径方向平均を

J/g(cal/g)の単位で表す。 
a. 燃料エンタルピの最大値は、燃料の許容設計限界 712J/g(170cal/g)を

超えないこと。 
b. ピーク出力部燃料エンタルピの増分は、「発電用軽水型原子炉施設の

反応度投入事象における燃焼の進んだ燃料の取扱いについて」（以下

「ＲＩＥ報告書」という。）に示された以下のペレット／被覆管機械

的相互作用を原因とする破損しきい値のめやす（以下、「ＰＣＭＩ破

損しきい値のめやす」という。）を超えないこと。 
ペレット燃焼度 25,000MWd/t未満 

ピーク出力部燃料エンタルピの増分 460J/g(110cal/g) 
ペレット燃焼度 25,000MWd/t以上40,000MWd/t未満 

ピーク出力部燃料エンタルピの増分 356J/g(85cal/g) 
ペレット燃焼度 40,000MWd/t以上65,000MWd/t未満 

ピーク出力部燃料エンタルピの増分 209J/g(50cal/g) 
また、浸水燃料の存在を仮定しても、この過渡変化による燃料棒の

破損は生じない。 
(2) 防止対策 

制御棒クラスタの引き抜きにより過度の反応度添加率で反応度が

添加されることがないよう制御棒クラスタはバンク構成とし、バンク

単位で挿入、引き抜きを行い、各バンクごとに所定の順序で駆動され

る。また、駆動の最大速度を約114cm/minに制限している。 
(3) 拡大防止対策 
a. ｢中間領域中性子束高｣信号又は「出力領域中性子束高」信号による「制

御棒クラスタ引抜阻止インターロック」により制御棒クラスタの引
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜2. 運転時の異常な過渡変化の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
き抜きを自動的に阻止し、過渡現象の進行を未然に防止する。 

b. 原子炉保護設備からの信号により原子炉は自動停止する。 
この事象においては以下の信号の発生が考えられる。 

(a) 中性子源領域中性子束高 
(b) 中間領域中性子束高 
(c) 出力領域中性子束高（低設定） 
(d) 出力領域中性子束高（高設定） 
(e) 出力領域中性子束変化率高 

 
2.2.1.2 過渡変化の解析 

(1) 解析方法 
炉心動特性解析コードCHICKIN-Mにより中性子束等の過渡応答を

求め、さらに、この結果を用いて、燃料棒過渡解析コードFACTRANに

よって、熱点の燃料エンタルピの過渡変化を計算する。 
また、熱水力計算コードTHINC-Ⅲにより炉心における急峻なボイド

の生成を求め、このボイドを考慮してプラント過渡特性解析コード

MARVELにより原子炉圧力を求める。 
(2) 解析条件 
a. 原子炉出力の初期値は定格値の 10-13 とする。 
b. 初期温度条件は高温零出力状態の温度として、286.1℃とする。 

高温では、燃料ペレットから１次冷却材への熱伝達がよく、燃料ペ

レット熱容量が大きく、また、ドップラ係数の絶対値が小さいことか

ら、ドップラ効果は小さくなるため、より低い温度条件より厳しい。

また、初期の実効増倍率は 1.0 とする。これらは原子炉出力上昇を最

も急峻にする。 
c. 反応度添加率は、最大反応度価値を有する２つの制御棒クラスタバン

クが、最大速度（約 114cm/min）で炉心から同時に引き抜かれると

想定した場合の最大値を上回る値として、8.6×10-4(Δk/k)/s とする。 
d. 実効遅発中性子割合（βeff）は 0.75%を使用する。 
e. ドップラ係数は、燃料実効温度の関数として考慮する。 

過渡変化の発生初期に起こる原子炉出力の上昇の最大値は、ドップ

ラ係数に強く依存するので、安全側に絶対値が小さめの値とする。 
f. 減速材温度係数は、高温停止状態から出力運転状態までの最大の値を

包絡する値として 8.0×10-5(Δk/k)/℃とする。 
燃料から１次冷却材への熱伝達は原子炉出力の変化に比較して時

間遅れが大きいため、原子炉出力の初期変化に対する減速材温度係数

の寄与は小さい。しかし、中性子束ピークの現れた後の出力の下降は、

減速材温度係数に依存するので、この場合が最も厳しくなる。 
g. 原子炉は、「出力領域中性子束高（低設定）」信号で自動停止するも

き抜きを自動的に阻止し、過渡現象の進行を未然に防止する。 
b. 原子炉保護設備からの信号により原子炉は自動停止する。 

この事象においては以下の信号の発生が考えられる。 
(a) 中性子源領域中性子束高 
(b) 中間領域中性子束高 
(c) 出力領域中性子束高（低設定） 
(d) 出力領域中性子束高（高設定） 
(e) 出力領域中性子束変化率高 

 
2.2.1.2 過渡変化の解析 

(1) 解析方法 
炉心動特性解析コードCHICKIN-Mにより中性子束等の過渡応答を

求め、さらに、この結果を用いて、燃料棒過渡解析コードFACTRANに

よって、熱点の燃料エンタルピの過渡変化を計算する。 
また、熱水力計算コードTHINC-Ⅲにより炉心における急峻なボイド

の生成を求め、このボイドを考慮してプラント過渡特性解析コード

MARVELにより原子炉圧力を求める。 
(2) 解析条件 
a. 原子炉出力の初期値は定格値の 10-13 とする。 
b. 初期温度条件は高温零出力状態の温度として、286.1℃とする。 

高温では、燃料ペレットから１次冷却材への熱伝達がよく、燃料ペ

レット熱容量が大きく、また、ドップラ係数の絶対値が小さいことか

ら、ドップラ効果は小さくなるため、より低い温度条件より厳しい。

また、初期の実効増倍率は 1.0 とする。これらは原子炉出力上昇を最

も急峻にする。 
c. 反応度添加率は、最大反応度価値を有する２つの制御棒クラスタバン

クが、最大速度（約 114cm/min）で炉心から同時に引き抜かれると

想定した場合の最大値を上回る値として、8.6×10-4(Δk/k)/s とする。 
d. 実効遅発中性子割合（βeff）は 0.75%を使用する。 
e. ドップラ係数は、燃料実効温度の関数として考慮する。 

過渡変化の発生初期に起こる原子炉出力の上昇の最大値は、ドップ

ラ係数に強く依存するので、安全側に絶対値が小さめの値とする。 
f. 減速材温度係数は、高温停止状態から出力運転状態までの最大の値を

包絡する値として 8.0×10-5(Δk/k)/℃とする。 
燃料から１次冷却材への熱伝達は原子炉出力の変化に比較して時

間遅れが大きいため、原子炉出力の初期変化に対する減速材温度係数

の寄与は小さい。しかし、中性子束ピークの現れた後の出力の下降は、

減速材温度係数に依存するので、この場合が最も厳しくなる。 
g. 原子炉は、「出力領域中性子束高（低設定）」信号で自動停止するも
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＜2. 運転時の異常な過渡変化の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
のとする。 

h. 原子炉圧力の初期値は、燃料エンタルピ解析の場合定常運転時の最低

圧力、圧力解析の場合定常運転時の最高圧力とする。 
(3) 解析結果(1) 

中性子束、燃料エンタルピ及び原子炉圧力の変化を第2.2.1.1図に示

す。中性子束は、過渡現象発生の約9.5秒後に「出力領域中性子束高（低

設定）」信号のトリップ限界値まで増大し、さらに、定格出力値の約4.5
倍まで上昇するが、ドップラ反応度帰還効果によって急速に抑えられ、

約10.0秒後に制御棒クラスタが落下を開始することにより、低下する。 
燃料エンタルピ及びピーク出力部燃料エンタルピ増分の最大値は二

酸化ウラン燃料で生じ、それぞれ約346J/g（約83cal/g）及び約80J/g（約

19cal/g）である。 
また、原子炉圧力の最大値は、約17.4MPa[gage](約178kg/cm2G)であ

る。 
原子炉停止後、高温停止状態に移行し、２次側による冷却操作等によ

り、原子炉は冷態停止状態に移行することができる。 
 

2.2.1.3 結論 
この過渡変化において、十分厳しい結果を与える仮定をした解析において

も、燃料エンタルピは燃料の許容設計限界である712J/g(170cal/g)を十分下

回り、ピーク出力部燃料エンタルピ増分の最大値はペレット燃焼度

40,000MWd/t以上65,000MWd/t未満のＰＣＭＩ破損しきい値のめやすであ

る209J/g(50cal/g)を下回っており、燃料の健全性が損なわれることはない。 
また、原子炉圧力は過渡に上昇することはなく、原子炉冷却材圧力バウン

ダリの健全性が問題となることはない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

のとする。 
h. 原子炉圧力の初期値は、燃料エンタルピ解析の場合定常運転時の最低

圧力、圧力解析の場合定常運転時の最高圧力とする。 
(3) 解析結果(1) 

中性子束、燃料エンタルピ及び原子炉圧力の変化を第2.2.1.1図に示

す。中性子束は、過渡現象発生の約9.5秒後に「出力領域中性子束高（低

設定）」信号のトリップ限界値まで増大し、さらに、定格出力値の約4.5
倍まで上昇するが、ドップラ反応度帰還効果によって急速に抑えられ、

約10.0秒後に制御棒クラスタが落下を開始することにより、低下する。 
燃料エンタルピ及びピーク出力部燃料エンタルピ増分の最大値は二

酸化ウラン燃料で生じ、それぞれ約346J/g（約83cal/g）及び約80J/g（約

19cal/g）である。 
また、原子炉圧力の最大値は、約17.4MPa[gage](約178kg/cm2G)であ

る。 
原子炉停止後、高温停止状態に移行し、２次側による冷却操作等によ

り、原子炉は冷態停止状態に移行することができる。 
 

2.2.1.3 結論 
この過渡変化において、十分厳しい結果を与える仮定をした解析において

も、燃料エンタルピは燃料の許容設計限界である712J/g(170cal/g)を十分下

回り、ピーク出力部燃料エンタルピ増分の最大値はペレット燃焼度

40,000MWd/t以上65,000MWd/t未満のＰＣＭＩ破損しきい値のめやすであ

る209J/g(50cal/g)を下回っており、燃料の健全性が損なわれることはない。 
また、原子炉圧力は過渡に上昇することはなく、原子炉冷却材圧力バウン

ダリの健全性が問題となることはない。 
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黒字下線、赤枠：変更箇所 
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2.2.2 出力運転中の制御棒の異常な引き抜き 
2.2.2.1 過渡変化の原因、防止対策及び拡大防止対策 

(1) 過渡変化の原因及び説明 
この過渡変化は、原子炉の出力運転中に、制御棒駆動系の故障、誤操

作等により、制御棒クラスタが連続的に引き抜かれ、原子炉出力が上昇

する事象を想定する。 
制御棒クラスタの異常な連続的引き抜きに伴って、原子炉出力が上昇

し、１次冷却材温度が上昇して、ＤＮＢＲが低下するが、原子炉保護設

備により原子炉は自動停止し、ＤＮＢＲが許容限界値を下回る前に、こ

の過渡変化は安全に終止できる。 
(2) 防止対策 

制御棒クラスタの引き抜きにより過度の反応度添加率で反応度が添

加されることがないよう制御棒クラスタはバンク構成とし、バンク単位

で挿入、引き抜きを行い、各バンクごとに所定の順序で駆動される。ま

た、駆動の最大速度を約114cm/minに制限している。 
(3) 拡大防止対策 
a. 「出力領域中性子束高」信号、「過大温度 ΔT 高」信号又は「過大出

力 ΔT 高」信号による「制御棒クラスタ引抜阻止インターロック」に

より、制御棒クラスタの引き抜きを手動又は自動のいずれの場合に

も自動的に阻止し、過渡変化の進行を未然に防止する。 
b. 原子炉保護設備からの信号により原子炉は自動停止する。 

この事象においては以下の信号の発生が考えられる。 
(a) 出力領域中性子束高 
(b) 過大出力 ΔT 高 
(c) 過大温度 ΔT 高 
(d) 原子炉圧力高 
(e) 加圧器水位高 
(f) 出力領域中性子束変化率高 

 
2.2.2.2 過渡変化の解析 

(1) 解析方法 
プラント過渡特性解析コードMARVELにより、原子炉出力、原子炉圧

力、１次冷却材平均温度等の過渡応答を求め、これらのデータを使って、

燃料棒過渡解析コードFACTRANにより燃料温度を求める。 
(2) 解析条件 
a. ＤＮＢＲの評価では、初期原子炉出力は定格出力とする。 
b. 減速材密度係数は出力運転時の最小値である 0(Δk/k)/(g/cm3)とし、ド

ップラ出力係数は第 1.2.2 図の下限の値とする。 
c. 制御棒クラスタ引き抜きによる最大の反応度添加率としては、最大反

2.2.2 出力運転中の制御棒の異常な引き抜き 
2.2.2.1 過渡変化の原因、防止対策及び拡大防止対策 

(1) 過渡変化の原因及び説明 
この過渡変化は、原子炉の出力運転中に、制御棒駆動系の故障、誤操

作等により、制御棒クラスタが連続的に引き抜かれ、原子炉出力が上昇

する事象を想定する。 
制御棒クラスタの異常な連続的引き抜きに伴って、原子炉出力が上昇

し、１次冷却材温度が上昇して、ＤＮＢＲが低下するが、原子炉保護設

備により原子炉は自動停止し、ＤＮＢＲが許容限界値を下回る前に、こ

の過渡変化は安全に終止できる。 
(2) 防止対策 

制御棒クラスタの引き抜きにより過度の反応度添加率で反応度が添

加されることがないよう制御棒クラスタはバンク構成とし、バンク単位

で挿入、引き抜きを行い、各バンクごとに所定の順序で駆動される。ま

た、駆動の最大速度を約114cm/minに制限している。 
(3) 拡大防止対策 
a. 「出力領域中性子束高」信号、「過大温度 ΔT 高」信号又は「過大出

力 ΔT 高」信号による「制御棒クラスタ引抜阻止インターロック」に

より、制御棒クラスタの引き抜きを手動又は自動のいずれの場合に

も自動的に阻止し、過渡変化の進行を未然に防止する。 
b. 原子炉保護設備からの信号により原子炉は自動停止する。 

この事象においては以下の信号の発生が考えられる。 
(a) 出力領域中性子束高 
(b) 過大出力 ΔT 高 
(c) 過大温度 ΔT 高 
(d) 原子炉圧力高 
(e) 加圧器水位高 
(f) 出力領域中性子束変化率高 

 
2.2.2.2 過渡変化の解析 

(1) 解析方法 
プラント過渡特性解析コードMARVELにより、原子炉出力、原子炉圧

力、１次冷却材平均温度等の過渡応答を求め、これらのデータを使って、

燃料棒過渡解析コードFACTRANにより燃料温度を求める。 
(2) 解析条件 
a. ＤＮＢＲの評価では、初期原子炉出力は定格出力とする。 
b. 減速材密度係数は出力運転時の最小値である 0(Δk/k)/(g/cm3)とし、ド

ップラ出力係数は第 1.2.2 図の下限の値とする。 
c. 制御棒クラスタ引き抜きによる最大の反応度添加率としては、最大反
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜2. 運転時の異常な過渡変化の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
応度価値を有する２つの制御棒クラスタバンクが、最大速度で同時

に引き抜かれる場合を想定した最大反応度添加率を上回る値とし

て、8.6×10-4(Δk/k)/s とする。 
d. 原子炉は、「出力領域中性子束高（高設定）」又は「過大温度 ΔT 高」

のトリップ限界値に達すると、自動停止するものとする。 
e. 燃料中心温度の評価では、初期原子炉出力は最大出力(102%)とし、最

も厳しい解析結果をもたらす燃焼度を仮定する。 
(3) 解析結果 

制御棒クラスタの引き抜き速度が速い場合として最大の反応度添加

率である8.6×10-4(Δk/k)/sとした場合の原子炉出力、原子炉圧力、１次冷

却材平均温度及び最小ＤＮＢＲの変化を第2.2.2.1図に示す。この場合、

原子炉出力が急速に増加し、過渡現象発生の約1.3秒後に「出力領域中性

子束高」信号の原子炉トリップ限界値に達し、約1.8秒後に制御棒クラス

タは落下を開始する。原子炉出力のピーク値は定格値の約127%である。

この自動停止は非常に早い時期に行われるので、原子炉圧力や１次冷却

材平均温度の変化は小さく、原子炉圧力の上昇は約0.5MPa(約5kg/cm2)、
最小ＤＮＢＲは約1.62となる。 

また、二酸化ウラン燃料の燃料中心温度の最高値は約2,140℃であり、

判断基準2,590℃を下回っている。一方、ウラン・プルトニウム混合酸化

物燃料の燃料中心温度の最高値は約2,130℃であり、判断基準2,520℃を

下回っている。判断基準に照らして厳しくなるウラン・プルトニウム混

合酸化物燃料の燃料中心温度の変化を第2.2.2.2図に示す。 
制御棒クラスタの引き抜き速度が遅い場合として最小のＤＮＢＲを

与える2.8×10-5(Δk/k)/sとした場合の原子炉出力、原子炉圧力、１次冷却

材平均温度及び最小ＤＮＢＲの変化を第2.2.2.3図に示す。この場合、過

渡現象は変化率が小さいため長くなるが、過渡現象発生の約41秒後に

「過大温度ΔT高」信号のトリップ限界値に達し、約47秒後に制御棒クラ

スタは落下を開始する。原子炉出力のピーク値は定格値の約118%であ

る。原子炉圧力及び１次冷却材平均温度の上昇は、制御棒クラスタの速

い引き抜きの場合より大きいが、原子炉圧力の上昇は約0.7MPa(約
7kg/cm2)、１次冷却材平均温度のピーク値は約310℃にとどまり、過渡

期間中の最小ＤＮＢＲも約1.45である。 
また、燃料中心温度については、最高値を与える3.1×10-5(Δk/k)/sとし

た場合、二酸化ウラン燃料の燃料中心温度の最高値は約2,320℃であり、

判断基準2,590℃を下回っている。一方、ウラン・プルトニウム混合酸化

物燃料の燃料中心温度の最高値は約2,320℃であり、判断基準2,520℃を

下回っている。判断基準に照らして厳しくなるウラン・プルトニウム混

合酸化物燃料の燃料中心温度の変化を第2.2.2.4図に示す。 
反応度添加率と最小ＤＮＢＲの関係は、第2.2.2.5図に示すとおりで反

応度価値を有する２つの制御棒クラスタバンクが、最大速度で同時

に引き抜かれる場合を想定した最大反応度添加率を上回る値とし

て、8.6×10-4(Δk/k)/s とする。 
d. 原子炉は、「出力領域中性子束高（高設定）」又は「過大温度 ΔT 高」

のトリップ限界値に達すると、自動停止するものとする。 
e. 燃料中心温度の評価では、初期原子炉出力は最大出力(102%)とし、最

も厳しい解析結果をもたらす燃焼度を仮定する。 
(3) 解析結果 

制御棒クラスタの引き抜き速度が速い場合として最大の反応度添加

率である8.6×10-4(Δk/k)/sとした場合の原子炉出力、原子炉圧力、１次冷

却材平均温度及び最小ＤＮＢＲの変化を第2.2.2.1図に示す。この場合、

原子炉出力が急速に増加し、過渡現象発生の約1.3秒後に「出力領域中性

子束高」信号の原子炉トリップ限界値に達し、約1.8秒後に制御棒クラス

タは落下を開始する。原子炉出力のピーク値は定格値の約127%である。

この自動停止は非常に早い時期に行われるので、原子炉圧力や１次冷却

材平均温度の変化は小さく、原子炉圧力の上昇は約0.5MPa(約5kg/cm2)、
最小ＤＮＢＲは約1.62となる。 

また、二酸化ウラン燃料の燃料中心温度の最高値は約2,140℃であり、

判断基準2,590℃を下回っている。一方、ウラン・プルトニウム混合酸化

物燃料の燃料中心温度の最高値は約2,130℃であり、判断基準2,520℃を

下回っている。判断基準に照らして厳しくなるウラン・プルトニウム混

合酸化物燃料の燃料中心温度の変化を第2.2.2.2図に示す。 
制御棒クラスタの引き抜き速度が遅い場合として最小のＤＮＢＲを

与える2.8×10-5(Δk/k)/sとした場合の原子炉出力、原子炉圧力、１次冷却

材平均温度及び最小ＤＮＢＲの変化を第2.2.2.3図に示す。この場合、過

渡現象は変化率が小さいため長くなるが、過渡現象発生の約41秒後に

「過大温度ΔT高」信号のトリップ限界値に達し、約47秒後に制御棒クラ

スタは落下を開始する。原子炉出力のピーク値は定格値の約118%であ

る。原子炉圧力及び１次冷却材平均温度の上昇は、制御棒クラスタの速

い引き抜きの場合より大きいが、原子炉圧力の上昇は約0.7MPa(約
7kg/cm2)、１次冷却材平均温度のピーク値は約310℃にとどまり、過渡

期間中の最小ＤＮＢＲも約1.45である。 
また、燃料中心温度については、最高値を与える3.1×10-5(Δk/k)/sとし

た場合、二酸化ウラン燃料の燃料中心温度の最高値は約2,320℃であり、

判断基準2,590℃を下回っている。一方、ウラン・プルトニウム混合酸化

物燃料の燃料中心温度の最高値は約2,320℃であり、判断基準2,520℃を

下回っている。判断基準に照らして厳しくなるウラン・プルトニウム混

合酸化物燃料の燃料中心温度の変化を第2.2.2.4図に示す。 
反応度添加率と最小ＤＮＢＲの関係は、第2.2.2.5図に示すとおりで反
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜2. 運転時の異常な過渡変化の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
応度添加率の全範囲にわたる最小ＤＮＢＲは、約1.45である。 

原子炉停止後、高温停止状態に移行し、２次側による冷却操作等によ

り、原子炉は冷態停止状態に移行することができる。 
 

2.2.2.3 結論 
出力運転中の制御棒の異常な引き抜きにおいて、あらゆる反応度添加率に

対して、原子炉は十分早く自動停止し、最小ＤＮＢＲは許容限界値を下回る

ことはなく、燃料中心最高温度も溶融点未満であるので、燃料の健全性が損

なわれることはない。また、原子炉圧力の上昇はわずかであり、原子炉冷却

材圧力バウンダリの健全性が問題となることはない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

応度添加率の全範囲にわたる最小ＤＮＢＲは、約1.45である。 
原子炉停止後、高温停止状態に移行し、２次側による冷却操作等によ

り、原子炉は冷態停止状態に移行することができる。 
 

2.2.2.3 結論 
出力運転中の制御棒の異常な引き抜きにおいて、あらゆる反応度添加率に

対して、原子炉は十分早く自動停止し、最小ＤＮＢＲは許容限界値を下回る

ことはなく、燃料中心最高温度も溶融点未満であるので、燃料の健全性が損

なわれることはない。また、原子炉圧力の上昇はわずかであり、原子炉冷却

材圧力バウンダリの健全性が問題となることはない。 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜2. 運転時の異常な過渡変化の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
2.2.3 制御棒の落下及び不整合 
2.2.3.1 過渡変化の原因、防止対策及び拡大防止対策 

(1) 過渡変化の原因及び説明 
この過渡変化は、原子炉の出力運転中に制御棒駆動系の故障等によ

り、炉心に挿入されている制御棒クラスタの配置に異常が生じ、炉心内

の出力分布が変化する以下の制御棒の落下と不整合の事象を想定する。 
 
制御棒の落下は、最大反応度価値を有する制御棒クラスタ1本が全引

き抜き位置から全挿入位置に落下する事象として考える。 
もし、防止対策が何らとられないとすると、減少した原子炉出力を補

償するために他の制御棒クラスタが引き抜かれ、過渡変化の生じる前の

出力に復帰する。この状態では炉心出力分布がひずんでおり熱水路係数

が大きいため、原子炉の安全性の余裕の減少となるので、その過渡現象

が過大になる前に、原子炉保護設備により原子炉は自動停止し、過渡変

化は安全に終止できる。 
制御棒の不整合は、炉心に挿入される制御棒クラスタバンクが、挿入

限界位置にあり、かつ、そのうちの1本の制御棒クラスタが全引き抜き位

置にある不整合な状態として考える。 
この場合、不ぞろいに駆動された制御棒クラスタ付近の原子炉出力は

局部的に変化し、炉心出力分布は通常運転状態より悪化する。もし、防

止対策が何らとられないとすると、熱水路係数を大きくさせ、原子炉の

安全余裕を減少させる。 
したがって、この過渡変化が過大となる前に検出され、修正されて、

原子炉の安全が確保されるよう防止対策がとられるようになっている。 
(2) 防止対策 

各制御棒クラスタは、バンクごとに所定の順序で駆動され、通常、プ

ラント炉心寿命中、それぞれの出力に対して定められた運転範囲内にあ

り、この範囲外の異常な制御棒クラスタパターン及び異常な位置で運転

されることはない。 
(3) 拡大防止対策 
a. 各制御棒クラスタの位置を指示する位置指示計装を中央制御室に設

ける。 
b. 出力分布の非対称性は、炉外核計装又は炉内計装によって検出でき

る。 
c. 運転員は、「制御棒位置偏差大」警報によって、同一バンクに生じた

不整動作を検知できる。 
d. さらに、運転員は、各々の制御棒クラスタの位置指示計の下限信号に

よる「制御棒落下」警報によって、制御棒クラスタの落下を知ること

ができる。 

2.2.3 制御棒の落下及び不整合 
2.2.3.1 過渡変化の原因、防止対策及び拡大防止対策 

(1) 過渡変化の原因及び説明 
この過渡変化は、原子炉の出力運転中に制御棒駆動系の故障等によ

り、炉心に挿入されている制御棒クラスタの配置に異常が生じ、炉心内

の出力分布が変化する以下の制御棒の落下と不整合の事象を想定する。 
 
制御棒の落下は、最大反応度価値を有する制御棒クラスタ1本が全引

き抜き位置から全挿入位置に落下する事象として考える。 
もし、防止対策が何らとられないとすると、減少した原子炉出力を補

償するために他の制御棒クラスタが引き抜かれ、過渡変化の生じる前の

出力に復帰する。この状態では炉心出力分布がひずんでおり熱水路係数

が大きいため、原子炉の安全性の余裕の減少となるので、その過渡現象

が過大になる前に、原子炉保護設備により原子炉は自動停止し、過渡変

化は安全に終止できる。 
制御棒の不整合は、炉心に挿入される制御棒クラスタバンクが、挿入

限界位置にあり、かつ、そのうちの1本の制御棒クラスタが全引き抜き位

置にある不整合な状態として考える。 
この場合、不ぞろいに駆動された制御棒クラスタ付近の原子炉出力は

局部的に変化し、炉心出力分布は通常運転状態より悪化する。もし、防

止対策が何らとられないとすると、熱水路係数を大きくさせ、原子炉の

安全余裕を減少させる。 
したがって、この過渡変化が過大となる前に検出され、修正されて、

原子炉の安全が確保されるよう防止対策がとられるようになっている。 
(2) 防止対策 

各制御棒クラスタは、バンクごとに所定の順序で駆動され、通常、プ

ラント炉心寿命中、それぞれの出力に対して定められた運転範囲内にあ

り、この範囲外の異常な制御棒クラスタパターン及び異常な位置で運転

されることはない。 
(3) 拡大防止対策 
a. 各制御棒クラスタの位置を指示する位置指示計装を中央制御室に設

ける。 
b. 出力分布の非対称性は、炉外核計装又は炉内計装によって検出でき

る。 
c. 運転員は、「制御棒位置偏差大」警報によって、同一バンクに生じた

不整動作を検知できる。 
d. さらに、運転員は、各々の制御棒クラスタの位置指示計の下限信号に

よる「制御棒落下」警報によって、制御棒クラスタの落下を知ること

ができる。 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜2. 運転時の異常な過渡変化の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
e. 原子炉保護設備からの信号により原子炉は自動停止する。 

この事象においては以下の信号の発生が考えられる。 
(a) 出力領域中性子束変化率高 
(b) 中間領域中性子束高 
(c) 出力領域中性子束高 
(d) 原子炉圧力低 
 

2.2.3.2 過渡変化の解析 
(1) 解析方法 

核設計計算コードHIDRA又はANCにより、制御棒クラスタの落下に

よる反応度添加量及び熱水路係数の変化並びに不整合による熱水路係

数の変化を解析する。これらを入力としてプラント過渡特性解析コード

MARVELにより、制御棒クラスタ落下による熱流束、原子炉圧力、１次

冷却材平均温度等の過渡応答を求める。制御棒クラスタの不整合につい

ては、熱水力計算コードTHINC-ⅢによりＤＮＢＲへの影響を解析する。 
(2) 解析条件 
a. 初期原子炉出力は定格出力とする。 
b. 減速材密度係数は、出力運転時の最小値である 0(Δk/k)/(g/cm3)とし、

ドップラ出力係数は第 1.2.2 図の下限の値とする。 
c. 添加反応度は、定格出力運転中、引き抜き上端より制御棒クラスタ 1

本が落下した場合の最大値を上回る値として、-2.5×10-3Δk/k をとり、

瞬時に加わるものとする。 
d. 制御用制御棒クラスタは、自動制御運転である場合と手動制御運転で

ある場合の両方について解析する。 
自動制御運転の場合は、制御棒クラスタ落下により、原子炉出力、

１次冷却材平均温度及び原子炉圧力は減少するが、制御棒制御系の動

作により、原子炉出力と１次冷却材平均温度は、初期運転状態に復帰

するものとする。 
e. 制御棒クラスタ落下後の核的エンタルピ上昇熱水路係数（F△H）とし

て､1.84 を使用する。 
f. 制御棒クラスタ不整合は、最も厳しい状態として、制御棒クラスタバ

ンクＤが挿入限界に位置し、うち 1 本の制御棒クラスタが全引き抜

き位置にあるものとする。 
(3) 解析結果 

定格運転中、最大反応度価値を有する制御棒クラスタ1本が落下した

場合を上回る反応度が添加されたときの原子炉出力、熱流束、１次冷却

材平均温度、原子炉圧力及び最小ＤＮＢＲの変化を第2.2.3.1図及び第

2.2.3.2図に示す。 
制御棒クラスタは瞬時に落下し終わるとしているので、原子炉出力及
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f. 制御棒クラスタ不整合は、最も厳しい状態として、制御棒クラスタバ
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高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
び熱流束は過渡現象の発生直後急減し、一時的に原子炉圧力及び１次冷

却材平均温度も減少するが、その後自動制御運転の場合は、制御棒制御

系の働きにより回復する。 
この過渡変化中に最小ＤＮＢＲは熱流束の減少とともに上昇し、熱流

束が復帰するにつれ減少する。ＤＮＢＲは、熱水路係数として制御棒ク

ラスタ落下後の値を用い、かつ、過渡変化中一定として計算しているが、

この場合でも最小ＤＮＢＲは約1.48である。原子炉出力の最大値は約

105%であるので、燃料中心温度は十分溶融点未満である。また、原子炉

圧力の上昇は約0.2MPa(約2kg/cm2)である。 
制御棒制御系が手動制御運転である場合には、原子炉圧力が低下し続

け、過渡現象発生の約81秒後に「原子炉圧力低」信号のトリップ限界値

に達し、約83秒で制御棒クラスタが落下を開始することにより、原子炉

は自動停止される。最小ＤＮＢＲはこの過渡変化時に初期値以下に低下

することはない。 
また、制御棒クラスタ不整合の場合においては最小ＤＮＢＲは約1.55

である。この場合、原子炉出力の変化はないので、燃料中心温度は十分

溶融点未満であり、原子炉圧力の変化もない。 
自動又は手動による原子炉停止後、高温停止状態に移行し、２次側に

よる冷却操作等により、原子炉は冷態停止状態に移行することができ

る。 
 

2.2.3.3 結論 
前述の結果のように、最も厳しい定格出力運転状態において制御棒クラス

タの落下が起こり、原子炉出力が制御棒制御系の働きで定格出力へ復帰した

場合でも、最小ＤＮＢＲは許容限界値を下回らず、燃料中心温度も溶融点未

満であるので、燃料の健全性が損なわれることはない。また、原子炉圧力の

上昇はわずかであり、原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性が問題となるこ

とはない。 
また、制御棒クラスタ不整合が生じた場合でも、最小ＤＮＢＲは許容限界

値を下回らず、燃料中心温度も溶融点未満であるので、燃料の健全性が損な

われることはない。また、原子炉圧力の変化はないので、原子炉冷却材圧力

バウンダリの健全性が問題となることはない。 
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＜2. 運転時の異常な過渡変化の解析＞ 
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高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
2.2.4 原子炉冷却材中のほう素の異常な希釈 
2.2.4.1 過渡変化の原因、防止対策及び拡大防止対策 

(1) 過渡変化の原因及び説明 
この過渡変化は、原子炉の起動時あるいは出力運転中に、化学体積制

御系の故障、誤操作等により、１次冷却材中に純水が注入され、１次冷

却材中のほう素濃度が低下して反応度が添加される事象を想定する。 
プラント起動時のように原子炉が停止状態にある場合は、この反応度

添加により、停止余裕が減少し臨界に至るおそれがある。出力運転時で、

制御棒クラスタを自動制御している場合は、添加反応度を補償するよう

に制御棒クラスタが挿入限界を超えて挿入されるため、必要な停止余裕

を失うおそれがある。 
また、制御棒クラスタの手動制御時には「2.2.2 出力運転中の制御棒

の異常な引き抜き」と同様、原子炉出力が増加し、熱流束の増加及び１

次冷却材温度の上昇によって、ＤＮＢＲの許容限界値に対する余裕が減

少する。 
しかし、このような過渡変化は、異常状態の発生から保護動作が必要

となるまでの間には十分な時間的余裕があり、運転員の操作又は原子炉

自動停止により安全に終止できる。 
(2) 防止対策 
a. ほう素の希釈は、ある一定量の純水を１次冷却系に注入することによ

って行われ、純水が設定量だけ注入され終わると、純水注入ラインの

弁を自動的に閉止するので、設定値を超えるほう素の希釈は起こら

ない。 
b. 希釈を行う場合、運転員に対して、自動補給モードから希釈モードへ

の切換えと起動スイッチの操作という 2 段の手順が必要であるよう

にし、どちらかの手順を怠ると希釈できないようにして、運転員の不

注意な希釈の可能性を小さくするように設計している。 
c. 化学体積制御設備は､｢中性子源領域炉停止時中性子束高」警報又は

「制御棒クラスタ挿入限界」警報によって、運転員が異常を検知し、

十分修正動作がとれるよう、その最大ほう素希釈率を限定している。 
(3) 拡大防止対策 
a. 化学体積制御設備の故障によって、ほう酸水あるいは純水の流量が設

定流量から外れた場合は、運転員に流量偏差大の警報で注意を喚起

するとともに、体積制御タンク入口及び／又は充てん／高圧注入ポ

ンプ入口の補給水制御弁を自動的に閉じ、１次冷却系への補給を停

止する。 
b. 原子炉保護設備からの信号により原子炉は自動停止する。 

この事象においては以下の信号の発生が考えられる。 
(a) 中性子束高 
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却材中のほう素濃度が低下して反応度が添加される事象を想定する。 
プラント起動時のように原子炉が停止状態にある場合は、この反応度

添加により、停止余裕が減少し臨界に至るおそれがある。出力運転時で、

制御棒クラスタを自動制御している場合は、添加反応度を補償するよう

に制御棒クラスタが挿入限界を超えて挿入されるため、必要な停止余裕

を失うおそれがある。 
また、制御棒クラスタの手動制御時には「2.2.2 出力運転中の制御棒

の異常な引き抜き」と同様、原子炉出力が増加し、熱流束の増加及び１

次冷却材温度の上昇によって、ＤＮＢＲの許容限界値に対する余裕が減

少する。 
しかし、このような過渡変化は、異常状態の発生から保護動作が必要

となるまでの間には十分な時間的余裕があり、運転員の操作又は原子炉

自動停止により安全に終止できる。 
(2) 防止対策 
a. ほう素の希釈は、ある一定量の純水を１次冷却系に注入することによ

って行われ、純水が設定量だけ注入され終わると、純水注入ラインの

弁を自動的に閉止するので、設定値を超えるほう素の希釈は起こら

ない。 
b. 希釈を行う場合、運転員に対して、自動補給モードから希釈モードへ

の切換えと起動スイッチの操作という 2 段の手順が必要であるよう

にし、どちらかの手順を怠ると希釈できないようにして、運転員の不

注意な希釈の可能性を小さくするように設計している。 
c. 化学体積制御設備は､｢中性子源領域炉停止時中性子束高」警報又は

「制御棒クラスタ挿入限界」警報によって、運転員が異常を検知し、

十分修正動作がとれるよう、その最大ほう素希釈率を限定している。 
(3) 拡大防止対策 
a. 化学体積制御設備の故障によって、ほう酸水あるいは純水の流量が設

定流量から外れた場合は、運転員に流量偏差大の警報で注意を喚起

するとともに、体積制御タンク入口及び／又は充てん／高圧注入ポ

ンプ入口の補給水制御弁を自動的に閉じ、１次冷却系への補給を停

止する。 
b. 原子炉保護設備からの信号により原子炉は自動停止する。 

この事象においては以下の信号の発生が考えられる。 
(a) 中性子束高 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4
2
5
/
5
6
6



高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜2. 運転時の異常な過渡変化の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
(b) 過大温度 ΔT 高 

 
2.2.4.2 過渡変化の解析 

(1) 解析方法 
１次冷却材と希釈水は完全混合するものとし、ほう素の平衡式及び質

量の平衡式を用いて計算する。 
(2) 解析条件 
a. プラント起動時の異常な希釈 

(a) １次冷却材の体積は、解析結果が厳しくなるような値として、加

圧器等を除いた１次冷却系の有効体積を用いる。 
(b) １次冷却系への純水補給最大流量は、１次系補給水ポンプ 2 台

運転時の全容量（81.8m3/h）とする。 
(c) １次冷却系は､燃料取替用水タンクのほう酸水 (ほう素濃度

2,800ppm）で満たされているものとする。 
(d) 「中性子源領域炉停止時中性子束高」警報は、設定値に余裕を見

込んだ値として、停止時中性子束レベルの 0.8 デカード上とする。 
b. 出力運転時の異常な希釈 

(a) １次冷却材の体積は、プラント起動時と同様の有効体積を用い

る。 
(b) １次冷却系への純水補給最大流量は、充てん／高圧注入ポンプ 3

台運転時の全容量（37.5m3/h）とする。 
(c) 初期ほう素濃度は、大きめの反応度添加率を与えるよう、出力運

転時に予想される最高濃度を上回る値として 1,900ppm とする。 
(d) 反応度停止余裕は 0.018Δk/k とする。 

(3) 解析結果 
a. プラント起動時の異常な希釈 

この場合には、１次冷却材の初期ほう素濃度と臨界に達するほう素

濃度の差が大きく、希釈率も比較的小さいため、希釈が始まってから

「中性子源領域炉停止時中性子束高」の警報が発せられるまでに約51
分を要し、臨界に至るまでに更に約12分を要する。したがって、運転

員が異常状態を検知し、原因を取り除く手段をとるのに希釈停止操作

時間を考慮しても十分な時間がある。 
異常の原因を除去した後は、ほう素の濃縮及び通常の運転操作によ

り、原子炉は冷態停止状態に移行することができる。 
b. 出力運転時の異常な希釈 

原子炉が自動制御出力運転にある場合は、希釈に伴う反応度添加を

補償するよう、制御棒クラスタを炉心内に自動挿入する。制御棒クラ

スタが挿入限界に達した後、更に希釈が続けられて、停止余裕を失う

に至るまでに約24分を要するため、希釈停止操作時間を考慮しても

(b) 過大温度 ΔT 高 
 

2.2.4.2 過渡変化の解析 
(1) 解析方法 

１次冷却材と希釈水は完全混合するものとし、ほう素の平衡式及び質

量の平衡式を用いて計算する。 
(2) 解析条件 
a. プラント起動時の異常な希釈 

(a) １次冷却材の体積は、解析結果が厳しくなるような値として、加

圧器等を除いた１次冷却系の有効体積を用いる。 
(b) １次冷却系への純水補給最大流量は、１次系補給水ポンプ 2 台

運転時の全容量（81.8m3/h）とする。 
(c) １次冷却系は､燃料取替用水タンクのほう酸水 (ほう素濃度

2,800ppm）で満たされているものとする。 
(d) 「中性子源領域炉停止時中性子束高」警報は、設定値に余裕を見

込んだ値として、停止時中性子束レベルの 0.8 デカード上とする。 
b. 出力運転時の異常な希釈 

(a) １次冷却材の体積は、プラント起動時と同様の有効体積を用い

る。 
(b) １次冷却系への純水補給最大流量は、充てん／高圧注入ポンプ 3

台運転時の全容量（37.5m3/h）とする。 
(c) 初期ほう素濃度は、大きめの反応度添加率を与えるよう、出力運

転時に予想される最高濃度を上回る値として 1,900ppm とする。 
(d) 反応度停止余裕は 0.018Δk/k とする。 

(3) 解析結果 
a. プラント起動時の異常な希釈 

この場合には、１次冷却材の初期ほう素濃度と臨界に達するほう素

濃度の差が大きく、希釈率も比較的小さいため、希釈が始まってから

「中性子源領域炉停止時中性子束高」の警報が発せられるまでに約53
分を要し、臨界に至るまでに更に約12分を要する。したがって、運転

員が異常状態を検知し、原因を取り除く手段をとるのに希釈停止操作

時間を考慮しても十分な時間がある。 
異常の原因を除去した後は、ほう素の濃縮及び通常の運転操作によ

り、原子炉は冷態停止状態に移行することができる。 
b. 出力運転時の異常な希釈 

原子炉が自動制御出力運転にある場合は、希釈に伴う反応度添加を

補償するよう、制御棒クラスタを炉心内に自動挿入する。制御棒クラ

スタが挿入限界に達した後、更に希釈が続けられて、停止余裕を失う

に至るまでに約24分を要するため、希釈停止操作時間を考慮しても
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜2. 運転時の異常な過渡変化の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
「制御棒クラスタ挿入限界」警報により、運転員が異常状態を検知し、

原因を取り除き、あらかじめ決められた手順でほう素の再濃縮を行う

のに十分な時間がある。 
原子炉が手動制御出力運転にあり、かつ、運転員が異常状態に対し

何らの措置もとらない場合には、原子炉出力及び１次冷却材温度が上

昇し、「過大温度ΔT高」信号により原子炉は自動停止する。この過渡

変化は「2.2.2 出力運転中の制御棒の異常な引き抜き」と同様で、反

応度添加率はこの解析で使用した範囲に含まれており、最小ＤＮＢＲ

は許容限界値を下回らず、燃料中心温度は溶融点未満である。また、

原子炉圧力の上昇もわずかである。 
異常の原因を除去した後は、手動又は自動による原子炉停止後、高

温停止状態に移行し、２次側による冷却操作等により、原子炉は冷態

停止状態に移行することができる。 
 

2.2.4.3 結論 
プラント起動時にほう素を誤って希釈した場合、原子炉が臨界になるまで

に、運転員が警報により異常状態を検知し、これを終結させるのに十分な時

間がある。また、出力運転時に制御棒クラスタを自動制御している場合も、

ほう素希釈に伴い、制御棒クラスタを自動的に挿入し、必要な停止余裕が失

われるまでに、運転員が「制御棒クラスタ挿入限界」警報により異常状態を

検知し、これを終結させるのに十分な時間がある。制御棒クラスタを手動制

御している場合には自動挿入されないため、原子炉出力が上昇するが、原子

炉は「過大温度ΔT高」信号により自動停止され、最小ＤＮＢＲは許容限界値

を下回らず、燃料中心温度も溶融点未満であるので、燃料の健全性が損なわ

れることはない。また、原子炉圧力の上昇はわずかであり、原子炉冷却材圧

力バウンダリの健全性が問題となることはない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「制御棒クラスタ挿入限界」警報により、運転員が異常状態を検知し、

原因を取り除き、あらかじめ決められた手順でほう素の再濃縮を行う

のに十分な時間がある。 
原子炉が手動制御出力運転にあり、かつ、運転員が異常状態に対し

何らの措置もとらない場合には、原子炉出力及び１次冷却材温度が上

昇し、「過大温度ΔT高」信号により原子炉は自動停止する。この過渡

変化は「2.2.2 出力運転中の制御棒の異常な引き抜き」と同様で、反

応度添加率はこの解析で使用した範囲に含まれており、最小ＤＮＢＲ

は許容限界値を下回らず、燃料中心温度は溶融点未満である。また、

原子炉圧力の上昇もわずかである。 
異常の原因を除去した後は、手動又は自動による原子炉停止後、高

温停止状態に移行し、２次側による冷却操作等により、原子炉は冷態

停止状態に移行することができる。 
 

2.2.4.3 結論 
プラント起動時にほう素を誤って希釈した場合、原子炉が臨界になるまで

に、運転員が警報により異常状態を検知し、これを終結させるのに十分な時

間がある。また、出力運転時に制御棒クラスタを自動制御している場合も、

ほう素希釈に伴い、制御棒クラスタを自動的に挿入し、必要な停止余裕が失

われるまでに、運転員が「制御棒クラスタ挿入限界」警報により異常状態を

検知し、これを終結させるのに十分な時間がある。制御棒クラスタを手動制

御している場合には自動挿入されないため、原子炉出力が上昇するが、原子

炉は「過大温度ΔT高」信号により自動停止され、最小ＤＮＢＲは許容限界値

を下回らず、燃料中心温度も溶融点未満であるので、燃料の健全性が損なわ

れることはない。また、原子炉圧力の上昇はわずかであり、原子炉冷却材圧

力バウンダリの健全性が問題となることはない。 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜2. 運転時の異常な過渡変化の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
2.3 炉心内の熱発生又は熱除去の異常な変化 
2.3.1 原子炉冷却材流量の部分喪失 
2.3.1.1 過渡変化の原因、防止対策及び拡大防止対策 

(1) 過渡変化の原因及び説明 
この過渡変化は、原子炉の出力運転中に１次冷却材を駆動する１次冷

却材ポンプの故障等により、炉心の冷却材流量が減少する事象を想定す

る。具体的には、1台の1次冷却材ポンプの駆動電源が喪失するものと考

える。 
この場合、炉心損傷の心配のない低出力時以外は、原子炉保護設備に

より原子炉は自動停止し、過渡変化は安全に終止できる。 
(2) 防止対策 

１次冷却材ポンプは、単一の所内母線故障で2台以上のポンプが同時

に停止しないよう別々の所内母線に接続し、原子炉運転中、この母線は

発電機側の電源から給電され、発電機側の電源が遮断された場合にも直

ちに外部の500kV又は77kV送電線より給電される構成とする。 
(3) 拡大防止対策 
a. １次冷却材ポンプは、フライホイールを設けて慣性を大きくして、電

源喪失の際にも１次冷却材流量の急速な低下を防ぎ、熱除去能力が

急速に失われることを防止する。 
b. 原子炉保護設備からの信号により原子炉は自動停止する。 

この事象においては以下の信号の発生が考えられる。 
(a) １次冷却材流量低 
(b) １次冷却材ポンプ遮断器開 

 
2.3.1.2 過渡変化の解析 

(1) 解析方法 
１次冷却材流量過渡特性解析コードPHOENIXにより１次冷却材流

量コーストダウン曲線を求め、これを入力として、プラント過渡特性解

析コードMARVELにより、原子炉圧力、中性子束の過渡応答を求める。

これらのデータを使って、燃料棒過渡解析コードFACTRANにより、燃

料被覆管表面の平均点と熱点の熱流束の時間変化を求め、さらに、熱水

力計算コードTHINC-ⅢによりＤＮＢＲへの影響を解析する。 
(2) 解析条件 
a. 初期原子炉出力は定格出力とする。 
b. 減速材密度係数は、出力運転時の最小値である 0(Δk/k)/(g/cm3)とし、

ドップラ出力係数は、第 1.2.2 図の上限の値とする。この組合せは、

１次冷却材温度上昇による原子炉出力抑制効果と、トリップ時に加

えられる負の反応度添加を最も小さくする。 
c. 原子炉の自動停止は、「１次冷却材流量低」信号によるものとする。 

2.3 炉心内の熱発生又は熱除去の異常な変化 
2.3.1 原子炉冷却材流量の部分喪失 
2.3.1.1 過渡変化の原因、防止対策及び拡大防止対策 

(1) 過渡変化の原因及び説明 
この過渡変化は、原子炉の出力運転中に１次冷却材を駆動する１次冷

却材ポンプの故障等により、炉心の冷却材流量が減少する事象を想定す

る。具体的には、1台の1次冷却材ポンプの駆動電源が喪失するものと考

える。 
この場合、炉心損傷の心配のない低出力時以外は、原子炉保護設備に

より原子炉は自動停止し、過渡変化は安全に終止できる。 
(2) 防止対策 

１次冷却材ポンプは、単一の所内母線故障で2台以上のポンプが同時

に停止しないよう別々の所内母線に接続し、原子炉運転中、この母線は

発電機側の電源から給電され、発電機側の電源が遮断された場合にも直

ちに外部の500kV又は77kV送電線より給電される構成とする。 
(3) 拡大防止対策 
a. １次冷却材ポンプは、フライホイールを設けて慣性を大きくして、電

源喪失の際にも１次冷却材流量の急速な低下を防ぎ、熱除去能力が

急速に失われることを防止する。 
b. 原子炉保護設備からの信号により原子炉は自動停止する。 

この事象においては以下の信号の発生が考えられる。 
(a) １次冷却材流量低 
(b) １次冷却材ポンプ遮断器開 

 
2.3.1.2 過渡変化の解析 

(1) 解析方法 
１次冷却材流量過渡特性解析コードPHOENIXにより１次冷却材流

量コーストダウン曲線を求め、これを入力として、プラント過渡特性解

析コードMARVELにより、原子炉圧力、中性子束の過渡応答を求める。

これらのデータを使って、燃料棒過渡解析コードFACTRANにより、燃

料被覆管表面の平均点と熱点の熱流束の時間変化を求め、さらに、熱水

力計算コードTHINC-ⅢによりＤＮＢＲへの影響を解析する。 
(2) 解析条件 
a. 初期原子炉出力は定格出力とする。 
b. 減速材密度係数は、出力運転時の最小値である 0(Δk/k)/(g/cm3)とし、

ドップラ出力係数は、第 1.2.2 図の上限の値とする。この組合せは、

１次冷却材温度上昇による原子炉出力抑制効果と、トリップ時に加

えられる負の反応度添加を最も小さくする。 
c. 原子炉の自動停止は、「１次冷却材流量低」信号によるものとする。 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜2. 運転時の異常な過渡変化の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
d. １次冷却材流量コーストダウン曲線の計算に使用する１次冷却材ポ

ンプの慣性モーメントは、安全側の値として小さめの 3,110kg･m2を

使用する。 
e. 制御棒制御系は手動制御されているものとする｡自動制御運転の場合

は､１次冷却材平均温度の上昇に伴って、制御棒制御系は制御棒クラ

スタを挿入する方向に作用するが、その動作は無視する。 
(3) 解析結果 

１次冷却材ポンプ1台停止時の炉心流量、原子炉出力、平均点熱流束、

熱点熱流束、最小ＤＮＢＲ及び原子炉圧力の変化を第2.3.1.1図に示す。

１次冷却材流量の低下により、過渡現象発生の約1.4秒後に「１次冷却材

流量低」信号のトリップ限界値に到達し、約2.4秒で制御棒クラスタが落

下を開始することにより原子炉出力は低下する。最小ＤＮＢＲは過渡現

象発生の約3.1秒後に約1.80となる。また、原子炉圧力の上昇は約0.4MPa
（約４kg/cm2）である。 

原子炉出力は上昇することはないので、燃料中心温度は十分溶融点未

満である。 
原子炉停止後、高温停止状態に移行し、２次側による冷却操作等によ

り、原子炉は冷態停止状態に移行することができる。 
 

2.3.1.3 結論 
出力運転中に１次冷却材ポンプが1台停止した場合、残りの2台の１次冷

却材ポンプは運転しており、さらに、停止した１次冷却材ポンプの慣性と１

次冷却材の慣性があるために、１次冷却材流量が急速に減少することはな

く、炉心の熱除去能力が急激に低下するようなことはない。その結果、最小

ＤＮＢＲは許容限界値を下回らず、燃料中心温度も溶融点未満であるので燃

料の健全性が損なわれることはない。また、原子炉圧力の上昇はわずかであ

り、原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性が問題となることはない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. １次冷却材流量コーストダウン曲線の計算に使用する１次冷却材ポ

ンプの慣性モーメントは、安全側の値として小さめの 3,110kg･m2を

使用する。 
e. 制御棒制御系は手動制御されているものとする｡自動制御運転の場合

は､１次冷却材平均温度の上昇に伴って、制御棒制御系は制御棒クラ

スタを挿入する方向に作用するが、その動作は無視する。 
(3) 解析結果 

１次冷却材ポンプ1台停止時の炉心流量、原子炉出力、平均点熱流束、

熱点熱流束、最小ＤＮＢＲ及び原子炉圧力の変化を第2.3.1.1図に示す。

１次冷却材流量の低下により、過渡現象発生の約1.4秒後に「１次冷却材

流量低」信号のトリップ限界値に到達し、約2.4秒で制御棒クラスタが落

下を開始することにより原子炉出力は低下する。最小ＤＮＢＲは過渡現

象発生の約3.1秒後に約1.80となる。また、原子炉圧力の上昇は約0.4MPa
（約４kg/cm2）である。 

原子炉出力は上昇することはないので、燃料中心温度は十分溶融点未

満である。 
原子炉停止後、高温停止状態に移行し、２次側による冷却操作等によ

り、原子炉は冷態停止状態に移行することができる。 
 

2.3.1.3 結論 
出力運転中に１次冷却材ポンプが1台停止した場合、残りの2台の１次冷

却材ポンプは運転しており、さらに、停止した１次冷却材ポンプの慣性と１

次冷却材の慣性があるために、１次冷却材流量が急速に減少することはな

く、炉心の熱除去能力が急激に低下するようなことはない。その結果、最小

ＤＮＢＲは許容限界値を下回らず、燃料中心温度も溶融点未満であるので燃

料の健全性が損なわれることはない。また、原子炉圧力の上昇はわずかであ

り、原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性が問題となることはない。 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜2. 運転時の異常な過渡変化の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
2.3.2 原子炉冷却材系の停止ループの誤起動 
2.3.2.1 過渡変化の原因、防止対策及び拡大防止対策 

(1) 過渡変化の原因及び説明 
１次冷却材ポンプ2台で部分負荷運転を行っている場合、停止ループ

は原子炉容器出入口間の圧力差により１次冷却材が逆流しているので、

停止ループの低温側配管冷却材温度は運転ループの低温側配管冷却材

温度と等しいが、蒸気発生器における熱伝達による温度降下のため、高

温側配管冷却材温度は、低温側配管冷却材温度より低くなっている。 
この過渡変化は、１次冷却材ポンプ1台が停止しており、原子炉が部分

負荷で運転中に、ポンプ制御系の故障、誤操作等により停止中のポンプ

が起動され、停止ループ中の比較的低温の冷却材が炉心に注入されて反

応度が添加され、原子炉出力が上昇する事象を想定する。 
この場合、原子炉保護設備により原子炉は自動停止し、過渡変化は安

全に終止できる。 
(2) 防止対策 
a. 停止ループの１次冷却材ポンプを起動するときは、１次冷却材温度が

炉心に異常な反応度変化を伴わない値であるように原子炉出力を下

げた後、停止ループの１次冷却材ポンプを起動する操作を行うよう

厳格な運転管理を行う。 
b. １次冷却材ポンプ制御装置は別々に設け、単一の故障又は誤操作で複

数のポンプが起動することが無い設計としている。 
c. 高出力時（パーミッシブ信号（Ｐ－８）の設定値以上）では、１次冷

却材ポンプは全台運転するため、原子炉冷却材系の停止ループの誤

起動は起こらない。 
(3) 拡大防止対策 
a. 原子炉保護設備からの信号により原子炉は自動停止する。 

この事象においては以下の信号の発生が考えられる。 
中性子束高 

b. １次冷却材ポンプが 1 台停止状態で出力がパーミッシブ信号（Ｐ－

８）設定値を超えると原子炉トリップのブロックが解除され「１次冷

却材流量低」信号で原子炉は自動停止する。 
 

2.3.2.2 過渡変化の解析 
(1) 解析方法 

プラント過渡特性解析コードMARVELにより、原子炉出力、原子炉圧

力、１次冷却材温度及び熱流束の過渡応答を求める。これらのデータを

使って燃料棒過渡解析コードFACTRANにより、燃料温度を求め、さら

に、熱水力計算コードTHINC-Ⅲにより、ＤＮＢＲへの影響を解析する。 
(2) 解析条件 

2.3.2 原子炉冷却材系の停止ループの誤起動 
2.3.2.1 過渡変化の原因、防止対策及び拡大防止対策 

(1) 過渡変化の原因及び説明 
１次冷却材ポンプ2台で部分負荷運転を行っている場合、停止ループ

は原子炉容器出入口間の圧力差により１次冷却材が逆流しているので、

停止ループの低温側配管冷却材温度は運転ループの低温側配管冷却材

温度と等しいが、蒸気発生器における熱伝達による温度降下のため、高

温側配管冷却材温度は、低温側配管冷却材温度より低くなっている。 
この過渡変化は、１次冷却材ポンプ1台が停止しており、原子炉が部分

負荷で運転中に、ポンプ制御系の故障、誤操作等により停止中のポンプ

が起動され、停止ループ中の比較的低温の冷却材が炉心に注入されて反

応度が添加され、原子炉出力が上昇する事象を想定する。 
この場合、原子炉保護設備により原子炉は自動停止し、過渡変化は安

全に終止できる。 
(2) 防止対策 
a. 停止ループの１次冷却材ポンプを起動するときは、１次冷却材温度が

炉心に異常な反応度変化を伴わない値であるように原子炉出力を下

げた後、停止ループの１次冷却材ポンプを起動する操作を行うよう

厳格な運転管理を行う。 
b. １次冷却材ポンプ制御装置は別々に設け、単一の故障又は誤操作で複

数のポンプが起動することが無い設計としている。 
c. 高出力時（パーミッシブ信号（Ｐ－８）の設定値以上）では、１次冷

却材ポンプは全台運転するため、原子炉冷却材系の停止ループの誤

起動は起こらない。 
(3) 拡大防止対策 
a. 原子炉保護設備からの信号により原子炉は自動停止する。 

この事象においては以下の信号の発生が考えられる。 
中性子束高 

b. １次冷却材ポンプが 1 台停止状態で出力がパーミッシブ信号（Ｐ－

８）設定値を超えると原子炉トリップのブロックが解除され「１次冷

却材流量低」信号で原子炉は自動停止する。 
 

2.3.2.2 過渡変化の解析 
(1) 解析方法 

プラント過渡特性解析コードMARVELにより、原子炉出力、原子炉圧

力、１次冷却材温度及び熱流束の過渡応答を求める。これらのデータを

使って燃料棒過渡解析コードFACTRANにより、燃料温度を求め、さら

に、熱水力計算コードTHINC-Ⅲにより、ＤＮＢＲへの影響を解析する。 
(2) 解析条件 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4
3
0
/
5
6
6



高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜2. 運転時の異常な過渡変化の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
a. ＤＮＢＲの評価では、初期原子炉出力は 1 ループ停止時の最大運転

出力である 60%とする。また、１次冷却材平均温度の初期値は 60%
出力運転時の値とし、原子炉圧力の初期値は定格値とする。 

b. 停止している１次冷却材ポンプの起動に伴い、停止ループ中の流量は

20 秒で定格流量に達するものとする。 
c. 減速材密度係数は、最大値である 0.43(Δk/k)/(g/cm3)とする。 

この過渡変化においては、１次冷却材の温度低下による反応度添加

を最大にするので、この値が最も厳しい。 
d. ドップラ出力係数は、第 1.2.2 図の下限の値とする。 

燃料温度の上昇による反応度増加抑制に対する寄与が小さくなる

ので、この値が最も厳しい。 
e. 制御棒制御系は手動制御されているものとする。 
f. 停止ループの１次冷却材ポンプ起動により反応度が添加され、原子炉

出力が上昇すれば、「出力領域中性子束高（高設定）」信号により原

子炉は自動停止する。 
g. 燃料中心温度の評価では、初期値はＤＮＢＲの評価で用いた値に定常

誤差を考慮して、それぞれ最大出力、最高温度及び最低圧力とする。 
(3) 解析結果 

解析結果を、第2.3.2.1図に示す。原子炉出力は、過渡現象発生の約

17.2秒後に「出力領域中性子束高（高設定）」信号のトリップ限界値

まで上昇し、約17.7秒で制御棒クラスタが落下を開始することにより

急速に減少する。熱流束の最大値は定格値の約107%であり、最小Ｄ

ＮＢＲは約1.35である。二酸化ウラン燃料の燃料中心温度の最高値は

約2,310℃であり、判断基準2,590℃を下回っている。一方、ウラン・

プルトニウム混合酸化物燃料の燃料中心温度の最高値は約2,310℃で

あり、判断基準2,520℃を下回っている。 
また、１次冷却材の炉心平均温度は、定格出力時より低い値にしか

ならない。原子炉圧力の上昇は約0.8MPa（約８kg/cm2）である。 
原子炉停止後、高温停止状態に移行し、２次側による冷却操作等に

より、原子炉は冷態停止状態に移行することができる。 
 

2.3.2.3 結論 
部分出力運転時に１次冷却系の停止しているループの１次冷却材ポンプ

を起動した場合でも、最小ＤＮＢＲは許容限界値を下回ることはなく、燃料

中心最高温度も溶融点未満であるので、燃料の健全性が損なわれることはな

い。また、原子炉圧力の上昇はわずかであり、原子炉冷却材圧力バウンダリ

の健全性が問題となることはない。 
 
 

a. ＤＮＢＲの評価では、初期原子炉出力は 1 ループ停止時の最大運転

出力である 60%とする。また、１次冷却材平均温度の初期値は 60%
出力運転時の値とし、原子炉圧力の初期値は定格値とする。 

b. 停止している１次冷却材ポンプの起動に伴い、停止ループ中の流量は

20 秒で定格流量に達するものとする。 
c. 減速材密度係数は、最大値である 0.43(Δk/k)/(g/cm3)とする。 

この過渡変化においては、１次冷却材の温度低下による反応度添加

を最大にするので、この値が最も厳しい。 
d. ドップラ出力係数は、第 1.2.2 図の下限の値とする。 

燃料温度の上昇による反応度増加抑制に対する寄与が小さくなる

ので、この値が最も厳しい。 
e. 制御棒制御系は手動制御されているものとする。 
f. 停止ループの１次冷却材ポンプ起動により反応度が添加され、原子炉

出力が上昇すれば、「出力領域中性子束高（高設定）」信号により原

子炉は自動停止する。 
g. 燃料中心温度の評価では、初期値はＤＮＢＲの評価で用いた値に定常

誤差を考慮して、それぞれ最大出力、最高温度及び最低圧力とする。 
(3) 解析結果 

解析結果を、第2.3.2.1図に示す。原子炉出力は、過渡現象発生の約

17.2秒後に「出力領域中性子束高（高設定）」信号のトリップ限界値

まで上昇し、約17.7秒で制御棒クラスタが落下を開始することにより

急速に減少する。熱流束の最大値は定格値の約107%であり、最小Ｄ

ＮＢＲは約1.35である。二酸化ウラン燃料の燃料中心温度の最高値は

約2,310℃であり、判断基準2,590℃を下回っている。一方、ウラン・

プルトニウム混合酸化物燃料の燃料中心温度の最高値は約2,310℃で

あり、判断基準2,520℃を下回っている。 
また、１次冷却材の炉心平均温度は、定格出力時より低い値にしか

ならない。原子炉圧力の上昇は約0.8MPa（約８kg/cm2）である。 
原子炉停止後、高温停止状態に移行し、２次側による冷却操作等に

より、原子炉は冷態停止状態に移行することができる。 
 

2.3.2.3 結論 
部分出力運転時に１次冷却系の停止しているループの１次冷却材ポンプ

を起動した場合でも、最小ＤＮＢＲは許容限界値を下回ることはなく、燃料

中心最高温度も溶融点未満であるので、燃料の健全性が損なわれることはな

い。また、原子炉圧力の上昇はわずかであり、原子炉冷却材圧力バウンダリ

の健全性が問題となることはない。 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜2. 運転時の異常な過渡変化の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
2.3.3 外部電源喪失 
2.3.3.1 過渡変化の原因、防止対策及び拡大防止対策 

(1) 過渡変化の原因及び説明 
この過渡変化は、原子炉の出力運転中に送電系統又は所内主発電設備

の故障等により外部電源が喪失する事象を想定する。 
具体的には外部電源の喪失により所内補機用交流電源が喪失し、１次

冷却材ポンプ、復水ポンプ等が自動停止し、１次冷却材流量や主給水流

量の喪失が起こる事象として考える。 
この場合、原子炉保護設備により原子炉は自動停止する。また、補給

水系、主蒸気逃がし弁及び主蒸気安全弁の作動により、原子炉自動停止

後の原子炉の崩壊熱及び他の残留熱を除去でき、過渡変化は安全に終止

できる。 
(2) 防止対策 
a. ３,４号炉は 500kV 送電線 2 回線で送電する。送電系統の実績からみ

て､この 2 回線が同時に故障を起こす可能性は極めて小さい。 
b. 500kV 送電線 2 回線が停電した場合には原子炉を安全に停止するた

めに必要な非常用所内電力は他の 500kV 送電線 2 回線又は 77kV 送

電線から受電し、外部電源がすべて同時に失われる可能性を小さく

する。 
c. 所内母線は各々独立した複数の母線で構成し、所内補機は各母線に分

割して接続する。したがって、単一の母線の故障があっても全所内補

機の電源が失われることはない。 
d. 多重化された直流負荷に給電する 125V直流電源は各々独立した 2系

統から成り、それらは個々に蓄電池と充電装置を有し、2 系統の直流

電源が失われることのないようにする。 
e. 計測制御用機器などは 115V 交流母線から供給する。この母線は独立

する２つの 125V 直流電源及び 440V 非常用交流電源から無停電電

源装置を通じて供給され、この 115V 交流母線の電圧が失われるこ

とがないようにする。 
(3) 拡大防止対策 
a. 外部電源喪失時に必要な補機を作動させるために必要な容量を有す

るディーゼル発電機 2 台を設ける。 
このディーゼル発電機は、それが接続される非常用高圧母線の電圧

低下で自動起動させる。 
b. 何らかの理由で制御棒駆動装置への電源が失われれば、制御棒クラス

タは炉心内に重力により落下し、原子炉は自動停止する。 
 

2.3.3.2 過渡変化の解析 
(1) 解析方法 

2.3.3 外部電源喪失 
2.3.3.1 過渡変化の原因、防止対策及び拡大防止対策 

(1) 過渡変化の原因及び説明 
この過渡変化は、原子炉の出力運転中に送電系統又は所内主発電設備

の故障等により外部電源が喪失する事象を想定する。 
具体的には外部電源の喪失により所内補機用交流電源が喪失し、１次

冷却材ポンプ、復水ポンプ等が自動停止し、１次冷却材流量や主給水流

量の喪失が起こる事象として考える。 
この場合、原子炉保護設備により原子炉は自動停止する。また、補給

水系、主蒸気逃がし弁及び主蒸気安全弁の作動により、原子炉自動停止

後の原子炉の崩壊熱及び他の残留熱を除去でき、過渡変化は安全に終止

できる。 
(2) 防止対策 
a. ３,４号炉は 500kV 送電線 2 回線で送電する。送電系統の実績からみ

て､この 2 回線が同時に故障を起こす可能性は極めて小さい。 
b. 500kV 送電線 2 回線が停電した場合には原子炉を安全に停止するた

めに必要な非常用所内電力は他の 500kV 送電線 2 回線又は 77kV 送

電線から受電し、外部電源がすべて同時に失われる可能性を小さく

する。 
c. 所内母線は各々独立した複数の母線で構成し、所内補機は各母線に分

割して接続する。したがって、単一の母線の故障があっても全所内補

機の電源が失われることはない。 
d. 多重化された直流負荷に給電する 125V直流電源は各々独立した 2系

統から成り、それらは個々に蓄電池と充電装置を有し、2 系統の直流

電源が失われることのないようにする。 
e. 計測制御用機器などは 115V 交流母線から供給する。この母線は独立

する２つの 125V 直流電源及び 440V 非常用交流電源から無停電電

源装置を通じて供給され、この 115V 交流母線の電圧が失われるこ

とがないようにする。 
(3) 拡大防止対策 
a. 外部電源喪失時に必要な補機を作動させるために必要な容量を有す

るディーゼル発電機 2 台を設ける。 
このディーゼル発電機は、それが接続される非常用高圧母線の電圧

低下で自動起動させる。 
b. 何らかの理由で制御棒駆動装置への電源が失われれば、制御棒クラス

タは炉心内に重力により落下し、原子炉は自動停止する。 
 

2.3.3.2 過渡変化の解析 
(1) 解析方法 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜2. 運転時の異常な過渡変化の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
この過渡変化においては、定格出力運転中、所内常用電源の全部が喪

失した場合が最も厳しい。この場合、過渡変化の初期は１次冷却材ポン

プが3台とも自動停止するので「3.2.2 原子炉冷却材流量の喪失」と同様

である。１次冷却材流量が低下した後は、「2.3.4 主給水流量喪失」で解

析した過渡状態と同様であり、自然循環により原子炉の崩壊熱及び他の

残留熱の除去は十分になされる。したがって、本事象は「3.2.2 原子炉

冷却材流量の喪失」及び「2.3.4 主給水流量喪失」の解析で包含される。 
(2) 解析条件 

「2.3.4 主給水流量喪失」及び「3.2.2 原子炉冷却材流量の喪失」解析

と同様である。 
(3) 解析結果 

最小ＤＮＢＲは約1.66である。原子炉出力は上昇しないので、燃料中

心温度は十分溶融点未満である。また、原子炉圧力の最高値は約

17.3MPa［gage］（約177kg/cm2G）にとどまる。 
原子炉停止後、高温停止状態に移行し、２次側による冷却操作等によ

り、原子炉は冷態停止状態に移行することができる。 
 

2.3.3.3 結論 
所内電源の確保には、万全を期しており、この一部あるいは全部が喪失す

ることはほとんど考えられない。たとえ何らかの理由で、１次冷却材ポンプ

や蒸気発生器２次側給水設備の電源が喪失したとしても、「3.2.2 原子炉冷

却材流量の喪失」の結果及び「2.3.4 主給水流量喪失」の結果が示すように、

最小ＤＮＢＲは許容限界値を下回ることはなく、燃料中心温度も溶融点未満

であるので、燃料の健全性が損なわれることはない。また、原子炉圧力は過

度に上昇することはなく、原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性が問題とな

ることはない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

この過渡変化においては、定格出力運転中、所内常用電源の全部が喪

失した場合が最も厳しい。この場合、過渡変化の初期は１次冷却材ポン

プが3台とも自動停止するので「3.2.2 原子炉冷却材流量の喪失」と同様

である。１次冷却材流量が低下した後は、「2.3.4 主給水流量喪失」で解

析した過渡状態と同様であり、自然循環により原子炉の崩壊熱及び他の

残留熱の除去は十分になされる。したがって、本事象は「3.2.2 原子炉

冷却材流量の喪失」及び「2.3.4 主給水流量喪失」の解析で包含される。 
(2) 解析条件 

「2.3.4 主給水流量喪失」及び「3.2.2 原子炉冷却材流量の喪失」解析

と同様である。 
(3) 解析結果 

最小ＤＮＢＲは約1.66である。原子炉出力は上昇しないので、燃料中

心温度は十分溶融点未満である。また、原子炉圧力の最高値は約

17.3MPa［gage］（約177kg/cm2G）にとどまる。 
原子炉停止後、高温停止状態に移行し、２次側による冷却操作等によ

り、原子炉は冷態停止状態に移行することができる。 
 

2.3.3.3 結論 
所内電源の確保には、万全を期しており、この一部あるいは全部が喪失す

ることはほとんど考えられない。たとえ何らかの理由で、１次冷却材ポンプ

や蒸気発生器２次側給水設備の電源が喪失したとしても、「3.2.2 原子炉冷

却材流量の喪失」の結果及び「2.3.4 主給水流量喪失」の結果が示すように、

最小ＤＮＢＲは許容限界値を下回ることはなく、燃料中心温度も溶融点未満

であるので、燃料の健全性が損なわれることはない。また、原子炉圧力は過

度に上昇することはなく、原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性が問題とな

ることはない。 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜2. 運転時の異常な過渡変化の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
2.3.4 主給水流量喪失 
2.3.4.1 過渡変化の原因、防止対策及び拡大防止対策 

(1) 過渡変化の原因及び説明 
この過渡変化は、原子炉の出力運転中に、主給水ポンプ、復水ポンプ

又は給水制御系の故障等により、すべての蒸気発生器への給水が停止

し、原子炉からの除熱能力が低下する事象を想定する。 
この場合、原子炉保護設備により原子炉は自動停止する。また、補助

給水ポンプが自動起動して蒸気発生器２次側に給水し、原子炉自動停止

後の原子炉の崩壊熱及び他の残留熱を除去でき、過渡変化は安全に終止

できる。 
(2) 防止対策 

主給水制御系は、すべての蒸気発生器への主給水が同時に喪失する可

能性を減らすため、蒸気発生器ごとに個別に設置する。 
(3) 拡大防止対策 
a. 蒸気発生器 1 基への主給水が停止すると、その水位が低下し「蒸気発

生器水位偏差大」の警報を発し、運転員の注意を喚起する。 
b. 蒸気発生器への給水が喪失することに備えて、電動補助給水ポンプ 2

台を設け、以下の信号により自動起動する。 
(a) 蒸気発生器水位異常低 
(b) すべての主給水ポンプのトリップ 
(c) 非常用炉心冷却設備作動 
電動補助給水ポンプは、外部電源が喪失した場合には、ディーゼル

発電機により電源が供給され自動起動する。 
c. さらに、タービン動補助給水ポンプ 1 台を設け、以下の信号により自

動起動する。 
(a) 3 基のうち 2 基の蒸気発生器水位異常低 
(b) 常用高圧母線のうち、いずれか２つの電圧低 
タービン動補助給水ポンプは、蒸気発生器２次側の蒸気により駆動

する。 
d. 原子炉保護設備からの信号により原子炉は自動停止する。 

この事象においては以下の信号の発生が考えられる。 
(a) 蒸気発生器給水流量低 
(b) 蒸気発生器水位異常低 
(c) 原子炉圧力高 

e. 原子炉の余熱除去は、２次側の補助給水と主蒸気逃がし弁あるいは主

蒸気安全弁によって行われ、１次冷却系が過大に熱膨張及び加圧さ

れる以前に十分除熱が可能である。 
 

2.3.4.2 過渡変化の解析 

2.3.4 主給水流量喪失 
2.3.4.1 過渡変化の原因、防止対策及び拡大防止対策 

(1) 過渡変化の原因及び説明 
この過渡変化は、原子炉の出力運転中に、主給水ポンプ、復水ポンプ

又は給水制御系の故障等により、すべての蒸気発生器への給水が停止

し、原子炉からの除熱能力が低下する事象を想定する。 
この場合、原子炉保護設備により原子炉は自動停止する。また、補助

給水ポンプが自動起動して蒸気発生器２次側に給水し、原子炉自動停止

後の原子炉の崩壊熱及び他の残留熱を除去でき、過渡変化は安全に終止

できる。 
(2) 防止対策 

主給水制御系は、すべての蒸気発生器への主給水が同時に喪失する可

能性を減らすため、蒸気発生器ごとに個別に設置する。 
(3) 拡大防止対策 
a. 蒸気発生器 1 基への主給水が停止すると、その水位が低下し「蒸気発

生器水位偏差大」の警報を発し、運転員の注意を喚起する。 
b. 蒸気発生器への給水が喪失することに備えて、電動補助給水ポンプ 2

台を設け、以下の信号により自動起動する。 
(a) 蒸気発生器水位異常低 
(b) すべての主給水ポンプのトリップ 
(c) 非常用炉心冷却設備作動 
電動補助給水ポンプは、外部電源が喪失した場合には、ディーゼル

発電機により電源が供給され自動起動する。 
c. さらに、タービン動補助給水ポンプ 1 台を設け、以下の信号により自

動起動する。 
(a) 3 基のうち 2 基の蒸気発生器水位異常低 
(b) 常用高圧母線のうち、いずれか２つの電圧低 
タービン動補助給水ポンプは、蒸気発生器２次側の蒸気により駆動

する。 
d. 原子炉保護設備からの信号により原子炉は自動停止する。 

この事象においては以下の信号の発生が考えられる。 
(a) 蒸気発生器給水流量低 
(b) 蒸気発生器水位異常低 
(c) 原子炉圧力高 

e. 原子炉の余熱除去は、２次側の補助給水と主蒸気逃がし弁あるいは主

蒸気安全弁によって行われ、１次冷却系が過大に熱膨張及び加圧さ

れる以前に十分除熱が可能である。 
 

2.3.4.2 過渡変化の解析 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜2. 運転時の異常な過渡変化の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
(1) 解析方法 

長期的プラント過渡特性解析コードBLKOUTにより蒸気発生器水

位、加圧器保有水量、１次冷却材温度等の過渡応答を求める。 
(2) 解析条件 
a. 初期値として原子炉出力は定常運転時の最大出力、加圧器保有水量は

最大値（62%）、蒸気発生器水位は 3 基とも狭域水位検出器下端にあ

るものとする。 
b. 崩壊熱は、ａ項の初期原子炉出力で無限時間運転した場合の値を使用

する。 
c. 原子炉の停止と同時に外部電源喪失を仮定し、１次冷却材は、１次冷

却材ポンプの停止後コーストダウンし、その後自然循環するものと

する。 
d. 電動補助給水ポンプ 1 台が原子炉トリップ 60 秒後に自動起動し、3

基の蒸気発生器に合わせて 80m3/h の流量で給水するものとする。タ

ービン動補助給水ポンプによる補助給水は解析では無視する。 
e. タービンバイパス弁及び主蒸気逃がし弁は作動せず、主蒸気安全弁の

み作動するものとする。 
f. 加圧器の圧力抑制効果については、以下の２つの場合を考慮する。 

(a) 原子炉圧力の評価では原子炉圧力の低減効果を持つ加圧器スプ

レイ弁、加圧器逃がし弁は作動しないものとする。 
(b) 加圧器水位の評価では加圧器水位の上昇効果を持つ加圧器スプ

レイ弁、加圧器逃がし弁は作動するものとする。 
(3) 解析結果 

解析結果を第2.3.4.1図に示す。原子炉は「蒸気発生器水位異常低」信

号により、約2秒で制御棒クラスタが落下を開始することにより自動停

止する。 
原子炉圧力は原子炉トリップ直後に最大となるが、加圧器安全弁の作

動により最大約17.3MPa［gage］（約177kg/cm2G）にとどまる。 
蒸気発生器水位は、主給水喪失と、原子炉トリップにより蒸気発生器

内の気泡がつぶれることによって急減するが、補助給水ポンプの作動に

よって補われ、漸次水位は回復する。また、１次冷却材ポンプは停止す

るが、１次冷却材の自然循環によって十分熱除去が可能である。１次冷

却材温度は上昇するが、やがて補助給水及び自然循環による熱除去が有

効となり１次冷却材温度及び原子炉圧力は減少に向かう。 
加圧器保有水量の評価では、原子炉は「蒸気発生器水位異常低」信号

により、約2秒で制御棒クラスタが落下を開始することにより自動停止

する。この時の加圧器保有水量の過渡変化を第2.3.4.2図に示すが、加圧

器は満水になることはない（最大で約77%）。 
 

(1) 解析方法 
プラント過渡特性解析コードMARVELにより蒸気発生器水位、加圧

器保有水量、１次冷却材温度等の過渡応答を求める。 
(2) 解析条件 
a. 初期値として原子炉出力は定常運転時の最大出力、加圧器保有水量は

最大値（62%）、蒸気発生器水位は定格出力運転時設定水位とする。 
 
b. 崩壊熱は、ａ項の初期原子炉出力で無限時間運転した場合の値を使用

する。 
c. 原子炉の停止と同時に外部電源喪失を仮定し、１次冷却材は、１次冷

却材ポンプの停止後コーストダウンし、その後自然循環するものと

する。 
d. 電動補助給水ポンプ 1 台が原子炉トリップ 60 秒後に自動起動し、3

基の蒸気発生器に合わせて 80m3/h の流量で給水するものとする。タ

ービン動補助給水ポンプによる補助給水は解析では無視する。 
e. タービンバイパス弁及び主蒸気逃がし弁は作動せず、主蒸気安全弁の

み作動するものとする。 
f. 加圧器の圧力抑制効果については、以下の２つの場合を考慮する。 

(a) 原子炉圧力の評価では原子炉圧力の低減効果を持つ加圧器スプ

レイ弁、加圧器逃がし弁は作動しないものとする。 
(b) 加圧器水位の評価では加圧器水位の上昇効果を持つ加圧器スプ

レイ弁、加圧器逃がし弁は作動するものとする。 
(3) 解析結果 

解析結果を第2.3.4.1図に示す。原子炉は過渡変化発生の約28秒後に

「原子炉圧力高」信号のトリップ限界値に達し、約30秒で制御棒クラス

タが落下を開始することにより自動停止する。 
原子炉圧力は原子炉トリップ直後に最大となるが、加圧器安全弁の作

動により最大約17.4MPa[gage]にとどまる。 
蒸気発生器水位は、主給水喪失と、原子炉トリップにより蒸気発生器

内の気泡がつぶれることによって急減するが、補助給水ポンプの作動に

よって補われ、漸次水位は回復する。また、１次冷却材ポンプは停止す

るが、１次冷却材の自然循環によって十分熱除去が可能である。１次冷

却材温度は上昇するが、やがて補助給水及び自然循環による熱除去が有

効となり１次冷却材温度及び原子炉圧力は減少に向かう。 
加圧器水位を評価した場合の加圧器保有水量の過渡変化を第2.3.4.2

図に示す。原子炉は過渡変化発生の約53秒後に「蒸気発生器水位異常低」

信号のトリップ限界値に達し、約55秒で制御棒クラスタが落下を開始す

ることにより自動停止する。加圧器保有水量の最大値は約34m3（加圧器

容積の約82％）であり、加圧器は満水になることはない。 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜2. 運転時の異常な過渡変化の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
原子炉停止後、高温停止状態に移行し、２次側による冷却操作等によ

り、原子炉は冷態停止状態に移行することができる。 
 

2.3.4.3 結論 
このように主給水流量喪失に対して十分な防止対策がとられており、たと

えこの過渡変化が発生したとしても補助給水能力により、原子炉圧力は過度

に上昇することはなく、原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性が問題となる

ことはない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

原子炉停止後、高温停止状態に移行し、２次側による冷却操作等によ

り、原子炉は冷態停止状態に移行することができる。 
 

2.3.4.3 結論 
このように主給水流量喪失に対して十分な防止対策がとられており、たと

えこの過渡変化が発生したとしても補助給水能力により、原子炉圧力は過度

に上昇することはなく、原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性が問題となる

ことはない。 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜2. 運転時の異常な過渡変化の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
2.3.5 蒸気負荷の異常な増加 
2.3.5.1 過渡変化の原因、防止対策及び拡大防止対策 

(1) 過渡変化の原因及び説明 
この過渡変化は、原子炉の出力運転中に、タービンバイパス弁、蒸気

加減弁又は主蒸気逃がし弁の誤開放により主蒸気流量が異常に増加し、

１次冷却材の温度が低下して反応度が添加され、原子炉出力が上昇する

事象を想定する。 
(2) 防止対策 

負荷要求の急増に対しては、原子炉制御設備は10%のステップ状及び

5%／minのランプ状負荷変化に追随できる。また、タービンバイパス弁

及び主蒸気逃がし弁は、誤動作による過渡変化を抑制するために、弁1個
当たりの最大容量を適切な値にしており、また、制御系の単一の故障に

よって、これらの弁が２つ以上同時に全開となるようなことはないよう

構成している。 
(3) 拡大防止対策 
a. 通常運転中は中央制御室で、「蒸気発生器水位」、「主蒸気流量」等

の指示計器の監視を行い、また、警報として「蒸気発生器水位偏差大」

を設けており早期に異常現象の発生が検知できる。 
b. 原子炉保護設備からの信号により原子炉は自動停止する。 

この事象においては以下の信号の発生が考えられる。 
(a) 中性子束高 
(b) 過大出力 ΔT 高 
(c) 過大温度 ΔT 高 

 
2.3.5.2 過渡変化の解析 

(1) 解析方法 
プラント過渡特性解析コードMARVELにより、原子炉出力、原子炉圧

力、１次冷却材温度等の過渡応答を求める。 
(2) 解析条件 
a. 初期原子炉出力は定格出力とする。 
b. サイクル初期であるか末期であるかで、減速材密度係数が異なり､ま

た､負荷の増大に伴い制御棒クラスタが自動的に引き抜かれるか否

かにより解析結果が異なるので以下の 4 ケースに分けて解析する。 
ケースＡ：手動運転・サイクル初期 
ケースＢ：手動運転・サイクル末期 
ケースＣ：自動運転・サイクル初期 
ケースＤ：自動運転・サイクル末期 

c. 減速材密度係数はサイクル初期では 0(Δk/k)/(g/cm3)とし、サイクル末

期では最大値である 0.43(Δk/k)/(g/cm3)とする。 

2.3.5 蒸気負荷の異常な増加 
2.3.5.1 過渡変化の原因、防止対策及び拡大防止対策 

(1) 過渡変化の原因及び説明 
この過渡変化は、原子炉の出力運転中に、タービンバイパス弁、蒸気

加減弁又は主蒸気逃がし弁の誤開放により主蒸気流量が異常に増加し、

１次冷却材の温度が低下して反応度が添加され、原子炉出力が上昇する

事象を想定する。 
(2) 防止対策 

負荷要求の急増に対しては、原子炉制御設備は10%のステップ状及び

5%／minのランプ状負荷変化に追随できる。また、タービンバイパス弁

及び主蒸気逃がし弁は、誤動作による過渡変化を抑制するために、弁1個
当たりの最大容量を適切な値にしており、また、制御系の単一の故障に

よって、これらの弁が２つ以上同時に全開となるようなことはないよう

構成している。 
(3) 拡大防止対策 
a. 通常運転中は中央制御室で、「蒸気発生器水位」、「主蒸気流量」等

の指示計器の監視を行い、また、警報として「蒸気発生器水位偏差大」

を設けており早期に異常現象の発生が検知できる。 
b. 原子炉保護設備からの信号により原子炉は自動停止する。 

この事象においては以下の信号の発生が考えられる。 
(a) 中性子束高 
(b) 過大出力 ΔT 高 
(c) 過大温度 ΔT 高 

 
2.3.5.2 過渡変化の解析 

(1) 解析方法 
プラント過渡特性解析コードMARVELにより、原子炉出力、原子炉圧

力、１次冷却材温度等の過渡応答を求める。 
(2) 解析条件 
a. 初期原子炉出力は定格出力とする。 
b. サイクル初期であるか末期であるかで、減速材密度係数が異なり､ま

た､負荷の増大に伴い制御棒クラスタが自動的に引き抜かれるか否

かにより解析結果が異なるので以下の 4 ケースに分けて解析する。 
ケースＡ：手動運転・サイクル初期 
ケースＢ：手動運転・サイクル末期 
ケースＣ：自動運転・サイクル初期 
ケースＤ：自動運転・サイクル末期 

c. 減速材密度係数はサイクル初期では 0(Δk/k)/(g/cm3)とし、サイクル末

期では最大値である 0.43(Δk/k)/(g/cm3)とする。 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜2. 運転時の異常な過渡変化の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
d. ドップラ出力係数は、第 1.2.2 図の下限の値とする。 

燃料温度上昇による反応度増加抑制に対する寄与が小さくなるの

で、この値が最も厳しい。 
e. 原子炉を定格出力で運転中に、タービンバイパス弁、蒸気加減弁又は

主蒸気逃がし弁のうち 1 個が全開となり、蒸気流量が 10%急増する

ものとする。 
(3) 解析結果 

ケースＡにおいては、原子炉出力は若干上昇するが、１次冷却材平均

温度が大幅に減少するため、ＤＮＢＲは初期値からわずかに減少するの

みであり、最小ＤＮＢＲは許容限界値を下回ることはない。 
ケースＢにおいては、減速材の反応度帰還がより大きいので原子炉出

力の上昇も大きいが、最小ＤＮＢＲは許容限界値を下回ることはない。 
ケースＣ及びケースＤの場合、原子炉出力は制御棒クラスタの引き抜

きにより上昇し、１次冷却材平均温度はプログラム値に保たれるため、

ＤＮＢＲに関してより厳しい結果となる。ケースＣの解析結果を第

2.3.5.1図に示し、ケースＤの解析結果を第2.3.5.2図に示す。ケースＣの

最小ＤＮＢＲは約1.69であり、ケースＤの最小ＤＮＢＲは約1.70である。

また、原子炉圧力の上昇は約0.2MPa（約２kg/cm2）以下である。 
いずれの場合にも原子炉出力は約110%を超えることはなく、過度な

原子炉出力の上昇がないので、燃料中心温度は十分溶融点未満である。 
原子炉停止後、高温停止状態に移行し、２次側による冷却操作等によ

り、原子炉は冷態停止状態に移行することができる。 
 

2.3.5.3 結論 
このような厳しい解析条件のもとでの過渡状態に対しても、最小ＤＮＢＲ

は許容限界値を下回ることはなく、燃料中心温度も溶融点未満であるので、

燃料の健全性が損なわれることはない。また、原子炉圧力の上昇はわずかで

あり、原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性が問題となることはない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. ドップラ出力係数は、第 1.2.2 図の下限の値とする。 
燃料温度上昇による反応度増加抑制に対する寄与が小さくなるの

で、この値が最も厳しい。 
e. 原子炉を定格出力で運転中に、タービンバイパス弁、蒸気加減弁又は

主蒸気逃がし弁のうち 1 個が全開となり、蒸気流量が 10%急増する

ものとする。 
(3) 解析結果 

ケースＡにおいては、原子炉出力は若干上昇するが、１次冷却材平均

温度が大幅に減少するため、ＤＮＢＲは初期値からわずかに減少するの

みであり、最小ＤＮＢＲは許容限界値を下回ることはない。 
ケースＢにおいては、減速材の反応度帰還がより大きいので原子炉出

力の上昇も大きいが、最小ＤＮＢＲは許容限界値を下回ることはない。 
ケースＣ及びケースＤの場合、原子炉出力は制御棒クラスタの引き抜

きにより上昇し、１次冷却材平均温度はプログラム値に保たれるため、

ＤＮＢＲに関してより厳しい結果となる。ケースＣの解析結果を第

2.3.5.1図に示し、ケースＤの解析結果を第2.3.5.2図に示す。ケースＣの

最小ＤＮＢＲは約1.69であり、ケースＤの最小ＤＮＢＲは約1.70である。

また、原子炉圧力の上昇は約0.2MPa（約２kg/cm2）以下である。 
いずれの場合にも原子炉出力は約110%を超えることはなく、過度な

原子炉出力の上昇がないので、燃料中心温度は十分溶融点未満である。 
原子炉停止後、高温停止状態に移行し、２次側による冷却操作等によ

り、原子炉は冷態停止状態に移行することができる。 
 

2.3.5.3 結論 
このような厳しい解析条件のもとでの過渡状態に対しても、最小ＤＮＢＲ

は許容限界値を下回ることはなく、燃料中心温度も溶融点未満であるので、
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜2. 運転時の異常な過渡変化の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
2.3.6 ２次冷却系の異常な減圧 
2.3.6.1 過渡変化の原因、防止対策及び拡大防止対策 

(1) 過渡変化の原因及び説明 
この過渡変化は、原子炉の高温停止中にタービンバイパス弁、主蒸気

逃がし弁等の２次冷却系の弁が誤開放し、１次冷却材の温度が低下し

て、反応度が添加される事象を想定する。 
この場合､非常用炉心冷却設備の作動により､過渡変化は安全に終止

できる。 
(2) 防止対策 

タービンバイパス弁及び主蒸気逃がし弁は、誤動作による過渡変化を

抑制するために、弁1個当たりの最大容量を適切な値にしており、また、

制御系の単一の故障によって、これらの弁が２つ以上同時に全開となる

ようなことはないよう構成している。 
(3) 拡大防止対策 
a. 通常運転中は中央制御室で、「蒸気発生器水位」、「主蒸気流量」等

の指示計器の監視を行い、また、警報として「蒸気発生器水位偏差大」

を設けており早期に異常現象の発生が検知できる。 
b. 原子炉保護設備からの信号により原子炉は自動停止する。 

この事象においては以下の信号の発生が考えられる。 
(a) 中性子束高 
(b) 過大温度 ΔT 高 
(c) 過大出力 ΔT 高 
(d) 非常用炉心冷却設備作動 
(e) 原子炉圧力低 

c. 給水流量による１次冷却系の過度の冷却を防止するため、「原子炉ト

リップ」信号と「１次冷却材平均温度低」信号の一致により、主給水

制御弁を全閉する。さらに､｢非常用炉心冷却設備作動」信号により、

主給水ポンプを自動停止し、主給水系のすべての制御弁及び主給水

隔離弁を全閉する。 
d. 炉心にほう酸水を注入するため、以下の信号により非常用炉心冷却設

備を作動する。 
(a) 原子炉圧力低と加圧器水位低の一致 
(b) 原子炉圧力異常低 
(c) 主蒸気ライン差圧高 

e. 主蒸気逃がし弁の誤開の場合は元弁、タービンバイパス弁の誤開の場

合は主蒸気隔離弁を閉止することにより事象を終結できる。 
 

2.3.6.2 過渡変化の解析 
(1) 解析方法 

2.3.6 ２次冷却系の異常な減圧 
2.3.6.1 過渡変化の原因、防止対策及び拡大防止対策 

(1) 過渡変化の原因及び説明 
この過渡変化は、原子炉の高温停止中にタービンバイパス弁、主蒸気

逃がし弁等の２次冷却系の弁が誤開放し、１次冷却材の温度が低下し

て、反応度が添加される事象を想定する。 
この場合､非常用炉心冷却設備の作動により､過渡変化は安全に終止

できる。 
(2) 防止対策 

タービンバイパス弁及び主蒸気逃がし弁は、誤動作による過渡変化を

抑制するために、弁1個当たりの最大容量を適切な値にしており、また、

制御系の単一の故障によって、これらの弁が２つ以上同時に全開となる

ようなことはないよう構成している。 
(3) 拡大防止対策 
a. 通常運転中は中央制御室で、「蒸気発生器水位」、「主蒸気流量」等

の指示計器の監視を行い、また、警報として「蒸気発生器水位偏差大」

を設けており早期に異常現象の発生が検知できる。 
b. 原子炉保護設備からの信号により原子炉は自動停止する。 

この事象においては以下の信号の発生が考えられる。 
(a) 中性子束高 
(b) 過大温度 ΔT 高 
(c) 過大出力 ΔT 高 
(d) 非常用炉心冷却設備作動 
(e) 原子炉圧力低 

c. 給水流量による１次冷却系の過度の冷却を防止するため、「原子炉ト

リップ」信号と「１次冷却材平均温度低」信号の一致により、主給水

制御弁を全閉する。さらに､｢非常用炉心冷却設備作動」信号により、

主給水ポンプを自動停止し、主給水系のすべての制御弁及び主給水

隔離弁を全閉する。 
d. 炉心にほう酸水を注入するため、以下の信号により非常用炉心冷却設

備を作動する。 
(a) 原子炉圧力低と加圧器水位低の一致 
(b) 原子炉圧力異常低 
(c) 主蒸気ライン差圧高 

e. 主蒸気逃がし弁の誤開の場合は元弁、タービンバイパス弁の誤開の場

合は主蒸気隔離弁を閉止することにより事象を終結できる。 
 

2.3.6.2 過渡変化の解析 
(1) 解析方法 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜2. 運転時の異常な過渡変化の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
プラント過渡特性解析コードMARVELにより、１次冷却材の温度、圧

力、蒸気流量、炉心反応度等の過渡応答を求める。 
(2) 解析条件 
a. 原子炉の初期状態としては、原子炉は高温停止状態にあり、制御棒ク

ラスタは全挿入されているものとする。 
反応度停止余裕は、原子炉トリップ時に最大の反応度価値を持つ制

御棒クラスタ 1 本が全引き抜き位置で固着したときの値として

0.018Δk/k とする。１次冷却材中のほう素濃度は設計上許容される最

小濃度として 0ppm を仮定する。 
b. 解析はサイクル末期について行う。 

サイクル末期は減速材密度係数が最大になるので、１次冷却系の冷

却による炉心への影響が最も大きい。 
減速材密度変化による反応度効果は、第2.3.6.1図に示すように密度

の関数として与える。 
c. １次冷却材平均温度及び原子炉圧力の初期値は、高温停止状態に対す

る 値 と し て 、 そ れ ぞ れ 286.1 ℃ 及 び 15.41MPa ［ gage ］

（157.2kg/cm2G）とする。 
d. タービンバイパス弁、主蒸気逃がし弁等２次冷却系の弁のうち、最大

容量を持った弁が 1 個全開するものとする。 
蒸気の放出量は、7.48MPa［gage］（76.3kg/cm2G）にて403t/hと

する。 
e. 1 台の充てん／高圧注入ポンプのみが作動し、ほう酸注入タンクから

ほう素濃度 21,000ppmのほう酸水を１次冷却材低温側配管に注入す

るものとする。 
また、ほう酸水が炉心に到達するまでの時間には、「非常用炉心冷

却設備作動」信号が発生してから、充てん／高圧注入ポンプが全速に

達するまでの時間、ほう酸注入配管内の低濃度のほう酸水が一掃され

る時間及び１次冷却材管内での輸送遅れを考慮する。 
f. 蒸気発生器では完全に気水分離するものとする。 

水のキャリーオーバは、１次冷却系の冷却を減少させるので、この

仮定は厳しいものである。 
g. 外部電源はあるものとする。 

外部電源によって１次冷却材ポンプの運転が継続され、１次冷却材

流量が維持され炉心がより冷却されるので、厳しい仮定である。 
(3) 解析結果 

高温停止状態において1個の２次冷却系の弁から蒸気が放出された場

合の解析結果を第2.3.6.2図に示す。 
蒸気発生器からの蒸気放出により、蒸気発生器２次側及び１次冷却系

は減圧冷却される。「原子炉圧力低と加圧器水位低の一致」信号による

プラント過渡特性解析コードMARVELにより、１次冷却材の温度、圧

力、蒸気流量、炉心反応度等の過渡応答を求める。 
(2) 解析条件 
a. 原子炉の初期状態としては、原子炉は高温停止状態にあり、制御棒ク

ラスタは全挿入されているものとする。 
反応度停止余裕は、原子炉トリップ時に最大の反応度価値を持つ制

御棒クラスタ 1 本が全引き抜き位置で固着したときの値として

0.018Δk/k とする。１次冷却材中のほう素濃度は設計上許容される最

小濃度として 0ppm を仮定する。 
b. 解析はサイクル末期について行う。 

サイクル末期は減速材密度係数が最大になるので、１次冷却系の冷

却による炉心への影響が最も大きい。 
減速材密度変化による反応度効果は、第2.3.6.1図に示すように密度

の関数として与える。 
c. １次冷却材平均温度及び原子炉圧力の初期値は、高温停止状態に対す

る 値 と し て 、 そ れ ぞ れ 286.1 ℃ 及 び 15.41MPa ［ gage ］

（157.2kg/cm2G）とする。 
d. タービンバイパス弁、主蒸気逃がし弁等２次冷却系の弁のうち、最大

容量を持った弁が 1 個全開するものとする。 
蒸気の放出量は、7.48MPa［gage］（76.3kg/cm2G）にて403t/hと

する。 
e. 1 台の充てん／高圧注入ポンプのみが作動し、ほう酸注入タンクから

ほう素濃度 21,000ppmのほう酸水を１次冷却材低温側配管に注入す

るものとする。 
また、ほう酸水が炉心に到達するまでの時間には、「非常用炉心冷

却設備作動」信号が発生してから、充てん／高圧注入ポンプが全速に

達するまでの時間、ほう酸注入配管内の低濃度のほう酸水が一掃され

る時間及び１次冷却材管内での輸送遅れを考慮する。 
f. 蒸気発生器では完全に気水分離するものとする。 

水のキャリーオーバは、１次冷却系の冷却を減少させるので、この

仮定は厳しいものである。 
g. 外部電源はあるものとする。 

外部電源によって１次冷却材ポンプの運転が継続され、１次冷却材

流量が維持され炉心がより冷却されるので、厳しい仮定である。 
(3) 解析結果 

高温停止状態において1個の２次冷却系の弁から蒸気が放出された場

合の解析結果を第2.3.6.2図に示す。 
蒸気発生器からの蒸気放出により、蒸気発生器２次側及び１次冷却系

は減圧冷却される。「原子炉圧力低と加圧器水位低の一致」信号による
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜2. 運転時の異常な過渡変化の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
「非常用炉心冷却設備作動」限界値に約216秒で達することにより、非

常用炉心冷却設備が作動して、ほう酸水が炉心に到達し、原子炉は臨界

となることはなく、過渡変化は安全に終止する。 
また、ほう酸水が注入され続けたとしても加圧器安全弁の容量は、注

入流量を十分上回るため、原子炉圧力が過度に上昇することはない。 
この後、異常原因を除去し、２次側による冷却操作等により、原子炉

は冷態停止状態に移行することができる。 
 

2.3.6.3 結論 
解析結果より明らかなように、この過渡変化によって原子炉は臨界となら

ないので、最小ＤＮＢＲは許容限界値を下回ることはなく、燃料中心温度も

溶融点未満である。したがって、燃料の健全性が損なわれることはない。ま

た、原子炉圧力は過度に上昇することはなく、原子炉冷却材圧力バウンダリ

の健全性が問題となることはない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「非常用炉心冷却設備作動」限界値に約216秒で達することにより、非
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となることはなく、過渡変化は安全に終止する。 
また、ほう酸水が注入され続けたとしても加圧器安全弁の容量は、注

入流量を十分上回るため、原子炉圧力が過度に上昇することはない。 
この後、異常原因を除去し、２次側による冷却操作等により、原子炉

は冷態停止状態に移行することができる。 
 

2.3.6.3 結論 
解析結果より明らかなように、この過渡変化によって原子炉は臨界となら

ないので、最小ＤＮＢＲは許容限界値を下回ることはなく、燃料中心温度も

溶融点未満である。したがって、燃料の健全性が損なわれることはない。ま
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜2. 運転時の異常な過渡変化の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
2.3.7 蒸気発生器への過剰給水 
2.3.7.1 過渡変化の原因、防止対策及び拡大防止対策 

(1) 過渡変化の原因及び説明 
この過渡変化は、原子炉の出力運転中に給水制御系の故障又は誤操作

等により、蒸気発生器への給水が過剰となり、１次冷却材の温度が低下

して反応度が添加され、原子炉出力が上昇する事象を想定する。 
この場合、原子炉保護設備により原子炉は自動停止し、過渡変化は安

全に終止できる。 
(2) 防止対策 

主給水制御弁は、誤動作による過渡変化を抑制するために、弁1個当た

りの最大容量を適切な値にしており、また、制御系の単一の故障によっ

て、これらの弁が２つ以上同時に全開となるようなことはないよう構成

している。 
(3) 拡大防止対策 
a. 通常運転中は､中央制御室で「蒸気発生器水位」、「蒸気発生器給水

流量」等の指示計器の監視を行い、また、警報として「蒸気発生器水

位偏差大」を設けており、早期に異常現象の発生が検知できる。 
b. 蒸気発生器の水位が異常に上昇した場合には、「蒸気発生器水位高」

信号により主給水制御弁を全閉する。また、同時に中央制御室に警報

を発し、運転員の注意を喚起する。 
c. 「蒸気発生器水位異常高」信号により、タービントリップを行い、す

べての主給水ポンプを自動停止し、主給水系のすべての制御弁及び

主給水隔離弁を全閉する。 
d. 原子炉保護設備からの信号により原子炉は自動停止する。 

この事象においては以下の信号の発生が考えられる。 
(a) 中性子束高 
(b) 過大温度 ΔT 高 
(c) 過大出力 ΔT 高 
(d) タービントリップ 

 
2.3.7.2 過渡変化の解析 

(1) 解析方法 
プラント過渡特性解析コードMARVELにより、原子炉出力、１次冷却

材平均温度、原子炉圧力等の過渡応答を求める。 
(2) 解析条件 
a. 初期原子炉出力は定格出力とする。 
b. 減速材密度係数は、出力運転時の最大値であるサイクル末期の

0.43(Δk/k)/(g/cm3)とし、ドップラ出力係数は第 1.2.2 図の下限の値と

する。 

2.3.7 蒸気発生器への過剰給水 
2.3.7.1 過渡変化の原因、防止対策及び拡大防止対策 

(1) 過渡変化の原因及び説明 
この過渡変化は、原子炉の出力運転中に給水制御系の故障又は誤操作

等により、蒸気発生器への給水が過剰となり、１次冷却材の温度が低下

して反応度が添加され、原子炉出力が上昇する事象を想定する。 
この場合、原子炉保護設備により原子炉は自動停止し、過渡変化は安

全に終止できる。 
(2) 防止対策 

主給水制御弁は、誤動作による過渡変化を抑制するために、弁1個当た

りの最大容量を適切な値にしており、また、制御系の単一の故障によっ

て、これらの弁が２つ以上同時に全開となるようなことはないよう構成

している。 
(3) 拡大防止対策 
a. 通常運転中は､中央制御室で「蒸気発生器水位」、「蒸気発生器給水

流量」等の指示計器の監視を行い、また、警報として「蒸気発生器水

位偏差大」を設けており、早期に異常現象の発生が検知できる。 
b. 蒸気発生器の水位が異常に上昇した場合には、「蒸気発生器水位高」

信号により主給水制御弁を全閉する。また、同時に中央制御室に警報

を発し、運転員の注意を喚起する。 
c. 「蒸気発生器水位異常高」信号により、タービントリップを行い、す

べての主給水ポンプを自動停止し、主給水系のすべての制御弁及び

主給水隔離弁を全閉する。 
d. 原子炉保護設備からの信号により原子炉は自動停止する。 

この事象においては以下の信号の発生が考えられる。 
(a) 中性子束高 
(b) 過大温度 ΔT 高 
(c) 過大出力 ΔT 高 
(d) タービントリップ 

 
2.3.7.2 過渡変化の解析 

(1) 解析方法 
プラント過渡特性解析コードMARVELにより、原子炉出力、１次冷却

材平均温度、原子炉圧力等の過渡応答を求める。 
(2) 解析条件 
a. 初期原子炉出力は定格出力とする。 
b. 減速材密度係数は、出力運転時の最大値であるサイクル末期の

0.43(Δk/k)/(g/cm3)とし、ドップラ出力係数は第 1.2.2 図の下限の値と

する。 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜2. 運転時の異常な過渡変化の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
この組合せは、反応度帰還が最大であり、出力増加は最大となる。 

c. 主給水制御弁が 1 個全開し、蒸気発生器 1 基に定格流量の 170%で給

水されるものとする。 
d. 「蒸気発生器水位異常高」信号で、タービンは自動停止し、引き続き

「タービントリップ」信号によって原子炉は自動停止する。 
また、この「蒸気発生器水位異常高」信号によって、主給水隔離弁

等が全閉し、給水は停止される。 
(3) 解析結果 

解析結果を第2.3.7.1図に示す。蒸気発生器２次側への過剰給水によっ

て、１次冷却材平均温度が低下し、減速材密度係数の正の反応度帰還で

原子炉出力が増加するが、過渡現象発生の約56秒後に「蒸気発生器水位

異常高」信号によるタービントリップが生じ、引き続き原子炉は約57秒
で制御棒クラスタが落下を開始することにより自動停止する。最小ＤＮ

ＢＲは約1.84である。また、原子炉出力の上昇は約104%にとどまるの

で、燃料中心温度は十分溶融点未満であり、原子炉圧力の上昇も約

0.2MPa(約2kg/cm2）である。 
主給水及び原子炉の停止後、高温停止状態に移行し、２次側による冷

却操作等により、原子炉は冷態停止状態に移行することができる。 
 

2.3.7.3 結論 
蒸気発生器２次側への過剰給水で、炉心に冷水が導入されることによっ

て、原子炉出力は増大するが、サイクル末期の核的に最も厳しい状態で、過

渡変化が発生しても、最小ＤＮＢＲは許容限界値を下回ることはなく、燃料

中心温度も溶融点未満であるので、燃料の健全性が損なわれることはない。 
また、原子炉圧力の上昇はわずかであり、原子炉冷却材圧力バウンダリの

健全性が問題となることはない。 
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渡変化が発生しても、最小ＤＮＢＲは許容限界値を下回ることはなく、燃料

中心温度も溶融点未満であるので、燃料の健全性が損なわれることはない。 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜2. 運転時の異常な過渡変化の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
2.4 原子炉冷却材圧力又は原子炉冷却材保有量の異常な変化 
2.4.1 負荷の喪失 
2.4.1.1 過渡変化の原因、防止対策及び拡大防止対策 

(1) 過渡変化の原因及び説明 
この過渡変化は、原子炉の出力運転中に外部電源あるいはタービンの

故障等により、タービンへの蒸気流量が急減し原子炉圧力が上昇する事

象を想定する。 
タービン故障等によりタービンが自動停止する場合は、低出力時（パ

ーミッシブ信号（Ｐ－７）の設定値以下）を除き、直接原子炉トリップ

に至る。この場合、蒸気発生器で発生する過剰な蒸気は、タービンバイ

パス弁を通って復水器へ導かれ、１次冷却系の除熱、冷却は維持される

ため、１次冷却材温度及び原子炉圧力はほとんど上昇ぜすに、この過渡

変化は安全に終止できる。 
また、外部送電系統の故障等により、負荷が完全に喪失した場合は、

直接タービン及び原子炉はトリップすることなく、蒸気加減弁及びター

ビンバイパス弁の作動により過渡現象を和らげる。タービンバイパス系

が使用できないという事態が生じれば、主蒸気安全弁が作動して１次冷

却系の除熱を確保するとともに、原子炉は「原子炉圧力高」、「加圧器

水位高」、「過大温度ΔT高」等の信号により自動停止し、この過渡変化

は安全に終止できる。この場合１次冷却系の過度の圧力上昇は、加圧器

逃がし弁、加圧器安全弁等の作動により防止できる。 
(2) 防止対策 

３，４号炉は500kV送電線2回線で送電する。送電系統の実績からみ

て、この2回線が同時に故障を起こす可能性は極めて小さい。 
(3) 拡大防止対策 
a. タービントリップを生じると、低出力時（パーミッシブ信号（Ｐ－７）

の設定値以下）を除き、直ちに原子炉も自動停止する。 
b. タービンが自動停止しても、タービンバイパス系の作動により、１次

冷却系の冷却はなされる。復水器真空度の喪失などによりタービン

バイパス系が作動しない場合は、２次冷却系の圧力が上昇し、主蒸気

逃がし弁又は主蒸気安全弁が作動する。主蒸気安全弁は、２次冷却系

の過度の圧力上昇を十分抑制できる容量であり、１次冷却系の冷却

を確保する。 
c. １次冷却材温度及び原子炉圧力が上昇した場合、加圧器スプレイ及び

加圧器逃がし弁は圧力上昇の抑制効果を持つ。また、加圧器安全弁

は、全負荷喪失時に加圧器スプレイ及び加圧器逃がし弁が作動しな

い場合でも、主蒸気安全弁の作動と相まって、１次冷却系の過度の圧

力上昇を抑制できる逃がし容量を持つように設計する。 
d. 原子炉保護設備からの信号により原子炉は自動停止する。 

2.4 原子炉冷却材圧力又は原子炉冷却材保有量の異常な変化 
2.4.1 負荷の喪失 
2.4.1.1 過渡変化の原因、防止対策及び拡大防止対策 

(1) 過渡変化の原因及び説明 
この過渡変化は、原子炉の出力運転中に外部電源あるいはタービンの

故障等により、タービンへの蒸気流量が急減し原子炉圧力が上昇する事

象を想定する。 
タービン故障等によりタービンが自動停止する場合は、低出力時（パ

ーミッシブ信号（Ｐ－７）の設定値以下）を除き、直接原子炉トリップ

に至る。この場合、蒸気発生器で発生する過剰な蒸気は、タービンバイ

パス弁を通って復水器へ導かれ、１次冷却系の除熱、冷却は維持される

ため、１次冷却材温度及び原子炉圧力はほとんど上昇ぜすに、この過渡

変化は安全に終止できる。 
また、外部送電系統の故障等により、負荷が完全に喪失した場合は、

直接タービン及び原子炉はトリップすることなく、蒸気加減弁及びター

ビンバイパス弁の作動により過渡現象を和らげる。タービンバイパス系

が使用できないという事態が生じれば、主蒸気安全弁が作動して１次冷

却系の除熱を確保するとともに、原子炉は「原子炉圧力高」、「加圧器

水位高」、「過大温度ΔT高」等の信号により自動停止し、この過渡変化

は安全に終止できる。この場合１次冷却系の過度の圧力上昇は、加圧器

逃がし弁、加圧器安全弁等の作動により防止できる。 
(2) 防止対策 

３，４号炉は500kV送電線2回線で送電する。送電系統の実績からみ

て、この2回線が同時に故障を起こす可能性は極めて小さい。 
(3) 拡大防止対策 
a. タービントリップを生じると、低出力時（パーミッシブ信号（Ｐ－７）

の設定値以下）を除き、直ちに原子炉も自動停止する。 
b. タービンが自動停止しても、タービンバイパス系の作動により、１次

冷却系の冷却はなされる。復水器真空度の喪失などによりタービン

バイパス系が作動しない場合は、２次冷却系の圧力が上昇し、主蒸気

逃がし弁又は主蒸気安全弁が作動する。主蒸気安全弁は、２次冷却系

の過度の圧力上昇を十分抑制できる容量であり、１次冷却系の冷却

を確保する。 
c. １次冷却材温度及び原子炉圧力が上昇した場合、加圧器スプレイ及び

加圧器逃がし弁は圧力上昇の抑制効果を持つ。また、加圧器安全弁

は、全負荷喪失時に加圧器スプレイ及び加圧器逃がし弁が作動しな

い場合でも、主蒸気安全弁の作動と相まって、１次冷却系の過度の圧

力上昇を抑制できる逃がし容量を持つように設計する。 
d. 原子炉保護設備からの信号により原子炉は自動停止する。 
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＜2. 運転時の異常な過渡変化の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 
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この事象においては以下の信号の発生が考えられる。 

(a) 原子炉圧力高 
(b) 加圧器水位高 
(c) 過大温度 ΔT 高 

2.4.1.2 過渡変化の解析 
(1) 解析方法 

プラント過渡特性解析コードMARVELにより原子炉出力、原子炉圧

力、１次冷却材平均温度等の過渡応答を求める。 
(2) 解析条件 
a. 初期原子炉出力は、ＤＮＢＲの評価では定格出力とし、原子炉圧力の

評価では 102%出力とする。 
 
b. 減速材密度係数は、出力運転時の最小値である 0(Δk/k)/(g/cm3)とし、

ドップラ出力係数は、第 1.2.2 図の上限の値とする。 
この組合せは、１次冷却材温度上昇による原子炉出力抑制効果と、

トリップ時に加えられる負の反応度添加を最も小さくする。 
c. １次冷却系の除熱に対し、厳しい条件として、負荷が瞬時に完全に喪

失するものとする。また、この場合タービンバイパス弁及び主蒸気逃

がし弁は作動しないものとし、主蒸気安全弁が作動するものとする。 
d. 加圧器の圧力抑制効果については、以下の２つの場合を考慮する。 

(a) 加圧器スプレイ及び加圧器逃がし弁は作動するものとする｡この

場合､ＤＮＢＲの点で厳しくなる。 
(b) 加圧器スプレイ及び加圧器逃がし弁は作動しないものとする。こ

の場合、原子炉圧力上昇の点で厳しくなる。 
e. 制御棒制御系は手動制御されているものとする。 

この場合タービン負荷に追従した制御棒クラスタの自動挿入がな

いので、ＤＮＢＲ及び原子炉圧力上昇の点からより厳しくなる。 
(3) 解析結果 

加圧器圧力制御系の減圧効果を考慮した場合の解析結果を第2.4.1.1
図に示す。原子炉は、過渡現象発生の約７秒後に「過大温度ΔT高」信号

のトリップ限界値に到達し、約13秒で制御棒クラスタが落下を開始する

ことにより自動停止し、最小ＤＮＢＲは約1.70である。加圧器スプレイ

は、過渡変化の発生後直ちに作動するが、原子炉圧力は上昇し、その後

加圧器逃がし弁が作動することにより、圧力上昇が抑えられる。 
原子炉停止の遅れと、タービンバイパス弁及び主蒸気逃がし弁の不作

動を仮定しているため、２次冷却系の圧力は主蒸気安全弁の設定圧力ま

で上昇し、主蒸気安全弁が作動する。この蒸気放出により１次冷却系の

除熱がなされる。 
加圧器圧力制御系の減圧効果を無視した場合の解析結果を第2.4.1.2

この事象においては以下の信号の発生が考えられる。 
(a) 原子炉圧力高 
(b) 加圧器水位高 
(c) 過大温度 ΔT 高 

2.4.1.2 過渡変化の解析 
(1) 解析方法 

プラント過渡特性解析コードMARVELにより原子炉出力、原子炉圧

力、１次冷却材平均温度等の過渡応答を求める。 
(2) 解析条件 
a. 初期原子炉出力は、ＤＮＢＲの評価では定格出力とし、原子炉圧力の

評価では 102%出力とする。 
 
b. 減速材密度係数は、出力運転時の最小値である 0(Δk/k)/(g/cm3)とし、

ドップラ出力係数は、第 1.2.2 図の上限の値とする。 
この組合せは、１次冷却材温度上昇による原子炉出力抑制効果と、

トリップ時に加えられる負の反応度添加を最も小さくする。 
c. １次冷却系の除熱に対し、厳しい条件として、負荷が瞬時に完全に喪

失するものとする。また、この場合タービンバイパス弁及び主蒸気逃

がし弁は作動しないものとし、主蒸気安全弁が作動するものとする。 
d. 加圧器の圧力抑制効果については、以下の２つの場合を考慮する。 

(a) 加圧器スプレイ及び加圧器逃がし弁は作動するものとする｡この

場合､ＤＮＢＲの点で厳しくなる。 
(b) 加圧器スプレイ及び加圧器逃がし弁は作動しないものとする。こ

の場合、原子炉圧力上昇の点で厳しくなる。 
e. 制御棒制御系は手動制御されているものとする。 

この場合タービン負荷に追従した制御棒クラスタの自動挿入がな

いので、ＤＮＢＲ及び原子炉圧力上昇の点からより厳しくなる。 
(3) 解析結果 

加圧器圧力制御系の減圧効果を考慮した場合の解析結果を第2.4.1.1
図に示す。原子炉は、過渡現象発生の約７秒後に「過大温度ΔT高」信号

のトリップ限界値に到達し、約13秒で制御棒クラスタが落下を開始する

ことにより自動停止し、最小ＤＮＢＲは約1.70である。加圧器スプレイ

は、過渡変化の発生後直ちに作動するが、原子炉圧力は上昇し、その後

加圧器逃がし弁が作動することにより、圧力上昇が抑えられる。 
原子炉停止の遅れと、タービンバイパス弁及び主蒸気逃がし弁の不作

動を仮定しているため、２次冷却系の圧力は主蒸気安全弁の設定圧力ま

で上昇し、主蒸気安全弁が作動する。この蒸気放出により１次冷却系の

除熱がなされる。 
加圧器圧力制御系の減圧効果を無視した場合の解析結果を第2.4.1.2
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図に示す。原子炉は、過渡現象発生の約6秒後に「原子炉圧力高」信号の

トリップ限界値に到達し、約8秒で制御棒クラスタが落下を開始するこ

とにより自動停止する。この間の原子炉圧力は、加圧器安全弁の作動に

より最大約17.7MPa［gage］（約181kg/cm2G)にとどまり、運転時の異

常な過渡変化のなかで最大となる。この場合でも原子炉冷却材圧力バウ

ンダリにかかる圧力の最大値は約18.2MPa［gage］（約186kg/cm2G）

にとどまる。 
また、いずれの場合にも原子炉出力は上昇しないので燃料中心温度は

十分溶融点未満である。 
原子炉停止後、高温停止状態に移行し、２次側による冷却操作等によ

り、原子炉は冷態停止状態に移行することができる。 
 

2.4.1.3 結論 
負荷の喪失が起こった場合でも、主蒸気安全弁、加圧器スプレイ及び加圧

器逃がし弁の作動により、１次冷却系は過圧されることはない。さらに、加

圧器スプレイ及び加圧器逃がし弁が作動しない場合でも、１次冷却系は加圧

器安全弁の作動により、過度の圧力上昇を抑えることができ、原子炉冷却材

圧力バウンダリの健全性が問題となることはない。また、最小ＤＮＢＲは許

容限界値を下回ることはなく、燃料中心温度も溶融点未満であるので、燃料

の健全性が損なわれることはない。 
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2.4.2 原子炉冷却材系の異常な減圧 
2.4.2.1 過渡変化の原因、防止対策及び拡大防止対策 

(1) 過渡変化の原因及び説明 
この過渡変化は、原子炉の出力運転中に、１次冷却系の圧力制御系の

故障等により、原子炉圧力が低下する事象を想定する。 
具体的には、加圧器圧力制御系の加圧器逃がし弁と加圧器スプレイ弁

のうち原子炉圧力を最も低下させる効果をもつ加圧器逃がし弁1個が全

開するものと考える。 
この場合、原子炉保護設備により原子炉は自動停止し、過渡変化は安

全に終止できる。 
(2) 防止対策 

加圧器逃がし弁は、誤動作による過渡変化を抑制するために、弁1個当

たりの最大容量を適切な値にしており、また、制御系の単一の故障によ

って、これらの弁が２つ以上同時に全開となるようなことはないよう構

成している。 
(3) 拡大防止対策 
a. 通常運転中は中央制御室で、「加圧器圧力」、「加圧器水位」等の指

示計器の監視を行い、また、警報として「加圧器逃がし弁出口温度

高」、「加圧器圧力低」等を設けており早期に異常現象の発生が検知

できる。加圧器逃がし弁からの漏えいの場合は、元弁を閉止すること

により対処できる。 
b. 原子炉保護設備からの信号により原子炉は自動停止する。 

この事象においては以下の信号の発生が考えられる。 
(a) 過大温度 ΔT 高 
(b) 原子力圧力低 

 
2.4.2.2 過渡変化の解析 

(1) 解析方法 
プラント過渡特性解析コードMARVELにより、原子炉出力、原子炉圧

力等の過渡応答を求める。 
(2) 解析条件 
a. 初期原子炉出力は定格出力とする。 
b. 減速材密度係数は、0(Δk/k)/(g/cm3)とする。 

原子炉圧力の下降による負の反応度帰還が最小となるので、この場

合が最も厳しくなる。また、反応度帰還あるいは炉心出力分布に関し

てボイドの発生による効果は考慮しない。これらの仮定により、解析

でのＤＮＢＲの値は実際よりも厳しくなる。 
c. ドップラ出力係数は、第 1.2.2 図の上限の値とする。 

燃料温度下降時の正の反応度帰還を大きくするので、この場合が最

2.4.2 原子炉冷却材系の異常な減圧 
2.4.2.1 過渡変化の原因、防止対策及び拡大防止対策 

(1) 過渡変化の原因及び説明 
この過渡変化は、原子炉の出力運転中に、１次冷却系の圧力制御系の

故障等により、原子炉圧力が低下する事象を想定する。 
具体的には、加圧器圧力制御系の加圧器逃がし弁と加圧器スプレイ弁

のうち原子炉圧力を最も低下させる効果をもつ加圧器逃がし弁1個が全

開するものと考える。 
この場合、原子炉保護設備により原子炉は自動停止し、過渡変化は安

全に終止できる。 
(2) 防止対策 

加圧器逃がし弁は、誤動作による過渡変化を抑制するために、弁1個当

たりの最大容量を適切な値にしており、また、制御系の単一の故障によ

って、これらの弁が２つ以上同時に全開となるようなことはないよう構

成している。 
(3) 拡大防止対策 
a. 通常運転中は中央制御室で、「加圧器圧力」、「加圧器水位」等の指

示計器の監視を行い、また、警報として「加圧器逃がし弁出口温度

高」、「加圧器圧力低」等を設けており早期に異常現象の発生が検知

できる。加圧器逃がし弁からの漏えいの場合は、元弁を閉止すること

により対処できる。 
b. 原子炉保護設備からの信号により原子炉は自動停止する。 

この事象においては以下の信号の発生が考えられる。 
(a) 過大温度 ΔT 高 
(b) 原子力圧力低 

 
2.4.2.2 過渡変化の解析 

(1) 解析方法 
プラント過渡特性解析コードMARVELにより、原子炉出力、原子炉圧

力等の過渡応答を求める。 
(2) 解析条件 
a. 初期原子炉出力は定格出力とする。 
b. 減速材密度係数は、0(Δk/k)/(g/cm3)とする。 

原子炉圧力の下降による負の反応度帰還が最小となるので、この場

合が最も厳しくなる。また、反応度帰還あるいは炉心出力分布に関し

てボイドの発生による効果は考慮しない。これらの仮定により、解析

でのＤＮＢＲの値は実際よりも厳しくなる。 
c. ドップラ出力係数は、第 1.2.2 図の上限の値とする。 

燃料温度下降時の正の反応度帰還を大きくするので、この場合が最
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＜2. 運転時の異常な過渡変化の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
も厳しくなる。 

d. １次冷却材の吹出し流量は、最も厳しい加圧器逃がし弁 1 個の定格

容量の 120%とする。 
e. 制御棒制御系は自動制御されているものとする。 

この場合、制御棒クラスタが引き抜かれ、正の反応度が添加される

ので、この過渡変化に対して、より厳しい仮定となる。 
f. 出力ピーキング係数は変化しないものとする。 

実際には反応度の帰還効果により、出力分布は平たん化されるの

で、この仮定によるＤＮＢＲの解析は実際よりも厳しい結果を与え

る。 
(3) 解析結果 

原子炉出力、原子炉圧力、１次冷却材平均温度及び最小ＤＮＢＲの解

析結果を第2.4.2.1図に示す。原子炉出力はほぼ初期値に保たれるが、過

渡現象発生の約58秒後に原子炉圧力低下に伴う「原子炉圧力低」信号の

トリップ限界値に到達し、約60秒で制御棒クラスタが落下を開始するこ

とにより原子炉は自動停止し、最小ＤＮＢＲは、約1.63である。 
原子炉停止後、高温停止状態に移行し、２次側による冷却操作等によ

り、原子炉は冷態停止状態に移行することができる。 
 

2.4.2.3 結論 
この過渡変化が生じても、最小ＤＮＢＲは許容限界値を下回らず、燃料の

健全性が損なわれることはない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

も厳しくなる。 
d. １次冷却材の吹出し流量は、最も厳しい加圧器逃がし弁 1 個の定格

容量の 120%とする。 
e. 制御棒制御系は自動制御されているものとする。 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜2. 運転時の異常な過渡変化の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
2.4.3 出力運転中の非常用炉心冷却系の誤起動 
2.4.3.1 過渡変化の原因、防止対策及び拡大防止対策 

(1) 過渡変化の原因及び説明 
この過渡変化は、原子炉の出力運転中に非常用炉心冷却系が誤起動す

る事象を想定する。具体的には、非常用炉心冷却系のうち高圧注入系が

起動し、ほう酸水が１次冷却系に注入され、原子炉出力が低下し、２次

冷却系との出力の不一致によって１次冷却系が冷却される現象として

考える。 
非常用炉心冷却設備作動信号は通常原子炉トリップをもたらす。しか

し、原子炉トリップを伴わずに非常用炉心冷却設備のみが誤動作する場

合でも、原子炉保護設備により原子炉は自動停止する。 
また、原子炉トリップ後も充てん／高圧注入ポンプにより１次冷却材

中にほう酸水が注入され、原子炉圧力が上昇するが、加圧器安全弁の容

量は、注入流量を十分上回るため過度に圧力上昇することはなく、過渡

変化は安全に終止できる。 
(2) 防止対策 
a. 非常用炉心冷却設備は、 

(a) 原子炉圧力低と加圧器水位低の一致 
(b) 原子炉圧力異常低 
(c) 主蒸気流量高と主蒸気ライン圧力低あるいは１次冷却材平均温

度異常低の一致 
(d) 主蒸気ライン差圧高 
(e) 原子炉格納容器圧力高 
により自動作動するが、各信号の論理構成は多重構成としており、

不必要な作動を防止している。 
b. 運転員による手動作動に対しても、不注意な作動の可能性を小さくす

るように設計している。 
(3) 拡大防止対策 
a. 「非常用炉心冷却設備作動」信号により原子炉は自動停止する。 
b. 原子炉保護設備からの信号により原子炉は自動停止する。 

この事象においては以下の信号の発生が考えられる。 
原子炉圧力低 
 

2.4.3.2 過渡変化の解析 
(1) 解析方法 

プラント過渡特性解析コードMARVELにより原子炉出力、原子炉圧

力、１次冷却材平均温度等の過渡応答を求める。 
(2) 解析条件 
a. 初期原子炉出力は定格出力とする。 

2.4.3 出力運転中の非常用炉心冷却系の誤起動 
2.4.3.1 過渡変化の原因、防止対策及び拡大防止対策 

(1) 過渡変化の原因及び説明 
この過渡変化は、原子炉の出力運転中に非常用炉心冷却系が誤起動す

る事象を想定する。具体的には、非常用炉心冷却系のうち高圧注入系が

起動し、ほう酸水が１次冷却系に注入され、原子炉出力が低下し、２次

冷却系との出力の不一致によって１次冷却系が冷却される現象として

考える。 
非常用炉心冷却設備作動信号は通常原子炉トリップをもたらす。しか

し、原子炉トリップを伴わずに非常用炉心冷却設備のみが誤動作する場

合でも、原子炉保護設備により原子炉は自動停止する。 
また、原子炉トリップ後も充てん／高圧注入ポンプにより１次冷却材

中にほう酸水が注入され、原子炉圧力が上昇するが、加圧器安全弁の容

量は、注入流量を十分上回るため過度に圧力上昇することはなく、過渡

変化は安全に終止できる。 
(2) 防止対策 
a. 非常用炉心冷却設備は、 

(a) 原子炉圧力低と加圧器水位低の一致 
(b) 原子炉圧力異常低 
(c) 主蒸気流量高と主蒸気ライン圧力低あるいは１次冷却材平均温

度異常低の一致 
(d) 主蒸気ライン差圧高 
(e) 原子炉格納容器圧力高 
により自動作動するが、各信号の論理構成は多重構成としており、

不必要な作動を防止している。 
b. 運転員による手動作動に対しても、不注意な作動の可能性を小さくす

るように設計している。 
(3) 拡大防止対策 
a. 「非常用炉心冷却設備作動」信号により原子炉は自動停止する。 
b. 原子炉保護設備からの信号により原子炉は自動停止する。 

この事象においては以下の信号の発生が考えられる。 
原子炉圧力低 
 

2.4.3.2 過渡変化の解析 
(1) 解析方法 

プラント過渡特性解析コードMARVELにより原子炉出力、原子炉圧

力、１次冷却材平均温度等の過渡応答を求める。 
(2) 解析条件 
a. 初期原子炉出力は定格出力とする。 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜2. 運転時の異常な過渡変化の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
b. 減速材密度係数は、0(Δk/k)/(g/cm3)とする。 
c. ドップラ出力係数は、第 1.2.2 図の下限の値とする。 
d. 制御棒制御系は手動制御されているものとする。 

制御棒制御系が自動制御されている場合は、１次冷却材平均温度の

降下に伴って制御棒クラスタが引き抜かれ過渡現象を和らげる。 
e. 原子炉が出力運転中に、2 台の充てん／高圧注入ポンプにより、ほう

素濃度 21,000ppmのほう酸水が各ループの低温側配管に注入される

ものとする。なお、冷却水の流量は１次冷却系の圧力とポンプの特性

によって定まる値に余裕をみた値を仮定する。 
f. 原子炉の自動停止は「原子炉圧力低」信号によるものとする。 

(3) 解析結果 
解析結果を第2.4.3.1図に示す。ほう酸水の注入により原子炉出力は減

少するが、蒸気流量は蒸気加減弁が全開となるまで減少しない。負荷と

原子炉出力の不一致は、１次冷却材平均温度、加圧器保有水量、原子炉

圧力を低下させる。原子炉は、過渡現象発生の約29秒後に「原子炉圧力

低」信号のトリップ限界値に到達し、約31秒で制御棒クラスタが落下を

開始することにより自動停止する。また、最小ＤＮＢＲは初期値を下回

ることはない。 
原子炉トリップ後、ほう酸水が注入され続けたとしても、加圧器安全

弁の容量は注入流量を十分上回るため、原子炉圧力が過度に上昇するこ

とはない。 
原子炉停止後、異常原因を除去し、２次側による冷却操作等により原

子炉は冷態停止状態に移行することができる。 
 

2.4.3.3 結論 
非常用炉心冷却設備の誤起動が起こり、直ちに原子炉が自動停止しない場

合でも、最小ＤＮＢＲは初期値を下回ることはなく、燃料の健全性が損なわ

れることはない。また、原子炉圧力は過度に上昇することはなく、原子炉冷

却材圧力バウンダリの健全性が問題となることはない。 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜2. 運転時の異常な過渡変化の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜2. 運転時の異常な過渡変化の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜2. 運転時の異常な過渡変化の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
2.5 参考文献 

(1) 「三菱ＰＷＲのＭＯＸ燃料装荷炉心の安全評価について」MAPI-
1088 改 3 
三菱重工業、平成 10 年 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜3. 設計基準事故の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
3. 設計基準事故の解析 
3.1 序 

本原子炉施設において想定される設計基準事故に対して、その発生原因と

事故防止対策及び拡大防止対策を説明し、事故経過の解析と結果の評価を行

い、本原子炉の安全性がいかに確保されるかを説明する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 設計基準事故の解析 
3.1 序 

本原子炉施設において想定される設計基準事故に対して、その発生原因と

事故防止対策及び拡大防止対策を説明し、事故経過の解析と結果の評価を行

い、本原子炉の安全性がいかに確保されるかを説明する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4
5
4
/
5
6
6



高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜3. 設計基準事故の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
3.2 原子炉冷却材の喪失又は炉心冷却状態の著しい変化 
3.2.1 原子炉冷却材喪失 
3.2.1.1 事故の原因、防止対策及び拡大防止対策 

(1) 事故の原因及び説明 
この事故は、原子炉の出力運転中に原子炉冷却材圧力バウンダリを構

成する配管又はこれに付随する機器等の破損等により、１次冷却材が系

外に流出し、炉心の冷却能力が低下する事象を想定する。 
１次冷却材の流出量の少ない場合には、充てん／高圧注入ポンプによ

る１次冷却材の補給で、加圧器水位を維持しながら、通常の原子炉停止

操作をとることができる。１次冷却材の流出量が充てん／高圧注入ポン

プの補給量を上回る場合には、原子炉保護設備により原子炉は自動停止

し、非常用炉心冷却設備の作動により、事故は炉心に過度の損傷を与え

ることなく終止できる。また、原子炉格納容器スプレイ設備の作動によ

り原子炉格納容器内は減圧され、原子炉格納容器に損傷を与えることな

く事故は終止できる。 
(2) 防止対策 
a. １次冷却系の材料選定、設計、製作、据付け及び供用期間中において、

以下のような考慮を払い、配管破断の可能性を極めて小さくする。 
(a) 材料選定、設計、製作、据付け及び検査は、関連する規格及び基

準に適合させるようにし、また、品質管理を十分に行うとともに、

供用期間中においても必要な検査を行う。 
(b) 加圧器安全弁、加圧器逃がし弁等過渡状態での過圧を防止する設

備を設ける。また、熱応力等が過度となることのないよう設計上

の配慮を行い、さらに、機械的な原因による過度の応力を制限す

る。 
(c) １次冷却系は、オーステナイトステンレス鋼、ニッケル・クロム・

鉄合金等耐食性の強い材料を使用するが、さらに、１次冷却材中

の溶存酸素量や塩素量を抑えて、腐食を防止するよう運転管理を

行う。 
b. 原子炉格納容器内に設ける漏えい監視設備によって、早期に漏れを検

知し、適切な処置を講じる。 
また、加圧器逃がし弁からの漏えいの場合は、逃がし弁出口温度等

により検知し、元弁を閉止することにより対処できる。 
(3) 拡大防止対策 
a. 炉心の冷却可能な形状が維持し得ないほどの燃料被覆管の破損を防

止し、原子炉格納容器の健全性確保の見地からジルコニウム－水反

応を十分低く抑え、崩壊熱の除去を長期間にわたって行うため、非常

用炉心冷却設備を設ける。 
(a) 破断面積が大きく、充てん／高圧注入ポンプのみで加圧器水位を

3.2 原子炉冷却材の喪失又は炉心冷却状態の著しい変化 
3.2.1 原子炉冷却材喪失 
3.2.1.1 事故の原因、防止対策及び拡大防止対策 

(1) 事故の原因及び説明 
この事故は、原子炉の出力運転中に原子炉冷却材圧力バウンダリを構

成する配管又はこれに付随する機器等の破損等により、１次冷却材が系

外に流出し、炉心の冷却能力が低下する事象を想定する。 
１次冷却材の流出量の少ない場合には、充てん／高圧注入ポンプによ

る１次冷却材の補給で、加圧器水位を維持しながら、通常の原子炉停止

操作をとることができる。１次冷却材の流出量が充てん／高圧注入ポン

プの補給量を上回る場合には、原子炉保護設備により原子炉は自動停止

し、非常用炉心冷却設備の作動により、事故は炉心に過度の損傷を与え

ることなく終止できる。また、原子炉格納容器スプレイ設備の作動によ

り原子炉格納容器内は減圧され、原子炉格納容器に損傷を与えることな

く事故は終止できる。 
(2) 防止対策 
a. １次冷却系の材料選定、設計、製作、据付け及び供用期間中において、

以下のような考慮を払い、配管破断の可能性を極めて小さくする。 
(a) 材料選定、設計、製作、据付け及び検査は、関連する規格及び基

準に適合させるようにし、また、品質管理を十分に行うとともに、

供用期間中においても必要な検査を行う。 
(b) 加圧器安全弁、加圧器逃がし弁等過渡状態での過圧を防止する設

備を設ける。また、熱応力等が過度となることのないよう設計上

の配慮を行い、さらに、機械的な原因による過度の応力を制限す

る。 
(c) １次冷却系は、オーステナイトステンレス鋼、ニッケル・クロム・

鉄合金等耐食性の強い材料を使用するが、さらに、１次冷却材中

の溶存酸素量や塩素量を抑えて、腐食を防止するよう運転管理を

行う。 
b. 原子炉格納容器内に設ける漏えい監視設備によって、早期に漏れを検

知し、適切な処置を講じる。 
また、加圧器逃がし弁からの漏えいの場合は、逃がし弁出口温度等

により検知し、元弁を閉止することにより対処できる。 
(3) 拡大防止対策 
a. 炉心の冷却可能な形状が維持し得ないほどの燃料被覆管の破損を防

止し、原子炉格納容器の健全性確保の見地からジルコニウム－水反

応を十分低く抑え、崩壊熱の除去を長期間にわたって行うため、非常

用炉心冷却設備を設ける。 
(a) 破断面積が大きく、充てん／高圧注入ポンプのみで加圧器水位を
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜3. 設計基準事故の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
維持できない程度に１次冷却材量が減少し、また、１次冷却系の

圧力が低下して蓄圧タンクの保持圧力を下回ると、自動的に蓄圧

タンク内のほう酸水を１次冷却系の原子炉入口側配管を経て原

子炉内に注入し、炉心の冷却を行う。 
(b) この間、１次冷却材量の減少及び圧力の低下による「原子炉圧力

低と加圧器水位低の一致」信号、「原子炉圧力異常低」信号又は１

次冷却材の流出に伴う原子炉格納容器内の圧力上昇による「原子

炉格納容器圧力高」信号により非常用炉心冷却設備作動信号が発

信し、この信号で充てん／高圧注入ポンプ（高圧注入系）及び余

熱除去ポンプ（低圧注入系）が起動し、燃料取替用水タンクのほ

う酸水を原子炉内に注入し、炉心の冷却を行う。また、「原子炉圧

力低」信号又は非常用炉心冷却設備作動信号により原子炉は自動

停止する。 
(c) さらに、長時間の余熱除去を行うため、前述の２系統が作動して

燃料取替用水タンクの水がほぼ使用しつくされると、１次冷却系

からの流出水等格納容器再循環サンプにたまった水を再び前述

の２系統を通して原子炉に注入する再循環ラインを設ける。余熱

除去ポンプを通る水は余熱除去冷却器により冷却する。 
b. １次冷却材管の亀裂や破断に伴って放出される１次冷却材及び放射

性物質の外部への放散を抑制するため、原子炉格納容器を設ける。 
c. 原子炉格納容器内の温度及び圧力の上昇を抑制するため、燃料取替用

水タンクの水又は格納容器再循環サンプ水を原子炉格納容器内にス

プレイする２系列の原子炉格納容器スプレイ設備を設ける。この設

備には、格納容器再循環サンプ水をスプレイする再循環期間のスプ

レイ水の冷却のため、格納容器スプレイ冷却器を設ける。 
d. 前述の工学的安全施設は、発電所外部からの給電が全くとだえるよう

な不測の事態においても十分その機能を果たせるように、発電所内

に設けるディーゼル発電機から受電し運転できるようにする。 
e. 工学的安全施設及びディーゼル発電機は、原子炉出力運転時及び原子

炉停止時に、非常用炉心冷却設備作動等の信号を模擬し、工学的安全

施設及びディーゼル発電機がその機能を果たせることを確認でき

る。 
 
3.2.1.2 事故経過の解析 

(1) 非常用炉心冷却設備性能評価解析－大破断－(1)(2)(3) 
a. 解析方法 

事故の経過は、数種の詳細なコードの組合せによって解析する。解

析は大別して、ブローダウン解析、リフィル／再冠水解析及び燃料棒

熱解析に分かれる。 

維持できない程度に１次冷却材量が減少し、また、１次冷却系の

圧力が低下して蓄圧タンクの保持圧力を下回ると、自動的に蓄圧

タンク内のほう酸水を１次冷却系の原子炉入口側配管を経て原

子炉内に注入し、炉心の冷却を行う。 
(b) この間、１次冷却材量の減少及び圧力の低下による「原子炉圧力

低と加圧器水位低の一致」信号、「原子炉圧力異常低」信号又は１

次冷却材の流出に伴う原子炉格納容器内の圧力上昇による「原子

炉格納容器圧力高」信号により非常用炉心冷却設備作動信号が発

信し、この信号で充てん／高圧注入ポンプ（高圧注入系）及び余

熱除去ポンプ（低圧注入系）が起動し、燃料取替用水タンクのほ

う酸水を原子炉内に注入し、炉心の冷却を行う。また、「原子炉圧

力低」信号又は非常用炉心冷却設備作動信号により原子炉は自動

停止する。 
(c) さらに、長時間の余熱除去を行うため、前述の２系統が作動して

燃料取替用水タンクの水がほぼ使用しつくされると、１次冷却系

からの流出水等格納容器再循環サンプにたまった水を再び前述

の２系統を通して原子炉に注入する再循環ラインを設ける。余熱

除去ポンプを通る水は余熱除去冷却器により冷却する。 
b. １次冷却材管の亀裂や破断に伴って放出される１次冷却材及び放射

性物質の外部への放散を抑制するため、原子炉格納容器を設ける。 
c. 原子炉格納容器内の温度及び圧力の上昇を抑制するため、燃料取替用

水タンクの水又は格納容器再循環サンプ水を原子炉格納容器内にス

プレイする２系列の原子炉格納容器スプレイ設備を設ける。この設

備には、格納容器再循環サンプ水をスプレイする再循環期間のスプ

レイ水の冷却のため、格納容器スプレイ冷却器を設ける。 
d. 前述の工学的安全施設は、発電所外部からの給電が全くとだえるよう

な不測の事態においても十分その機能を果たせるように、発電所内

に設けるディーゼル発電機から受電し運転できるようにする。 
e. 工学的安全施設及びディーゼル発電機は、原子炉出力運転時及び原子

炉停止時に、非常用炉心冷却設備作動等の信号を模擬し、工学的安全

施設及びディーゼル発電機がその機能を果たせることを確認でき

る。 
 
3.2.1.2 事故経過の解析 

(1) 非常用炉心冷却設備性能評価解析－大破断－(1)(2)(3) 
a. 解析方法 

事故の経過は、数種の詳細なコードの組合せによって解析する。解

析は大別して、ブローダウン解析、リフィル／再冠水解析及び燃料棒

熱解析に分かれる。 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜3. 設計基準事故の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
(a) ブローダウン解析 

これは、配管破断部からの１次冷却材の流出、１次冷却系の圧

力低下、蓄圧注入系による注入等、事故初期の１次冷却系全体の

熱水力学的な挙動を解析するものである。これに用いるブローダ

ウン解析コードＳＡＴＡＮ－Ｍは、ブローダウン期間中の炉心冷

却材流量、圧力、クォリティ等を解析する。 
(b) リフィル／再冠水解析 

ブローダウン後の過渡変化は緩やかで、非常用炉心冷却設備か

らの注入により原子炉容器下部プレナム部に冷却材が蓄水し、や

がて炉心底部まで水位が上昇する（以下「リフィル期間」という。）。

これ以後は、炉心の下部から再冠水が始まり、炉心は水滴を巻き

込んだ蒸気流により冷却される（以下「再冠水期間」という。）。ブ

ローダウン後の期間は、前述のブローダウン解析コードとは別に、

リフィル期間についてはリフィル／再冠水解析コードＷＲＥＦＬ

ＯＯＤ、再冠水期間については再冠水解析コードＢＡＳＨ－Ｍで

解析する。これらのコードによって、再冠水開始時刻、再冠水期

間中の炉心圧力、炉心流入水エンタルピ、炉心部に到達する水の

速度（以下「炉心再冠水速度」という。）等を解析する。 
また、１次冷却系への背圧は原子炉格納容器内圧解析コードＣ

ＯＣＯにより解析し、ＷＲＥＦＬＯＯＤ及びＢＡＳＨ－Ｍと結合

した状態で計算を行う。 
(c) 燃料棒熱解析 

これは、事故時の燃料被覆管温度、ジルコニウム－水反応量等

を解析するものである。これに用いる燃料棒熱解析コードＬＯＣ

ＴＡ－Ｍは、前述のＳＡＴＡＮ－Ｍ及びＢＡＳＨ－Ｍによって得

られる炉心の流量、圧力、クォリティ、炉心再冠水速度、炉心流入

水エンタルピ等を入力として全事故期間にわたる燃料棒の熱的挙

動を解析する。 
b. 解析条件 

解析に当たっては、実際よりも十分に厳しい解析結果を得るため

に、次のような解析条件を用いる。 
(a) 配管の破断は、非常用炉心冷却設備の性能発揮の点から最も厳し

い低温側配管（１次冷却材ポンプ出口から原子炉入口ノズルまで

の間）に起こるものとする。破断規模は、最も極端なケースとし

て、１次冷却材管（内径約0.70m、肉厚約69mmのステンレス鋼）

の両端破断が瞬時に発生するものとし、破断口における流出係数

は、1.0～0.4までの範囲について検討する。このことは、流出係

数を1.0と考えた場合、破断規模として１次冷却材管の両端破断

断面積の1.0倍から0.4倍までの範囲について検討することに相当

(a) ブローダウン解析 
これは、配管破断部からの１次冷却材の流出、１次冷却系の圧

力低下、蓄圧注入系による注入等、事故初期の１次冷却系全体の

熱水力学的な挙動を解析するものである。これに用いるブローダ

ウン解析コードＳＡＴＡＮ－Ｍは、ブローダウン期間中の炉心冷

却材流量、圧力、クォリティ等を解析する。 
(b) リフィル／再冠水解析 

ブローダウン後の過渡変化は緩やかで、非常用炉心冷却設備か

らの注入により原子炉容器下部プレナム部に冷却材が蓄水し、や

がて炉心底部まで水位が上昇する（以下「リフィル期間」という。）。

これ以後は、炉心の下部から再冠水が始まり、炉心は水滴を巻き

込んだ蒸気流により冷却される（以下「再冠水期間」という。）。ブ

ローダウン後の期間は、前述のブローダウン解析コードとは別に、

リフィル期間についてはリフィル／再冠水解析コードＷＲＥＦＬ

ＯＯＤ、再冠水期間については再冠水解析コードＢＡＳＨ－Ｍで

解析する。これらのコードによって、再冠水開始時刻、再冠水期

間中の炉心圧力、炉心流入水エンタルピ、炉心部に到達する水の

速度（以下「炉心再冠水速度」という。）等を解析する。 
また、１次冷却系への背圧は原子炉格納容器内圧解析コードＣ

ＯＣＯにより解析し、ＷＲＥＦＬＯＯＤ及びＢＡＳＨ－Ｍと結合

した状態で計算を行う。 
(c) 燃料棒熱解析 

これは、事故時の燃料被覆管温度、ジルコニウム－水反応量等

を解析するものである。これに用いる燃料棒熱解析コードＬＯＣ

ＴＡ－Ｍは、前述のＳＡＴＡＮ－Ｍ及びＢＡＳＨ－Ｍによって得

られる炉心の流量、圧力、クォリティ、炉心再冠水速度、炉心流入

水エンタルピ等を入力として全事故期間にわたる燃料棒の熱的挙

動を解析する。 
b. 解析条件 

解析に当たっては、実際よりも十分に厳しい解析結果を得るため

に、次のような解析条件を用いる。 
(a) 配管の破断は、非常用炉心冷却設備の性能発揮の点から最も厳し

い低温側配管（１次冷却材ポンプ出口から原子炉入口ノズルまで

の間）に起こるものとする。破断規模は、最も極端なケースとし

て、１次冷却材管（内径約0.70m、肉厚約69mmのステンレス鋼）

の両端破断が瞬時に発生するものとし、破断口における流出係数

は、1.0～0.4までの範囲について検討する。このことは、流出係

数を1.0と考えた場合、破断規模として１次冷却材管の両端破断

断面積の1.0倍から0.4倍までの範囲について検討することに相当
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する。 
破断の体様については、前述のような両端破断の他に、配管の

長さ方向のスプリット破断も想定できるが、一般的な感度解析の

結果、両端破断の方が高い燃料被覆管温度をもたらすことが判明

しているので、ここでは、両端破断の場合を解析する。 
(b) 原子炉出力は定格出力の102％とし、燃料ペレットの焼きしまり

効果を含まない場合を仮定し、熱流束熱水路係数は2.32、燃料棒

の最大線出力密度は39.6kW/mの102％とする。また、軸方向の出

力分布は熱流束熱水路係数2.32に基づいたコサイン分布を用い

る。 
(c) 非常用炉心冷却設備のパラメータとして以下の値を用いる。 

蓄圧注入系の蓄圧タンクの保持圧力 4.04MPa[gage] 
蓄圧注入系の蓄圧タンクの保有水量      29.0m3/基 
高圧注入系及び低圧注入系の作動時間遅れ     30秒 
非常用炉心冷却設備作動信号は、「原子炉格納容器圧力高」信号、

「原子炉圧力低と加圧器水位低の一致」信号又は「原子炉圧力異

常低」信号のうち、早い方の信号により発信するものとする。 
(d) 工学的安全施設の安全設計の基本的考え方の1つである単一故

障の仮定として、低圧注入系の1系列の不作動を仮定する。この

仮定は、ディーゼル発電機の2台中1台不作動を仮定する場合より

も、原子炉格納容器内圧が低くなることによって再冠水時の炉心

での熱伝達が悪くなるため、燃料被覆管温度の上昇という観点か

ら厳しいものである。 
また、解析では、外部電源の喪失により、常用電源はすべて喪

失するものとし、非常用電源の供給もディーゼル発電機の電圧が

確立するまでの間遅延されるものとする。 
(e) ブローダウン期間に蓄圧注入系より注入される水は、原子炉容器

のダウンカマ部での蒸気の上昇流が十分に弱まり、注入水が上昇

流に対向して下部プレナムに落下できるようになるまで、原子炉

容器内残存水量として有効に作用しないものとする。 
(f) 再冠水解析においては、炉心で発生する蒸気及び蒸気に巻き込ま

れた水滴がループを通過して原子炉格納容器へ放出される際の

抵抗が大きいほど厳しい結果を与えるので、解析上の仮定として

１次冷却材ポンプの駆動軸が固着して動かないものとする。 
(g) 再冠水期間には、背圧が低いと炉心で発生する蒸気の放出が悪

く、炉心の熱伝達が低下するので、原子炉格納容器内圧の計算に

際しては、内圧が低めになるような条件を選定する。 
(h) 事故後の炉心部での発熱量を評価する際には、原子炉は定格出力

の102％で長時間運転されてきたものとし、崩壊熱としては、

する。 
破断の体様については、前述のような両端破断の他に、配管の

長さ方向のスプリット破断も想定できるが、一般的な感度解析の

結果、両端破断の方が高い燃料被覆管温度をもたらすことが判明

しているので、ここでは、両端破断の場合を解析する。 
(b) 原子炉出力は定格出力の102％とし、燃料ペレットの焼きしまり

効果を含まない場合を仮定し、熱流束熱水路係数は2.32、燃料棒

の最大線出力密度は39.6kW/mの102％とする。また、軸方向の出

力分布は熱流束熱水路係数2.32に基づいたコサイン分布を用い

る。 
(c) 非常用炉心冷却設備のパラメータとして以下の値を用いる。 

蓄圧注入系の蓄圧タンクの保持圧力 4.04MPa[gage] 
蓄圧注入系の蓄圧タンクの保有水量      29.0m3/基 
高圧注入系及び低圧注入系の作動時間遅れ     30秒 
非常用炉心冷却設備作動信号は、「原子炉格納容器圧力高」信号、

「原子炉圧力低と加圧器水位低の一致」信号又は「原子炉圧力異

常低」信号のうち、早い方の信号により発信するものとする。 
(d) 工学的安全施設の安全設計の基本的考え方の1つである単一故

障の仮定として、低圧注入系の1系列の不作動を仮定する。この

仮定は、ディーゼル発電機の2台中1台不作動を仮定する場合より

も、原子炉格納容器内圧が低くなることによって再冠水時の炉心

での熱伝達が悪くなるため、燃料被覆管温度の上昇という観点か

ら厳しいものである。 
また、解析では、外部電源の喪失により、常用電源はすべて喪

失するものとし、非常用電源の供給もディーゼル発電機の電圧が

確立するまでの間遅延されるものとする。 
(e) ブローダウン期間に蓄圧注入系より注入される水は、原子炉容器

のダウンカマ部での蒸気の上昇流が十分に弱まり、注入水が上昇

流に対向して下部プレナムに落下できるようになるまで、原子炉

容器内残存水量として有効に作用しないものとする。 
(f) 再冠水解析においては、炉心で発生する蒸気及び蒸気に巻き込ま

れた水滴がループを通過して原子炉格納容器へ放出される際の

抵抗が大きいほど厳しい結果を与えるので、解析上の仮定として

１次冷却材ポンプの駆動軸が固着して動かないものとする。 
(g) 再冠水期間には、背圧が低いと炉心で発生する蒸気の放出が悪

く、炉心の熱伝達が低下するので、原子炉格納容器内圧の計算に

際しては、内圧が低めになるような条件を選定する。 
(h) 事故後の炉心部での発熱量を評価する際には、原子炉は定格出力

の102％で長時間運転されてきたものとし、崩壊熱としては、
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜3. 設計基準事故の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
ANSI/ANS－5.1－1979に基づいて三菱原子力工業(株)の作成し

た曲線(4)を使用する。 
また、アクチニドの崩壊熱も考慮する。 

(i) 事故発生時の燃料棒内の蓄積エネルギーの評価に当たっては、燃

焼度や燃料ペレットの焼きしまりの影響を考慮し、サイクル寿命

中最悪の結果を与えるように解析する。 
(j) 原子炉容器頂部の初期の１次冷却材温度は、高温側配管冷却材温

度に等しいと仮定する。 
(k) 蒸気発生器伝熱管施栓率は10％とする。 

c. 解析結果(5)(13) 

以上により解析した結果を第3.2.1.1表に示す。 
燃料被覆管温度の上昇という観点からみて流出係数0.4のウラン燃

料が最も厳しくなるので、以下では、この場合について述べる。 
流出係数0.4の場合の主な解析結果は第3.2.1.2表のとおりである。 
 
第3.2.1.1表 大破断解析結果（低温側配管両端破断） 
流  出  係  数 1.0 0.6 0.4 

燃 料 被 覆 管 最 高 温 度(℃) 914 937 1,044 

局所的最大ジルコニウム－水反応量(％) 0.5 1.7 4.0 

全炉心平均ジルコニウム－水反応量(％) 0.3以下 0.3以下 0.3以下 

 
第3.2.1.2表 大破断解析結果 

（低温側配管両端破断、流出係数0.4） 
燃料被覆管最高温度 1,044℃ 

燃料被覆管最高温度出現位置 炉心下端から 2.13m 

高温燃料棒のバースト発生時間 32秒 

高温燃料棒のバースト位置 炉心下端から1.83m 

局所的最大ジルコニウム－水反応量 4.0％ 

全炉心平均ジルコニウム－水反応量 0.3％以下 
 

主要なパラメータの解析結果を基に事故経過の概要を以下に記述

する。主要なパラメータの解析結果として、炉心圧力、炉心流量及び

高温流路のクォリティの変化を第3.2.1.1図に、再冠水期間での原子炉

ANSI/ANS－5.1－1979に基づいて三菱原子力工業(株)の作成し

た曲線(4)を使用する。 
また、アクチニドの崩壊熱も考慮する。 

(i) 事故発生時の燃料棒内の蓄積エネルギーの評価に当たっては、燃

焼度や燃料ペレットの焼きしまりの影響を考慮し、サイクル寿命

中最悪の結果を与えるように解析する。 
(j) 原子炉容器頂部の初期の１次冷却材温度は、高温側配管冷却材温

度に等しいと仮定する。 
(k) 蒸気発生器伝熱管施栓率は10％とする。 

c. 解析結果(5)(13) 

以上により解析した結果を第3.2.1.1表に示す。 
燃料被覆管温度の上昇という観点からみて流出係数0.4のウラン燃

料が最も厳しくなるので、以下では、この場合について述べる。 
流出係数0.4の場合の主な解析結果は第3.2.1.2表のとおりである。 
 
第3.2.1.1表 大破断解析結果（低温側配管両端破断） 
流  出  係  数 1.0 0.6 0.4 

燃 料 被 覆 管 最 高 温 度(℃) 915 942 1,035 

局所的最大ジルコニウム－水反応量(％) 0.5 1.4 3.6 

全炉心平均ジルコニウム－水反応量(％) 0.3以下 0.3以下 0.3以下 

 
第3.2.1.2表 大破断解析結果 

（低温側配管両端破断、流出係数0.4） 
燃料被覆管最高温度 1,035℃ 

燃料被覆管最高温度出現位置 炉心下端から 2.13m 

高温燃料棒のバースト発生時間 35秒 

高温燃料棒のバースト位置 炉心下端から1.83m 

局所的最大ジルコニウム－水反応量 3.6％ 

全炉心平均ジルコニウム－水反応量 0.3％以下 
 

主要なパラメータの解析結果を基に事故経過の概要を以下に記述

する。主要なパラメータの解析結果として、炉心圧力、炉心流量及び

高温流路のクォリティの変化を第3.2.1.1図に、再冠水期間での原子炉
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜3. 設計基準事故の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
容器ダウンカマ水位及び炉心再冠水速度積分値の変化を第3.2.1.2図
に、原子炉格納容器圧力の変化を第3.2.1.3図に、燃料被覆管表面での

熱伝達係数及び燃料被覆管温度の変化を第3.2.1.4図に示す。 
(a) 炉心圧力及び炉心流量の変化 

第3.2.1.1図に示すように、炉心部の圧力は事故後急激に低下す

るが、炉心部が２相流の状態になると圧力低下は緩やかになり、

破断発生から約28秒後に原子炉格納容器内圧とほぼ等しくなっ

て、ブローダウンが終了する。 
一方、炉心流量は破断発生後直ちに上向きから下向きの流れに

逆転するが、破断発生の約2秒後には炉心内の水のフラッシング等

の影響により流れが停滞し、約12秒後から再び下向きに流れる。 
破断発生の約15秒後には原子炉圧力が蓄圧タンクの保持圧力を

下回り、蓄圧注入系は自動的に注入を開始し、その注入は約47秒
後まで継続される。 

ブローダウン終了以降は、原子炉圧力は原子炉格納容器内圧程

度にとどまり、大きな変化はない。 
(b) 高圧注入系及び低圧注入系の起動 

高圧注入系及び低圧注入系は、「原子炉格納容器圧力高」信号の

非常用炉心冷却設備作動限界値に破断発生の約1秒後に達するこ

とにより作動する。しかしながら、解析条件(d)項で述べたように

外部電源喪失の条件を仮定しているので、ディーゼル発電機が非

常用炉心冷却設備作動信号により自動起動して駆動電源が確立し

た後、高圧注入系及び低圧注入系のポンプが自動起動して燃料取

替用水タンクの水を原子炉へ注入する。解析条件 (c)項で述べたよ

うに、このための時間遅れを30秒としているので、高圧注入系及

び低圧注入系は、破断発生後約31秒で注入を開始することになる。 
(c) リフィル及び再冠水 

ブローダウン終了後のリフィル期間における水位上昇は、原子

炉水位が零の状態から始まる。解析条件 (e)項の条件により、有効

に作用しないとしていた蓄圧タンクからの注入水が、ブローダウ

ン終了後は下部プレナムにたまり始め、破断発生後約31秒で高圧

注入系及び低圧注入系からの注入も加わり、約39秒後に水位は燃

料の下端に達する。 
燃料の下端に水位が達した後の再冠水期間は、炉心で発生する

蒸気及び蒸気に巻き込まれた水滴の混合流によって炉心は冷却さ

れる。この際、炉心再冠水速度は、炉心部で発生した蒸気が破断

口を通って放出される際の流路の摩擦圧損と、炉心部とダウンカ

マ部との間に生じた水位差による静水頭とがバランスすることで

求まる。 

容器ダウンカマ水位及び炉心再冠水速度積分値の変化を第3.2.1.2図
に、原子炉格納容器圧力の変化を第3.2.1.3図に、燃料被覆管表面での

熱伝達係数及び燃料被覆管温度の変化を第3.2.1.4図に示す。 
(a) 炉心圧力及び炉心流量の変化 

第3.2.1.1図に示すように、炉心部の圧力は事故後急激に低下す

るが、炉心部が２相流の状態になると圧力低下は緩やかになり、

破断発生から約29秒後に原子炉格納容器内圧とほぼ等しくなっ

て、ブローダウンが終了する。 
一方、炉心流量は破断発生後直ちに上向きから下向きの流れに

逆転するが、破断発生の約2秒後には炉心内の水のフラッシング等

の影響により流れが停滞し、約12秒後から再び下向きに流れる。 
破断発生の約16秒後には原子炉圧力が蓄圧タンクの保持圧力を

下回り、蓄圧注入系は自動的に注入を開始し、その注入は約47秒
後まで継続される。 
ブローダウン終了以降は、原子炉圧力は原子炉格納容器内圧程

度にとどまり、大きな変化はない。 
(b) 高圧注入系及び低圧注入系の起動 

高圧注入系及び低圧注入系は、「原子炉格納容器圧力高」信号の

非常用炉心冷却設備作動限界値に破断発生の約1秒後に達するこ

とにより作動する。しかしながら、解析条件(d)項で述べたように

外部電源喪失の条件を仮定しているので、ディーゼル発電機が非

常用炉心冷却設備作動信号により自動起動して駆動電源が確立し

た後、高圧注入系及び低圧注入系のポンプが自動起動して燃料取

替用水タンクの水を原子炉へ注入する。解析条件 (c)項で述べたよ

うに、このための時間遅れを30秒としているので、高圧注入系及

び低圧注入系は、破断発生後約31秒で注入を開始することになる。 
(c) リフィル及び再冠水 

ブローダウン終了後のリフィル期間における水位上昇は、原子

炉水位が零の状態から始まる。解析条件 (e)項の条件により、有効

に作用しないとしていた蓄圧タンクからの注入水が、ブローダウ

ン終了後は下部プレナムにたまり始め、破断発生後約31秒で高圧

注入系及び低圧注入系からの注入も加わり、約39秒後に水位は燃

料の下端に達する。 
燃料の下端に水位が達した後の再冠水期間は、炉心で発生する

蒸気及び蒸気に巻き込まれた水滴の混合流によって炉心は冷却さ

れる。この際、炉心再冠水速度は、炉心部で発生した蒸気が破断

口を通って放出される際の流路の摩擦圧損と、炉心部とダウンカ

マ部との間に生じた水位差による静水頭とがバランスすることで

求まる。 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜3. 設計基準事故の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
(d) 燃料被覆管温度変化 

低温側配管の両端破断が生じ、１次冷却材が破断口から流出す

ると、原子炉内の圧力は急速に低下し、ボイドの発生により炉心

の核分裂反応は停止するので、燃料の核分裂による発熱はなくな

るが、その後も燃料ペレットの蓄積エネルギーの放出及び崩壊熱

の発生は続く。 
一方、それまで原子炉内を流れていた１次冷却材は、その大部

分がブローダウン期間中に破断口から原子炉格納容器内に放出さ

れるが、その間に炉心を通る１次冷却材により炉心の冷却が維持

される。 
破断発生直後は炉心の１次冷却材の流れが一時停滞するため、

燃料被覆管の温度はいったん上昇するが、破断口からの放出が進

み炉心部の流れが回復すると、燃料被覆管の温度は低下していく。 
しかし、さらに１次冷却材の放出が進行すると、しだいに炉心

部を通る１次冷却材も少なくなるので、燃料被覆管の温度は再び

上昇する。 
ブローダウンが終了すると、蓄圧注入系からの注入水が下部プ

レナムにたまり始め、破断発生後約31秒で高圧注入系及び低圧注

入系からの注入も開始され、約39秒後に原子炉水位が燃料の下端

に達する。ブローダウン終了からこのときまでのリフィル期間は、

炉心は燃料棒相互間の熱ふく射のみしか考慮していないので、燃

料被覆管温度は燃料ペレット温度近くまで上昇する。再冠水開始

後は炉心で発生する蒸気及び蒸気に巻き込まれた水滴の混合流に

より炉心の冷却が行われる。以後、非常用炉心冷却設備からの冷

却水の注入により炉心水位が上昇し、冷却も順調に行われるので、

燃料被覆管温度は破断発生の約89秒後にピークに達し、その後は

低下していく。破断発生の約400秒後には最高温度となる位置まで

炉心水位が上昇し、燃料被覆管温度も炉心水温近くまで低下する。

その後も冷却水の注入が引き続いて行われ、やがて格納容器再循

環サンプにたまった流出水等を余熱除去ポンプ、余熱除去冷却器

及び充てん／高圧注入ポンプを通して炉心に注入する再循環に切

り替え、長期にわたる冷却を行う。 
このようにして、炉心内で最も高温になる部分の燃料被覆管温

度でも第3.2.1.2表に示すように約1,044℃にとどまり、ジルコニウ

ム－水反応量も最大となる部分で約4.0％に抑えられる。燃料被覆

管の温度が約1,044℃近くに達するのは全体のごく一部であって、

他の燃料被覆管はさらに低い温度にとどまる。 
また、前述の解析は外部電源が喪失したとして行っているが、

事故時に外部電源が喪失しない場合には、１次冷却材ポンプの運

(d) 燃料被覆管温度変化 
低温側配管の両端破断が生じ、１次冷却材が破断口から流出す

ると、原子炉内の圧力は急速に低下し、ボイドの発生により炉心

の核分裂反応は停止するので、燃料の核分裂による発熱はなくな

るが、その後も燃料ペレットの蓄積エネルギーの放出及び崩壊熱

の発生は続く。 
一方、それまで原子炉内を流れていた１次冷却材は、その大部

分がブローダウン期間中に破断口から原子炉格納容器内に放出さ

れるが、その間に炉心を通る１次冷却材により炉心の冷却が維持

される。 
破断発生直後は炉心の１次冷却材の流れが一時停滞するため、

燃料被覆管の温度はいったん上昇するが、破断口からの放出が進

み炉心部の流れが回復すると、燃料被覆管の温度は低下していく。 
しかし、さらに１次冷却材の放出が進行すると、しだいに炉心

部を通る１次冷却材も少なくなるので、燃料被覆管の温度は再び

上昇する。 
ブローダウンが終了すると、蓄圧注入系からの注入水が下部プ

レナムにたまり始め、破断発生後約31秒で高圧注入系及び低圧注

入系からの注入も開始され、約39秒後に原子炉水位が燃料の下端

に達する。ブローダウン終了からこのときまでのリフィル期間は、

炉心は燃料棒相互間の熱ふく射のみしか考慮していないので、燃

料被覆管温度は燃料ペレット温度近くまで上昇する。再冠水開始

後は炉心で発生する蒸気及び蒸気に巻き込まれた水滴の混合流に

より炉心の冷却が行われる。以後、非常用炉心冷却設備からの冷

却水の注入により炉心水位が上昇し、冷却も順調に行われるので、

燃料被覆管温度は破断発生の約91秒後にピークに達し、その後は

低下していく。破断発生の約400秒後には最高温度となる位置まで

炉心水位が上昇し、燃料被覆管温度も炉心水温近くまで低下する。

その後も冷却水の注入が引き続いて行われ、やがて格納容器再循

環サンプにたまった流出水等を余熱除去ポンプ、余熱除去冷却器

及び充てん／高圧注入ポンプを通して炉心に注入する再循環に切

り替え、長期にわたる冷却を行う。 
このようにして、炉心内で最も高温になる部分の燃料被覆管温

度でも第3.2.1.2表に示すように約1,035℃にとどまり、ジルコニウ

ム－水反応量も最大となる部分で約3.6％に抑えられる。燃料被覆

管の温度が約1,035℃近くに達するのは全体のごく一部であって、

他の燃料被覆管はさらに低い温度にとどまる。 
また、前述の解析は外部電源が喪失したとして行っているが、

事故時に外部電源が喪失しない場合には、１次冷却材ポンプの運
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜3. 設計基準事故の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
転により初期の炉心流量が大きいため、炉心からの除熱量が大き

くなる。したがって、外部電源が喪失した場合の解析結果に包含

されている。 
(2) 非常用炉心冷却設備性能評価解析－小破断－(2)(3)(6) 
a. 解析方法 

小破断事故においては、１次冷却材の原子炉格納容器への放出が終

わるまでに、換言すれば、原子炉圧力が原子炉格納容器内圧まで低下

する以前に、非常用炉心冷却設備により炉心冠水が行われるので、大

破断の場合のＷＲＥＦＬＯＯＤ、ＢＡＳＨ－Ｍ及びＣＯＣＯによる解

析は不要である。 
したがって、コードの構成は、小破断ブローダウン解析コードＳＡ

ＴＡＮ－Ｍ（Ｓｍａｌｌ ＬＯＣＡ）及び燃料棒熱解析コードＬＯＣ

ＴＡ－Ⅳからなる。なお、ＳＡＴＡＮ－Ｍ（Ｓｍａｌｌ ＬＯＣＡ）

は、ＳＡＴＡＮ－Ｍのすべての機能に加えて、炉心における気水分離

現象及び各ノード間の水頭差がより正確に算出できるようにモデル

を改良している。 
b. 解析条件 

小破断事故では、次に述べる条件を除いて、すべて大破断解析の条

件と同じである。そして、前述のようにＷＲＥＦＬＯＯＤ、ＢＡＳＨ

－Ｍ及びＣＯＣＯによる解析が不要となるので、これらの計算に係る

条件も不要である。 
(a) 破断位置は、大破断と同じく最も高い燃料被覆管温度を与える低

温側配管とし、破断面積については、一般的な感度解析の結果を

踏まえて、最も厳しい場合をサーベイする。また、気相部破断に

ついては液相部破断に比べて現象が緩やかであるが、加圧器気相

部に接続する最大口径配管破断を解析する。 
(b) 工学的安全施設についての動的機器の単一故障の仮定として、デ

ィーゼル発電機1台の不作動を仮定する。小破断時は、大破断時

と違って、原子炉圧力が原子炉格納容器内圧まで低下する以前

に、非常用炉心冷却設備による炉心冠水が行われるので、原子炉

格納容器内圧の影響を受けない。したがって、１次冷却系への安

全注入流量を最低に見積もるこの仮定が最も厳しくなる。 
(c) 非常用炉心冷却設備の高圧注入系の作動時間遅れは25秒とする。 

c. 解析結果(5) 

以上により解析した結果を第3.2.1.3表に示す。 
ウラン燃料炉心が燃料被覆管温度の上昇という観点からみて最も

厳しくなるので、以下では最も厳しい結果を与える低温側配管口径約

0.25m相当のスプリット破断及び気相部破断について述べる。 
(a) 低温側配管スプリット破断 

転により初期の炉心流量が大きいため、炉心からの除熱量が大き

くなる。したがって、外部電源が喪失した場合の解析結果に包含

されている。 
(2) 非常用炉心冷却設備性能評価解析－小破断－(2)(3)(6) 
a. 解析方法 

小破断事故においては、１次冷却材の原子炉格納容器への放出が終

わるまでに、換言すれば、原子炉圧力が原子炉格納容器内圧まで低下

する以前に、非常用炉心冷却設備により炉心冠水が行われるので、大

破断の場合のＷＲＥＦＬＯＯＤ、ＢＡＳＨ－Ｍ及びＣＯＣＯによる解

析は不要である。 
したがって、コードの構成は、小破断ブローダウン解析コードＳＡ

ＴＡＮ－Ｍ（Ｓｍａｌｌ ＬＯＣＡ）及び燃料棒熱解析コードＬＯＣ

ＴＡ－Ⅳからなる。なお、ＳＡＴＡＮ－Ｍ（Ｓｍａｌｌ ＬＯＣＡ）

は、ＳＡＴＡＮ－Ｍのすべての機能に加えて、炉心における気水分離

現象及び各ノード間の水頭差がより正確に算出できるようにモデル

を改良している。 
b. 解析条件 

小破断事故では、次に述べる条件を除いて、すべて大破断解析の条

件と同じである。そして、前述のようにＷＲＥＦＬＯＯＤ、ＢＡＳＨ

－Ｍ及びＣＯＣＯによる解析が不要となるので、これらの計算に係る

条件も不要である。 
(a) 破断位置は、大破断と同じく最も高い燃料被覆管温度を与える低

温側配管とし、破断面積については、一般的な感度解析の結果を

踏まえて、最も厳しい場合をサーベイする。また、気相部破断に

ついては液相部破断に比べて現象が緩やかであるが、加圧器気相

部に接続する最大口径配管破断を解析する。 
(b) 工学的安全施設についての動的機器の単一故障の仮定として、デ

ィーゼル発電機1台の不作動を仮定する。小破断時は、大破断時

と違って、原子炉圧力が原子炉格納容器内圧まで低下する以前

に、非常用炉心冷却設備による炉心冠水が行われるので、原子炉

格納容器内圧の影響を受けない。したがって、１次冷却系への安

全注入流量を最低に見積もるこの仮定が最も厳しくなる。 
(c) 非常用炉心冷却設備の高圧注入系の作動時間遅れは25秒とする。 

c. 解析結果(5) 

以上により解析した結果を第3.2.1.3表に示す。 
ウラン燃料炉心が燃料被覆管温度の上昇という観点からみて最も

厳しくなるので、以下では最も厳しい結果を与える低温側配管口径約

0.25m相当のスプリット破断及び気相部破断について述べる。 
(a) 低温側配管スプリット破断 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜3. 設計基準事故の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
主要なパラメータの過渡変化の結果として、炉心圧力、炉心出

口流量、気泡炉心水位及び原子炉出力の変化を第3.2.1.5図に、燃

料被覆管表面での熱伝達係数及び燃料被覆管温度の変化を第

3.2.1.6図に示す。 
１次冷却材の流出に伴い原子炉圧力は急激に低下し、破断発生

の約5秒後に「原子炉圧力低」信号のトリップ限界値に達し、約7
秒で制御棒クラスタが落下を開始することにより、原子炉は自動

停止する。また、破断発生の約7秒後に「原子炉圧力異常低」信号

の非常用炉心冷却設備作動限界値に達し、約32秒で高圧注入系か

らの注入が始まる。 
炉心は破断発生の約44秒後に露出し始め、燃料被覆管温度は上

昇してくるが、その後、高圧注入系及び蓄圧注入系からの注入に

より、炉心水位が再び上昇することにより、燃料被覆管温度は最

高約742℃に達した後急速に低下する。ジルコニウム－水反応量

も、最大となる部分で約0.1％にとどまる。 
(b) 気相部破断 

加圧器気相部に接続する最大口径約0.13m配管破断の場合につ

いて以下に述べる。 
主要なパラメータの過渡変化の結果として、炉心圧力、炉心入

口流量及び気泡炉心水位の変化を第3.2.1.7図に示す。 
加圧器気相部からの蒸気放出に伴い原子炉圧力は急速に低下

し、破断発生の約7秒後に「原子炉圧力低」信号のトリップ限界値

に達し、約9秒で制御棒クラスタが落下を開始することにより、原

子炉は自動停止する。 
また、破断発生の約16秒後に「原子炉圧力異常低」信号の非常

用炉心冷却設備作動限界値に達し、約41秒で高圧注入系からの注

入が始まる。 
炉心部が２相流の状態になると圧力低下が緩やかとなるが、破

断発生後約655秒で蓄圧注入系からの注入が始まり、さらに原子炉

圧力は低下する。 
また、炉心は冠水状態にあり、燃料被覆管温度はほぼ１次冷却

材の飽和温度近くにとどまり、ジルコニウム－水反応量も問題と

ならない。 
また、いずれの場合にも、格納容器再循環サンプにたまった流

出水等を余熱除去ポンプ、余熱除去冷却器及び充てん／高圧注入

ポンプを通して炉心に注入する再循環に切り替え、長期にわたる

冷却を行う。 
 
 

主要なパラメータの過渡変化の結果として、炉心圧力、炉心出

口流量、気泡炉心水位及び原子炉出力の変化を第3.2.1.5図に、燃

料被覆管表面での熱伝達係数及び燃料被覆管温度の変化を第

3.2.1.6図に示す。 
１次冷却材の流出に伴い原子炉圧力は急激に低下し、破断発生

の約5秒後に「原子炉圧力低」信号のトリップ限界値に達し、約7
秒で制御棒クラスタが落下を開始することにより、原子炉は自動

停止する。また、破断発生の約7秒後に「原子炉圧力異常低」信号

の非常用炉心冷却設備作動限界値に達し、約32秒で高圧注入系か

らの注入が始まる。 
炉心は破断発生の約45秒後に露出し始め、燃料被覆管温度は上

昇してくるが、その後、高圧注入系及び蓄圧注入系からの注入に

より、炉心水位が再び上昇することにより、燃料被覆管温度は最

高約752℃に達した後急速に低下する。ジルコニウム－水反応量

も、最大となる部分で約0.1％にとどまる。 
(b) 気相部破断 

加圧器気相部に接続する最大口径約0.13m配管破断の場合につ

いて以下に述べる。 
主要なパラメータの過渡変化の結果として、炉心圧力、炉心入

口流量及び気泡炉心水位の変化を第3.2.1.7図に示す。 
加圧器気相部からの蒸気放出に伴い原子炉圧力は急速に低下

し、破断発生の約7秒後に「原子炉圧力低」信号のトリップ限界値

に達し、約9秒で制御棒クラスタが落下を開始することにより、原

子炉は自動停止する。 
また、破断発生の約16秒後に「原子炉圧力異常低」信号の非常

用炉心冷却設備作動限界値に達し、約41秒で高圧注入系からの注

入が始まる。 
炉心部が２相流の状態になると圧力低下が緩やかとなるが、破

断発生後約668秒で蓄圧注入系からの注入が始まり、さらに原子炉

圧力は低下する。 
また、炉心は冠水状態にあり、燃料被覆管温度はほぼ１次冷却

材の飽和温度近くにとどまり、ジルコニウム－水反応量も問題と

ならない。 
また、いずれの場合にも、格納容器再循環サンプにたまった流

出水等を余熱除去ポンプ、余熱除去冷却器及び充てん／高圧注入

ポンプを通して炉心に注入する再循環に切り替え、長期にわたる

冷却を行う。 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜3. 設計基準事故の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
第3.2.1.3表   小破断解析結果 

項  目 液相部破断 気相部破断 
破断配管口径 

（m） 0.30 0.25 0.20 0.13 

燃料被覆管最高温度 
（℃） 696 742 575 炉心露出 

せず 
局所的最大ジルコニウム－水反応量 

（%） 0.1 0.1 0.1 ― 

全炉心平均ジルコニウム－水反応量 
（%） 0.1以下 0.1以下 0.1以下 ― 

 
3.2.1.3 結  論 

非常用炉心冷却設備性能評価用大破断解析において、第3.2.1.2表に示す

とおり、燃料被覆管の最高温度は約1,044℃であり、「ＥＣＣＳ性能評価指針」

に示されている基準（燃料被覆の温度の計算値の最高値は、1,200℃以下で

あること。）を満たす。燃料被覆管の局所的最大ジルコニウム－水反応量は

約4.0％であり、「ＥＣＣＳ性能評価指針」に示されている基準（燃料被覆の

化学量論的酸化量の計算値は、酸化反応が著しくなる前の被覆管厚さの

15％以下であること。）を満たす。また、全炉心平均ジルコニウム－水反応

量は0.3％以下であり、「ＥＣＣＳ性能評価指針」に示されている基準（炉心

で燃料被覆及び構造材が水と反応するに伴い発生する水素の量は、格納容器

の健全性確保の見地から、十分低い値であること。）を満たす。さらに、第

3.2.1.4図に示すとおり、燃料被覆管の一部がバーストしている燃料棒でも、

熱除去は順調に行われ、燃料被覆管温度は最高値を過ぎた後低下し続け、低

い温度に落ち着く。その後は、再循環モードの確立によって、長期にわたる

炉心の冷却が可能であり、この低い温度が維持される。したがって、「ＥＣ

ＣＳ性能評価指針」に示されている基準（燃料の形状の変化を考慮しても、

崩壊熱の除去が長期間にわたって行われることが可能であること。）を満た

す。 
なお、蒸気発生器伝熱管施栓率0％の場合は、燃料被覆管最高温度並びに

局所的最大ジルコニウム－水反応量及び全炉心平均ジルコニウム－水反応

量ともに、蒸気発生器伝熱管施栓率10％の場合を下回り、問題となることは

ない。 
また、小破断解析においても、第3.2.1.3表に示すとお り、燃料被覆管最

高温度は約742℃で、制限値1,200℃に 比べて十分余裕がある。燃料被覆管

の局所的最大ジルコニウム－水反応量及び全炉心平均ジルコニウム－水反

応量は、各々約0.1％及び0.1％以下であり十分小さい。また、長期にわたる

炉心の冷却は再循環モードの確立によって維持できる。 
なお、蒸気発生器伝熱管施栓率0％の場合は、燃料被覆管最高温度につい

第3.2.1.3表   小破断解析結果 
項  目 液相部破断 気相部破断 
破断配管口径 

（m） 0.30 0.25 0.20 0.13 

燃料被覆管最高温度 
（℃） 706 752 661 炉心露出 

せず 
局所的最大ジルコニウム－水反応量 

（%） 0.1 0.1 0.1 ― 

全炉心平均ジルコニウム－水反応量 
（%） 0.1以下 0.1以下 0.1以下 ― 

 
3.2.1.3 結  論 

非常用炉心冷却設備性能評価用大破断解析において、第3.2.1.2表に示す

とおり、燃料被覆管の最高温度は約1,035℃であり、「ＥＣＣＳ性能評価指針」

に示されている基準（燃料被覆の温度の計算値の最高値は、1,200℃以下で

あること。）を満たす。燃料被覆管の局所的最大ジルコニウム－水反応量は

約3.6％であり、「ＥＣＣＳ性能評価指針」に示されている基準（燃料被覆の

化学量論的酸化量の計算値は、酸化反応が著しくなる前の被覆管厚さの

15％以下であること。）を満たす。また、全炉心平均ジルコニウム－水反応

量は0.3％以下であり、「ＥＣＣＳ性能評価指針」に示されている基準（炉心

で燃料被覆及び構造材が水と反応するに伴い発生する水素の量は、格納容器

の健全性確保の見地から、十分低い値であること。）を満たす。さらに、第

3.2.1.4図に示すとおり、燃料被覆管の一部がバーストしている燃料棒でも、

熱除去は順調に行われ、燃料被覆管温度は最高値を過ぎた後低下し続け、低

い温度に落ち着く。その後は、再循環モードの確立によって、長期にわたる

炉心の冷却が可能であり、この低い温度が維持される。したがって、「ＥＣ

ＣＳ性能評価指針」に示されている基準（燃料の形状の変化を考慮しても、

崩壊熱の除去が長期間にわたって行われることが可能であること。）を満た

す。 
なお、蒸気発生器伝熱管施栓率0％の場合は、燃料被覆管最高温度並びに

局所的最大ジルコニウム－水反応量及び全炉心平均ジルコニウム－水反応

量ともに、蒸気発生器伝熱管施栓率10％の場合を下回り、問題となることは

ない。 
また、小破断解析においても、第3.2.1.3表に示すとお り、燃料被覆管最

高温度は約752℃で、制限値1,200℃に比べて十分余裕がある。燃料被覆管の

局所的最大ジルコニウム－水反応量及び全炉心平均ジルコニウム－水反応

量は、各々約0.1％及び0.1％以下であり十分小さい。また、長期にわたる炉

心の冷却は再循環モードの確立によって維持できる。 
なお、蒸気発生器伝熱管施栓率0％の場合は、燃料被覆管最高温度につい
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜3. 設計基準事故の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
ては、蒸気発生器伝熱管施栓率10％の 場合に比べ若干上昇するが、この場

合でも燃料被覆管最高温度は約763℃（低温側配管口径約0.25m相当のスプ

リ ット破断）であり、大破断解析の燃料被覆管温度が最も高くなる場合の

解析結果を下回るとともに、制限値1,200℃を下回り、燃料被覆管のジルコ

ニウム－水反応量も問題となることはない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ては、蒸気発生器伝熱管施栓率10％の 場合に比べ若干上昇するが、この場

合でも燃料被覆管最高温度は約777℃（低温側配管口径約0.25m相当のスプ

リット破断）であり、大破断解析の燃料被覆管温度が最も高くなる場合の解

析結果を下回るとともに、制限値1,200℃を下回り、燃料被覆管のジルコニ

ウム－水反応量も問題となることはない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
蒸気発生器取替に伴

う変更 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4
6
5
/
5
6
6



高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜3. 設計基準事故の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
3.2.2 原子炉冷却材流量の喪失 
3.2.2.1 事故の原因、防止対策及び拡大防止対策 

(1) 事故の原因及び説明 
この事故は、原子炉の出力運転中に、１次冷却材の流量が定格出力時の

流量から自然循環流量にまで大幅に低下する事象を想定する。具体的に

は１次冷却材ポンプ全台の駆動電源が同時に喪失するものと考える。 
この事故が発生すると、炉心損傷の心配のない低出力時以外は、原子炉

保護設備により原子炉は自動停止し、事故は安全に終止できる。 
(2) 防止対策 

１次冷却材ポンプは、単一の所内母線故障で2台以上のポンプが同時に

停止しないよう別々の所内母線に接続し、原子炉運転中、この母線は発電

機側の電源から給電され、発電機側の電源が遮断された場合にも直ちに

外部の500kV又は77kV送電線より給電される構成とし、所内母線の電源

喪失の発生を防止する。 
(3) 拡大防止対策 

a. １次冷却材ポンプは、フライホイールを設けて慣性を大きくして、電

源喪失の際にも１次冷却材流量の急速な低下を防ぎ、熱除去能力が

急速に失われることを防止する。 
b. 原子炉保護設備からの信号により原子炉を自動停止する。この事象に

おいては以下の信号の発生が考えられる。 
(a) １次冷却材流量低 
(b) １次冷却材ポンプ電源電圧低 
(c) １次冷却材ポンプ電源周波数低 
(d) １次冷却材ポンプ遮断器開 

 
3.2.2.2 事故経過の解析 

(1) 解析方法 
１次冷却材流量過渡特性解析コードPHOENIXにより１次冷却材流

量コーストダウン曲線を求め、これを入力として、プラント過渡特性解

析コードMARVELにより原子炉圧力及び中性子束の時間応答を求め

る。これらのデータを使って、燃料棒過渡解析コードFACTRANにより

燃料棒表面の平均点と熱点の熱流束の時間変化を求め、さらに、熱水力

計算コードTHINC-ⅢによりＤＮＢＲへの影響を解析する。 
(2) 解析条件 
a. 初期原子炉出力は定格出力とする。 
b. 減速材密度係数は、出力運転時の最小値0(Δk/k)/(g/cm3)とし、ドップ

ラ出力係数は、第1.2.2図の上限の値とする。この組合せは、１次冷

却材温度上昇による原子炉出力抑制効果と、トリップ時に加えられ

る負の反応度添加を最も小さくする。 

3.2.2 原子炉冷却材流量の喪失 
3.2.2.1 事故の原因、防止対策及び拡大防止対策 

(1) 事故の原因及び説明 
この事故は、原子炉の出力運転中に、１次冷却材の流量が定格出力時の

流量から自然循環流量にまで大幅に低下する事象を想定する。具体的に

は１次冷却材ポンプ全台の駆動電源が同時に喪失するものと考える。 
この事故が発生すると、炉心損傷の心配のない低出力時以外は、原子炉

保護設備により原子炉は自動停止し、事故は安全に終止できる。 
(2) 防止対策 

１次冷却材ポンプは、単一の所内母線故障で2台以上のポンプが同時に

停止しないよう別々の所内母線に接続し、原子炉運転中、この母線は発電

機側の電源から給電され、発電機側の電源が遮断された場合にも直ちに

外部の500kV又は77kV送電線より給電される構成とし、所内母線の電源

喪失の発生を防止する。 
(3) 拡大防止対策 

a. １次冷却材ポンプは、フライホイールを設けて慣性を大きくして、電

源喪失の際にも１次冷却材流量の急速な低下を防ぎ、熱除去能力が

急速に失われることを防止する。 
b. 原子炉保護設備からの信号により原子炉を自動停止する。この事象に

おいては以下の信号の発生が考えられる。 
(a) １次冷却材流量低 
(b) １次冷却材ポンプ電源電圧低 
(c) １次冷却材ポンプ電源周波数低 
(d) １次冷却材ポンプ遮断器開 

 
3.2.2.2 事故経過の解析 

(1) 解析方法 
１次冷却材流量過渡特性解析コードPHOENIXにより１次冷却材流

量コーストダウン曲線を求め、これを入力として、プラント過渡特性解

析コードMARVELにより原子炉圧力及び中性子束の時間応答を求め

る。これらのデータを使って、燃料棒過渡解析コードFACTRANにより

燃料棒表面の平均点と熱点の熱流束の時間変化を求め、さらに、熱水力

計算コードTHINC-ⅢによりＤＮＢＲへの影響を解析する。 
(2) 解析条件 
a. 初期原子炉出力は定格出力とする。 
b. 減速材密度係数は、出力運転時の最小値0(Δk/k)/(g/cm3)とし、ドップ

ラ出力係数は、第1.2.2図の上限の値とする。この組合せは、１次冷

却材温度上昇による原子炉出力抑制効果と、トリップ時に加えられ

る負の反応度添加を最も小さくする。 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜3. 設計基準事故の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
c. 原子炉の自動停止は、「１次冷却材ポンプ電源電圧低」信号によるも

のとする。 
d. １次冷却材流量のコーストダウン曲線の計算に使用する１次冷却材

ポンプの慣性モーメントは、安全側の値として小さめの3,110kg･m2

を使用する。 
e. 制御棒制御系は手動制御されているものとする。 

(3) 解析結果 
１次冷却材ポンプ全台停止時の炉心流量、原子炉出力、平均点熱流束、

熱点熱流束、原子炉圧力及び最小ＤＮＢＲの変化を第3.2.2.1図に示す。

１次冷却材ポンプの電源喪失により「１次冷却材ポンプ電源電圧低」信

号のトリップ限界値に到達し約1.2秒で制御棒クラスタが落下を開始す

ることにより原子炉は自動停止する。 
最小ＤＮＢＲは、事故発生の約2.4秒後に約1.66となる。また、原子炉

圧力の上昇は約0.6MPa（約6kg/cm2）である。 
原子炉停止後、高温停止状態に移行し、２次側による冷却操作等によ

り、原子炉は冷態停止状態に移行することができる。 
 
3.2.2.3 結 論     

１次冷却材ポンプの全台停止時においても、１次冷却材及び１次冷却材ポ

ンプの慣性のために、１次冷却材流量が急速に低下することなく原子炉は自

動的に停止され、最小ＤＮＢＲは約1.66にとどまるので、炉心冷却能力が失

われることはない。また、原子炉圧力の上昇はわずかであり、原子炉冷却材

圧力バウンダリの健全性が問題となることはない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. 原子炉の自動停止は、「１次冷却材ポンプ電源電圧低」信号によるも

のとする。 
d. １次冷却材流量のコーストダウン曲線の計算に使用する１次冷却材

ポンプの慣性モーメントは、安全側の値として小さめの3,110kg･m2

を使用する。 
e. 制御棒制御系は手動制御されているものとする。 

(3) 解析結果 
１次冷却材ポンプ全台停止時の炉心流量、原子炉出力、平均点熱流束、

熱点熱流束、原子炉圧力及び最小ＤＮＢＲの変化を第3.2.2.1図に示す。

１次冷却材ポンプの電源喪失により「１次冷却材ポンプ電源電圧低」信

号のトリップ限界値に到達し約1.2秒で制御棒クラスタが落下を開始す

ることにより原子炉は自動停止する。 
最小ＤＮＢＲは、事故発生の約2.4秒後に約1.66となる。また、原子炉

圧力の上昇は約0.6MPa（約6kg/cm2）である。 
原子炉停止後、高温停止状態に移行し、２次側による冷却操作等によ

り、原子炉は冷態停止状態に移行することができる。 
 
3.2.2.3 結 論     

１次冷却材ポンプの全台停止時においても、１次冷却材及び１次冷却材ポ

ンプの慣性のために、１次冷却材流量が急速に低下することなく原子炉は自

動的に停止され、最小ＤＮＢＲは約1.66にとどまるので、炉心冷却能力が失

われることはない。また、原子炉圧力の上昇はわずかであり、原子炉冷却材

圧力バウンダリの健全性が問題となることはない。 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜3. 設計基準事故の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
3.2.3 原子炉冷却材ポンプの軸固着 
3.2.3.1 事故の原因、防止対策及び拡大防止対策 

(1) 事故の原因及び説明 
この事故は、原子炉の出力運転中に、１次冷却材を駆動するポンプの

回転軸が固着し、原子炉冷却材の流量が急激に減少する事象を想定す

る。具体的には１次冷却材ポンプ1台の回転軸が固着して瞬時に停止す

るものと考える。 
この場合、燃料被覆管温度の急上昇による燃料棒の損傷と、原子炉圧

力の急上昇による１次冷却系の損傷が生じるか否かが問題となる。 
原子炉は、原子炉保護設備により自動停止し、事故は炉心に過度の損

傷を与えることなく終止できる。 
(2) 防止対策 
a. １次冷却材ポンプの材料選定、設計、製作、据付け及び検査は、関連

する規格及び基準に適合させるようにし、また、品質管理を十分に行

う。特に、ベアリングは長時間の１次冷却材ポンプの運転に対しても

摩耗することのないように設計を行い、ポンプ軸固着の可能性を極

めて小さくする。 
b. ベアリング潤滑油やベアリング温度が異常な状態になれば、「オイル

レベル低」警報や「ベアリング温度高」警報を中央制御室に発し、運

転員のポンプ停止操作により、ベアリングの固着を防ぐようにする。 
(3) 拡大防止対策 

原子炉保護設備からの信号により原子炉を自動停止する。この事象に

おいては以下の信号の発生が考えられる。 
(a) １次冷却材流量低 
(b) １次冷却材ポンプ遮断器開 

 
3.2.3.2 事故経過の解析 

(1) 解析方法 
「3.2.2 原子炉冷却材流量の喪失」と同様の方法により解析する。 

(2) 解析条件 
a. ＤＮＢＲの評価では、初期原子炉出力は定格出力とする。 
b. 減速材密度係数は、出力運転時の最小値0(Δk/k)/(g/cm3)とし、ドップ

ラ出力係数は、第1.2.2図の上限の値とする。 
c. 原子炉の自動停止は、「１次冷却材流量低」信号によるものとする。 
d. 原子炉圧力の評価では、初期原子炉出力は102%とし、原子炉圧力の

低減効果を持つ加圧器スプレイ弁、加圧器逃がし弁及びタービンバ

イパス弁は、不作動とし、原子炉停止後の蒸気発生器への給水は行わ

れないものとする。 
(3) 解析結果 

3.2.3 原子炉冷却材ポンプの軸固着 
3.2.3.1 事故の原因、防止対策及び拡大防止対策 

(1) 事故の原因及び説明 
この事故は、原子炉の出力運転中に、１次冷却材を駆動するポンプの

回転軸が固着し、原子炉冷却材の流量が急激に減少する事象を想定す

る。具体的には１次冷却材ポンプ1台の回転軸が固着して瞬時に停止す

るものと考える。 
この場合、燃料被覆管温度の急上昇による燃料棒の損傷と、原子炉圧

力の急上昇による１次冷却系の損傷が生じるか否かが問題となる。 
原子炉は、原子炉保護設備により自動停止し、事故は炉心に過度の損

傷を与えることなく終止できる。 
(2) 防止対策 
a. １次冷却材ポンプの材料選定、設計、製作、据付け及び検査は、関連

する規格及び基準に適合させるようにし、また、品質管理を十分に行

う。特に、ベアリングは長時間の１次冷却材ポンプの運転に対しても

摩耗することのないように設計を行い、ポンプ軸固着の可能性を極

めて小さくする。 
b. ベアリング潤滑油やベアリング温度が異常な状態になれば、「オイル

レベル低」警報や「ベアリング温度高」警報を中央制御室に発し、運

転員のポンプ停止操作により、ベアリングの固着を防ぐようにする。 
(3) 拡大防止対策 

原子炉保護設備からの信号により原子炉を自動停止する。この事象に

おいては以下の信号の発生が考えられる。 
(a) １次冷却材流量低 
(b) １次冷却材ポンプ遮断器開 

 
3.2.3.2 事故経過の解析 

(1) 解析方法 
「3.2.2 原子炉冷却材流量の喪失」と同様の方法により解析する。 

(2) 解析条件 
a. ＤＮＢＲの評価では、初期原子炉出力は定格出力とする。 
b. 減速材密度係数は、出力運転時の最小値0(Δk/k)/(g/cm3)とし、ドップ

ラ出力係数は、第1.2.2図の上限の値とする。 
c. 原子炉の自動停止は、「１次冷却材流量低」信号によるものとする。 
d. 原子炉圧力の評価では、初期原子炉出力は102%とし、原子炉圧力の

低減効果を持つ加圧器スプレイ弁、加圧器逃がし弁及びタービンバ

イパス弁は、不作動とし、原子炉停止後の蒸気発生器への給水は行わ

れないものとする。 
(3) 解析結果 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜3. 設計基準事故の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
1台の１次冷却材ポンプ軸固着時の炉心流量、原子炉出力、平均点熱流

束、熱点熱流束、原子炉圧力及び最小ＤＮＢＲの変化を第3.2.3.1図に示

す。 
１次冷却材流量の低下により、事故発生の約0.1秒後に「１次冷却材流

量低」信号のトリップ限界値に到達し、約1.1秒で制御棒クラスタが落下

を開始することにより、原子炉は自動停止する。 
最小ＤＮＢＲは、事故発生の約2.1秒後に約1.24となる。また、原子炉

圧力の最大値は約17.2MPa［gage］(約175kg/cm2G)である。 
原子炉停止後、高温停止状態に移行し、２次側による冷却操作等によ

り、原子炉は冷態停止状態に移行することができる。 
 
3.2.3.3 結 論     

1台の１次冷却材ポンプ軸固着時において１次冷却材流量が減少するも

のの、原子炉は自動的に停止され、最小ＤＮＢＲは約1.24にとどまるので、

炉心冷却能力が失われることはない。また、原子炉圧力は過度に上昇するこ

とはなく、原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性が問題となることはない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1台の１次冷却材ポンプ軸固着時の炉心流量、原子炉出力、平均点熱流

束、熱点熱流束、原子炉圧力及び最小ＤＮＢＲの変化を第3.2.3.1図に示

す。 
１次冷却材流量の低下により、事故発生の約0.1秒後に「１次冷却材流

量低」信号のトリップ限界値に到達し、約1.1秒で制御棒クラスタが落下

を開始することにより、原子炉は自動停止する。 
最小ＤＮＢＲは、事故発生の約2.1秒後に約1.24となる。また、原子炉

圧力の最大値は約17.2MPa［gage］(約175kg/cm2G)である。 
原子炉停止後、高温停止状態に移行し、２次側による冷却操作等によ

り、原子炉は冷態停止状態に移行することができる。 
 
3.2.3.3 結 論     

1台の１次冷却材ポンプ軸固着時において１次冷却材流量が減少するも

のの、原子炉は自動的に停止され、最小ＤＮＢＲは約1.24にとどまるので、

炉心冷却能力が失われることはない。また、原子炉圧力は過度に上昇するこ

とはなく、原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性が問題となることはない。 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜3. 設計基準事故の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
3.2.4 主給水管破断 
3.2.4.1 事故の原因、防止対策及び拡大防止対策 

(1) 事故の原因及び説明 
この事故は、原子炉の出力運転中に給水系配管に破断が生じ、２次冷

却材が喪失し、原子炉の冷却能力が低下する事象を想定する。具体的に

は主給水管1本が瞬時に両端破断するものと考える。もし、主給水管の逆

止弁と蒸気発生器の間の配管が破断すると、蒸気発生器の保有水も破断

口を通して放出される。さらに、この位置での破断により破断側の蒸気

発生器へ補助給水を供給することができなくなる。 
この場合、以下の理由で炉心に発生する熱を１次冷却系より除去する

能力が減少する。 
a. 蒸気発生器への主給水が減少するため、原子炉が停止するまでに１次

冷却材温度は上昇する。 
b. 破断側の蒸気発生器の保有水は破断口を通して放出され、原子炉の崩

壊熱及び他の残留熱の除去に利用できない。 
c. 破断が大きいと原子炉停止後主給水を供給できない。 

しかしながら、原子炉保護設備により原子炉は自動停止し、健全側

の蒸気発生器へ補助給水を供給することによって１次冷却系を冷却

することができる。さらに、加圧器安全弁の作動により原子炉圧力の

上昇を抑制することができるので、炉心に過度の損傷を与えることな

く、原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性が損なわれることもなく事

故は安全に終止できる。 
(2) 防止対策 

主給水管の材料選定、設計、製作、据付け及び検査は、関連する規格

及び基準に準拠して行い、主給水管破断が起こる可能性を極めて小さく

する。 
(3) 拡大防止対策 
a. 原子炉保護設備からの信号により原子炉を自動停止する。この事象に

おいては以下の信号の発生が考えられる。 
(a) 原子炉圧力高 
(b) 過大温度ΔT高 
(c) 蒸気発生器給水流量低 
(d) 蒸気発生器水位異常低 
(e) 非常用炉心冷却設備作動 

b. 原子炉の崩壊熱及び他の残留熱の除去のために、補助給水系を設け

る。 
c. １次冷却系の過圧を防止するため、加圧器逃がし弁、加圧器安全弁等

の設備を設ける。 
d. 破断側蒸気発生器の水位低下と給水流量の増大、健全側蒸気発生器へ

3.2.4 主給水管破断 
3.2.4.1 事故の原因、防止対策及び拡大防止対策 

(1) 事故の原因及び説明 
この事故は、原子炉の出力運転中に給水系配管に破断が生じ、２次冷

却材が喪失し、原子炉の冷却能力が低下する事象を想定する。具体的に

は主給水管1本が瞬時に両端破断するものと考える。もし、主給水管の逆

止弁と蒸気発生器の間の配管が破断すると、蒸気発生器の保有水も破断

口を通して放出される。さらに、この位置での破断により破断側の蒸気

発生器へ補助給水を供給することができなくなる。 
この場合、以下の理由で炉心に発生する熱を１次冷却系より除去する

能力が減少する。 
a. 蒸気発生器への主給水が減少するため、原子炉が停止するまでに１次

冷却材温度は上昇する。 
b. 破断側の蒸気発生器の保有水は破断口を通して放出され、原子炉の崩

壊熱及び他の残留熱の除去に利用できない。 
c. 破断が大きいと原子炉停止後主給水を供給できない。 

しかしながら、原子炉保護設備により原子炉は自動停止し、健全側

の蒸気発生器へ補助給水を供給することによって１次冷却系を冷却

することができる。さらに、加圧器安全弁の作動により原子炉圧力の

上昇を抑制することができるので、炉心に過度の損傷を与えることな

く、原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性が損なわれることもなく事

故は安全に終止できる。 
(2) 防止対策 

主給水管の材料選定、設計、製作、据付け及び検査は、関連する規格

及び基準に準拠して行い、主給水管破断が起こる可能性を極めて小さく

する。 
(3) 拡大防止対策 
a. 原子炉保護設備からの信号により原子炉を自動停止する。この事象に

おいては以下の信号の発生が考えられる。 
(a) 原子炉圧力高 
(b) 過大温度ΔT高 
(c) 蒸気発生器給水流量低 
(d) 蒸気発生器水位異常低 
(e) 非常用炉心冷却設備作動 

b. 原子炉の崩壊熱及び他の残留熱の除去のために、補助給水系を設け

る。 
c. １次冷却系の過圧を防止するため、加圧器逃がし弁、加圧器安全弁等

の設備を設ける。 
d. 破断側蒸気発生器の水位低下と給水流量の増大、健全側蒸気発生器へ
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜3. 設計基準事故の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
の給水流量の低下等から異常を検知し、破断側蒸気発生器への補助

給水系を早期に閉止できるよう、中央制御室から操作可能な補助給

水ポンプ出口弁を設ける。 
 

3.2.4.2 事故経過の解析 
(1) 解析方法 

プラント過渡特性解析コードMARVELにより原子炉出力、原子炉圧

力、加圧器水位、１次冷却材平均温度等の過渡応答を求める。これらの

データを使って燃料棒過渡解析コードFACTRANにより燃料棒表面の

熱流束の時間変化を求め、さらに、熱水力計算コードTHINC-Ⅲにより

ＤＮＢＲへの影響を解析する。 
(2) 解析条件 
a. 原子炉圧力の評価では初期原子炉出力は102%とする。 
b. すべての蒸気発生器への主給水は、主給水管破断発生と同時に停止す

るものとする。 
c. 主給水管1本が瞬時に両端破断すると仮定するが、給水リングの開口

部にて臨界流となるものとする。破断流量の計算にはMoodyのモデ

ル(7)を使用するものとする。 
d. 原子炉は破断側の「蒸気発生器水位異常低」信号で自動停止するもの

とする。 
e. 原子炉停止と同時に外部電源は喪失するものとする。 
f. 崩壊熱は初期原子炉出力で無限時間運転した場合の値を使用する。 
g. 運転員は事故の発生を検知してから10分後に健全側蒸気発生器2基

に､タービン動補助給水系の単一故障を仮定し、電動補助給水ポンプ

2台分の補助給水を供給する操作を行うものとする。 
h. ＤＮＢＲの評価では初期原子炉出力は定格出力とする。 

(3) 解析結果 
主給水管破断時の１次冷却材平均温度、原子炉圧力及び加圧器保有水

量の変化を第3.2.4.1図に、最小ＤＮＢＲの変化を第3.2.4.2図に示す。 
初期に原子炉圧力は上昇するが、原子炉は事故発生の約18秒後に「蒸

気発生器水位異常低」信号のトリップ限界値に到達し、約20秒で制御棒

クラスタが落下を開始することにより自動停止し、さらに、加圧器安全

弁の作動により圧力上昇は抑えられる。その後、破断側蒸気発生器の水

位低下と給水流量の増大及び健全側蒸気発生器への給水流量の低下か

ら異常を検知し、「蒸気発生器水位異常低」原子炉トリップ信号発信後10
分で破断側蒸気発生器への補助給水ポンプ出口弁の閉止操作が行われ

るので、やがて補助給水による除熱が崩壊熱の発生を上回り原子炉圧力

は下降する。最小ＤＮＢＲは約1.66である。また、原子炉圧力の最大値

は約17.7MPa［gage］（約181kg/cm2G）であり、事故のなかで最大とな

の給水流量の低下等から異常を検知し、破断側蒸気発生器への補助

給水系を早期に閉止できるよう、中央制御室から操作可能な補助給

水ポンプ出口弁を設ける。 
 

3.2.4.2 事故経過の解析 
(1) 解析方法 

プラント過渡特性解析コードMARVELにより原子炉出力、原子炉圧

力、加圧器水位、１次冷却材平均温度等の過渡応答を求める。これらの

データを使って燃料棒過渡解析コードFACTRANにより燃料棒表面の

熱流束の時間変化を求め、さらに、熱水力計算コードTHINC-Ⅲにより

ＤＮＢＲへの影響を解析する。 
(2) 解析条件 
a. 原子炉圧力の評価では初期原子炉出力は102%とする。 
b. すべての蒸気発生器への主給水は、主給水管破断発生と同時に停止す

るものとする。 
c. 主給水管1本が瞬時に両端破断すると仮定するが、給水リングの開口

部にて臨界流となるものとする。破断流量の計算にはMoodyのモデ

ル(7)を使用するものとする。 
d. 原子炉は破断側の「蒸気発生器水位異常低」信号で自動停止するもの

とする。 
e. 原子炉停止と同時に外部電源は喪失するものとする。 
f. 崩壊熱は初期原子炉出力で無限時間運転した場合の値を使用する。 
g. 運転員は事故の発生を検知してから10分後に健全側蒸気発生器2基

に､タービン動補助給水系の単一故障を仮定し、電動補助給水ポンプ

2台分の補助給水を供給する操作を行うものとする。 
h. ＤＮＢＲの評価では初期原子炉出力は定格出力とする。 

(3) 解析結果 
主給水管破断時の１次冷却材平均温度、原子炉圧力及び加圧器保有水

量の変化を第3.2.4.1図に、最小ＤＮＢＲの変化を第3.2.4.2図に示す。 
初期に原子炉圧力は上昇するが、原子炉は事故発生の約15秒後に「蒸

気発生器水位異常低」信号のトリップ限界値に到達し、約17秒で制御棒

クラスタが落下を開始することにより自動停止し、さらに、加圧器安全

弁の作動により圧力上昇は抑えられる。その後、破断側蒸気発生器の水

位低下と給水流量の増大及び健全側蒸気発生器への給水流量の低下か

ら異常を検知し、「蒸気発生器水位異常低」原子炉トリップ信号発信後10
分で破断側蒸気発生器への補助給水ポンプ出口弁の閉止操作が行われ

るので、やがて補助給水による除熱が崩壊熱の発生を上回り原子炉圧力

は下降する。最小ＤＮＢＲは約1.58である。また、原子炉圧力の最大値

は約17.7MPa［gage］であり、事故のなかで最大となる。この場合でも
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜3. 設計基準事故の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
る。この場合でも原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力の最大値は

約18.2MPa［gage］（約186kg/cm2G）にとどまる。 
原子炉停止後、高温停止状態に移行し、２次側による冷却操作等によ

り、原子炉は冷態停止状態に移行することができる。 
 
3.2.4.3 結論 

主給水管破断時、原子炉は原子炉保護設備により自動停止し、最小ＤＮＢ

Ｒは約1.66にとどまる。さらに、補助給水系が作動して原子炉の崩壊熱及び

他の残留熱を除去することにより、炉心は十分に冷却でき、炉心冷却能力が

失われることはない。また、原子炉圧力は過度に上昇することはなく、原子

炉冷却材圧力バウンダリの健全性が問題となることはない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力の最大値は約18.2MPa
［gage］にとどまる。 

原子炉停止後、高温停止状態に移行し、２次側による冷却操作等によ

り、原子炉は冷態停止状態に移行することができる。 
 
3.2.4.3 結論 

主給水管破断時、原子炉は原子炉保護設備により自動停止し、最小ＤＮＢ

Ｒは約1.58にとどまる。さらに、補助給水系が作動して原子炉の崩壊熱及び

他の残留熱を除去することにより、炉心は十分に冷却でき、炉心冷却能力が

失われることはない。また、原子炉圧力は過度に上昇することはなく、原子

炉冷却材圧力バウンダリの健全性が問題となることはない。 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜3. 設計基準事故の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
3.2.5 主蒸気管破断 
3.2.5.1 事故の原因、防止対策及び拡大防止対策 

(1) 事故の原因及び説明 
この事故は、原子炉の高温停止時に、２次冷却系の破断等により、１

次冷却材の温度が低下し、反応度が添加される事象を想定する。 
具体的には主蒸気管1本が瞬時に両端破断するものと考える。破断に

よる蒸気の流出は蒸気圧力の低下とともに減少するが、１次冷却系から

熱を除去し、１次冷却材の温度及び圧力の低下をもたらす。原子炉が正

の減速材密度係数を有すると、反応度が添加され、原子炉の反応度停止

余裕が減少する。もし、最も反応度価値の大きい制御棒クラスタ1本が全

引き抜き位置で固着した場合は臨界となり、出力上昇の状態も生じ得る

が、非常用炉心冷却設備の作動により、原子炉は再び臨界未満となり安

全に保たれる。 
(2) 防止対策 
a. 主蒸気管の材料選定、設計、製作、据付け及び検査は、関連する規格

及び基準に準拠して行い、主蒸気管破断が起こる可能性を極めて小

さくする。 
b. 主蒸気系の過圧を防止するため、タービンバイパス系、主蒸気逃がし

弁及び主蒸気安全弁を設ける。 
(3) 拡大防止対策 
a. 原子炉保護設備からの信号により原子炉は自動停止する。この事象に

おいては以下の信号の発信が考えられる。 
(a) 中性子束高 
(b) 過大温度ΔＴ高 
(c) 過大出力ΔＴ高 
(d) 非常用炉心冷却設備作動 
(e) 原子炉圧力低 

b. ほう酸水を炉心に注入するため、以下の信号により非常用炉心冷却設

備を作動させる。 
(a) 原子炉圧力低と加圧器水位低の一致 
(b) 原子炉圧力異常低 
(c) 主蒸気流量高と主蒸気ライン圧力低あるいは１次冷却材平均温

度異常低の一致 
(d) 主蒸気ライン差圧高 
(e) 原子炉格納容器圧力高 

c. １次冷却系の圧力低下に伴い、その圧力が蓄圧タンクの保持圧力を下

回ると、蓄圧タンクから１次冷却系へほう酸水の注入が開始される。 
d. １次冷却材の過度の冷却を防ぐために、原子炉トリップ信号と「１次

冷却材平均温度低」信号の一致により、主給水制御弁を全閉する。 

3.2.5 主蒸気管破断 
3.2.5.1 事故の原因、防止対策及び拡大防止対策 

(1) 事故の原因及び説明 
この事故は、原子炉の高温停止時に、２次冷却系の破断等により、１

次冷却材の温度が低下し、反応度が添加される事象を想定する。 
具体的には主蒸気管1本が瞬時に両端破断するものと考える。破断に

よる蒸気の流出は蒸気圧力の低下とともに減少するが、１次冷却系から

熱を除去し、１次冷却材の温度及び圧力の低下をもたらす。原子炉が正

の減速材密度係数を有すると、反応度が添加され、原子炉の反応度停止

余裕が減少する。もし、最も反応度価値の大きい制御棒クラスタ1本が全

引き抜き位置で固着した場合は臨界となり、出力上昇の状態も生じ得る

が、非常用炉心冷却設備の作動により、原子炉は再び臨界未満となり安

全に保たれる。 
(2) 防止対策 
a. 主蒸気管の材料選定、設計、製作、据付け及び検査は、関連する規格

及び基準に準拠して行い、主蒸気管破断が起こる可能性を極めて小

さくする。 
b. 主蒸気系の過圧を防止するため、タービンバイパス系、主蒸気逃がし

弁及び主蒸気安全弁を設ける。 
(3) 拡大防止対策 
a. 原子炉保護設備からの信号により原子炉は自動停止する。この事象に

おいては以下の信号の発信が考えられる。 
(a) 中性子束高 
(b) 過大温度ΔＴ高 
(c) 過大出力ΔＴ高 
(d) 非常用炉心冷却設備作動 
(e) 原子炉圧力低 

b. ほう酸水を炉心に注入するため、以下の信号により非常用炉心冷却設

備を作動させる。 
(a) 原子炉圧力低と加圧器水位低の一致 
(b) 原子炉圧力異常低 
(c) 主蒸気流量高と主蒸気ライン圧力低あるいは１次冷却材平均温

度異常低の一致 
(d) 主蒸気ライン差圧高 
(e) 原子炉格納容器圧力高 

c. １次冷却系の圧力低下に伴い、その圧力が蓄圧タンクの保持圧力を下

回ると、蓄圧タンクから１次冷却系へほう酸水の注入が開始される。 
d. １次冷却材の過度の冷却を防ぐために、原子炉トリップ信号と「１次

冷却材平均温度低」信号の一致により、主給水制御弁を全閉する。 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜3. 設計基準事故の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
さらに、非常用炉心冷却設備作動信号により主給水ポンプを自動停

止し、主給水系のすべての制御弁及び主給水隔離弁を全閉する。 
e. 健全側主蒸気管からの逆流による蒸気の流出を防止するため、主蒸気

隔離弁の下流に逆止弁を設け、さらに、以下の信号によって主蒸気隔

離弁を全閉する。 
(a) 主蒸気流量高と主蒸気ライン圧力低あるいは１次冷却材平均温

度異常低の一致 
(b) 原子炉格納容器圧力異常高 

f. 蒸気発生器の蒸気出口ノズル部にフローリストリクタを設け、主蒸気

管破断による蒸気流出を制限するように設計している。 
 
3.2.5.2 事故経過の解析 

(1) 解析方法 
プラント過渡特性解析コードＭＡＲＶＥＬにより、原子炉圧力、炉心

冷却材平均温度、蒸気流量、炉心反応度及び熱流束の過渡応答を求める。

さらに、出力分布を核設計計算コードＡＮＣにより求め、熱水力計算コ

ードＴＨＩＮＣ－ⅢによりＤＮＢＲへの影響を解析する。 
(2) 解析条件 
a. 原子炉の初期状態としては、原子炉は高温停止状態にあり、制御棒ク

ラスタは全挿入されているものとする。１次冷却材平均温度及び原

子炉圧力の初期値は、高温停止状態の値として、それぞれ286.1℃及

び15.41MPa[gage]とする。反応度停止余裕は、原子炉トリップ時に

最大の反応度価値を有する制御棒クラスタ1本が、全引き抜き位置で

固着したときの、１次冷却材平均温度及び原子炉圧力が上記の高温

停止時の状態の値として、0.018Δk/kとする。１次冷却材中のほう素

濃度は0ppmを仮定する。 
b. 解析はサイクル末期について行う。 

サイクル末期は、減速材密度係数が最大になるので、１次冷却系の

冷却による炉心への影響が最も大きい。 
減速材密度変化による反応度効果は、第2.3.6.1図に示すように、減

速材の密度の関数として与える。また、ドップラ出力係数による反応

度効果は、第3.2.5.1図に示すように出力の関数として与える。 
c. 主蒸気管1本の瞬時の両端破断を仮定する。  

また、外部電源はある場合の方が１次冷却材流量が維持され炉心が

より冷却されるので、厳しい仮定になると考えられるが、ここでは以

下の2ケースについて解析する。 
  ケースＡ   外部電源あり 
  ケースＢ   外部電源なし 

d. 逆止弁の効果は、解析では安全側に考えて無視し、主蒸気管の隔離は、

さらに、非常用炉心冷却設備作動信号により主給水ポンプを自動停

止し、主給水系のすべての制御弁及び主給水隔離弁を全閉する。 
e. 健全側主蒸気管からの逆流による蒸気の流出を防止するため、主蒸気

隔離弁の下流に逆止弁を設け、さらに、以下の信号によって主蒸気隔

離弁を全閉する。 
(a) 主蒸気流量高と主蒸気ライン圧力低あるいは１次冷却材平均温

度異常低の一致 
(b) 原子炉格納容器圧力異常高 

f. 蒸気発生器の蒸気出口ノズル部にフローリストリクタを設け、主蒸気

管破断による蒸気流出を制限するように設計している。 
 
3.2.5.2 事故経過の解析 

(1) 解析方法 
プラント過渡特性解析コードＭＡＲＶＥＬにより、原子炉圧力、炉心

冷却材平均温度、蒸気流量、炉心反応度及び熱流束の過渡応答を求める。

さらに、出力分布を核設計計算コードＡＮＣにより求め、熱水力計算コ

ードＴＨＩＮＣ－ⅢによりＤＮＢＲへの影響を解析する。 
(2) 解析条件 
a. 原子炉の初期状態としては、原子炉は高温停止状態にあり、制御棒ク

ラスタは全挿入されているものとする。１次冷却材平均温度及び原

子炉圧力の初期値は、高温停止状態の値として、それぞれ286.1℃及

び15.41MPa[gage]とする。反応度停止余裕は、原子炉トリップ時に

最大の反応度価値を有する制御棒クラスタ1本が、全引き抜き位置で

固着したときの、１次冷却材平均温度及び原子炉圧力が上記の高温

停止時の状態の値として、0.018Δk/kとする。１次冷却材中のほう素

濃度は0ppmを仮定する。 
b. 解析はサイクル末期について行う。 

サイクル末期は、減速材密度係数が最大になるので、１次冷却系の

冷却による炉心への影響が最も大きい。 
減速材密度変化による反応度効果は、第2.3.6.1図に示すように、減

速材の密度の関数として与える。また、ドップラ出力係数による反応

度効果は、第3.2.5.1図に示すように出力の関数として与える。 
c. 主蒸気管1本の瞬時の両端破断を仮定する。  

また、外部電源はある場合の方が１次冷却材流量が維持され炉心が

より冷却されるので、厳しい仮定になると考えられるが、ここでは以

下の2ケースについて解析する。 
  ケースＡ   外部電源あり 
  ケースＢ   外部電源なし 

d. 逆止弁の効果は、解析では安全側に考えて無視し、主蒸気管の隔離は、
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜3. 設計基準事故の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
「主蒸気流量高と主蒸気ライン圧力低の一致」信号により事故発生

後10秒で閉止する主蒸気隔離弁によって行うものとする。 
e. ＤＮＢＲの評価では、1台の充てん／高圧注入ポンプのみが作動し、

ほう酸注入タンクからほう素濃度21,000ppm のほう酸水を１次冷

却材低温側配管に注入するものとする。なお、原子炉圧力の評価で

は、2台の充てん／高圧注入ポンプが作動するものとする。 
非常用炉心冷却設備の動的機器の単一故障としてこの仮定が最も

厳しい。 
ほう酸水が炉心に到達するまでの時間には、非常用炉心冷却設備作

動信号が発信してから、ポンプが全速に達するまでの時間、ほう酸注

入配管内の低濃度のほう酸水が一掃される時間及び１次冷却材管内

での輸送遅れを考慮する。 
f. 主蒸気管の破断に伴う蒸気発生器２次側の温度低下率を大きく評価

するため、蒸気発生器では完全に気水分離するものとする。 
水のキャリーオーバは１次冷却系の冷却を減少させるので、この仮

定は厳しいものである。 
g. 主蒸気管破断時の蒸気流量の計算には、Ｍｏｏｄｙのモデル(7)を使用

する。 
h. ＤＮＢＲの計算には、Ｗ－３相関式(8)を使用する。 
i.  非常用炉心冷却設備作動信号発信後10分の時点で蒸気放出が継続し

ている蒸気発生器への補助給水を停止する操作を行うものとする。 
(3) 解析結果(5)(13) 

a. ケースＡ（高温停止状態において、主蒸気管1本の瞬時の両端破断で

外部電源あり）のＤＮＢＲを評価した場合の炉心冷却材平均温度、原

子炉圧力、破断側蒸気発生器からの蒸気流量、熱流束及び反応度の変

化を第3.2.5.2図に示す。 
b. ケースＢ（高温停止状態において、主蒸気管1本の瞬時の両端破断で

外部電源なし）のＤＮＢＲを評価した場合の炉心冷却材平均温度、原

子炉圧力、破断側蒸気発生器からの蒸気流量、熱流束及び反応度の変

化を第3.2.5.3図に示す。 
c. 2ケースとも原子炉は臨界に達する。特にケースＡではその最大熱流

束は定格出力値の約12％まで上昇しており、ケースＢに比べて厳し

くなっている。 
d. 2ケースとも「主蒸気流量高と主蒸気ライン圧力低の一致」信号の非

常用炉心冷却設備作動限界値に事故発生の約2秒後に達し、ケースＡ

では約17秒、ケースＢでは約27秒で非常用炉心冷却設備が作動する。

ケースＡでは1台の充てん／高圧注入ポンプから高濃度のほう酸水

が１次冷却材低温側配管へ、事故後約47秒で到達することにより原

子炉出力は低下する。最小ＤＮＢＲはウラン･プルトニウム混合酸化

「主蒸気流量高と主蒸気ライン圧力低の一致」信号により事故発生

後10秒で閉止する主蒸気隔離弁によって行うものとする。 
e. ＤＮＢＲの評価では、1台の充てん／高圧注入ポンプのみが作動し、

ほう酸注入タンクからほう素濃度21,000ppm のほう酸水を１次冷

却材低温側配管に注入するものとする。なお、原子炉圧力の評価で

は、2台の充てん／高圧注入ポンプが作動するものとする。 
非常用炉心冷却設備の動的機器の単一故障としてこの仮定が最も

厳しい。 
ほう酸水が炉心に到達するまでの時間には、非常用炉心冷却設備作

動信号が発信してから、ポンプが全速に達するまでの時間、ほう酸注

入配管内の低濃度のほう酸水が一掃される時間及び１次冷却材管内

での輸送遅れを考慮する。 
f. 主蒸気管の破断に伴う蒸気発生器２次側の温度低下率を大きく評価

するため、蒸気発生器では完全に気水分離するものとする。 
水のキャリーオーバは１次冷却系の冷却を減少させるので、この仮
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g. 主蒸気管破断時の蒸気流量の計算には、Ｍｏｏｄｙのモデル(7)を使用

する。 
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i.  非常用炉心冷却設備作動信号発信後10分の時点で蒸気放出が継続し
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a. ケースＡ（高温停止状態において、主蒸気管1本の瞬時の両端破断で

外部電源あり）のＤＮＢＲを評価した場合の炉心冷却材平均温度、原

子炉圧力、破断側蒸気発生器からの蒸気流量、熱流束及び反応度の変

化を第3.2.5.2図に示す。 
b. ケースＢ（高温停止状態において、主蒸気管1本の瞬時の両端破断で

外部電源なし）のＤＮＢＲを評価した場合の炉心冷却材平均温度、原

子炉圧力、破断側蒸気発生器からの蒸気流量、熱流束及び反応度の変

化を第3.2.5.3図に示す。 
c. 2ケースとも原子炉は臨界に達する。特にケースＡではその最大熱流

束は定格出力値の約12％まで上昇しており、ケースＢに比べて厳し
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d. 2ケースとも「主蒸気流量高と主蒸気ライン圧力低の一致」信号の非

常用炉心冷却設備作動限界値に事故発生の約2秒後に達し、ケースＡ

では約17秒、ケースＢでは約27秒で非常用炉心冷却設備が作動する。

ケースＡでは1台の充てん／高圧注入ポンプから高濃度のほう酸水

が１次冷却材低温側配管へ、事故後約47秒で到達することにより原

子炉出力は低下する。最小ＤＮＢＲはウラン･プルトニウム混合酸化
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜3. 設計基準事故の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
物燃料炉心が厳しくなり、ＤＮＢＲが最小となるのは熱流束最大時

点の約2.14である。 
e. 外部電源の喪失を同時に仮定したケースＢでは、１次冷却材ポンプト

リップにより、１次冷却材流量が減少し、主蒸気管破断による１次冷

却系を冷却する効果は小さいため、炉心に与える影響は少ない。 
f. いずれのケースも原子炉は臨界に達するが、破断したループの蒸気発

生器への補助給水を「主蒸気流量高と主蒸気ライン圧力低の一致」に

よる非常用炉心冷却設備作動信号発信10分後の時点で停止する操作

を行うことにより１次冷却系の冷却が止まり、炉心は臨界未満とな

る。その後、２次側による冷却操作等により、原子炉は冷態停止状態

に移行することができる。 
ｇ. 原子炉圧力の観点では、２台の充てん／高圧注入ポンプによりほう

酸水が注入され続けたとしても、加圧器安全弁の容量は注入流量を

十分上回るため、原子炉圧力が過度に上昇することはない。 
h. 臨界状態が継続する間、最小ＤＮＢＲは約2.14であり、最大熱流束は

定格出力値の約12％と小さいため、燃料中心温度は十分溶融点未満

である。 
また、原子炉圧力は過度に上昇することはなく、原子炉冷却材圧力

バウンダリにかかる圧力は、最高使用圧力の1.1倍を下回る。 
さらに臨界継続中に他の異常状態が重畳する可能性は十分小さい。 

 
3.2.5.3 結  論 

以上のように、最も厳しい条件による解析において、原子炉は臨界に達し、

その最大熱流束は定格出力値の約12％になるが、その後、非常用炉心冷却設

備の作動で高濃度のほう酸水が炉心に注入され、原子炉出力は低下し、臨界

未満になる。最小ＤＮＢＲは約2.14にとどまるので炉心冷却能力が失われる

ことはない。 
また、原子炉圧力は過度に上昇することはなく、原子炉冷却材圧力バウン

ダリの健全性が問題となることはない。 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜3. 設計基準事故の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
3.3 反応度の異常な投入又は原子炉出力の急激な変化 
3.3.1 制御棒飛び出し 
3.3.1.1 事故の原因、防止対策及び拡大防止対策 

(1) 事故の原因及び説明 
この事故は、原子炉が臨界又は臨界近傍にあるときに、制御棒駆動系

あるいは同ハウジングの破断等により制御棒クラスタ 1本が炉心外に飛

び出し、急激な反応度の添加と出力分布変化を生ずる事象を想定する。 
高温零出力時からの飛び出しは、反応度の添加が 1 ドルを超えるので、

反応度投入事象となる。 
この事故による原子炉出力の上昇は、負のドップラ反応度帰還によっ

て抑制され、さらに、原子炉保護設備により原子炉は自動停止し、事故

は炉心に過度の損傷を与えることなく終止できる。 
反応度投入事象における燃料エンタルピの具体的な判断基準は、燃焼

が最も進んだペレットの融点低下及びガドリニア、プルトニウム添加に

よるペレット融点低下を考慮して、ガドリニア入り燃料も含むウラン燃

料の最大燃料エンタルピは 833J/g(199cal/g)を超えないこと、ウラン・

プルトニウム混合酸化物燃料の最大燃料エンタルピは 770J/g(184cal/g)
を超えないことを用いる。 

なお、燃料破損時の影響については、「ＲＩＥ報告書」添付４の影響評

価に包含される。 
また、破断口からの１次冷却材の流出は、１次冷却材管両端破断に比

較して破断口の大きさが十分小さいので、厳しいものではない。 
(2) 防止対策 

制御棒駆動装置圧力ハウジングの設計及び製作は以下の点に留意し

て行い、破断が起こる可能性を極めて小さくする。 
a. 運転に先立って、圧力ハウジングは最高使用圧力の 1.25 倍の水圧試

験を行い、十分耐圧性の立証されたものを使用する。 
b. 圧力ハウジングは、出力運転時の過渡現象や１次冷却系の熱水力学的

挙動により過度の応力を受けないよう、また、設計地震力に十分耐え

るように設計する。 
c. 圧力ハウジングには、原子炉の運転中に遭遇すると思われる全温度範

囲にわたって、優秀な強じん性を有するステンレス鋼を使用する。 
(3) 拡大防止対策 
a. 制御棒クラスタの飛び出しにより、過大な反応度が添加されないよう

な設計とする。 
出力運転時には、停止用制御棒クラスタは全引き抜き位置にあり、

制御用制御棒クラスタは制御棒クラスタ挿入限界により挿入を制限

しており、制御棒クラスタの飛び出しにより、過大な反応度が添加さ

れないような設計としている。 

3.3 反応度の異常な投入又は原子炉出力の急激な変化 
3.3.1 制御棒飛び出し 
3.3.1.1 事故の原因、防止対策及び拡大防止対策 

(1) 事故の原因及び説明 
この事故は、原子炉が臨界又は臨界近傍にあるときに、制御棒駆動系

あるいは同ハウジングの破断等により制御棒クラスタ 1本が炉心外に飛

び出し、急激な反応度の添加と出力分布変化を生ずる事象を想定する。 
高温零出力時からの飛び出しは、反応度の添加が 1 ドルを超えるので、

反応度投入事象となる。 
この事故による原子炉出力の上昇は、負のドップラ反応度帰還によっ

て抑制され、さらに、原子炉保護設備により原子炉は自動停止し、事故

は炉心に過度の損傷を与えることなく終止できる。 
反応度投入事象における燃料エンタルピの具体的な判断基準は、燃焼

が最も進んだペレットの融点低下及びガドリニア、プルトニウム添加に

よるペレット融点低下を考慮して、ガドリニア入り燃料も含むウラン燃

料の最大燃料エンタルピは 833J/g(199cal/g)を超えないこと、ウラン・

プルトニウム混合酸化物燃料の最大燃料エンタルピは 770J/g(184cal/g)
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また、破断口からの１次冷却材の流出は、１次冷却材管両端破断に比

較して破断口の大きさが十分小さいので、厳しいものではない。 
(2) 防止対策 

制御棒駆動装置圧力ハウジングの設計及び製作は以下の点に留意し

て行い、破断が起こる可能性を極めて小さくする。 
a. 運転に先立って、圧力ハウジングは最高使用圧力の 1.25 倍の水圧試

験を行い、十分耐圧性の立証されたものを使用する。 
b. 圧力ハウジングは、出力運転時の過渡現象や１次冷却系の熱水力学的

挙動により過度の応力を受けないよう、また、設計地震力に十分耐え
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な設計とする。 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜3. 設計基準事故の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
b. 原子炉保護設備からの信号により原子炉を自動停止する。この事象に

おいては以下の信号の発生が考えられる。 
(a) 中性子束高 
(b) 出力領域中性子束変化率高 

c. １次冷却材量が減少すると以下の信号で非常用炉心冷却設備が作動

し、燃料取替用水タンクのほう酸水を炉心に注入する。 
(a) 原子炉圧力低と加圧器水位低の一致 
(b) 原子炉圧力異常低 
その他の拡大防止対策については、「3.2.1.1 (3)拡大防止対策」と同

じである。 
 

3.3.1.2 事故経過の解析 
(1) 解析方法 

多次元炉心動特性解析コード TWINKLE により、炉心の平均出力の

過渡応答を求め、燃料棒過渡解析コード FACTRAN により、この平均出

力に熱水路係数を乗じた出力変化に対する熱点での燃料棒内温度上昇

等を解析する(9)。また、熱水力計算コード THINC-Ⅲにより炉心におけ

る急峻なボイドの生成を計算し、このボイドを考慮して、プラント過渡

特性解析コード MARVEL により原子炉圧力の時間変化を求める。 
(2) 解析条件 
a. 解析は以下の 4 ケースについて、実施する。 

(a) サイクル初期高温全出力 
(b) サイクル初期高温零出力 
(c) サイクル末期高温全出力 
(d) サイクル末期高温零出力 

b. 高温全出力のケースでは、 
(a) 原子炉出力及び１次冷却材平均温度の初期値は、それぞれ 102%

及び 304.5℃とする。なお、ＤＮＢＲ評価の初期値は定格値とす

る。 
(b) 制御用制御棒クラスタバンクＤは、制御棒クラスタ挿入限界位置

にあると仮定し、その位置から制御棒クラスタ 1 本が飛び出すも

のとする。 
(c) 原子炉の自動停止は、「出力領域中性子束高（高設定）」信号によ

るものとする。 
(d) 原子炉圧力の初期値は､圧力解析の場合定常運転時の最高圧力と

する｡ 
c. 高温零出力のケースでは、 

(a) 原子炉出力及び１次冷却材平均温度の初期値は、それぞれ定格出

力の 10-9 及び 288.3℃とする。 

b. 原子炉保護設備からの信号により原子炉を自動停止する。この事象に

おいては以下の信号の発生が考えられる。 
(a) 中性子束高 
(b) 出力領域中性子束変化率高 

c. １次冷却材量が減少すると以下の信号で非常用炉心冷却設備が作動

し、燃料取替用水タンクのほう酸水を炉心に注入する。 
(a) 原子炉圧力低と加圧器水位低の一致 
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じである。 
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等を解析する(9)。また、熱水力計算コード THINC-Ⅲにより炉心におけ

る急峻なボイドの生成を計算し、このボイドを考慮して、プラント過渡

特性解析コード MARVEL により原子炉圧力の時間変化を求める。 
(2) 解析条件 
a. 解析は以下の 4 ケースについて、実施する。 

(a) サイクル初期高温全出力 
(b) サイクル初期高温零出力 
(c) サイクル末期高温全出力 
(d) サイクル末期高温零出力 

b. 高温全出力のケースでは、 
(a) 原子炉出力及び１次冷却材平均温度の初期値は、それぞれ 102%

及び 304.5℃とする。なお、ＤＮＢＲ評価の初期値は定格値とす

る。 
(b) 制御用制御棒クラスタバンクＤは、制御棒クラスタ挿入限界位置

にあると仮定し、その位置から制御棒クラスタ 1 本が飛び出すも

のとする。 
(c) 原子炉の自動停止は、「出力領域中性子束高（高設定）」信号によ

るものとする。 
(d) 原子炉圧力の初期値は､圧力解析の場合定常運転時の最高圧力と

する｡ 
c. 高温零出力のケースでは、 

(a) 原子炉出力及び１次冷却材平均温度の初期値は、それぞれ定格出

力の 10-9 及び 288.3℃とする。 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜3. 設計基準事故の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
(b) 制御用制御棒クラスタバンクＤは全挿入位置、他のバンクは挿入

限界位置にあると仮定し、バンクＤに属するクラスタ 1 本が飛び

出すものとする。 
(c) 原子炉の自動停止は、「出力領域中性子束高（低設定）」信号に

よるものとする。 
(d) 原子炉圧力の初期値は、燃料エンタルピ解析の場合定常運転時の

最低圧力、圧力解析の場合定常運転時の最高圧力とする。 
d. 原子炉圧力の評価においては、燃料から冷却材への熱伝達、金属－水

反応、冷却材中での熱発生を考慮し、制御棒駆動装置圧力ハウジング

の破損による減圧効果を無視する。 
e. 制御棒クラスタの飛び出しによって、以下の反応度が 0.1 秒の間に添

加されるものとする。 
サイクル初期高温全出力  0.19% Δk/k 
サイクル末期高温全出力  0.19% Δk/k 
サイクル初期高温零出力  0.90% Δk/k 
サイクル末期高温零出力  1.0 % Δk/k 

f. 実効遅発中性子割合（βeff）はウラン・プルトニウム混合酸化物燃料

を装荷する場合は、サイクル初期で 0.47%、サイクル末期で 0.41%
を使用し、ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料を装荷しない場合

は、サイクル初期で 0.52%、サイクル末期で 0.43%を使用する。 
g. ギャップ熱伝達係数は、燃料エンタルピ解析では、初期の燃料エンタ

ルピを高めに与えるように小さめのギャップ熱伝達係数をコード内

部で計算し、初期値から一定として使用する。 
h. 燃料被覆管表面熱伝達係数は以下に示す相関式により計算する。 

(a) サブクール状態 Dittus-Boelter の式 
(b) 核沸騰状態   Jens-Lottes の式 
(c) 膜沸騰状態   Bishop-Sandberg-Tong の式 
解析ではいったんＤＮＢに達すれば、その後は膜沸騰状態が持続す

るものとする。 
i. 事故に伴う原子炉出力の急上昇はドップラ効果によって抑えられる。

ドップラ反応度帰還は、燃料実効温度の関数として考慮する。 
制御棒ハウジングの破損に伴う減圧沸騰による負の反応度効果は、

考慮しないものとする。 
j. 制御棒クラスタ飛び出し直後の熱流束熱水路係数は以下の値を使用

する。また、その後の熱流束熱水路係数は、高温全出力のケースにつ

いては一定とし、高温零出力のケースについては、制御棒飛び出し後

の反応度帰還効果による出力分布の変化を考慮する。 
サイクル初期高温全出力   7.0 
サイクル末期高温全出力   5.6 

(b) 制御用制御棒クラスタバンクＤは全挿入位置、他のバンクは挿入

限界位置にあると仮定し、バンクＤに属するクラスタ 1 本が飛び

出すものとする。 
(c) 原子炉の自動停止は、「出力領域中性子束高（低設定）」信号に

よるものとする。 
(d) 原子炉圧力の初期値は、燃料エンタルピ解析の場合定常運転時の

最低圧力、圧力解析の場合定常運転時の最高圧力とする。 
d. 原子炉圧力の評価においては、燃料から冷却材への熱伝達、金属－水

反応、冷却材中での熱発生を考慮し、制御棒駆動装置圧力ハウジング

の破損による減圧効果を無視する。 
e. 制御棒クラスタの飛び出しによって、以下の反応度が 0.1 秒の間に添

加されるものとする。 
サイクル初期高温全出力  0.19% Δk/k 
サイクル末期高温全出力  0.19% Δk/k 
サイクル初期高温零出力  0.90% Δk/k 
サイクル末期高温零出力  1.0 % Δk/k 

f. 実効遅発中性子割合（βeff）はウラン・プルトニウム混合酸化物燃料

を装荷する場合は、サイクル初期で 0.47%、サイクル末期で 0.41%
を使用し、ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料を装荷しない場合

は、サイクル初期で 0.52%、サイクル末期で 0.43%を使用する。 
g. ギャップ熱伝達係数は、燃料エンタルピ解析では、初期の燃料エンタ

ルピを高めに与えるように小さめのギャップ熱伝達係数をコード内

部で計算し、初期値から一定として使用する。 
h. 燃料被覆管表面熱伝達係数は以下に示す相関式により計算する。 

(a) サブクール状態 Dittus-Boelter の式 
(b) 核沸騰状態   Jens-Lottes の式 
(c) 膜沸騰状態   Bishop-Sandberg-Tong の式 
解析ではいったんＤＮＢに達すれば、その後は膜沸騰状態が持続す

るものとする。 
i. 事故に伴う原子炉出力の急上昇はドップラ効果によって抑えられる。

ドップラ反応度帰還は、燃料実効温度の関数として考慮する。 
制御棒ハウジングの破損に伴う減圧沸騰による負の反応度効果は、

考慮しないものとする。 
j. 制御棒クラスタ飛び出し直後の熱流束熱水路係数は以下の値を使用

する。また、その後の熱流束熱水路係数は、高温全出力のケースにつ

いては一定とし、高温零出力のケースについては、制御棒飛び出し後

の反応度帰還効果による出力分布の変化を考慮する。 
サイクル初期高温全出力   7.0 
サイクル末期高温全出力   5.6 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜3. 設計基準事故の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
サイクル初期高温零出力  14 
サイクル末期高温零出力  26 

(3) 解析結果(5) 

a. 中性子束変化をケースごとに第 3.3.1.1 図～第 3.3.1.4 図に示す｡ま

た､高温零出力のケースについては、燃料エンタルピを併せて図に示

し、解析結果を第 3.3.1.1 表にまとめる。 
原子炉圧力の変化を第 3.3.1.5 図及び第 3.3.1.6 図に示す。 

b. いずれのケースも、制御棒クラスタ飛び出しに伴う原子炉出力の急峻

な上昇は、負のドップラ反応度帰還効果により抑制され、「中性子束

高」信号により下記の時刻に制御棒クラスタが落下を開始すること

により終止する。 
サイクル初期高温全出力  約 0.5 秒 
サイクル末期高温全出力  約 0.5 秒 
サイクル初期高温零出力  約 0.6 秒 
サイクル末期高温零出力  約 0.6 秒 

その後は、原子炉冷却材喪失と同様に非常用炉心冷却設備により長

期にわたる冷却の維持が行われる。 
c. 高温零出力のケースにおける燃料エンタルピの最大値は、ウラン・プ

ルトニウム混合酸化物燃料炉心のサイクル末期における二酸化ウラ

ン燃料で生じ、約 450J/g（約 107cal/g）である。一方、ウラン・プ

ルトニウム混合酸化物燃料の燃料エンタルピの最大値はサイクル末

期で生じ、約 449J/g（約 107cal/g）である。 
また、原子炉圧力の最大値は、ウラン・プルトニウム混合酸化物燃

料炉心のサイクル初期高温零出力のケースで生じ約 16.6MPa［gage］
（約 169kg/cm2G）である。 

d. 「3.4 環境への放射性物質の異常な放出」で考慮する燃料破損割合は、

以下の中から最大のものを使用する。 
高温全出力のケース 

ＤＮＢＲが許容限界値を下回る燃料棒は破損するものとし、破

損する燃料棒数の炉心の全燃料棒数に対する割合はウラン・プル

トニウム混合酸化物燃料炉心において厳しくなり、次のとおりと

なる。 
サイクル初期  約 12% 
サイクル末期  約 8% 

なお、二酸化ウラン燃料の燃料中心温度の最高値はウラン燃料

炉心において生じ、サイクル初期約 2,610℃、サイクル末期約

2,258℃であり、溶融点未満である。一方、ウラン・プルトニウ

ム混合酸化物燃料の燃料中心温度の最高値は、サイクル初期約

2,569℃、サイクル末期約 2,239℃であり、溶融点未満である。 

サイクル初期高温零出力  14 
サイクル末期高温零出力  26 

(3) 解析結果(5) 

a. 中性子束変化をケースごとに第 3.3.1.1 図～第 3.3.1.4 図に示す｡ま

た､高温零出力のケースについては、燃料エンタルピを併せて図に示

し、解析結果を第 3.3.1.1 表にまとめる。 
原子炉圧力の変化を第 3.3.1.5 図及び第 3.3.1.6 図に示す。 

b. いずれのケースも、制御棒クラスタ飛び出しに伴う原子炉出力の急峻

な上昇は、負のドップラ反応度帰還効果により抑制され、「中性子束

高」信号により下記の時刻に制御棒クラスタが落下を開始すること

により終止する。 
サイクル初期高温全出力  約 0.5 秒 
サイクル末期高温全出力  約 0.5 秒 
サイクル初期高温零出力  約 0.6 秒 
サイクル末期高温零出力  約 0.6 秒 

その後は、原子炉冷却材喪失と同様に非常用炉心冷却設備により長

期にわたる冷却の維持が行われる。 
c. 高温零出力のケースにおける燃料エンタルピの最大値は、ウラン・プ

ルトニウム混合酸化物燃料炉心のサイクル末期における二酸化ウラ

ン燃料で生じ、約 450J/g（約 107cal/g）である。一方、ウラン・プ

ルトニウム混合酸化物燃料の燃料エンタルピの最大値はサイクル末

期で生じ、約 449J/g（約 107cal/g）である。 
また、原子炉圧力の最大値は、ウラン・プルトニウム混合酸化物燃

料炉心のサイクル初期高温零出力のケースで生じ約 16.6MPa［gage］
（約 169kg/cm2G）である。 

d. 「3.4 環境への放射性物質の異常な放出」で考慮する燃料破損割合は、

以下の中から最大のものを使用する。 
高温全出力のケース 

ＤＮＢＲが許容限界値を下回る燃料棒は破損するものとし、破

損する燃料棒数の炉心の全燃料棒数に対する割合はウラン・プル

トニウム混合酸化物燃料炉心において厳しくなり、次のとおりと

なる。 
サイクル初期  約 12% 
サイクル末期  約 8% 

なお、二酸化ウラン燃料の燃料中心温度の最高値はウラン燃料

炉心において生じ、サイクル初期約 2,610℃、サイクル末期約

2,258℃であり、溶融点未満である。一方、ウラン・プルトニウ

ム混合酸化物燃料の燃料中心温度の最高値は、サイクル初期約

2,569℃、サイクル末期約 2,239℃であり、溶融点未満である。 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜3. 設計基準事故の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
高温零出力のケース 

燃料エンタルピの最大値はサイクル末期の約 450J/g（約

107cal/g）であり、燃料の許容設計限界 712J/g（約 170cal/g）を

超えない。 
また、燃焼の進んだ燃料のピーク出力部燃料エンタルピの増分

がＰＣＭＩ破損しきい値のめやすを上回る燃料棒の炉心の全燃

料棒数に対する割合は、次のとおりとなる。 
サイクル初期  約 0%  
サイクル末期  約 1% 
 

第3.3.1.1表 制御棒飛び出し解析結果（高温零出力） 
ケ ー ス     

項 目     
サイクル 
初 期     

サイクル 
末 期     

燃 料 
エ ン タ ル ピ 
最 大 値 
J / g ( c a l / g ) 

ウラン燃料 414 
(99) 

450 
(107) 

ウラン・プルトニウム 
混合酸化物燃料 

413 
(99) 

449 
(107) 

ピ ー ク 
出 力 部 
燃 料 
エ ン タ ル ピ 
増 分 の 
最 大 値 
J / g ( c a l / g ) 

燃焼度25,000MWd/t未満 307 
(73) 

355 
(85) 

燃焼度25,000MWd/t以上 
40,000MWd/t未満 

257 
(61) 

321 
(77) 

燃焼度40,000MWd/t以上 
65,000MWd/t未満 

156 
(37) 

254 
(61) 

 
3.3.1.3 結論 

燃料エンタルピの最大値は約450J/g（約107cal/g）であり、判断基準を十

分下回っており、燃料の大きな損傷が生じることはなく、炉心冷却能力が失

われることはない。 
また、原子炉圧力は過度に上昇することはなく、原子炉冷却材圧力バウン

ダリの健全性が問題となることはない。 
 
 
 
 
 

高温零出力のケース 
燃料エンタルピの最大値はサイクル末期の約 450J/g（約

107cal/g）であり、燃料の許容設計限界 712J/g（約 170cal/g）を

超えない。 
また、燃焼の進んだ燃料のピーク出力部燃料エンタルピの増分

がＰＣＭＩ破損しきい値のめやすを上回る燃料棒の炉心の全燃

料棒数に対する割合は、次のとおりとなる。 
サイクル初期  約 0%  
サイクル末期  約 1% 
 

第3.3.1.1表 制御棒飛び出し解析結果（高温零出力） 
ケ ー ス     

項 目     
サイクル 
初 期     

サイクル 
末 期     

燃 料 
エ ン タ ル ピ 
最 大 値 
J / g ( c a l / g ) 

ウラン燃料 414 
(99) 

450 
(107) 

ウラン・プルトニウム 
混合酸化物燃料 

413 
(99) 

449 
(107) 

ピ ー ク 
出 力 部 
燃 料 
エ ン タ ル ピ 
増 分 の 
最 大 値 
J / g ( c a l / g ) 

燃焼度25,000MWd/t未満 307 
(73) 

355 
(85) 

燃焼度25,000MWd/t以上 
40,000MWd/t未満 

257 
(61) 

321 
(77) 

燃焼度40,000MWd/t以上 
65,000MWd/t未満 

156 
(37) 

254 
(61) 

 
3.3.1.3 結論 

燃料エンタルピの最大値は約450J/g（約107cal/g）であり、判断基準を十

分下回っており、燃料の大きな損傷が生じることはなく、炉心冷却能力が失

われることはない。 
また、原子炉圧力は過度に上昇することはなく、原子炉冷却材圧力バウン

ダリの健全性が問題となることはない。 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜3. 設計基準事故の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
3.4 環境への放射性物質の異常な放出 
3.4.1 放射性気体廃棄物処理施設の破損 
3.4.1.1 事故の原因、防止対策及び拡大防止対策 

(1) 事故の原因及び説明 
この事故は、放射性気体廃棄物処理設備の一部が破損し、ここに貯留

されていた気体状の放射性物質が環境に放出される事象を想定する。 
具体的には、放射性気体廃棄物処理設備の配管、水素再結合ガス減衰

タンク、ガス減衰タンク等が、何らかの理由で破損又は漏えいを起こし、

内蔵された放射性物質が施設外に放出される事象である。 
評価では、放射性気体廃棄物の放出量が最大となる水素再結合ガス減

衰タンク 1 基が破損し、放射性ガスが原子炉補助建屋内に放出される事

象として考える。 
(2) 防止対策 
a. 放射性気体廃棄物処理設備の配管、タンク類の材料選定、設計、製作、

据付け及び検査は関連する規格及び基準に準拠して行い、破損や漏え

いの起こる可能性を小さくする。 
b. 水素再結合ガス減衰タンク及びガス減衰タンクのガス圧力がタンク

の設計圧力を下回るように、水素再結合ガス圧縮機の吐出圧力を決

め、破損の可能性を小さくする。 
(3) 拡大防止対策 
a. 仮に水素再結合ガス減衰タンク、ガス減衰タンク等が破損又は漏えい

を起こしたとしても、各減衰タンクの出入口に隔離弁を設け、使用中

のタンク以外は常時閉止することにより、放出放射能量を最大限タン

ク 1 基分にとどめるようにする。 
b. 放射性気体廃棄物処理設備から原子炉補助建屋内にガス状の放射性

物質が放出された場合、排気設備によって補助建屋排気筒へ導く。さ

らに、排気設備には、放射性ガスの監視設備を設け、周辺環境に放出

される放射性物質を監視する。 
 

3.4.1.2 核分裂生成物の放出量及び線量の評価 
(1) 評価方法 

大気中に放出される放射性希ガスの量は、以下の条件により評価し、

実効線量は「3.4.2 蒸気発生器伝熱管破損」と同様な方法により評価す

る。 
(2) 評価条件 

前述の防止対策及び設計上の考慮により、水素再結合ガス減衰タンク

の破損の可能性は極めて小さいが、評価上次の条件により評価する。 
a. 原子炉は事故直前まで定格出力の 102%で運転していたものとする。 
b. １次冷却材中の希ガス濃度は燃料被覆管欠陥率を 1%として評価し、

3.4 環境への放射性物質の異常な放出 
3.4.1 放射性気体廃棄物処理施設の破損 
3.4.1.1 事故の原因、防止対策及び拡大防止対策 

(1) 事故の原因及び説明 
この事故は、放射性気体廃棄物処理設備の一部が破損し、ここに貯留

されていた気体状の放射性物質が環境に放出される事象を想定する。 
具体的には、放射性気体廃棄物処理設備の配管、水素再結合ガス減衰

タンク、ガス減衰タンク等が、何らかの理由で破損又は漏えいを起こし、

内蔵された放射性物質が施設外に放出される事象である。 
評価では、放射性気体廃棄物の放出量が最大となる水素再結合ガス減

衰タンク 1 基が破損し、放射性ガスが原子炉補助建屋内に放出される事

象として考える。 
(2) 防止対策 
a. 放射性気体廃棄物処理設備の配管、タンク類の材料選定、設計、製作、

据付け及び検査は関連する規格及び基準に準拠して行い、破損や漏え

いの起こる可能性を小さくする。 
b. 水素再結合ガス減衰タンク及びガス減衰タンクのガス圧力がタンク

の設計圧力を下回るように、水素再結合ガス圧縮機の吐出圧力を決

め、破損の可能性を小さくする。 
(3) 拡大防止対策 
a. 仮に水素再結合ガス減衰タンク、ガス減衰タンク等が破損又は漏えい

を起こしたとしても、各減衰タンクの出入口に隔離弁を設け、使用中

のタンク以外は常時閉止することにより、放出放射能量を最大限タン

ク 1 基分にとどめるようにする。 
b. 放射性気体廃棄物処理設備から原子炉補助建屋内にガス状の放射性

物質が放出された場合、排気設備によって補助建屋排気筒へ導く。さ

らに、排気設備には、放射性ガスの監視設備を設け、周辺環境に放出

される放射性物質を監視する。 
 

3.4.1.2 核分裂生成物の放出量及び線量の評価 
(1) 評価方法 

大気中に放出される放射性希ガスの量は、以下の条件により評価し、

実効線量は「3.4.2 蒸気発生器伝熱管破損」と同様な方法により評価す

る。 
(2) 評価条件 

前述の防止対策及び設計上の考慮により、水素再結合ガス減衰タンク

の破損の可能性は極めて小さいが、評価上次の条件により評価する。 
a. 原子炉は事故直前まで定格出力の 102%で運転していたものとする。 
b. １次冷却材中の希ガス濃度は燃料被覆管欠陥率を 1%として評価し、
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜3. 設計基準事故の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
１次冷却材から抽出された放射性希ガスは、体積制御タンクでその全

量が水素によってパージされ、水素再結合ガス減衰タンクに貯蔵され

るものとする。 
c. プラント稼働率は 100%とする。 
d. 8 基のタンクの切替えを考慮し、タンク 1 基当たりの貯蔵量が最大と

なる時点で破損するものとし、瞬時にタンク中の放射能全量が原子炉

補助建屋内に放出されると仮定する。 
e. 線量評価に必要な拡散条件及び気象条件としては、放射性物質が地表

面から放出されると仮定し、「添付書類六 2.5 安全解析に使用する気

象条件」で述べたように「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象

指針」に示された考え方に基づいて計算された相対線量（Ｄ／Ｑ）を

用いる。 
(3) 評価結果 

この事故によって大気中に放出される希ガスの量及び敷地境界外に

おける最大の実効線量は下表のとおりである。また、希ガスの大気放出

過程を第 3.4.1.1 図に示す。 
 

評 価 項 目 評 価 結 果 

希ガスの放出量 

（γ 線エネルギー0.5MeV 換算） 約 2.9×1014Bq 

実 効 線 量 約 1.4mSv 

 
3.4.1.3 結論 

放射性気体廃棄物処理施設の破損を仮定した場合、核分裂生成物の放出量

は少なく、周辺の公衆に対し著しい放射線被ばくのリスクを与えることはな

い。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１次冷却材から抽出された放射性希ガスは、体積制御タンクでその全

量が水素によってパージされ、水素再結合ガス減衰タンクに貯蔵され

るものとする。 
c. プラント稼働率は 100%とする。 
d. 8 基のタンクの切替えを考慮し、タンク 1 基当たりの貯蔵量が最大と

なる時点で破損するものとし、瞬時にタンク中の放射能全量が原子炉

補助建屋内に放出されると仮定する。 
e. 線量評価に必要な拡散条件及び気象条件としては、放射性物質が地表

面から放出されると仮定し、「添付書類六 2.5 安全解析に使用する気

象条件」で述べたように「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象

指針」に示された考え方に基づいて計算された相対線量（Ｄ／Ｑ）を

用いる。 
(3) 評価結果 

この事故によって大気中に放出される希ガスの量及び敷地境界外に

おける最大の実効線量は下表のとおりである。また、希ガスの大気放出

過程を第 3.4.1.1 図に示す。 
 

評 価 項 目 評 価 結 果 

希ガスの放出量 

（γ 線エネルギー0.5MeV 換算） 約 2.9×1014Bq 

実 効 線 量 約 1.5mSv 

 
3.4.1.3 結論 

放射性気体廃棄物処理施設の破損を仮定した場合、核分裂生成物の放出量

は少なく、周辺の公衆に対し著しい放射線被ばくのリスクを与えることはな

い。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
蒸気発生器取替に伴

う変更及び気象デー

タの更新に伴う変更 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4
8
3
/
5
6
6



高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜3. 設計基準事故の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
3.4.2 蒸気発生器伝熱管破損 
3.4.2.1 事故の原因、防止対策及び拡大防止対策 

(1) 事故の原因及び説明 
この事故は、原子炉の出力運転中に、蒸気発生器の伝熱管が破損し、

２次冷却系を介して１次冷却材が原子炉格納容器外に放出される事象

を想定する。この場合、１次冷却材に放射性物質が含まれていると仮定

すると、蒸気発生器２次側で放射性物質による汚染を生じる。この汚染

された２次側の蒸気は、タービン又はタービンバイパス系を通り復水器

へ導かれるが、もし同時に外部電源が喪失していること等によりタービ

ンバイパス系が不作動であると、放射性物質は主蒸気逃がし弁、主蒸気

安全弁等を通って大気へ放出される。 
蒸気発生器の伝熱管が破損した場合、破損側蒸気発生器につながる主

蒸気隔離弁等の閉止操作を行い、さらに健全側蒸気発生器の主蒸気逃が

し弁及び加圧器逃がし弁を操作することにより、１次冷却系は早期に冷

却及び減圧され、２次側への１次冷却材の流出を停止させることにより

放射性物質の環境への放出を抑えることができる。 
その後、さらに健全側蒸気発生器の主蒸気逃がし弁又はタービンバイ

パス系による１次冷却系の冷却及び減圧を継続することにより、事故は

終止できる。 
(2) 防止対策 
a. 蒸気発生器の伝熱管や管板肉盛材には、耐食性の優れたニッケル・ク

ロム・鉄合金を使用し、伝熱管のＵ字部の流体力による振動を抑制す

るため振止め金具を設けるとともに、設計、製作、据付け及び検査も

関連する規格及び基準に準拠して行う。また、供用期間中において必

要な検査を行うとともに、使用する水の溶存酸素や塩素等の含有量を

抑えるよう水質を管理することにより、蒸気発生器伝熱管の破損の可

能性を極めて小さくする。 
b. １次冷却系の過圧を防止し、蒸気発生器伝熱管に過大な差圧が生じな

いようにするため、加圧器スプレイ、加圧器逃がし弁及び加圧器安全

弁を設ける。 
c. 蒸気発生器のブローダウン配管に蒸気発生器ブローダウン水モニタ、

復水器真空ポンプ排気ラインに復水器空気抽出器ガスモニタ及び各

主蒸気管に高感度型主蒸気管モニタを設け、放射性物質濃度が高くな

ると、中央制御室において警報を発し、運転員の注意を喚起する。 
(3) 拡大防止対策 
a. 破損の程度が小さい場合は、加圧器水位の低下による充てん／高圧注

入ポンプの補給水量の自動増加により、加圧器の水位が定常時より下

がることを防止しつつ、通常の停止操作をとることができる。 
b. 破損の程度が大きい場合は、原子炉保護設備からの信号により原子炉

3.4.2 蒸気発生器伝熱管破損 
3.4.2.1 事故の原因、防止対策及び拡大防止対策 

(1) 事故の原因及び説明 
この事故は、原子炉の出力運転中に、蒸気発生器の伝熱管が破損し、

２次冷却系を介して１次冷却材が原子炉格納容器外に放出される事象

を想定する。この場合、１次冷却材に放射性物質が含まれていると仮定

すると、蒸気発生器２次側で放射性物質による汚染を生じる。この汚染

された２次側の蒸気は、タービン又はタービンバイパス系を通り復水器

へ導かれるが、もし同時に外部電源が喪失していること等によりタービ

ンバイパス系が不作動であると、放射性物質は主蒸気逃がし弁、主蒸気

安全弁等を通って大気へ放出される。 
蒸気発生器の伝熱管が破損した場合、破損側蒸気発生器につながる主

蒸気隔離弁等の閉止操作を行い、さらに健全側蒸気発生器の主蒸気逃が

し弁及び加圧器逃がし弁を操作することにより、１次冷却系は早期に冷

却及び減圧され、２次側への１次冷却材の流出を停止させることにより

放射性物質の環境への放出を抑えることができる。 
その後、さらに健全側蒸気発生器の主蒸気逃がし弁又はタービンバイ

パス系による１次冷却系の冷却及び減圧を継続することにより、事故は

終止できる。 
(2) 防止対策 
a. 蒸気発生器の伝熱管や管板肉盛材には、耐食性の優れたニッケル・ク

ロム・鉄合金を使用し、伝熱管のＵ字部の流体力による振動を抑制す

るため振止め金具を設けるとともに、設計、製作、据付け及び検査も

関連する規格及び基準に準拠して行う。また、供用期間中において必

要な検査を行うとともに、使用する水の溶存酸素や塩素等の含有量を

抑えるよう水質を管理することにより、蒸気発生器伝熱管の破損の可

能性を極めて小さくする。 
b. １次冷却系の過圧を防止し、蒸気発生器伝熱管に過大な差圧が生じな

いようにするため、加圧器スプレイ、加圧器逃がし弁及び加圧器安全

弁を設ける。 
c. 蒸気発生器のブローダウン配管に蒸気発生器ブローダウン水モニタ、

復水器真空ポンプ排気ラインに復水器空気抽出器ガスモニタ及び各

主蒸気管に高感度型主蒸気管モニタを設け、放射性物質濃度が高くな

ると、中央制御室において警報を発し、運転員の注意を喚起する。 
(3) 拡大防止対策 
a. 破損の程度が小さい場合は、加圧器水位の低下による充てん／高圧注

入ポンプの補給水量の自動増加により、加圧器の水位が定常時より下

がることを防止しつつ、通常の停止操作をとることができる。 
b. 破損の程度が大きい場合は、原子炉保護設備からの信号により原子炉
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜3. 設計基準事故の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
は自動停止する。この事象においては以下の信号の発信が考えられ

る。 
(a) 原子炉圧力低 
(b) 過大温度 ΔＴ高 

c. さらに、１次冷却材量の減少が継続すると、以下の信号で非常用炉心

冷却設備が作動し、燃料取替用水タンク及びほう酸注入タンクのほう

酸水を炉心に注入する。 
(a) 原子炉圧力低と加圧器水位低の一致 
(b) 原子炉圧力異常低 
また、非常用炉心冷却設備作動信号により、主給水ポンプが停止す

るため、補助給水ポンプにより健全側蒸気発生器２次側への給水を確

保し、主蒸気逃がし弁による１次冷却系の冷却を行う。 
d. 破損側蒸気発生器につながる主蒸気隔離弁は、中央制御室から操作可

能なように設計しており、この主蒸気隔離弁を閉止して２次側におけ

る放射性物質の拡散を回避する。 
なお、主蒸気隔離弁の閉止機能の信頼性向上を図るため、閉弁操作

後現場で同弁を増締めし、閉止することができるように設計してい

る。 
e. 破損側蒸気発生器２次側への１次冷却材の過大な流出を防止するた

め、破損側蒸気発生器を蒸気発生器水位計等により検知し、中央制御

室において健全側蒸気発生器の主蒸気逃がし弁、次いで加圧器逃がし

弁を操作することにより、１次冷却系の圧力を早期に下げることがで

きるように設計している。 
 

3.4.2.2 事故経過の解析 
(1) 解析方法 

プラント過渡特性解析コードＭＡＲＶＥＬにより、原子炉出力、原子

炉圧力、２次系圧力、１次冷却系から２次冷却系への流出量等の過渡応

答を求める。これらのデータを使って燃料棒過渡解析コードＦＡＣＴＲ

ＡＮにより、燃料棒表面の熱流束の変化を求め、さらに、熱水力計算コ

ードＴＨＩＮＣ－ⅢによりＤＮＢＲへの影響を解析する。 
(2) 解析条件 
a. 初期原子炉出力は定格出力の 102%とする。 
b. 1 基の蒸気発生器の伝熱管の 1 本が、瞬時に両端破断を起こしたもの

とする。流出流量の算出に当たっては、保守的に評価するように、初

期値を 130t/h とした１次冷却系と２次冷却系の差圧の平方根に比例

する式を用いる。 
c. 原子炉は、「原子炉圧力低」信号又は「過大温度 ΔＴ高」信号により

自動停止するものとする。 

は自動停止する。この事象においては以下の信号の発信が考えられ

る。 
(a) 原子炉圧力低 
(b) 過大温度 ΔＴ高 

c. さらに、１次冷却材量の減少が継続すると、以下の信号で非常用炉心

冷却設備が作動し、燃料取替用水タンク及びほう酸注入タンクのほう

酸水を炉心に注入する。 
(a) 原子炉圧力低と加圧器水位低の一致 
(b) 原子炉圧力異常低 
また、非常用炉心冷却設備作動信号により、主給水ポンプが停止す

るため、補助給水ポンプにより健全側蒸気発生器２次側への給水を確

保し、主蒸気逃がし弁による１次冷却系の冷却を行う。 
d. 破損側蒸気発生器につながる主蒸気隔離弁は、中央制御室から操作可

能なように設計しており、この主蒸気隔離弁を閉止して２次側におけ

る放射性物質の拡散を回避する。 
なお、主蒸気隔離弁の閉止機能の信頼性向上を図るため、閉弁操作

後現場で同弁を増締めし、閉止することができるように設計してい

る。 
e. 破損側蒸気発生器２次側への１次冷却材の過大な流出を防止するた

め、破損側蒸気発生器を蒸気発生器水位計等により検知し、中央制御

室において健全側蒸気発生器の主蒸気逃がし弁、次いで加圧器逃がし

弁を操作することにより、１次冷却系の圧力を早期に下げることがで

きるように設計している。 
 

3.4.2.2 事故経過の解析 
(1) 解析方法 

プラント過渡特性解析コードＭＡＲＶＥＬにより、原子炉出力、原子

炉圧力、２次系圧力、１次冷却系から２次冷却系への流出量等の過渡応

答を求める。これらのデータを使って燃料棒過渡解析コードＦＡＣＴＲ

ＡＮにより、燃料棒表面の熱流束の変化を求め、さらに、熱水力計算コ

ードＴＨＩＮＣ－ⅢによりＤＮＢＲへの影響を解析する。 
(2) 解析条件 
a. 初期原子炉出力は定格出力の 102%とする。 
b. 1 基の蒸気発生器の伝熱管の 1 本が、瞬時に両端破断を起こしたもの

とする。流出流量の算出に当たっては、保守的に評価するように、初

期値を 130t/h とした１次冷却系と２次冷却系の差圧の平方根に比例

する式を用いる。 
c. 原子炉は、「原子炉圧力低」信号又は「過大温度 ΔＴ高」信号により

自動停止するものとする。 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜3. 設計基準事故の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
d. 非常用炉心冷却設備の作動は、１次冷却材の流出量を大きくするよう

に充てん／高圧注入ポンプ 2 台が作動するものとする。 
また、補助給水ポンプはタービン動補助給水ポンプの単一故障を仮

定し電動補助給水ポンプ 2 台が作動するものとする。 
e. 加圧器圧力制御系、加圧器水位制御系及び主蒸気逃がし弁の動作に関

しては以下のとおり考慮する。 
(a) ＤＮＢＲの評価では、原子炉圧力の低下を大きくするため、加圧

器圧力制御系及び加圧器水位制御系は動作しないものとする。 
(b) 核分裂生成物の放出量評価では、１次冷却材の２次冷却系への流

出量及び大気への蒸気放出量を大きく見積もるため、加圧器圧力

制御系、加圧器水位制御系及び主蒸気逃がし弁が自動動作するも

のとする。 
f. 原子炉トリップと同時に外部電源は喪失するものとする。 

外部電源がある場合、タービンバイパス系が使用でき蒸気発生器か

らの蒸気の大部分は復水器に回収されること及び非常用炉心冷却設

備作動信号と原子炉トリップ信号の一致等により１次冷却材ポンプ

が停止するまでの間は、１次冷却系を冷却及び減圧できることから、

大気への核分裂生成物の放出量の観点から外部電源がない場合の方

がより厳しく評価することとなる。 
g. 事故終止のための運転員操作としては、以下のとおりとする。 

(a) 破損側蒸気発生器につながるタービン動補助給水ポンプ駆動蒸

気元弁を閉止する操作を行うとともに、破損側蒸気発生器への補

助給水を停止する操作を行う（原子炉トリップ後 10 分）。 
(b) 破損側蒸気発生器につながる主蒸気隔離弁は、原子炉トリップの

10 分後に閉止操作を開始し、原子炉トリップ後 20 分で閉止する

ものとする。 
(c) 健全側の主蒸気逃がし弁を開き、１次冷却系の冷却を開始する

（原子炉トリップ後 25 分）。 
(d) １次冷却材を高温零出力温度以下に十分減温した後、加圧器逃が

し弁を開き、１次冷却系を減圧する。原子炉圧力が、破損側蒸気

発生器の２次側圧力まで低下した時点で、加圧器逃がし弁を閉じ

る（解析では、１次冷却材高温側配管温度が 274℃に減温された

時点で減圧を開始する。）。 
(e) 加圧器逃がし弁の閉止後、原子炉圧力の再上昇を確認した後、非

常用炉心冷却設備を停止する（解析では、原子炉圧力の再上昇の

幅は 0.98MPa とする。）。 
h. ＤＮＢＲの評価では、初期原子炉出力は定格出力とする。 

(3) 解析結果 
a. 蒸気発生器伝熱管 1 本が瞬時に両端破断を起こした場合の結果を第

d. 非常用炉心冷却設備の作動は、１次冷却材の流出量を大きくするよう

に充てん／高圧注入ポンプ 2 台が作動するものとする。 
また、補助給水ポンプはタービン動補助給水ポンプの単一故障を仮

定し電動補助給水ポンプ 2 台が作動するものとする。 
e. 加圧器圧力制御系、加圧器水位制御系及び主蒸気逃がし弁の動作に関

しては以下のとおり考慮する。 
(a) ＤＮＢＲの評価では、原子炉圧力の低下を大きくするため、加圧

器圧力制御系及び加圧器水位制御系は動作しないものとする。 
(b) 核分裂生成物の放出量評価では、１次冷却材の２次冷却系への流

出量及び大気への蒸気放出量を大きく見積もるため、加圧器圧力

制御系、加圧器水位制御系及び主蒸気逃がし弁が自動動作するも

のとする。 
f. 原子炉トリップと同時に外部電源は喪失するものとする。 

外部電源がある場合、タービンバイパス系が使用でき蒸気発生器か

らの蒸気の大部分は復水器に回収されること及び非常用炉心冷却設

備作動信号と原子炉トリップ信号の一致等により１次冷却材ポンプ

が停止するまでの間は、１次冷却系を冷却及び減圧できることから、

大気への核分裂生成物の放出量の観点から外部電源がない場合の方

がより厳しく評価することとなる。 
g. 事故終止のための運転員操作としては、以下のとおりとする。 

(a) 破損側蒸気発生器につながるタービン動補助給水ポンプ駆動蒸

気元弁を閉止する操作を行うとともに、破損側蒸気発生器への補

助給水を停止する操作を行う（原子炉トリップ後 10 分）。 
(b) 破損側蒸気発生器につながる主蒸気隔離弁は、原子炉トリップの

10 分後に閉止操作を開始し、原子炉トリップ後 20 分で閉止する

ものとする。 
(c) 健全側の主蒸気逃がし弁を開き、１次冷却系の冷却を開始する

（原子炉トリップ後 25 分）。 
(d) １次冷却材を高温零出力温度以下に十分減温した後、加圧器逃が

し弁を開き、１次冷却系を減圧する。原子炉圧力が、破損側蒸気

発生器の２次側圧力まで低下した時点で、加圧器逃がし弁を閉じ

る（解析では、１次冷却材高温側配管温度が 274℃に減温された

時点で減圧を開始する。）。 
(e) 加圧器逃がし弁の閉止後、原子炉圧力の再上昇を確認した後、非

常用炉心冷却設備を停止する（解析では、原子炉圧力の再上昇の

幅は 0.98MPa とする。）。 
h. ＤＮＢＲの評価では、初期原子炉出力は定格出力とする。 

(3) 解析結果 
a. 蒸気発生器伝熱管 1 本が瞬時に両端破断を起こした場合の結果を第
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜3. 設計基準事故の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
3.4.2.1 図に示す。１次冷却材が２次冷却系へ流出するのに伴い、加

圧器水位及び原子炉圧力が低下し、「過大温度 ΔＴ高」信号のトリッ

プ限界値に達し、事故発生の約 5 分後に、制御棒クラスタが落下する

ことにより、原子炉は自動停止する。 
b. 原子炉トリップ後、１次冷却系の減圧及び２次冷却系への１次冷却材

流出により事故発生の約 7 分後に発信する「原子炉圧力低と加圧器

水位低の一致」信号によって、非常用炉心冷却設備が作動してほう酸

水を炉心に注入する。 
c. 事故発生の約 15 分後（原子炉トリップ信号発信後 10 分の時点）の

破損側蒸気発生器につながるタービン動補助給水ポンプ駆動蒸気元

弁の閉止操作及び破損側蒸気発生器への補助給水の停止操作、約 25
分後の破損側蒸気発生器につながる主蒸気隔離弁の閉止、約 30 分後

の健全側蒸気発生器の主蒸気逃がし弁開による１次冷却系の冷却の

促進及び約 40 分後の加圧器逃がし弁開により、原子炉圧力は破損側

蒸気発生器の２次側圧力まで低下する。その時点で、加圧器逃がし弁

を閉止することにより原子炉圧力は再び上昇するが、事故発生の約

45 分後の非常用炉心冷却設備の停止、並びに健全側蒸気発生器の主

蒸気逃がし弁による１次冷却系の冷却及び減圧操作の継続により、約

48 分後に原子炉圧力は２次冷却系の圧力まで減圧し、１次冷却材の

２次冷却系への流出は停止する（以下、この状態を「隔離」という。）。

以後、健全側蒸気発生器の主蒸気逃がし弁の操作、補助給水系の運転、

さらに、余熱除去系の運転により原子炉を冷却し、原子炉を冷態停止

状態に移行することができる。 
d. 最小ＤＮＢＲの解析結果を第 3.4.2.2 図に示す。最小ＤＮＢＲは約

1.55 であり、新たに燃料棒の破損は生じない。 
e. １次冷却材の２次冷却系への流出量は、第 3.4.2.1 図に示すように約

73ｔである。流出した１次冷却材を含む２次冷却水のうち、破損側蒸

気発生器につながる主蒸気逃がし弁等から大気中に放出される蒸気

量は約 25ｔである。 
 

3.4.2.3 核分裂生成物の放出量及び線量の評価 
(1) 評価方法 

大気中に放出される核分裂生成物の量は、「4.1.2 蒸気発生器伝熱管破

損」と同様な方法により評価する。 
 
 

 
また、実効線量は、よう素の吸入摂取による小児の実効線量と外部 γ

線による実効線量の和として評価する。 

3.4.2.1 図に示す。１次冷却材が２次冷却系へ流出するのに伴い、加

圧器水位及び原子炉圧力が低下し、「過大温度 ΔＴ高」信号のトリッ

プ限界値に達し、事故発生の約 5 分後に、制御棒クラスタが落下する

ことにより、原子炉は自動停止する。 
b. 原子炉トリップ後、１次冷却系の減圧及び２次冷却系への１次冷却材

流出により事故発生の約 7 分後に発信する「原子炉圧力低と加圧器

水位低の一致」信号によって、非常用炉心冷却設備が作動してほう酸

水を炉心に注入する。 
c. 事故発生の約 15 分後（原子炉トリップ信号発信後 10 分の時点）の

破損側蒸気発生器につながるタービン動補助給水ポンプ駆動蒸気元

弁の閉止操作及び破損側蒸気発生器への補助給水の停止操作、約 25
分後の破損側蒸気発生器につながる主蒸気隔離弁の閉止、約 30 分後

の健全側蒸気発生器の主蒸気逃がし弁開による１次冷却系の冷却の

促進及び約 40 分後の加圧器逃がし弁開により、原子炉圧力は破損側

蒸気発生器の２次側圧力まで低下する。その時点で、加圧器逃がし弁

を閉止することにより原子炉圧力は再び上昇するが、事故発生の約

45 分後の非常用炉心冷却設備の停止、並びに健全側蒸気発生器の主

蒸気逃がし弁による１次冷却系の冷却及び減圧操作の継続により、約

48 分後に原子炉圧力は２次冷却系の圧力まで減圧し、１次冷却材の

２次冷却系への流出は停止する（以下、この状態を「隔離」という。）。

以後、健全側蒸気発生器の主蒸気逃がし弁の操作、補助給水系の運転、

さらに、余熱除去系の運転により原子炉を冷却し、原子炉を冷態停止

状態に移行することができる。 
d. 最小ＤＮＢＲの解析結果を第 3.4.2.2 図に示す。最小ＤＮＢＲは約

1.55 であり、新たに燃料棒の破損は生じない。 
e. １次冷却材の２次冷却系への流出量は、第 3.4.2.1 図に示すように約

73ｔである。流出した１次冷却材を含む２次冷却水のうち、破損側蒸

気発生器につながる主蒸気逃がし弁等から大気中に放出される蒸気

量は約 25ｔである。 
 

3.4.2.3 核分裂生成物の放出量及び線量の評価 
(1) 評価方法 

大気中に放出される核分裂生成物の量は、「4.1.2 蒸気発生器伝熱管破

損」と同様な方法により評価する。ただし、１次冷却系保有水量は 190t
を用い、第 3.4.2.1 表に１次冷却材中のよう素の平衡濃度及び追加放出

寄与分、第 3.4.2.2 表に１次冷却材中の希ガスの平衡濃度及び追加放出

寄与分を示す。 
また、実効線量は、よう素の吸入摂取による小児の実効線量と外部 γ

線による実効線量の和として評価する。 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜3. 設計基準事故の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
よう素の吸入摂取による実効線量は（１０－１）式で評価される。 
ＥＩ＝ＫＨｅ・Ｍ・Ｑｅ・（χ／Ｑ）…（１０－１） 

ここで、 
ＥＩ：よう素の吸入摂取による小児の実効線量（mSv） 
ＫＨｅ：Ｉ－１３１の吸入摂取による小児の実効線量係数（mSv/Bq） 

また、第 3.4.2.1 表にＩ－１３１の影響を１とした場合の他のよう素

核種の影響割合（以下「Ｉ－１３１等価量への換算係数」という。）を示

す。 
Ｍ：小児の呼吸率（m3/s） 

呼吸率は、事故の継続時間が比較的短いことを考慮し、活動時

の呼吸率 0.31m3/h を秒当たりに換算して用いる。 
Ｑｅ ：事故期間中のよう素の大気放出量（Ｉ－１３１等価量－小児実

効線量係数換算）（Bq） 
χ／Ｑ：相対濃度（s/m3） 

外部 γ 線による実効線量は（１０－２）式で評価される。 
Ｅγ＝Ｋ１・ＱＮ・（Ｄ／Ｑ）··································· （１０－２） 

ここで、 
Ｅγ：外部 γ 線による実効線量（Sv） 
Ｋ１：空気カーマから実効線量への換算係数（＝1Sv/Gy） 
ＱＮ：事故期間中の希ガスの大気放出量 

（γ 線エネルギー0.5MeV 換算）（Bq） 
Ｄ／Ｑ：γ 線エネルギー0.5MeV における相対線量（Gy/Bq） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

よう素の吸入摂取による実効線量は（１０－１）式で評価される。 
ＥＩ＝ＫＨｅ・Ｍ・Ｑｅ・（χ／Ｑ）…（１０－１） 

ここで、 
ＥＩ：よう素の吸入摂取による小児の実効線量（mSv） 
ＫＨｅ：Ｉ－１３１の吸入摂取による小児の実効線量係数（mSv/Bq） 

また、第 3.4.2.3 表にＩ－１３１の影響を１とした場合の他のよう素

核種の影響割合（以下「Ｉ－１３１等価量への換算係数」という。）を示

す。 
Ｍ：小児の呼吸率（m3/s） 

呼吸率は、事故の継続時間が比較的短いことを考慮し、活動時

の呼吸率 0.31m3/h を秒当たりに換算して用いる。 
Ｑｅ ：事故期間中のよう素の大気放出量（Ｉ－１３１等価量－小児実

効線量係数換算）（Bq） 
χ／Ｑ：相対濃度（s/m3） 

外部 γ 線による実効線量は（１０－２）式で評価される。 
Ｅγ＝Ｋ１・ＱＮ・（Ｄ／Ｑ） ··································· （１０－２） 

ここで、 
Ｅγ：外部 γ 線による実効線量（Sv） 
Ｋ１：空気カーマから実効線量への換算係数（＝1Sv/Gy） 
ＱＮ：事故期間中の希ガスの大気放出量 

（γ 線エネルギー0.5MeV 換算）（Bq） 
Ｄ／Ｑ：γ 線エネルギー0.5MeV における相対線量（Gy/Bq） 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜3. 設計基準事故の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜3. 設計基準事故の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（新規追加） 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜3. 設計基準事故の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
第3.4.2.1表 よう素の吸入摂取による小児の実効線量係数 

及びＩ－１３１等価量への換算係数 
 

核種 
よう素の吸入摂取によ

る小児の実効線量係数 
（mSv/Bq） 

Ｉ－１３１等価量 
への換算係数 

Ｉ－１３１ 1.6×10-4 1 
Ｉ－１３２ 2.3×10-6 1.44×10-2 
Ｉ－１３３ 4.1×10-5 2.56×10-1 
Ｉ－１３４ 6.9×10-7 4.31×10-3 
Ｉ－１３５ 8.5×10-6 5.31×10-2 

 
(2) 評価条件 
a. 原子炉は、事故直前まで定格出力の 102%で運転されていたものとす

る。その運転時間は燃料を 1/3 ずつ取り替えていく場合の平衡炉心を

考えて、最高 30,000 時間とする。 
b. 破損側蒸気発生器は、事故発生後 48 分で隔離されるものとし、この

間に１次冷却系から２次冷却系へ流出する１次冷却材量は、解析結果

に余裕を見込んだ値として 90ｔとする。また、流出した１次冷却材

を含む２次冷却水のうち、破損側蒸気発生器につながる主蒸気逃がし

弁等から大気中へ放出される蒸気量は、解析結果に余裕を見込んだ値

として 30ｔとする。 
c. 蒸気発生器伝熱管破損により新たに燃料被覆管の損傷を招くことは

ない。したがって、２次冷却系へ流出する放射能源として、以下の 2
通りを仮定する。 
(a) 燃料被覆管欠陥率 1%を用いて計算した１次冷却材中に存在する

核分裂生成物のよう素約 6.9×1013Bq、希ガス約 3.4×1014Bq（γ
線エネルギー 0.5MeV 換算）。 

(b) (a)項の損傷燃料棒から新たに１次冷却材中への追加放出に寄与

する核分裂生成物のよう素約 1.2×1015Bq、希ガス約 3.3×1015Bq
（γ 線エネルギー 0.5MeV 換算）。 
追加放出量は、事故発生後の原子炉圧力が直線的に低下するも

のとし、この圧力低下に比例して１次冷却系に放出されるものと

する。この場合の追加放出率は、解析結果に余裕を見込んだ値と

して 1.40×10-2min-1 とする。 
d. この１次冷却材中の核分裂生成物のうち、破損側蒸気発生器が隔離さ

れるまでの間に１次冷却系から２次冷却系へ流出する放射能量は、１

次冷却材中の濃度に依存するものとする。 
e. ２次冷却系に流出してきた希ガスについては、全量が大気中へ放出さ

第3.4.2.3表 よう素の吸入摂取による小児の実効線量係数 
及びＩ－１３１等価量への換算係数 

 

核種 
よう素の吸入摂取によ

る小児の実効線量係数 
（mSv/Bq） 

Ｉ－１３１等価量 
への換算係数 

Ｉ－１３１ 1.6×10-4 1 
Ｉ－１３２ 2.3×10-6 1.44×10-2 
Ｉ－１３３ 4.1×10-5 2.56×10-1 
Ｉ－１３４ 6.9×10-7 4.31×10-3 
Ｉ－１３５ 8.5×10-6 5.31×10-2 

 
(2) 評価条件 
a. 原子炉は、事故直前まで定格出力の 102%で運転されていたものとす

る。その運転時間は燃料を 1/3 ずつ取り替えていく場合の平衡炉心を

考えて、最高 30,000 時間とする。 
b. 破損側蒸気発生器は、事故発生後 48 分で隔離されるものとし、この

間に１次冷却系から２次冷却系へ流出する１次冷却材量は、解析結果

に余裕を見込んだ値として 90ｔとする。また、流出した１次冷却材

を含む２次冷却水のうち、破損側蒸気発生器につながる主蒸気逃がし

弁等から大気中へ放出される蒸気量は、解析結果に余裕を見込んだ値

として 30ｔとする。 
c. 蒸気発生器伝熱管破損により新たに燃料被覆管の損傷を招くことは

ない。したがって、２次冷却系へ流出する放射能源として、以下の 2
通りを仮定する。 
(a) 燃料被覆管欠陥率 1%を用いて計算した１次冷却材中に存在する

核分裂生成物のよう素約 7.0×1013Bq、希ガス約 3.4×1014Bq（γ
線エネルギー 0.5MeV 換算）。 

(b) (a)項の損傷燃料棒から新たに１次冷却材中への追加放出に寄与

する核分裂生成物のよう素約 1.2×1015Bq、希ガス約 3.3×1015Bq
（γ 線エネルギー 0.5MeV 換算）。 
追加放出量は、事故発生後の原子炉圧力が直線的に低下するも

のとし、この圧力低下に比例して１次冷却系に放出されるものと

する。この場合の追加放出率は、解析結果に余裕を見込んだ値と

して 1.40×10-2min-1 とする。 
d. この１次冷却材中の核分裂生成物のうち、破損側蒸気発生器が隔離さ

れるまでの間に１次冷却系から２次冷却系へ流出する放射能量は、１

次冷却材中の濃度に依存するものとする。 
e. ２次冷却系に流出してきた希ガスについては、全量が大気中へ放出さ
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜3. 設計基準事故の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
れるものとする。 

f. ２次冷却系に流出してきたよう素については、気液分配係数 100 で蒸

気とともに大気に放出されるものとする。 
g. 原子炉トリップと同時に外部電源は喪失するものとする。 

外部電源がある場合、タービンバイパス系が使用でき、蒸気発生器

からの蒸気の大部分は復水器に回収されること及び非常用炉心冷却

設備作動信号と原子炉トリップ信号の一致等により１次冷却材ポン

プが停止するまでの間は、１次冷却系を冷却及び減圧できることか

ら、大気への核分裂生成物の放出量の観点から、外部電源がない場合

の方がより厳しく評価することとなる。 
h. 破損側蒸気発生器隔離後も、２次冷却系の弁からの蒸気漏えいにより

よう素が大気中に放出されるものとする。 
弁からの蒸気漏えい率は、隔離直後 5m3/d とし、その後は２次冷却

系圧力が 24 時間で直線的に大気圧まで低下すると仮定し、この２次

冷却系圧力に対応して弁からの蒸気漏えい率が減少するものとする。 
i. 線量評価に必要な拡散条件及び気象条件としては、放射性物質が主蒸

気逃がし弁又は主蒸気安全弁用排気管出口を通して放出されるが、評

価上厳しめに地表面から放出されると仮定し、「添付書類六 2.5 安
全解析に使用する気象条件」で述べたように、「発電用原子炉施設の

安全解析に関する気象指針」に示された考え方に基づいて計算された

相対濃度（χ／Ｑ）及び相対線量（Ｄ／Ｑ）を用いる。 
(3) 評価結果 

この事故によって大気中に放出される核分裂生成物の量及び敷地境

界外における最大の実効線量を下表に示す。また、よう素及び希ガスの

大気放出過程を第 3.4.2.3 図及び第 3.4.2.4 図に示す。 
 

評 価 項 目 評 価 結 果 

放

出

量 

よう素 

Ｉ－１３１等価量－ 

小児実効線量係数換算 
約 1.2×1011Bq 

希ガス 

（γ 線エネルギー0.5MeV 換

算） 
約 4.9×1014Bq 

実 効 線 量 約 2.8mSv 
 

3.4.2.4 結論 
蒸気発生器伝熱管の破損が生じた場合は、１次冷却系は早期に冷却及び減

圧されることにより、破損側蒸気発生器は隔離され、事故を終止させること

ができる。また、最小ＤＮＢＲは約 1.55 であり新たに燃料棒の破損は生じ

れるものとする。 
f. ２次冷却系に流出してきたよう素については、気液分配係数 100 で蒸

気とともに大気に放出されるものとする。 
g. 原子炉トリップと同時に外部電源は喪失するものとする。 

外部電源がある場合、タービンバイパス系が使用でき、蒸気発生器

からの蒸気の大部分は復水器に回収されること及び非常用炉心冷却

設備作動信号と原子炉トリップ信号の一致等により１次冷却材ポン

プが停止するまでの間は、１次冷却系を冷却及び減圧できることか

ら、大気への核分裂生成物の放出量の観点から、外部電源がない場合

の方がより厳しく評価することとなる。 
h. 破損側蒸気発生器隔離後も、２次冷却系の弁からの蒸気漏えいにより

よう素が大気中に放出されるものとする。 
弁からの蒸気漏えい率は、隔離直後 5m3/d とし、その後は２次冷却

系圧力が 24 時間で直線的に大気圧まで低下すると仮定し、この２次

冷却系圧力に対応して弁からの蒸気漏えい率が減少するものとする。 
i. 線量評価に必要な拡散条件及び気象条件としては、放射性物質が主蒸

気逃がし弁又は主蒸気安全弁用排気管出口を通して放出されるが、評

価上厳しめに地表面から放出されると仮定し、「添付書類六 2.5 安
全解析に使用する気象条件」で述べたように、「発電用原子炉施設の

安全解析に関する気象指針」に示された考え方に基づいて計算された

相対濃度（χ／Ｑ）及び相対線量（Ｄ／Ｑ）を用いる。 
(3) 評価結果 

この事故によって大気中に放出される核分裂生成物の量及び敷地境

界外における最大の実効線量を下表に示す。また、よう素及び希ガスの

大気放出過程を第 3.4.2.3 図及び第 3.4.2.4 図に示す。 
 

評 価 項 目 評 価 結 果 

放

出

量 

よう素 

Ｉ－１３１等価量－ 

小児実効線量係数換算 
約 1.2×1011Bq 

希ガス 

（γ 線エネルギー0.5MeV 換

算） 
約 4.7×1014Bq 

実 効 線 量 約 3.0mSv 
 
3.4.2.4 結論 

蒸気発生器伝熱管の破損が生じた場合は、１次冷却系は早期に冷却及び減

圧されることにより、破損側蒸気発生器は隔離され、事故を終止させること

ができる。また、最小ＤＮＢＲは約 1.55 であり新たに燃料棒の破損は生じ
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜3. 設計基準事故の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
ない。 

この場合、核分裂生成物の放出量は少なく、周辺の公衆に対し著しい放射

線被ばくのリスクを与えることはない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ない。 
この場合、核分裂生成物の放出量は少なく、周辺の公衆に対し著しい放射

線被ばくのリスクを与えることはない。 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜3. 設計基準事故の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
3.4.3 燃料集合体の落下 
3.4.3.1 事故の原因、防止対策及び拡大防止対策 

(1) 事故の原因及び説明 
この事故は、原子炉の燃料交換時に、何らかの理由によって燃料集合

体が落下して破損し、放射性物質が環境に放出される事象を想定する。 
具体的には、燃料取扱作業中、燃料取扱装置の機械的故障によって、

取扱い中の燃料集合体が使用済燃料ピットに落下し、燃料被覆管の機械

的破損を生じるような事象として考える。 
(2) 防止対策 
a. 燃料取扱装置の設計、製作、据付け及び燃料取扱方法の確立に当たっ

ては、燃料取扱いの際に臨界の可能性がなく、放射線業務従事者に過

度の被ばくが起こる可能性がないよう考慮を払う。 
b. 燃料取替えを行う際は、原子炉キャビティにはほう素を含む燃料取替

用水を満たし、厳重な運転管理下でほう素濃度の点検調整を行う。こ

のほう素濃度は、すべての制御棒クラスタを挿入した冷態停止状態で

実効増倍率 0.95 以下が確保されるのに必要な濃度以上に保つ。 
c. 燃料取替作業中は、中性子源領域の核計装等により、炉内中性子束の

常時監視を行うので、異常事態の発生は直ちに検知できる。 
d. 使用済燃料ピットは、想定されるいかなる状態においても実効増倍率

が 0.98 以下となるように、燃料集合体の中心間隔を設計しており、

ラックで垂直に支えて貯蔵する配置とする。 
e. 原子炉キャビティに所要の水位が保たれていないと、「使用済燃料ピ

ット水位低」等の警報を中央制御室に発し、運転員の注意を喚起し、

かつ、取り扱う燃料の操作及び移送は、すべて水中で十分な遮へい距

離をもって行うので、放射線業務従事者が過度に被ばくするおそれは

ない。 
f. 燃料取替クレーンのグリッパは、空気作動式で、空気圧が供給されな

いときは、燃料を保持したまま取外しのできない構造であり、さらに、

荷重指示計を設け、あらかじめ設定された荷重を超えるとつり上げを

行えないインターロックを設けて、過大荷重による落下を防止する。

また、使用済燃料ピットクレーンは駆動源の喪失に対しフェイル・ア

ズ・イズの設計とし、さらに、燃料取替クレーン及び使用済燃料取扱

工具は機械的なロック装置が内蔵されており、燃料をつかんでいる間

グリッパが閉じないようにする。 
g. 運転要領を十分に整備し、よく訓練された監督者の直接指揮下で燃料

取扱操作を行う運転管理体制をとる。 
h. 燃料集合体は十分な強度を有し、万一落下しても簡単に破損すること

はない。 
(3) 拡大防止対策 

3.4.3 燃料集合体の落下 
3.4.3.1 事故の原因、防止対策及び拡大防止対策 

(1) 事故の原因及び説明 
この事故は、原子炉の燃料交換時に、何らかの理由によって燃料集合

体が落下して破損し、放射性物質が環境に放出される事象を想定する。 
具体的には、燃料取扱作業中、燃料取扱装置の機械的故障によって、

取扱い中の燃料集合体が使用済燃料ピットに落下し、燃料被覆管の機械

的破損を生じるような事象として考える。 
(2) 防止対策 
a. 燃料取扱装置の設計、製作、据付け及び燃料取扱方法の確立に当たっ

ては、燃料取扱いの際に臨界の可能性がなく、放射線業務従事者に過

度の被ばくが起こる可能性がないよう考慮を払う。 
b. 燃料取替えを行う際は、原子炉キャビティにはほう素を含む燃料取替

用水を満たし、厳重な運転管理下でほう素濃度の点検調整を行う。こ

のほう素濃度は、すべての制御棒クラスタを挿入した冷態停止状態で

実効増倍率 0.95 以下が確保されるのに必要な濃度以上に保つ。 
c. 燃料取替作業中は、中性子源領域の核計装等により、炉内中性子束の

常時監視を行うので、異常事態の発生は直ちに検知できる。 
d. 使用済燃料ピットは、想定されるいかなる状態においても実効増倍率

が 0.98 以下となるように、燃料集合体の中心間隔を設計しており、

ラックで垂直に支えて貯蔵する配置とする。 
e. 原子炉キャビティに所要の水位が保たれていないと、「使用済燃料ピ

ット水位低」等の警報を中央制御室に発し、運転員の注意を喚起し、

かつ、取り扱う燃料の操作及び移送は、すべて水中で十分な遮へい距

離をもって行うので、放射線業務従事者が過度に被ばくするおそれは

ない。 
f. 燃料取替クレーンのグリッパは、空気作動式で、空気圧が供給されな

いときは、燃料を保持したまま取外しのできない構造であり、さらに、

荷重指示計を設け、あらかじめ設定された荷重を超えるとつり上げを

行えないインターロックを設けて、過大荷重による落下を防止する。

また、使用済燃料ピットクレーンは駆動源の喪失に対しフェイル・ア

ズ・イズの設計とし、さらに、燃料取替クレーン及び使用済燃料取扱

工具は機械的なロック装置が内蔵されており、燃料をつかんでいる間

グリッパが閉じないようにする。 
g. 運転要領を十分に整備し、よく訓練された監督者の直接指揮下で燃料

取扱操作を行う運転管理体制をとる。 
h. 燃料集合体は十分な強度を有し、万一落下しても簡単に破損すること

はない。 
(3) 拡大防止対策 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜3. 設計基準事故の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
万一、燃料が落下した場合には、燃料集合体落下信号により、燃料取

扱室の排気を通常系統から、アニュラス空気浄化設備に切り替えられる

よう設計し、大気に放出される放射性よう素の低減をはかることができ

る。 
燃料を取り扱う使用済燃料ピットは、所要の水位が保たれており、万

一燃料が落下して破損した際にも、使用済燃料ピット中でよう素は水に

溶解し、燃料取扱室内に放出される量は低減される。 
 

3.4.3.2 核分裂生成物の放出量及び線量の評価 
(1) 評価方法 

大気中に放出される核分裂生成物の量は、以下の条件により評価し、

実効線量は「3.4.2 蒸気発生器伝熱管破損」と同様な方法で評価する。 
(2) 評価条件 
a. 燃料取扱いに際し、使用済燃料ピット内で取扱い中の燃料集合体 1 体

が操作上の最高の位置から落下し、落下した燃料集合体の全燃料棒の

被覆管が破損するものとする。 

b. 原子炉停止時の燃料ギャップ内の核分裂生成物の量は、原子炉が定格

出力の 102%で運転された取替炉心のサイクル末期の最大出力集合

体（運転時間 30,000 時間）のものとする。 
c. 燃料取替作業は、原子炉停止後 100 時間において開始され、この時点

で落下事故が生じるものとする。 
d. 損傷した燃料棒の燃料ギャップ内の核分裂生成物の全量が、使用済燃

料ピット水中に放出されるものとする。 
e. 使用済燃料ピット水中に放出された希ガスの水中への溶解を無視し、

全量が燃料取扱室内に放出されるものとする。 
f. 使用済燃料ピット水中に放出されたよう素は、水に溶けやすいためほ

とんど水中にとどまると考えられるが、水中での除染係数は 500 と

する。 
g. 燃料取扱室内に放出された希ガス及びよう素は、アニュラス空気浄化

設備を通して格納容器排気筒から大気中に放出されるものとする。よ

う素フィルタの効率は 95%とする。 
h. 線量評価に必要な拡散条件及び気象条件としては、「添付書類六 2.5 

安全解析に使用する気象条件」で述べたように「発電用原子炉施設の

安全解析に関する気象指針」に示された考え方に基づいて計算された

相対濃度（χ／Ｑ）及び相対線量（Ｄ／Ｑ）を用いる。 
(3) 評価結果 

この事故によって大気中に放出される核分裂生成物の量及び敷地境

界外における最大の実効線量を下表に示す。また、よう素及び希ガスの

大気放出過程を第 3.4.3.1 図及び第 3.4.3.2 図に示す。 

万一、燃料が落下した場合には、燃料集合体落下信号により、燃料取

扱室の排気を通常系統から、アニュラス空気浄化設備に切り替えられる

よう設計し、大気に放出される放射性よう素の低減をはかることができ

る。 
燃料を取り扱う使用済燃料ピットは、所要の水位が保たれており、万

一燃料が落下して破損した際にも、使用済燃料ピット中でよう素は水に

溶解し、燃料取扱室内に放出される量は低減される。 
 

3.4.3.2 核分裂生成物の放出量及び線量の評価 
(1) 評価方法 

大気中に放出される核分裂生成物の量は、以下の条件により評価し、

実効線量は「3.4.2 蒸気発生器伝熱管破損」と同様な方法で評価する。 
(2) 評価条件 
a. 燃料取扱いに際し、使用済燃料ピット内で取扱い中の燃料集合体 1 体

が操作上の最高の位置から落下し、落下した燃料集合体の全燃料棒の

被覆管が破損するものとする。 

b. 原子炉停止時の燃料ギャップ内の核分裂生成物の量は、原子炉が定格

出力の 102%で運転された取替炉心のサイクル末期の最大出力集合

体（運転時間 30,000 時間）のものとする。 
c. 燃料取替作業は、原子炉停止後 100 時間において開始され、この時点

で落下事故が生じるものとする。 
d. 損傷した燃料棒の燃料ギャップ内の核分裂生成物の全量が、使用済燃

料ピット水中に放出されるものとする。 
e. 使用済燃料ピット水中に放出された希ガスの水中への溶解を無視し、

全量が燃料取扱室内に放出されるものとする。 
f. 使用済燃料ピット水中に放出されたよう素は、水に溶けやすいためほ

とんど水中にとどまると考えられるが、水中での除染係数は 500 と

する。 
g. 燃料取扱室内に放出された希ガス及びよう素は、アニュラス空気浄化

設備を通して格納容器排気筒から大気中に放出されるものとする。よ

う素フィルタの効率は 95%とする。 
h. 線量評価に必要な拡散条件及び気象条件としては、「添付書類六 2.5 

安全解析に使用する気象条件」で述べたように「発電用原子炉施設の

安全解析に関する気象指針」に示された考え方に基づいて計算された

相対濃度（χ／Ｑ）及び相対線量（Ｄ／Ｑ）を用いる。 
(3) 評価結果 

この事故によって大気中に放出される核分裂生成物の量及び敷地境

界外における最大の実効線量を下表に示す。また、よう素及び希ガスの

大気放出過程を第 3.4.3.1 図及び第 3.4.3.2 図に示す。 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜3. 設計基準事故の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
 

評 価 項 目 評 価 結 果 

放

出

量 

よう素 

Ｉ－１３１等価量－ 

小児実効線量係数換算 
約 2.7×1010Bq 

希ガス 

（γ 線エネルギー0.5MeV 換

算） 
約 3.9×1013Bq 

実 効 線 量 約 0.030mSv 
 
なお、燃料取替時以外の燃料取扱いは、使用済燃料の放射能が十分減

衰した状態でなされるので、仮に燃料集合体の落下を想定しても、アニ

ュラス空気浄化設備のよう素フィルタを通さなくても、上記評価結果よ

り厳しくなることはない。 
 

3.4.3.3 結論 
燃料集合体の落下を仮定した場合、核分裂生成物の放出量は少なく、周辺

の公衆に対し著しい放射線被ばくのリスクを与えることはない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
評 価 項 目 評 価 結 果 

放

出

量 

よう素 

Ｉ－１３１等価量－ 

小児実効線量係数換算 
約 2.7×1010Bq 

希ガス 

（γ 線エネルギー0.5MeV 換

算） 
約 3.9×1013Bq 

実 効 線 量 約 0.038mSv 
 
なお、燃料取替時以外の燃料取扱いは、使用済燃料の放射能が十分減

衰した状態でなされるので、仮に燃料集合体の落下を想定しても、アニ

ュラス空気浄化設備のよう素フィルタを通さなくても、上記評価結果よ

り厳しくなることはない。 
 

3.4.3.3 結論 
燃料集合体の落下を仮定した場合、核分裂生成物の放出量は少なく、周辺

の公衆に対し著しい放射線被ばくのリスクを与えることはない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
気象データ等の更新

による変更 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜3. 設計基準事故の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
3.4.4 原子炉冷却材喪失 
3.4.4.1 事故の原因、防止対策及び拡大防止対策 

(1) 事故の原因及び説明 
この事故は、「3.2.1 原子炉冷却材喪失」で想定した原子炉冷却材喪失

の際に、放射性物質が環境に放出される事象を想定する。 
(2) 防止対策 

この事故の防止対策については、「3.2.1 原子炉冷却材喪失」と同じで

ある。 
(3) 拡大防止対策 

この事故の拡大防止対策については、「3.2.1 原子炉冷却材喪失」と同

じである。 
さらに、環境中への放射性物質の異常な放出を低減させるため、以下

の対策を講じる。 
a. 原子炉格納容器スプレイ設備には、原子炉格納容器内のよう素を低減

させるため、よう素除去剤を添加する装置を設ける。 
b. 事故期間中、原子炉格納容器からアニュラス部へ漏出した空気を浄化

するために、アニュラス空気浄化設備を設ける。 
c. 再循環期間中、非常用炉心冷却設備及び原子炉格納容器スプレイ設備

の再循環系から安全補機室へ漏出した放射性物質は安全補機室空気

浄化設備によって浄化する。 
 

3.4.4.2 核分裂生成物の放出量及び線量の評価 
(1) 評価方法 

大気中に放出される核分裂生成物の量及び実効線量並びに原子炉格

納容器内浮遊核分裂生成物の線源強度及び実効線量は、「4.1.1 原子炉冷

却材喪失」と同様な方法により評価する。ただし、空気カーマから全身

に対する線量への換算係数にかわり、空気カーマから実効線量への換算

係数（＝1Sv/Gy）を用いる。 
また、大気中に放出される核分裂生成物による実効線量は、「3.4.2 蒸

気発生器伝熱管破損」と同様な方法により評価する。ただし、呼吸率は、

事故期間が 1 日以上に及ぶことより、1 日平均の呼吸率 5.16m3/d を秒

当たりに換算して用いる。 
(2) 評価条件 
a. 事故発生直前まで、原子炉は定格出力の 102%で長時間にわたって運

転されていたものとする。その運転時間は、燃料を 1/3 ずつ取り替え

ていく場合の平衡炉心を考えて、最高 30,000 時間とする。 
b. 原子炉格納容器内に放出される核分裂生成物の量は、炉心全体の内蔵

量に対し、次の割合で放出されるものとする。 
希ガス   1% 

3.4.4 原子炉冷却材喪失 
3.4.4.1 事故の原因、防止対策及び拡大防止対策 

(1) 事故の原因及び説明 
この事故は、「3.2.1 原子炉冷却材喪失」で想定した原子炉冷却材喪失

の際に、放射性物質が環境に放出される事象を想定する。 
(2) 防止対策 

この事故の防止対策については、「3.2.1 原子炉冷却材喪失」と同じで

ある。 
(3) 拡大防止対策 

この事故の拡大防止対策については、「3.2.1 原子炉冷却材喪失」と同

じである。 
さらに、環境中への放射性物質の異常な放出を低減させるため、以下

の対策を講じる。 
a. 原子炉格納容器スプレイ設備には、原子炉格納容器内のよう素を低減

させるため、よう素除去剤を添加する装置を設ける。 
b. 事故期間中、原子炉格納容器からアニュラス部へ漏出した空気を浄化

するために、アニュラス空気浄化設備を設ける。 
c. 再循環期間中、非常用炉心冷却設備及び原子炉格納容器スプレイ設備

の再循環系から安全補機室へ漏出した放射性物質は安全補機室空気

浄化設備によって浄化する。 
 

3.4.4.2 核分裂生成物の放出量及び線量の評価 
(1) 評価方法 

大気中に放出される核分裂生成物の量及び実効線量並びに原子炉格

納容器内浮遊核分裂生成物の線源強度及び実効線量は、「4.1.1 原子炉冷

却材喪失」と同様な方法により評価する。ただし、空気カーマから全身

に対する線量への換算係数にかわり、空気カーマから実効線量への換算

係数（＝1Sv/Gy）を用いる。 
また、大気中に放出される核分裂生成物による実効線量は、「3.4.2 蒸

気発生器伝熱管破損」と同様な方法により評価する。ただし、呼吸率は、

事故期間が 1 日以上に及ぶことより、1 日平均の呼吸率 5.16m3/d を秒

当たりに換算して用いる。 
(2) 評価条件 
a. 事故発生直前まで、原子炉は定格出力の 102%で長時間にわたって運

転されていたものとする。その運転時間は、燃料を 1/3 ずつ取り替え

ていく場合の平衡炉心を考えて、最高 30,000 時間とする。 
b. 原子炉格納容器内に放出される核分裂生成物の量は、炉心全体の内蔵

量に対し、次の割合で放出されるものとする。 
希ガス   1% 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜3. 設計基準事故の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
よう素   0.5% 

c. 放出されたよう素のうち、有機よう素は 4%とし、残りの 96%は無機

よう素の形態をとるものとする。 
d. 原子炉格納容器内に放出されたよう素のうち、無機よう素について

は、50%が原子炉格納容器内部に沈着し、漏えいに寄与しないものと

する。 
e. 原子炉格納容器スプレイ水による無機よう素の除去効率(10)は等価半

減期 50 秒とする。 
ただし、事故発生後、無機よう素の除去効果が有効になるまでの時

間は評価上 5 分とする。 
f. 工学的安全施設についての動的機器の単一故障の仮定としてディー

ゼル発電機 1 台の不作動を仮定する。 
g. 原子炉格納容器からの漏えい率(11)は、事故時の原子炉格納容器内圧

に対応した漏えい率を下回らないような値とし、以下の表の漏えい率

とする。 
 

漏えい率 
（%/d） 

時間区分 
（s） 

0.13 0 ～ 1,000 
0.12 1,000 ～ 2,000 
0.11 2,000 ～ 15,000 
0.10 15,000 ～ 32,000 
0.09 32,000 ～ 58,000 
0.08 58,000 ～ 110,000 
0.07 110,000 ～ 220,000 
0.06 220,000 ～ 520,000 
0.05 520,000 ～ 2,592,000 

 
h. 原子炉格納容器からの漏えいは、配管等が貫通しているアニュラス部

に集中すると考えられるが、評価上はその 97%が配管等の貫通する

アニュラス部に生じ、残り 3%はアニュラス部以外で生じるものとす

る。 
i. 事故発生後、非常用炉心冷却設備作動信号によってアニュラス空気浄

化設備が起動し、アニュラス部の負圧達成時間は評価上 10 分とする。 
その間原子炉格納容器からアニュラス部に漏えいしてきた気体は

そのまま全量大気中へ放出されるものとし、アニュラス空気浄化設備

のフィルタ効果は無視する。 
また、負圧達成後も、アニュラス排気風量の切替え（事故発生後 30

分）までは、アニュラス内空気の再循環は考慮しない。 

よう素   0.5% 
c. 放出されたよう素のうち、有機よう素は 4%とし、残りの 96%は無機

よう素の形態をとるものとする。 
d. 原子炉格納容器内に放出されたよう素のうち、無機よう素について

は、50%が原子炉格納容器内部に沈着し、漏えいに寄与しないものと

する。 
e. 原子炉格納容器スプレイ水による無機よう素の除去効率(10)は等価半

減期 50 秒とする。 
ただし、事故発生後、無機よう素の除去効果が有効になるまでの時

間は評価上 5 分とする。 
f. 工学的安全施設についての動的機器の単一故障の仮定としてディー

ゼル発電機 1 台の不作動を仮定する。 
g. 原子炉格納容器からの漏えい率(11)は、事故時の原子炉格納容器内圧

に対応した漏えい率を下回らないような値とし、以下の表の漏えい率

とする。 
 

漏えい率 
（%/d） 

時間区分 
（s） 

0.13 0 ～ 1,000 
0.12 1,000 ～ 2,200 
0.11 2,200 ～ 16,000 
0.10 16,000 ～ 32,000 
0.09 32,000 ～ 58,000 
0.08 58,000 ～ 110,000 
0.07 110,000 ～ 220,000 
0.06 220,000 ～ 520,000 
0.05 520,000 ～ 2,592,000 

 
h. 原子炉格納容器からの漏えいは、配管等が貫通しているアニュラス部

に集中すると考えられるが、評価上はその 97%が配管等の貫通する

アニュラス部に生じ、残り 3%はアニュラス部以外で生じるものとす

る。 
i. 事故発生後、非常用炉心冷却設備作動信号によってアニュラス空気浄

化設備が起動し、アニュラス部の負圧達成時間は評価上 10 分とする。 
その間原子炉格納容器からアニュラス部に漏えいしてきた気体は

そのまま全量大気中へ放出されるものとし、アニュラス空気浄化設備

のフィルタ効果は無視する。 
また、負圧達成後も、アニュラス排気風量の切替え（事故発生後 30

分）までは、アニュラス内空気の再循環は考慮しない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
蒸気発生器取替に伴
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜3. 設計基準事故の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
j. 原子炉格納容器からアニュラス部に漏えいした気体は、アニュラス空

気浄化設備を経て再循環するが、その一部は、アニュラス部の負圧維

持のため排気筒より放出される。このとき、アニュラス部内での核分

裂生成物の沈着の効果はないものとする。 
k. アニュラス空気浄化設備のよう素フィルタの効率(12)は、評価上 95%

とする。 
l. 希ガスに対するアニュラス空気浄化設備のフィルタ効果及び原子炉

格納容器スプレイ水による除去効果等は無視する。 
m. 事故後の非常用炉心冷却設備及び原子炉格納容器スプレイ設備の再

循環系（以下「再循環系」という。）からは、事故期間中（30 日間）

安全補機室内へ、評価上 4×10-3m3/h の漏えいがあるものとする。 
n. 再循環水中の放射能量は事故発生直後、b 項と同量のよう素が無機よ

う素として溶解しているものとする。 
o. 再循環水体積は、評価上 1,400m3 とする。 
p. 再循環系から安全補機室に漏えいした再循環水中のよう素の気相へ

の移行率は 5%とし、安全補機室内でのよう素沈着率は 50%とする。 
q. 安全補機室空気浄化設備のよう素フィルタの効率(12)は、評価上 95%

とする。 
r. 原子炉格納容器内の浮遊核分裂生成物による直接線量及びスカイシ

ャイン線量については、以下の条件に従って評価する。 
(a) 事故時に炉心から原子炉格納容器内に放出された核分裂生成物

は、すべて原子炉格納容器内に均一に分布するものと仮定し、原

子炉格納容器からの漏えいによる減少効果や原子炉格納容器ス

プレイ水による除去効果は無視する。 
(b) 核種の選定に当たって、よう素に関しては、核分裂収率が小さく

半減期の極めて短いもの及びエネルギーの小さいもの以外の核

種、希ガスに関しては、半減期 10 分以上の核種、その他の核種

については、原子炉格納容器から外部遮へい建屋ドーム部を透過

した γ 線の空気との散乱によるスカイシャイン線量及び原子炉

格納容器から外部遮へい建屋円筒部を透過した γ 線による直接

線量の計算に寄与するような十分高いエネルギーを持ち、半減期

が 10 分以上の核種を対象とする。 
(c) 核分裂生成物による γ 線エネルギーは以下のエネルギー範囲別

に区分する。 
 
 
 
 
 

j. 原子炉格納容器からアニュラス部に漏えいした気体は、アニュラス空

気浄化設備を経て再循環するが、その一部は、アニュラス部の負圧維

持のため排気筒より放出される。このとき、アニュラス部内での核分

裂生成物の沈着の効果はないものとする。 
k. アニュラス空気浄化設備のよう素フィルタの効率(12)は、評価上 95%

とする。 
l. 希ガスに対するアニュラス空気浄化設備のフィルタ効果及び原子炉

格納容器スプレイ水による除去効果等は無視する。 
m. 事故後の非常用炉心冷却設備及び原子炉格納容器スプレイ設備の再

循環系（以下「再循環系」という。）からは、事故期間中（30 日間）

安全補機室内へ、評価上 4×10-3m3/h の漏えいがあるものとする。 
n. 再循環水中の放射能量は事故発生直後、b 項と同量のよう素が無機よ

う素として溶解しているものとする。 
o. 再循環水体積は、評価上 1,400m3 とする。 
p. 再循環系から安全補機室に漏えいした再循環水中のよう素の気相へ

の移行率は 5%とし、安全補機室内でのよう素沈着率は 50%とする。 
q. 安全補機室空気浄化設備のよう素フィルタの効率(12)は、評価上 95%

とする。 
r. 原子炉格納容器内の浮遊核分裂生成物による直接線量及びスカイシ

ャイン線量については、以下の条件に従って評価する。 
(a) 事故時に炉心から原子炉格納容器内に放出された核分裂生成物

は、すべて原子炉格納容器内に均一に分布するものと仮定し、原

子炉格納容器からの漏えいによる減少効果や原子炉格納容器ス

プレイ水による除去効果は無視する。 
(b) 核種の選定に当たって、よう素に関しては、核分裂収率が小さく

半減期の極めて短いもの及びエネルギーの小さいもの以外の核

種、希ガスに関しては、半減期 10 分以上の核種、その他の核種

については、原子炉格納容器から外部遮へい建屋ドーム部を透過

した γ 線の空気との散乱によるスカイシャイン線量及び原子炉

格納容器から外部遮へい建屋円筒部を透過した γ 線による直接

線量の計算に寄与するような十分高いエネルギーを持ち、半減期

が 10 分以上の核種を対象とする。 
(c) 核分裂生成物による γ 線エネルギーは以下のエネルギー範囲別

に区分する。 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜3. 設計基準事故の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
 

代表エネルギー 

（MeV/dis） エネルギー範囲（MeV/dis） 

0.4  E ≦ 0.4 
0.8 0.4 ＜ E ≦ 1.0 
1.3 1.0 ＜ E ≦ 1.5 
1.7 1.5 ＜ E ≦ 1.8 
2.5 1.8 ＜ E  

 
s. 事故の評価期間は、原子炉格納容器からの核分裂生成物の漏えいが無

視できる程度に低下するまでの期間（30 日間）とする。 
t. 環境への核分裂生成物の放出については、排気筒から放出されるもの

とする。 
u. 線量評価に必要な拡散条件及び気象条件としては、「添付書類六 2.5 

安全解析に使用する気象条件」で述べたように、「発電用原子炉施設

の安全解析に関する気象指針」に示された考え方に基づいて計算され

た相対濃度（χ／Ｑ）及び相対線量（Ｄ／Ｑ）を用いる。 
(3) 評価結果 

この事故によって大気中に放出される核分裂生成物の量及び敷地境

界外における最大の実効線量は下表のとおりである。また、よう素及び

希ガスの大気放出過程を第 3.4.4.1 図及び第 3.4.4.2 図に示す。 
 

評 価 項 目 評 価 結 果 

放

出

量 

よう素 

Ｉ－１３１等価量－ 

小児実効線量係数換算 
約 2.3×1011Bq 

希ガス 

（γ 線エネルギー0.5MeV 換

算） 
約 5.2×1013Bq 

実 効 線 量＊ 約 0.27mSv 
＊実効線量には、原子炉格納容器内の浮遊核分裂生成物による直接線量及びスカ

イシャイン線量（約 0.18mSv）を含む。 
 
3.4.4.3 結論 

原子炉冷却材喪失を仮定した場合、核分裂生成物の放出量は少なく、周辺

の公衆に対し著しい放射線被ばくのリスクを与えることはない。 
 
 

 
代表エネルギー 

（MeV/dis） 
エネルギー範囲 
（MeV/dis） 

0.4  E ≦ 0.4 
0.8 0.4 ＜ E ≦ 1.0 
1.3 1.0 ＜ E ≦ 1.5 
1.7 1.5 ＜ E ≦ 1.8 
2.5 1.8 ＜ E  

 
s. 事故の評価期間は、原子炉格納容器からの核分裂生成物の漏えいが無

視できる程度に低下するまでの期間（30 日間）とする。 
t. 環境への核分裂生成物の放出については、排気筒から放出されるもの

とする。 
u. 線量評価に必要な拡散条件及び気象条件としては、「添付書類六 2.5 

安全解析に使用する気象条件」で述べたように、「発電用原子炉施設

の安全解析に関する気象指針」に示された考え方に基づいて計算され

た相対濃度（χ／Ｑ）及び相対線量（Ｄ／Ｑ）を用いる。 
(3) 評価結果 

この事故によって大気中に放出される核分裂生成物の量及び敷地境

界外における最大の実効線量は下表のとおりである。また、よう素及び

希ガスの大気放出過程を第 3.4.4.1 図及び第 3.4.4.2 図に示す。 
 

評 価 項 目 評 価 結 果 

放

出

量 

よう素 

Ｉ－１３１等価量－ 

小児実効線量係数換算 
約 2.3×1011Bq 

希ガス 

（γ 線エネルギー0.5MeV 換

算） 
約 5.2×1013Bq 

実 効 線 量＊ 約 0.28mSv 
＊実効線量には、原子炉格納容器内の浮遊核分裂生成物による直接線量及びスカ

イシャイン線量（約 0.18mSv）を含む。 
 
3.4.4.3 結論 

原子炉冷却材喪失を仮定した場合、核分裂生成物の放出量は少なく、周辺

の公衆に対し著しい放射線被ばくのリスクを与えることはない。 
 
 

 
記載の適正化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
蒸気発生器取替に伴

う変更及び気象デー

タ等の更新に伴う変
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜3. 設計基準事故の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
3.4.5 制御棒飛び出し 
3.4.5.1 事故の原因、防止対策及び拡大防止対策 

(1) 事故の原因及び説明 
この事故は、「3.3.1 制御棒飛び出し」で想定した制御棒飛び出しの際

に、放射性物質が環境に放出される事象を想定する。 
(2) 防止対策 

この事故の防止対策については、「3.3.1 制御棒飛び出し」と同じであ

る。 
(3) 拡大防止対策 

この事故の拡大防止対策については、「3.3.1 制御棒飛び出し」と同じ

である。 
さらに、環境中への放射性物質の異常な放出を低減するための対策

は、「3.4.4 原子炉冷却材喪失」と同じである。 
 

3.4.5.2 核分裂生成物の放出量及び線量の評価 
(1) 評価方法 

大気中に放出される核分裂生成物の量及び実効線量並びに原子炉格

納容器内浮遊核分裂生成物の線源強度及び実効線量は、「3.4.4 原子炉冷

却材喪失」と同様な方法により評価する。 
(2) 評価条件 
a. 破損する燃料棒割合としては、「3.3.1 制御棒飛び出し」で評価した

値のうち最も厳しい値である 12%を使用する。 
b. 原子炉格納容器内に放出される核分裂生成物の量は、炉心全体の内蔵

量に対し次の割合で放出されるものとする。 
希ガス   0.28% 
よう素   0.14% 

c. 非常用炉心冷却設備作動信号によってアニュラス空気浄化設備が起

動する。事故発生後、アニュラス部の負圧達成時間は評価上 10 分と

し、その間原子炉格納容器からアニュラス部に漏えいしてきた気体は

そのまま全量大気中へ放出されるものとし、アニュラス空気浄化設備

のフィルタ効果は無視する。 
d. 原子炉格納容器スプレイ設備は、原子炉トリップ信号等により事故を

検知し、操作に要する時間を見込んで事故発生後 30 分で起動するも

のとする。 
e. 原子炉格納容器からの漏えい率(11)は、評価上次のように仮定する。 

事故後 24 時間まで   0.111%/d 
その後 29 日間     0.0555%/d 

f. その他の条件は、「3.4.4 原子炉冷却材喪失」と同様である。 
(3) 評価結果 

3.4.5 制御棒飛び出し 
3.4.5.1 事故の原因、防止対策及び拡大防止対策 

(1) 事故の原因及び説明 
この事故は、「3.3.1 制御棒飛び出し」で想定した制御棒飛び出しの際

に、放射性物質が環境に放出される事象を想定する。 
(2) 防止対策 

この事故の防止対策については、「3.3.1 制御棒飛び出し」と同じであ

る。 
(3) 拡大防止対策 

この事故の拡大防止対策については、「3.3.1 制御棒飛び出し」と同じ

である。 
さらに、環境中への放射性物質の異常な放出を低減するための対策

は、「3.4.4 原子炉冷却材喪失」と同じである。 
 

3.4.5.2 核分裂生成物の放出量及び線量の評価 
(1) 評価方法 

大気中に放出される核分裂生成物の量及び実効線量並びに原子炉格

納容器内浮遊核分裂生成物の線源強度及び実効線量は、「3.4.4 原子炉冷

却材喪失」と同様な方法により評価する。 
(2) 評価条件 
a. 破損する燃料棒割合としては、「3.3.1 制御棒飛び出し」で評価した

値のうち最も厳しい値である 12%を使用する。 
b. 原子炉格納容器内に放出される核分裂生成物の量は、炉心全体の内蔵

量に対し次の割合で放出されるものとする。 
希ガス   0.28% 
よう素   0.14% 

c. 非常用炉心冷却設備作動信号によってアニュラス空気浄化設備が起

動する。事故発生後、アニュラス部の負圧達成時間は評価上 10 分と

し、その間原子炉格納容器からアニュラス部に漏えいしてきた気体は

そのまま全量大気中へ放出されるものとし、アニュラス空気浄化設備

のフィルタ効果は無視する。 
d. 原子炉格納容器スプレイ設備は、原子炉トリップ信号等により事故を

検知し、操作に要する時間を見込んで事故発生後 30 分で起動するも

のとする。 
e. 原子炉格納容器からの漏えい率(11)は、評価上次のように仮定する。 

事故後 24 時間まで   0.111%/d 
その後 29 日間     0.0555%/d 

f. その他の条件は、「3.4.4 原子炉冷却材喪失」と同様である。 
(3) 評価結果 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜3. 設計基準事故の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
この事故によって大気中に放出される核分裂生成物の量及び敷地境

界外における最大の実効線量を下表に示す。また、よう素及び希ガスの

大気放出過程を第 3.4.5.1 図及び第 3.4.5.2 図に示す。 
 

評 価 項 目 評 価 結 果 

放

出

量 

よう素 

Ｉ－１３１等価量－ 

小児実効線量係数換算 
約 7.5×1010Bq 

希ガス 

（γ 線エネルギー0.5MeV 換

算） 
約 1.5×1013Bq 

実 効 線 量＊ 約 0.079mSv 
＊実効線量には、原子炉格納容器内の浮遊核分裂生成物による直接線量及びスカ

イシャイン線量（約 0.052mSv）を含む。 
 

3.4.5.3 結論 
制御棒飛び出しを仮定した場合、核分裂生成物の放出量は少なく、周辺の

公衆に対し著しい放射線被ばくのリスクを与えることはない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

この事故によって大気中に放出される核分裂生成物の量及び敷地境

界外における最大の実効線量を下表に示す。また、よう素及び希ガスの

大気放出過程を第 3.4.5.1 図及び第 3.4.5.2 図に示す。 
 

評 価 項 目 評 価 結 果 

放

出

量 

よう素 

Ｉ－１３１等価量－ 

小児実効線量係数換算 
約 7.5×1010Bq 

希ガス 

（γ 線エネルギー0.5MeV 換

算） 
約 1.5×1013Bq 

実 効 線 量＊ 約 0.084mSv 
＊実効線量には、原子炉格納容器内の浮遊核分裂生成物による直接線量及びスカ

イシャイン線量（約 0.052mSv）を含む。 
 

3.4.5.3 結論 
制御棒飛び出しを仮定した場合、核分裂生成物の放出量は少なく、周辺の

公衆に対し著しい放射線被ばくのリスクを与えることはない。 
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による変更 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5
0
2
/
5
6
6



高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜3. 設計基準事故の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
3.5 原子炉格納容器内圧力、雰囲気等の異常な変化 
3.5.1 原子炉冷却材喪失 
3.5.1.1 事故の原因、防止対策及び拡大防止対策 

(1) 事故の原因及び説明 
この事故は、「3.2.1 原子炉冷却材喪失」で想定した原子炉冷却材喪失

の際に１次冷却材が系外に流出し、原子炉格納容器内の温度、圧力が異

常に上昇する事象を想定する。 
(2) 防止対策 

この事象の防止対策については「3.2.1 原子炉冷却材喪失」と同じで

ある｡ 
(3) 拡大防止対策 

この事故の拡大防止対策については「3.2.1 原子炉冷却材喪失」と同

じである。 
 

3.5.1.2 事故経過の解析 
(1) 解析方法 

事故の経過は、「3.2.1.2 (1)非常用炉心冷却設備性能評価解析－大破

断－」の場合とほぼ同じであるが、事故時の原子炉格納容器内圧、温度

に着目した解析を行う。 
したがって、計算コードの構成は、ブローダウン解析コード SATAN-

Ⅵ、WREFLOOD コード及び原子炉格納容器内圧解析コード COCO か

らなる。 
(2) 解析条件 

解析に当たっては、実際よりも十分に厳しい解析結果を得るために、

次のような解析条件を用いる。 
a. 配管の破断は、内圧上昇の点から最も厳しい蒸気発生器出口側配管の

瞬時の両端破断で、流出係数 1.0 の場合を解析する。 
b. 原子炉出力は定格出力の 102%とする。 
c. 非常用炉心冷却設備のパラメータとして以下の値を用いる。 

蓄圧注入系の蓄圧タンクの保持圧力 
4.04MPa［gage］（41.2kg/cm2G） 

蓄圧注入系の蓄圧タンクの保有水量 
29.0m3/基 

また、高圧注入系及び低圧注入系からの注入は、ブローダウン終了

と同時に開始されると仮定する。この仮定は再冠水開始時間を早め、

破断口からの質量流量及びエネルギー放出量を増大させるので、原子

炉格納容器内圧上昇の観点から厳しいものである。 
d. 工学的安全施設についての動的機器の単一故障の仮定として、原子炉

格納容器スプレイ設備 1 系列の不作動を仮定する。これは、内圧上昇

3.5 原子炉格納容器内圧力、雰囲気等の異常な変化 
3.5.1 原子炉冷却材喪失 
3.5.1.1 事故の原因、防止対策及び拡大防止対策 

(1) 事故の原因及び説明 
この事故は、「3.2.1 原子炉冷却材喪失」で想定した原子炉冷却材喪失

の際に１次冷却材が系外に流出し、原子炉格納容器内の温度、圧力が異

常に上昇する事象を想定する。 
(2) 防止対策 

この事象の防止対策については「3.2.1 原子炉冷却材喪失」と同じで

ある｡ 
(3) 拡大防止対策 

この事故の拡大防止対策については「3.2.1 原子炉冷却材喪失」と同

じである。 
 

3.5.1.2 事故経過の解析 
(1) 解析方法 

事故の経過は、「3.2.1.2 (1)非常用炉心冷却設備性能評価解析－大破

断－」の場合とほぼ同じであるが、事故時の原子炉格納容器内圧、温度

に着目した解析を行う。 
したがって、計算コードの構成は、ブローダウン解析コード SATAN-

Ⅵ、WREFLOOD コード及び原子炉格納容器内圧解析コード COCO か

らなる。 
(2) 解析条件 

解析に当たっては、実際よりも十分に厳しい解析結果を得るために、

次のような解析条件を用いる。 
a. 配管の破断は、内圧上昇の点から最も厳しい蒸気発生器出口側配管の

瞬時の両端破断で、流出係数 1.0 の場合を解析する。 
b. 原子炉出力は定格出力の 102%とする。 
c. 非常用炉心冷却設備のパラメータとして以下の値を用いる。 

蓄圧注入系の蓄圧タンクの保持圧力 
4.04MPa［gage］ 

蓄圧注入系の蓄圧タンクの保有水量 
29.0m3/基 

また、高圧注入系及び低圧注入系からの注入は、ブローダウン終了

と同時に開始されると仮定する。この仮定は再冠水開始時間を早め、

破断口からの質量流量及びエネルギー放出量を増大させるので、原子

炉格納容器内圧上昇の観点から厳しいものである。 
d. 工学的安全施設についての動的機器の単一故障の仮定として、原子炉

格納容器スプレイ設備 1 系列の不作動を仮定する。これは、内圧上昇
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜3. 設計基準事故の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
の観点から厳しいものである。 
また、解析では、常用電源はすべて喪失するものとし、非常用電源

の供給もディーゼル発電機の電圧が確立するまでの間遅延されるも

のとする。 
e. ブローダウン過程中に蓄圧注入系より注入される水は、炉心から十分

に熱が伝達されるように原子炉容器のダウンカマ部及び下部プレナ

ムに注入されるものとする。 
f. 再冠水解析においては、炉心で発生する蒸気及び巻き込まれた水滴の

ループを通過して原子炉格納容器へ放出される量が大きいほど厳し

い結果を与えるので、解析上の仮定として１次冷却材ポンプは、その

特性に従って動くものとする。 
(3) 解析結果 

以上により解析した結果を第 3.5.1.1 図に示す。１次冷却系配管の破

断後、原子炉格納容器内に冷却材が流出するため、原子炉格納容器内圧

は急速に上昇する。しかし、ブローダウンが進むにつれて流出流量が少

なくなるとともに、圧力上昇に伴い温度も高くなり、熱吸収体の除熱が

大きくなり、約 15 秒後にブローダウンエネルギーによって形成される

第１ピーク圧力約 0.220MPa［gage］（約 2.24kg/cm2G）が現れる。その

後、熱吸収体の効果により、圧力は漸減していくが、約 19 秒に再冠水

が始まり蒸気発生器を回って原子炉格納容器へ放出されるエネルギー

の効果により、圧力は再び緩やかに上昇していく。 
ブローダウンによる原子炉格納容器内圧上昇により、約 6 秒後に「原

子炉格納容器圧力異常高」原子炉格納容器スプレイ作動信号が発信さ

れ、約 109 秒後から原子炉格納容器スプレイが開始され、これ以降原子

炉格納容器スプレイによる除熱も行われる。 
事故後約 238 秒には、再冠水により全炉心がクエンチし、原子炉格納

容器へのエネルギー放出が減少することにより、第２ピーク圧力約

0.249MPa［gage］（約 2.54kg/cm2G）、温度約 125℃が現れ、これが最

高圧力、最高温度となる。これ以後原子炉格納容器へ持ち込まれるエネ

ルギーが減少するため、圧力は低下していく。 
 

3.5.1.3 結論 
原子炉冷却材喪失時の原子炉格納容器圧力の最高値は、約 0.249MPa

［gage］（約 2.54kg/cm2G）であり、最高使用圧力 0.283MPa［gage］
（2.89kg/cm2G）を下回っており、原子炉格納容器の健全性は確保できる。 

 
 
 
 

の観点から厳しいものである。 
また、解析では、常用電源はすべて喪失するものとし、非常用電源

の供給もディーゼル発電機の電圧が確立するまでの間遅延されるも

のとする。 
e. ブローダウン過程中に蓄圧注入系より注入される水は、炉心から十分

に熱が伝達されるように原子炉容器のダウンカマ部及び下部プレナ

ムに注入されるものとする。 
f. 再冠水解析においては、炉心で発生する蒸気及び巻き込まれた水滴の

ループを通過して原子炉格納容器へ放出される量が大きいほど厳し

い結果を与えるので、解析上の仮定として１次冷却材ポンプは、その

特性に従って動くものとする。 
 (3) 解析結果 

以上により解析した結果を第 3.5.1.1 図に示す。１次冷却系配管の破

断後、原子炉格納容器内に冷却材が流出するため、原子炉格納容器内圧

は急速に上昇する。しかし、ブローダウンが進むにつれて流出流量が少

なくなるとともに、圧力上昇に伴い温度も高くなり、熱吸収体の除熱が

大きくなり、約 15 秒後にブローダウンエネルギーによって形成される

第１ピーク圧力約 0.225MPa［gage］が現れる。その後、熱吸収体の効

果により、圧力は漸減していくが、約 19 秒後に再冠水が始まり蒸気発

生器を回って原子炉格納容器へ放出されるエネルギーの効果により、圧

力は再び緩やかに上昇していく。 
ブローダウンによる原子炉格納容器内圧上昇により、約 5 秒後に「原

子炉格納容器圧力異常高」原子炉格納容器スプレイ作動信号が発信さ

れ、約 109 秒後から原子炉格納容器スプレイが開始され、これ以降原子

炉格納容器スプレイによる除熱も行われる。 
事故後約 241 秒には、再冠水により全炉心がクエンチし、原子炉格納

容器へのエネルギー放出が減少することにより、第２ピーク圧力約

0.252MPa［gage］、温度約 125℃が現れ、これが最高圧力、最高温度と

なる。これ以後原子炉格納容器へ持ち込まれるエネルギーが減少するた

め、圧力は低下していく。 
 
3.5.1.3 結論 

原子炉冷却材喪失時の原子炉格納容器圧力の最高値は、約 0.252MPa
［gage］であり、最高使用圧力 0.283MPa［gage］を下回っており、原子炉

格納容器の健全性は確保できる。 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜3. 設計基準事故の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
3.5.2 可燃性ガスの発生  
3.5.2.1 事故の原因、防止対策及び拡大防止対策 

(1) 事故の原因及び説明 
この事故は、「3.2.1 原子炉冷却材喪失」で想定した原子炉冷却材喪失

の際に、可燃性ガスが発生する事象を想定する。 
この具体的な判断基準として、下記の基準を用いる。 
原子炉格納容器内の水素及び酸素の濃度は、事故発生後少なくとも 30

日間はいずれかが次の値以下であること。 
水 素      4% 
酸 素      5% 

(2) 防止対策 
この事故の防止対策については、「3.2.1 原子炉冷却材喪失」と同じで

ある。 
(3) 拡大防止対策 

この事故の拡大防止対策については、「3.2.1 原子炉冷却材喪失」と同

じである。 
 

3.5.2.2 事故経過の解析 
(1) 解析方法 

事故後、原子炉格納容器内に蓄積される水素の量は、以下の条件によ

り解析し、原子炉格納容器内に均一に分布するものとして、原子炉格納

容器内の水素濃度の変化を求める。 
(2) 解析条件 
a. 原子炉は事故直前まで定格出力の 102%で運転していたものとする。 
b. 水素の発生源としては、炉心水及びサンプ水の放射線分解、ジルコニ

ウム－水反応及びその他の金属との腐食反応を考慮する。 
c.  事故時のジルコニウム－水反応割合は「3.2.1.2 (1) 3)解析結果」で

得られた値の 5 倍の 1.5%とする。 
d. 炉心内の核分裂生成物の内蔵量のうち、ハロゲン 50%、並びに、希ガ

ス及びハロゲンを除く核分裂生成物の 1%が、原子炉格納容器内の液

相中に存在するものとする。さらに、他の核分裂生成物は、希ガスを

除き、すべて炉心部に存在するものとする。 
e. 放射線分解により発生する水素ガスの発生割合（Ｇ値）は 0.5 分子

/100eV とする。 
f. 工学的安全施設についての動的機器の単一故障の仮定として、低圧注

入系 1 系列の不作動を仮定する。 
(3) 解析結果 

以上により解析した結果、原子炉格納容器内の水素濃度の変化は第

3.5.2.1 図に示すようになり、事故発生の 30 日後では約 3.0%となる。 

3.5.2 可燃性ガスの発生 
3.5.2.1 事故の原因、防止対策及び拡大防止対策 

(1) 事故の原因及び説明 
この事故は、「3.2.1 原子炉冷却材喪失」で想定した原子炉冷却材喪失

の際に、可燃性ガスが発生する事象を想定する。 
この具体的な判断基準として、下記の基準を用いる。 
原子炉格納容器内の水素及び酸素の濃度は、事故発生後少なくとも 30

日間はいずれかが次の値以下であること。 
水 素      4% 
酸 素      5% 

(2) 防止対策 
この事故の防止対策については、「3.2.1 原子炉冷却材喪失」と同じで

ある。 
(3) 拡大防止対策 

この事故の拡大防止対策については、「3.2.1 原子炉冷却材喪失」と同

じである。 
 

3.5.2.2 事故経過の解析 
(1) 解析方法 

事故後、原子炉格納容器内に蓄積される水素の量は、以下の条件によ

り解析し、原子炉格納容器内に均一に分布するものとして、原子炉格納

容器内の水素濃度の変化を求める。 
(2) 解析条件 
a. 原子炉は事故直前まで定格出力の 102%で運転していたものとする。 
b. 水素の発生源としては、炉心水及びサンプ水の放射線分解、ジルコニ

ウム－水反応及びその他の金属との腐食反応を考慮する。 
c.  事故時のジルコニウム－水反応割合は「3.2.1.2 (1) 3)解析結果」で

得られた値の 5 倍の 1.5%とする。 
d. 炉心内の核分裂生成物の内蔵量のうち、ハロゲン 50%、並びに、希ガ

ス及びハロゲンを除く核分裂生成物の 1%が、原子炉格納容器内の液

相中に存在するものとする。さらに、他の核分裂生成物は、希ガスを

除き、すべて炉心部に存在するものとする。 
e. 放射線分解により発生する水素ガスの発生割合（Ｇ値）は 0.5 分子

/100eV とする。 
f. 工学的安全施設についての動的機器の単一故障の仮定として、低圧注

入系 1 系列の不作動を仮定する。 
(3) 解析結果 

以上により解析した結果、原子炉格納容器内の水素濃度の変化は第

3.5.2.1 図に示すようになり、事故発生の 30 日後では約 3.0%となる。 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜3. 設計基準事故の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
3.5.2.3 結論 

可燃性ガスが発生する事象として原子炉冷却材喪失を仮定した場合、事故

発生後少なくとも 30 日間は原子炉格納容器内の水素濃度が 4%に達するこ

とはない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5.2.3 結論 
可燃性ガスが発生する事象として原子炉冷却材喪失を仮定した場合、事故

発生後少なくとも 30 日間は原子炉格納容器内の水素濃度が 4%に達するこ

とはない。 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜3. 設計基準事故の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜3. 設計基準事故の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜3. 設計基準事故の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
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う変更 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜3. 設計基準事故の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜3. 設計基準事故の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
蒸気発生器取替に伴

う変更及び記載の最

新化 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜3. 設計基準事故の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜3. 設計基準事故の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜3. 設計基準事故の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜3. 設計基準事故の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜3. 設計基準事故の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜3. 設計基準事故の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜3. 設計基準事故の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜3. 設計基準事故の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
3.7 参考文献 
 (1) 「三菱ＰＷＲ非常用炉心冷却系性能評価解析方法（大破断時）」 

ＭＡＰＩ－１０３５ 改８ 
三菱重工業、平成１１年 

 (2) 「三菱ＰＷＲ非常用炉心冷却系性能評価感度解析」 
ＭＡＰＩ－１０６３ 改２ 
三菱原子力工業、平成２年 

 (3) 「三菱ＰＷＲ非常用炉心冷却系性能評価破断スペクトル解析」 
ＭＡＰＩ－１０６９ 改２ 
三菱重工業、平成１８年 

 (4) 「核分裂生成物の崩壊熱に関する評価」 
ＭＡＰＩ－１０５５ 改３ 
三菱原子力工業、昭和６２年 

 (5) 「三菱ＰＷＲのＭＯＸ燃料装荷炉心の安全評価について」 
ＭＡＰＩ－１０８８ 改３ 
三菱重工業、平成１０年 

 (6) 「三菱ＰＷＲ非常用炉心冷却系性能評価解析方法（小破断時）」 
ＭＡＰＩ－１０４１ 改７ 
三菱重工業、平成１１年 

 (7) 「Maximum Flow Rate of a Single Component, Two-Phase 
Mixture」F.J. Moody 
Journal of Heat Transfer, Trans. of the ASME No.1, Feb. 1965 

 (8) 「ＤＮＢ相関式について」 
ＭＡＰＩ－１０２９ 改３ 
三菱重工業、平成１６年 

 (9) 「三菱ＰＷＲの制御棒飛び出し解析手法」 
ＭＨＩ－ＮＥＳ－１００５ 改３ 
三菱重工業、平成１８年 

 (10)「スプレイによるよう素除去効果」 
ＭＡＰＩ－１００８ 改７ 
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 (11)「事故時の格納容器漏洩率」 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜3. 設計基準事故の解析＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜7. 重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故に対する対策の有効性評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
7. 重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故に対する対策の有効性評価 

7.1 運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故 
7.1.1 ２次冷却系からの除熱機能喪失 
7.1.1.2 炉心損傷防止対策の有効性評価 

 (3) 有効性評価の結果 
b. 評価項目等 

燃料被覆管温度は第 7.1.1.13 図に示すとおり、炉心は冠水状態に

あることから初期値（約 380℃）以下にとどまり、1,200℃以下とな

る。当該温度条件では、燃料被覆管の酸化反応は著しくならない。 
１次冷却材圧力は第 7.1.1.5 図に示すとおり、２次冷却系からの

除熱機能喪失により一時的に上昇し、約 16.4MPa[gage]に到達する

が、フィードアンドブリードにより低下する。このため、原子炉冷

却材圧力バウンダリにかかる圧力は約 16.7MPa[gage]にとどまり、

最高使用圧力の 1.2 倍（20.59MPa[gage]）を下回る。 
また、フィードアンドブリードにより加圧器逃がしタンクから原

子炉格納容器内に漏えいした１次冷却材による原子炉格納容器圧

力及び温度の上昇は、格納容器スプレイ設備により抑制できる。格

納容器スプレイ設備の性能は、「3.5.1 原子炉冷却材喪失」におけ

る１次冷却材管の完全両端破断を想定した解析で評価しており、こ

の場合でも原子炉格納容器圧力及び温度の最高値はそれぞれ約

0.249MPa[gage]、約 125℃にとどまる。このため、本事象において

も原子炉格納容器の最高使用圧力（0.283MPa[gage]）及び最高使用

温度（132℃）を下回る。 
第 7.1.1.5 図及び第 7.1.1.14 図に示すとおり、事象発生の約 12.4

時間後に余熱除去系による炉心冷却を開始することで、事象発生の

約 19.9 時間後に低温停止状態に到達し、安定停止状態に至る。そ

の後も余熱除去系の運転を継続することにより、安定停止状態を維

持できる。 
 

7.1.1.3 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価 
(2) 解析条件の不確かさの影響評価 

a. 初期条件、事故条件及び重大事故等対策に関連する機器条件 
初期条件、事故条件及び重大事故等対策に関連する機器条件は、

第7.1.1.2表 に示すとおりであり、それらの条件設定を設計値等の

最確値とした場合の影響を評価する。また、解析条件の設定に当

たっては、原則、評価項目となるパラメータに対する余裕が小さ

くなるような設定としている。その中で事象進展に有意な影響を

7. 重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故に対する対策の有効性評価 
7.1 運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故 
7.1.1 ２次冷却系からの除熱機能喪失 
7.1.1.2 炉心損傷防止対策の有効性評価 

 (3) 有効性評価の結果 
b. 評価項目等 

燃料被覆管温度は第 7.1.1.13 図に示すとおり、炉心は冠水状態に

あることから初期値（約 380℃）以下にとどまり、1,200℃以下とな

る。当該温度条件では、燃料被覆管の酸化反応は著しくならない。 
１次冷却材圧力は第 7.1.1.5 図に示すとおり、２次冷却系からの

除熱機能喪失により一時的に上昇し、約 16.4MPa[gage]に到達する

が、フィードアンドブリードにより低下する。このため、原子炉冷

却材圧力バウンダリにかかる圧力は約 16.7MPa[gage]にとどまり、

最高使用圧力の 1.2 倍（20.59MPa[gage]）を下回る。 
また、フィードアンドブリードにより加圧器逃がしタンクから原

子炉格納容器内に漏えいした１次冷却材による原子炉格納容器圧

力及び温度の上昇は、格納容器スプレイ設備により抑制できる。格

納容器スプレイ設備の性能は、「3.5.1 原子炉冷却材喪失」におけ

る１次冷却材管の完全両端破断を想定した解析で評価しており、こ

の場合でも原子炉格納容器圧力及び温度の最高値はそれぞれ約

0.252MPa[gage]、約 125℃にとどまる。このため、本事象において

も原子炉格納容器の最高使用圧力（0.283MPa[gage]）及び最高使用

温度（132℃）を下回る。 
第 7.1.1.5 図及び第 7.1.1.14 図に示すとおり、事象発生の約 12.4

時間後に余熱除去系による炉心冷却を開始することで、事象発生の

約 19.9 時間後に低温停止状態に到達し、安定停止状態に至る。そ

の後も余熱除去系の運転を継続することにより、安定停止状態を維

持できる。 
 

7.1.1.3 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価 
(2) 解析条件の不確かさの影響評価 

a. 初期条件、事故条件及び重大事故等対策に関連する機器条件 
初期条件、事故条件及び重大事故等対策に関連する機器条件は、

第7.1.1.2表 に示すとおりであり、それらの条件設定を設計値等の

最確値とした場合の影響を評価する。また、解析条件の設定に当

たっては、原則、評価項目となるパラメータに対する余裕が小さ

くなるような設定としている。その中で事象進展に有意な影響を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「3.5.1 原子炉冷却

材喪失」の変更に伴
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜7. 重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故に対する対策の有効性評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
与えると考えられる炉心崩壊熱（標準値）及び標準値として設定

している蒸気発生器２次側保有水量に関する影響評価の結果を以

下に示す。 
なお、本重要事故シーケンスにおいて想定する充てん／高圧注

入ポンプの運転台数は2台であるが、炉心注水流量が評価項目とな

るパラメータに与える影響を確認する観点で、充てん／高圧注入

ポンプを1台運転とした場合の感度解析を実施する。 
(a) 運転員等操作時間に与える影響 

炉心崩壊熱を最確値とした場合、解析条件として設定している

崩壊熱より小さくなるため、１次冷却材温度及び圧力の上昇が緩

やかとなり、蒸気発生器水位の低下が緩やかとなることから、蒸

気発生器ドライアウトを起点とするフィードアンドブリードの操

作開始が遅くなる。 
蒸気発生器２次側保有水量を最確値とした場合、解析条件とし

て設定している保有水量より多くなるため、蒸気発生器水位の低

下が緩やかとなることから、蒸気発生器ドライアウトを起点とす

るフィードアンドブリードの操作開始が遅くなる。 
(b) 評価項目となるパラメータに与える影響 

炉心崩壊熱を最確値とした場合、解析条件として設定している

崩壊熱より小さくなるため、１次冷却材温度及び圧力の上昇が緩

やかとなり、フィードアンドブリード時における加圧器逃がし弁

からの放出量が少なく、充てん／高圧注入ポンプによる炉心注水

量が多くなる。また、蒸散率が小さくなり、１次系保有水量の低

下が抑制されることで、評価項目となるパラメータに対する余裕

は大きくなる。 
蒸気発生器２次側保有水量を最確値とした場合、解析条件で設

定している保有水量より多くなるため、１次冷却材温度及び圧力

の上昇が緩やかとなることから、フィードアンドブリード時にお

ける加圧器逃がし弁からの放出量が少なく、充てん／高圧注入ポ

ンプによる炉心注水量が多くなる。このため、１次系保有水量の

低下が抑制されることで、評価項目となるパラメータに対する余

裕は大きくなる。 
充てん／高圧注入ポンプを1台運転とした場合について、感度解

析結果を第7.1.1.17図から第7.1.1.21図に示す。その結果、充てん

／高圧注入ポンプによる炉心注水量が少なくなるが、炉心は露出

することなく、燃料被覆管温度は初期値以下で低く推移し、評価

項目となるパラメータに与える影響は小さいことを確認した。 

与えると考えられる炉心崩壊熱（標準値）及び標準値として設定

している蒸気発生器２次側保有水量に関する影響評価の結果を以

下に示す。 
なお、本重要事故シーケンスにおいて想定する充てん／高圧注

入ポンプの運転台数は2台であるが、炉心注水流量が評価項目とな

るパラメータに与える影響を確認する観点で、充てん／高圧注入

ポンプを1台運転とした場合の感度解析を実施する。 
(a) 運転員等操作時間に与える影響 

炉心崩壊熱を最確値とした場合、解析条件として設定している

崩壊熱より小さくなるため、１次冷却材温度及び圧力の上昇が緩

やかとなり、蒸気発生器水位の低下が緩やかとなることから、蒸

気発生器ドライアウトを起点とするフィードアンドブリードの操

作開始が遅くなる。 
蒸気発生器２次側保有水量を最確値とした場合、解析条件とし

て設定している保有水量より多くなるため、蒸気発生器水位の低

下が緩やかとなることから、蒸気発生器ドライアウトを起点とす

るフィードアンドブリードの操作開始が遅くなる。 
(b) 評価項目となるパラメータに与える影響 

炉心崩壊熱を最確値とした場合、解析条件として設定している

崩壊熱より小さくなるため、１次冷却材温度及び圧力の上昇が緩

やかとなり、フィードアンドブリード時における加圧器逃がし弁

からの放出量が少なく、充てん／高圧注入ポンプによる炉心注水

量が多くなる。また、蒸散率が小さくなり、１次系保有水量の低

下が抑制されることで、評価項目となるパラメータに対する余裕

は大きくなる。 
蒸気発生器２次側保有水量を最確値とした場合、解析条件で設

定している保有水量より多くなるため、１次冷却材温度及び圧力

の上昇が緩やかとなることから、フィードアンドブリード時にお

ける加圧器逃がし弁からの放出量が少なく、充てん／高圧注入ポ

ンプによる炉心注水量が多くなる。このため、１次系保有水量の

低下が抑制されることで、評価項目となるパラメータに対する余

裕は大きくなる。 
充てん／高圧注入ポンプを1台運転とした場合について、感度解

析結果を第7.1.1.17図から第7.1.1.21図に示す。その結果、充てん

／高圧注入ポンプによる炉心注水量が少なくなるが、炉心は露出

することなく、燃料被覆管温度は初期値以下で低く推移し、評価

項目となるパラメータに与える影響は小さいことを確認した。 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜7. 重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故に対する対策の有効性評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
c. 操作条件 

操作条件の不確かさとして、解析コード及び解析条件の不確か

さが運転員等操作時間に与える影響、並びに解析上の操作開始時

間と実際に見込まれる操作開始時間等の操作時間の変動を考慮し

て、要員の配置による他の操作に与える影響及び評価項目となる

パラメータに与える影響を評価する。 
(a) 要員の配置による他の操作に与える影響 

フィードアンドブリードの開始操作は、第7.1.1.4図に示すとお

り、中央制御室での操作であり、同一運転員等による事象進展上

重複する操作はないことから、要員の配置による他の操作に与え

る影響はない。 
(b) 評価項目となるパラメータに与える影響 

フィードアンドブリードの開始操作が解析上の操作開始時間と

運用として実際に見込まれる操作開始時間の差異等によって早く

なる。操作開始が早くなる場合は、１次冷却材温度がより低くサ

ブクール度が大きい状態で操作開始することから、沸騰開始まで

の減圧幅が大きく、充てん／高圧注入ポンプによる炉心注水量が

多くなることが考えられる。一方で、操作開始が早まることで、

フィードアンドブリード開始時の炉心崩壊熱は大きくなるため、

１次冷却材温度及び圧力の上昇並びに１次系保有水量の低下が考

えられる。このため、解析上の操作開始条件は蒸気発生器ドライ

アウトの5分後であるのに対し、3分早い蒸気発生器ドライアウト

の2分後に操作開始した場合の感度解析結果を第7.1.1.22図から第

7.1.1.27図に示す。その結果、充てん／高圧注入ポンプによる炉心

注水量が多くなることで、１次系保有水量の低下が抑制され、評

価項目となるパラメータに対する余裕が大きくなることを確認し

た。 
また、炉心崩壊熱等の不確かさにより、１次冷却材温度及び圧

力の上昇が緩やかとなり、蒸気発生器の水位低下が抑制されるこ

とで、蒸気発生器ドライアウトが遅くなり、フィードアンドブリ

ードの操作開始が遅くなる。操作開始が遅くなる場合には、フィ

ードアンドブリード開始時の炉心崩壊熱が小さくなるため、１次

冷却材温度及び圧力の上昇並びに１次系保有水量の低下は抑制さ

れることで、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくな

る。 
 

 

c. 操作条件 
操作条件の不確かさとして、解析コード及び解析条件の不確か

さが運転員等操作時間に与える影響、並びに解析上の操作開始時

間と実際に見込まれる操作開始時間等の操作時間の変動を考慮し

て、要員の配置による他の操作に与える影響及び評価項目となる

パラメータに与える影響を評価する。 
(a) 要員の配置による他の操作に与える影響 

フィードアンドブリードの開始操作は、第7.1.1.4図に示すとお

り、中央制御室での操作であり、同一運転員等による事象進展上

重複する操作はないことから、要員の配置による他の操作に与え

る影響はない。 
(b) 評価項目となるパラメータに与える影響 

フィードアンドブリードの開始操作が解析上の操作開始時間と

運用として実際に見込まれる操作開始時間の差異等によって早く

なる。操作開始が早くなる場合は、１次冷却材温度がより低くサ

ブクール度が大きい状態で操作開始することから、沸騰開始まで

の減圧幅が大きく、充てん／高圧注入ポンプによる炉心注水量が

多くなることが考えられる。一方で、操作開始が早まることで、

フィードアンドブリード開始時の炉心崩壊熱は大きくなるため、

１次冷却材温度及び圧力の上昇並びに１次系保有水量の低下が考

えられる。このため、解析上の操作開始条件は蒸気発生器ドライ

アウトの5分後であるのに対し、3分早い蒸気発生器ドライアウト

の2分後に操作開始した場合の感度解析結果を第7.1.1.22図から第

7.1.1.27図に示す。その結果、充てん／高圧注入ポンプによる炉心

注水量が多くなることで、１次系保有水量の低下が抑制され、評

価項目となるパラメータに対する余裕が大きくなることを確認し

た。 
また、炉心崩壊熱等の不確かさにより、１次冷却材温度及び圧

力の上昇が緩やかとなり、蒸気発生器の水位低下が抑制されるこ

とで、蒸気発生器ドライアウトが遅くなり、フィードアンドブリ

ードの操作開始が遅くなる。操作開始が遅くなる場合には、フィ

ードアンドブリード開始時の炉心崩壊熱が小さくなるため、１次

冷却材温度及び圧力の上昇並びに１次系保有水量の低下は抑制さ

れることで、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくな

る。 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜7. 重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故に対する対策の有効性評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
7.1.2 全交流動力電源喪失 
7.1.2.1 事故シーケンスグループの特徴、炉心損傷防止対策 

(3) 炉心損傷防止対策 
事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失」における機能喪失

に対して、炉心が著しい損傷に至ることなく、かつ、十分な冷却を可

能とするため、補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による２次冷却系

強制冷却、恒設代替低圧注水ポンプによる代替炉心注水並びに充てん

／高圧注入ポンプによる炉心注水を整備する。また、長期的な冷却を

可能とするため、格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流

冷却、高圧注入系及び低圧注入系による再循環並びに補助給水ポンプ

及び主蒸気逃がし弁を用いた蒸気発生器による炉心冷却を整備する。

対策の概略系統図を第 7.1.2.1 図に、対応手順の概要を第 7.1.2.2 図か

ら第 7.1.2.4 図に示すとともに、重大事故等対策の概要を以下に示す。

また、重大事故等対策における設備と手順の関係を第 7.1.2.1 表に示

す。 
本事故シーケンスグループのうち「7.1.2.2(1) 有効性評価の方法」

に示す重要事故シーケンスにおける３号炉及び４号炉同時の重大事

故等対策時に必要な要員は、中央制御室の運転員、緊急安全対策要員、

緊急時対策本部要員及び召集要員で構成され、合計 46 名である。そ

の内訳は以下のとおりである。召集要員に期待しない事象発生の 6 時

間後までは、中央制御室の運転員が、中央監視及び指示を行う当直課

長及び当直主任の 2 名、運転操作対応を行う運転員 10 名、発電所構

内に常駐している要員のうち緊急安全対策要員は 24 名、関係各所に

通報連絡等を行う緊急時対策本部要員は 6 名（内 1 名は全体指揮者）

である。召集要員に期待する事象発生の 6 時間後以降に必要な召集要

員は 4 名である。この必要な要員と作業項目について第 7.1.2.5 図及

び第 7.1.2.6 図に示す。 
 

7.1.2.4 必要な要員及び資源の評価 
(2) 必要な資源の評価 

a. 水源 
燃料取替用水タンク（1,600m3：有効水量）を水源とする恒設

代替低圧注水ポンプによる代替炉心注水については、事象発生の

約 55.5 時間後までの注水継続が可能であり、この間に格納容器

再循環サンプを水源とした再循環運転が可能であるため、燃料取

替用水タンクへの補給は不要である。 

7.1.2 全交流動力電源喪失 
7.1.2.1 事故シーケンスグループの特徴、炉心損傷防止対策 

(3) 炉心損傷防止対策 
事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失」における機能喪失

に対して、炉心が著しい損傷に至ることなく、かつ、十分な冷却を可

能とするため、補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による２次冷却系

強制冷却、恒設代替低圧注水ポンプによる代替炉心注水並びに充てん

／高圧注入ポンプによる炉心注水を整備する。また、長期的な冷却を

可能とするため、格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流

冷却、高圧注入系及び低圧注入系による再循環並びに補助給水ポンプ

及び主蒸気逃がし弁を用いた蒸気発生器による炉心冷却を整備する。

対策の概略系統図を第 7.1.2.1 図に、対応手順の概要を第 7.1.2.2 図か

ら第 7.1.2.4 図に示すとともに、重大事故等対策の概要を以下に示す。

また、重大事故等対策における設備と手順の関係を第 7.1.2.1 表に示

す。 
本事故シーケンスグループのうち「7.1.2.2(1) 有効性評価の方法」

に示す重要事故シーケンスにおける３号炉及び４号炉同時の重大事

故等対策時に必要な要員は、中央制御室の運転員、緊急安全対策要員、

緊急時対策本部要員及び召集要員で構成され、合計 46 名である。そ

の内訳は以下のとおりである。召集要員に期待しない事象発生の 6 時

間後までは、中央制御室の運転員が、中央監視及び指示を行う当直課

長及び当直主任の 2 名、運転操作対応を行う運転員 10 名、発電所構

内に常駐している要員のうち緊急安全対策要員は 24 名、関係各所に

通報連絡等を行う緊急時対策本部要員は 6 名（内 1 名は全体指揮者）

である。召集要員に期待する事象発生の 6 時間後以降に必要な召集要

員は 4 名である。この必要な要員と作業項目について第 7.1.2.5 図及

び第 7.1.2.6 図に示す。 
 

7.1.2.4 必要な要員及び資源の評価 
(2) 必要な資源の評価 

a. 水源 
燃料取替用水タンク（1,600m3：有効水量）を水源とする恒設

代替低圧注水ポンプによる代替炉心注水については、事象発生の

約 55.5 時間後までの注水継続が可能であり、この間に格納容器

再循環サンプを水源とした再循環運転が可能であるため、燃料取

替用水タンクへの補給は不要である。 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜7. 重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故に対する対策の有効性評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
復水タンク（646m3：有効水量）を水源とするタービン動補助

給水ポンプを用いた蒸気発生器への注水による２次冷却系冷却

については、復水タンクが枯渇するまでの約 12.5 時間の注水継

続が可能である。なお、7.5 時間以降は、復水タンクに送水車（約

210m3/h（１台当たり））による補給を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

復水タンク（646m3：有効水量）を水源とするタービン動補助

給水ポンプを用いた蒸気発生器への注水による２次冷却系冷却

については、復水タンクが枯渇するまでの約 11.7 時間の注水継

続が可能である。なお、7.5 時間以降は、復水タンクに送水車（約

210m3/h（１台当たり））による補給を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SG２次側保有水量等

の増加による復水タ

ンク枯渇時間の繰上

げ 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜7. 重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故に対する対策の有効性評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
 7.1.3 原子炉補機冷却機能喪失 

7.1.3.1 事故シーケンスグループの特徴、炉心損傷防止対策 
(3) 炉心損傷防止対策 

事故シーケンスグループ「原子炉補機冷却機能喪失」における機能

喪失に対して、炉心が著しい損傷に至ることなく、かつ、十分な冷却

を可能とするため、補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による２次冷

却系強制冷却、恒設代替低圧注水ポンプによる代替炉心注水並びに充

てん／高圧注入ポンプによる炉心注水を整備する。また、長期的な冷

却を可能とするため、格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然

対流冷却、高圧注入系及び低圧注入系による再循環並びに補助給水ポ

ンプ及び主蒸気逃がし弁を用いた蒸気発生器による炉心冷却を整備

する。対策の概略系統図を第 7.1.3.1 図に、対応手順の概要を第 7.1.3.2
図及び第 7.1.3.3 図に示すとともに、重大事故等対策の概要を以下に

示す。また、重大事故等対策における設備と手順の関係を第 7.1.3.1 表

に示す。 
本事故シーケンスグループのうち「7.1.3.2(1) 有効性評価の方法」

に示す重要事故シーケンスにおける３号炉及び４号炉同時の重大事

故等対策時に必要な要員は、中央制御室の運転員、緊急安全対策要員、

緊急時対策本部要員及び召集要員で構成され、合計 46 名である。そ

の内訳は以下のとおりである。召集要員に期待しない事象発生 6 時間

までの必要要員は、中央監視及び指示を行う当直課長及び当直主任の

2 名、運転操作対応を行う運転員 10 名、発電所構内に常駐している

緊急安全対策要員は 24 名、関係各所に通報連絡等を行う緊急時対策

本部要員は 6 名（内 1 名は全体指揮者）である。召集要員に期待する

事象発生 6 時間以降に追加で必要な召集要員は 4 名である。この必要

な要員と作業項目について第 7.1.3.4 図に示す。なお、「原子炉補機冷

却機能喪失時にＲＣＰシールＬＯＣＡが発生する事故」以外の事故シ

ーケンスについては、作業項目を「原子炉補機冷却機能喪失時にＲＣ

ＰシールＬＯＣＡが発生する事故」と比較し、必要な要員数を確認し

た結果、46 名で対処可能である。 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.3 原子炉補機冷却機能喪失 
7.1.3.1 事故シーケンスグループの特徴、炉心損傷防止対策 

(3) 炉心損傷防止対策 
事故シーケンスグループ「原子炉補機冷却機能喪失」における機能

喪失に対して、炉心が著しい損傷に至ることなく、かつ、十分な冷却

を可能とするため、補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による２次冷

却系強制冷却、恒設代替低圧注水ポンプによる代替炉心注水並びに充

てん／高圧注入ポンプによる炉心注水を整備する。また、長期的な冷

却を可能とするため、格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然

対流冷却、高圧注入系及び低圧注入系による再循環並びに補助給水ポ

ンプ及び主蒸気逃がし弁を用いた蒸気発生器による炉心冷却を整備

する。対策の概略系統図を第 7.1.3.1 図に、対応手順の概要を第 7.1.3.2
図及び第 7.1.3.3 図に示すとともに、重大事故等対策の概要を以下に

示す。また、重大事故等対策における設備と手順の関係を第 7.1.3.1 表

に示す。 
本事故シーケンスグループのうち「7.1.3.2(1) 有効性評価の方法」

に示す重要事故シーケンスにおける３号炉及び４号炉同時の重大事

故等対策時に必要な要員は、中央制御室の運転員、緊急安全対策要員、

緊急時対策本部要員及び召集要員で構成され、合計 46 名である。そ

の内訳は以下のとおりである。召集要員に期待しない事象発生 6 時間

までの必要要員は、中央監視及び指示を行う当直課長及び当直主任の

2 名、運転操作対応を行う運転員 10 名、発電所構内に常駐している

緊急安全対策要員は 24 名、関係各所に通報連絡等を行う緊急時対策

本部要員は 6 名（内 1 名は全体指揮者）である。召集要員に期待する

事象発生 6 時間以降に追加で必要な召集要員は 4 名である。この必要

な要員と作業項目について第 7.1.3.4 図に示す。なお、「原子炉補機冷

却機能喪失時にＲＣＰシールＬＯＣＡが発生する事故」以外の事故シ

ーケンスについては、作業項目を「原子炉補機冷却機能喪失時にＲＣ

ＰシールＬＯＣＡが発生する事故」と比較し、必要な要員数を確認し

た結果、46 名で対処可能である。 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜7. 重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故に対する対策の有効性評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
 7.1.5 原子炉停止機能喪失 

7.1.5.2 炉心損傷防止対策の有効性評価 
(3) 有効性評価の結果 

a. 主給水流量喪失 
(b) 評価項目等 

原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力の最高値は第 7.
1.5.9 図に示すとおり、約 18.5MPa[gage]であり、最高使用圧

力の 1.2 倍（20.59MPa[gage]）を下回る。 
燃料被覆管温度は、第 7.1.5.13 図に示すとおり、原子炉停

止機能喪失によりわずかに上昇し、約 360℃に達した後、原子

炉出力の低下に伴い低下し、1,200℃以下となる。当該温度条

件では、燃料被覆管の酸化反応は著しくならない。 
加圧器逃がし弁及び加圧器安全弁の動作により、加圧器逃

がしタンクから原子炉格納容器内に漏えいした１次冷却材に

よる原子炉格納容器圧力及び温度の上昇はわずかである。な

お、格納容器スプレイ設備の動作に至った場合、格納容器スプ

レイ設備の性能は、「3.5.1 原子炉冷却材喪失」における１次

冷却材管の完全両端破断を仮定した解析で評価しており、この

場合でも原子炉格納容器圧力及び温度の最高値はそれぞれ約

0.249MPa[gage]、約 125℃にとどまる。このため、本事象に

おいても原子炉格納容器最高使用圧力（0.283MPa[gage]）及

び最高使用温度（132℃）を下回る。 
第 7.1.5.8 図及び第 7.1.5.9 図に示すとおり、事象発生の 60

0 秒後時点においても１次冷却材温度及び圧力は整定し、炉心

は安定して冷却されている。その後は、主蒸気逃がし弁及び補

助給水系を用いた崩壊熱除去を継続し、化学体積制御系を用い

た炉心へのほう酸水の注水により未臨界を確保した後、１次系

の減温、減圧を行い、事象発生の約 13.5 時間後に余熱除去系

による炉心冷却を開始することにより事象発生の約 21 時間後

に低温停止状態に到達し、安定停止状態に至る。さらに、余熱

除去系の運転を継続することにより、安定停止状態を維持でき

る。 
b. 負荷の喪失 

(b) 評価項目等 
原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力の最高値は第 7.

1.5.21 図に示すとおり、約 18.5MPa[gage]であり、最高使用

圧力の 1.2 倍（20.59MPa[gage]）を下回る。 

 7.1.5 原子炉停止機能喪失 
7.1.5.2 炉心損傷防止対策の有効性評価 

(3) 有効性評価の結果 
a. 主給水流量喪失 

(b) 評価項目等 
原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力の最高値は第 7.

1.5.9 図に示すとおり、約 18.5MPa[gage]であり、最高使用圧

力の 1.2 倍（20.59MPa[gage]）を下回る。 
燃料被覆管温度は、第 7.1.5.13 図に示すとおり、原子炉停

止機能喪失によりわずかに上昇し、約 360℃に達した後、原子

炉出力の低下に伴い低下し、1,200℃以下となる。当該温度条

件では、燃料被覆管の酸化反応は著しくならない。 
加圧器逃がし弁及び加圧器安全弁の動作により、加圧器逃

がしタンクから原子炉格納容器内に漏えいした１次冷却材に

よる原子炉格納容器圧力及び温度の上昇はわずかである。な

お、格納容器スプレイ設備の動作に至った場合、格納容器スプ

レイ設備の性能は、「3.5.1 原子炉冷却材喪失」における１次

冷却材管の完全両端破断を仮定した解析で評価しており、この

場合でも原子炉格納容器圧力及び温度の最高値はそれぞれ約

0.252MPa[gage]、約 125℃にとどまる。このため、本事象に

おいても原子炉格納容器最高使用圧力（0.283MPa[gage]）及

び最高使用温度（132℃）を下回る。 
第 7.1.5.8 図及び第 7.1.5.9 図に示すとおり、事象発生の 60

0 秒後時点においても１次冷却材温度及び圧力は整定し、炉心

は安定して冷却されている。その後は、主蒸気逃がし弁及び補

助給水系を用いた崩壊熱除去を継続し、化学体積制御系を用い

た炉心へのほう酸水の注水により未臨界を確保した後、１次系

の減温、減圧を行い、事象発生の約 13.5 時間後に余熱除去系

による炉心冷却を開始することにより事象発生の約 21 時間後

に低温停止状態に到達し、安定停止状態に至る。さらに、余熱

除去系の運転を継続することにより、安定停止状態を維持でき

る。 
b. 負荷の喪失 

(b) 評価項目等 
原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力の最高値は第 7.

1.5.21 図に示すとおり、約 18.5MPa[gage]であり、最高使用

圧力の 1.2 倍（20.59MPa[gage]）を下回る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「3.5.1 原子炉冷却

材喪失」の変更に伴
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜7. 重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故に対する対策の有効性評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
燃料被覆管温度は、第 7.1.5.25 図に示すとおり、原子炉停

止機能喪失によりわずかに上昇し、約 360℃に達した後、原子

炉出力の低下に伴い低下し、1,200℃以下となる。当該温度条

件では、燃料被覆管の酸化反応は著しくならない。 
加圧器逃がし弁及び加圧器安全弁の動作により、加圧器逃

がしタンクから原子炉格納容器内に漏えいした１次冷却材に

よる原子炉格納容器圧力及び温度の上昇はわずかである。な

お、格納容器スプレイ設備の動作に至った場合、格納容器スプ

レイ設備の性能は、「3.5.1 原子炉冷却材喪失」における１次

冷却材管の完全両端破断を仮定した解析で評価しており、この

場合でも原子炉格納容器圧力及び温度の最高値はそれぞれ約

0.249MPa[gage]、約 125℃にとどまる。このため、本事象に

おいても原子炉格納容器最高使用圧力（0.283MPa[gage]）及

び最高使用温度（132℃）を下回る。 
第 7.1.5.20 図及び第 7.1.5.21 図に示すとおり、事象発生の

600 秒後時点においても１次冷却材温度及び圧力は整定し、炉

心は安定して冷却されている。その後は、主蒸気逃がし弁及び

補助給水系を用いた崩壊熱除去を継続し、化学体積制御系を用

いた炉心へのほう酸水の注水により未臨界を確保した後、１次

系の減温、減圧を行い、事象発生の約 13.5 時間後に余熱除去

系による炉心冷却を開始することにより約 21 時間後に低温停

止状態に到達し、安定停止状態に至る。さらに、余熱除去系の

運転を継続することにより、安定停止状態を維持できる。 
 

7.1.5.4 必要な要員及び資源の評価 
(2) 必要な資源の評価 

a. 水源 
復水タンク（646m3：有効水量）を水源とする補助給水ポンプ

を用いた蒸気発生器への注水による２次冷却系冷却については、

復水タンクが枯渇するまでの約 12.5 時間の対応が可能である。

余熱除去系による冷却は、事象発生の約 15 時間後から使用可能

となるため、復水タンク枯渇から余熱除去系使用開始までの約

2.5 時間は常用設備により復水タンクへの補給が必要となる。以

降は、余熱除去系による冷却を継続するため、復水タンクへの補

給は不要である。 

燃料被覆管温度は、第 7.1.5.25 図に示すとおり、原子炉停

止機能喪失によりわずかに上昇し、約 360℃に達した後、原子

炉出力の低下に伴い低下し、1,200℃以下となる。当該温度条

件では、燃料被覆管の酸化反応は著しくならない。 
加圧器逃がし弁及び加圧器安全弁の動作により、加圧器逃

がしタンクから原子炉格納容器内に漏えいした１次冷却材に

よる原子炉格納容器圧力及び温度の上昇はわずかである。な

お、格納容器スプレイ設備の動作に至った場合、格納容器スプ

レイ設備の性能は、「3.5.1 原子炉冷却材喪失」における１次

冷却材管の完全両端破断を仮定した解析で評価しており、この

場合でも原子炉格納容器圧力及び温度の最高値はそれぞれ約

0.252MPa[gage]、約 125℃にとどまる。このため、本事象に

おいても原子炉格納容器最高使用圧力（0.283MPa[gage]）及

び最高使用温度（132℃）を下回る。 
第 7.1.5.20 図及び第 7.1.5.21 図に示すとおり、事象発生の

600 秒後時点においても１次冷却材温度及び圧力は整定し、炉

心は安定して冷却されている。その後は、主蒸気逃がし弁及び

補助給水系を用いた崩壊熱除去を継続し、化学体積制御系を用

いた炉心へのほう酸水の注水により未臨界を確保した後、１次

系の減温、減圧を行い、事象発生の約 13.5 時間後に余熱除去

系による炉心冷却を開始することにより約 21 時間後に低温停

止状態に到達し、安定停止状態に至る。さらに、余熱除去系の

運転を継続することにより、安定停止状態を維持できる。 
 

7.1.5.4 必要な要員及び資源の評価 
(2) 必要な資源の評価 

a. 水源 
復水タンク（646m3：有効水量）を水源とする補助給水ポンプ

を用いた蒸気発生器への注水による２次冷却系冷却については、

復水タンクが枯渇するまでの約 11.7 時間の対応が可能である。

余熱除去系による冷却は、事象発生の約 15 時間後から使用可能

となるため、復水タンク枯渇から余熱除去系使用開始までの約

3.3 時間は常用設備により復水タンクへの補給が必要となる。以

降は、余熱除去系による冷却を継続するため、復水タンクへの補

給は不要である。 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜7. 重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故に対する対策の有効性評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
なお、外部電源喪失を想定した場合は、復水タンク枯渇から余

熱除去系使用開始までの約 2.5 時間は、復水タンクに送水車（約

210m3/h（1 台当たり））による補給を行う。 
b. 燃料 

外部電源の喪失は想定していないが、仮に外部電源が喪失して

ディーゼル発電機からの給電を想定し、事象発生後 7 日間ディー

ゼル発電機を全出力で運転した場合、約 450.9kℓ の重油が必要と

なる。 
電源車（緊急時対策所用）による電源供給については、事象発

生直後からの運転を想定して、7 日間の運転継続に約 8.3kℓ の重

油が必要となる。 
外部電源の喪失は想定していないが、仮に外部電源が喪失した

場合、蒸気発生器給水用の海水を復水タンクへ補給するための送

水車については、事象発生の 12.5 時間後からの運転を想定して、

2.5 時間の運転継続に約 0.1kℓ の重油が必要となる。 
7 日間の運転継続に必要な重油はこれらを合計して約 459.3kℓ

となるが、「7.5.1(2) 資源の評価条件」に示すとおり燃料油貯油

そうの合計油量(466kℓ)にて供給可能である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

なお、外部電源喪失を想定した場合は、復水タンク枯渇から余

熱除去系使用開始までの約 3.3 時間は、復水タンクに送水車（約

210m3/h（1 台当たり））による補給を行う。 
b. 燃料 

外部電源の喪失は想定していないが、仮に外部電源が喪失して

ディーゼル発電機からの給電を想定し、事象発生後 7 日間ディー

ゼル発電機を全出力で運転した場合、約 450.9kℓ の重油が必要と

なる。 
電源車（緊急時対策所用）による電源供給については、事象発

生直後からの運転を想定して、7 日間の運転継続に約 8.3kℓ の重

油が必要となる。 
外部電源の喪失は想定していないが、仮に外部電源が喪失した

場合、蒸気発生器給水用の海水を復水タンクへ補給するための送

水車については、事象発生の 11.7 時間後からの運転を想定して、

3.3 時間の運転継続に約 0.1kℓ の重油が必要となる。 
7 日間の運転継続に必要な重油はこれらを合計して約 459.4kℓ

となるが、「7.5.1(2) 資源の評価条件」に示すとおり燃料油貯油

そうの合計油量(466kℓ)にて供給可能である。 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜7. 重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故に対する対策の有効性評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
7.1.6 ＥＣＣＳ注水機能喪失 
7.1.6.2 炉心損傷防止対策の有効性評価 

(3) 有効性評価の結果 
a. 6 インチ破断 

(b) 評価項目等 
燃料被覆管温度は第 7.1.6.15 図に示すとおり、炉心は冠水

状態にあることから初期値（約 380℃）以下にとどまり、1,20
0℃以下となる。当該温度条件では、燃料被覆管の酸化反応は

著しくならない。 
１次冷却材圧力は第 7.1.6.9 図に示すとおり、初期値（約 1

5.9MPa[gage]）以下となる。このため、原子炉冷却材圧力バ

ウンダリにかかる圧力は約 16.2MPa[gage]にとどまり、最高

使用圧力の 1.2 倍（20.59MPa[gage]）を下回る。 
また、原子炉格納容器内に漏えいした１次冷却材による原

子炉格納容器圧力及び温度の上昇は、格納容器スプレイ設備に

より抑制できる。格納容器スプレイ設備の性能は、「3.5.1 原
子炉冷却材喪失」における１次冷却材管の完全両端破断を想定

した解析で評価しており、この場合でも原子炉格納容器圧力及

び温度の最高値はそれぞれ約 0.249MPa[gage]及び約 125℃に

とどまる。このため、本事象においても原子炉格納容器の最高

使用圧力（0.283MPa[gage]）及び最高使用温度（132℃）を下

回る。 
第 7.1.6.11 図に示すように、事象発生の 60 分後においても

余熱除去ポンプによる注水流量は確保されていることから、炉

心は安定して冷却されている。その後は、事象発生の約 2.7 時

間後に低圧再循環に切り替えることで低温停止状態に移行で

き、安定停止状態に至る。さらに、低圧再循環を継続すること

により、安定停止状態を維持できる。 
b. 4 インチ破断 

(b) 評価項目等 
燃料被覆管温度は第 7.1.6.25 図に示すとおり、事象発生の

約 14 分後に約 731℃に到達した後に再冠水することで低下す

ることから、1,200℃以下となる。また、燃料被覆管の酸化量

は約 0.1%にとどまることから、15%以下となる。 
１次冷却材圧力は第 7.1.6.19 図に示すとおり、初期値（約 1

5.9MPa[gage]）以下となる。このため、原子炉冷却材圧力バ

ウンダリにかかる圧力は約 16.2MPa[gage]にとどまり、最高

7.1.6 ＥＣＣＳ注水機能喪失 
7.1.6.2 炉心損傷防止対策の有効性評価 

(3) 有効性評価の結果 
a. 6 インチ破断 

(b) 評価項目等 
燃料被覆管温度は第 7.1.6.15 図に示すとおり、炉心は冠水

状態にあることから初期値（約 380℃）以下にとどまり、1,20
0℃以下となる。当該温度条件では、燃料被覆管の酸化反応は

著しくならない。 
１次冷却材圧力は第 7.1.6.9 図に示すとおり、初期値（約 1

5.9MPa[gage]）以下となる。このため、原子炉冷却材圧力バ

ウンダリにかかる圧力は約 16.2MPa[gage]にとどまり、最高

使用圧力の 1.2 倍（20.59MPa[gage]）を下回る。 
また、原子炉格納容器内に漏えいした１次冷却材による原

子炉格納容器圧力及び温度の上昇は、格納容器スプレイ設備に

より抑制できる。格納容器スプレイ設備の性能は、「3.5.1 原
子炉冷却材喪失」における１次冷却材管の完全両端破断を想定

した解析で評価しており、この場合でも原子炉格納容器圧力及

び温度の最高値はそれぞれ約 0.252MPa[gage]及び約 125℃に

とどまる。このため、本事象においても原子炉格納容器の最高

使用圧力（0.283MPa[gage]）及び最高使用温度（132℃）を下

回る。 
第 7.1.6.11 図に示すように、事象発生の 60 分後においても

余熱除去ポンプによる注水流量は確保されていることから、炉

心は安定して冷却されている。その後は、事象発生の約 2.7 時

間後に低圧再循環に切り替えることで低温停止状態に移行で

き、安定停止状態に至る。さらに、低圧再循環を継続すること

により、安定停止状態を維持できる。 
b. 4 インチ破断 

(b) 評価項目等 
燃料被覆管温度は第 7.1.6.25 図に示すとおり、事象発生の

約 14 分後に約 731℃に到達した後に再冠水することで低下す

ることから、1,200℃以下となる。また、燃料被覆管の酸化量

は約 0.1%にとどまることから、15%以下となる。 
１次冷却材圧力は第 7.1.6.19 図に示すとおり、初期値（約 1

5.9MPa[gage]）以下となる。このため、原子炉冷却材圧力バ

ウンダリにかかる圧力は約 16.2MPa[gage]にとどまり、最高
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜7. 重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故に対する対策の有効性評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
使用圧力の 1.2 倍（20.59MPa[gage]）を下回る。 

また、原子炉格納容器内に漏えいした１次冷却材による原

子炉格納容器圧力及び温度の上昇は、格納容器スプレイ設備に

より抑制できる。格納容器スプレイ設備の性能は、「3.5.1 原
子炉冷却材喪失」における１次冷却材管の完全両端破断を仮定

した解析で評価しており、この場合でも原子炉格納容器圧力及

び温度の最高値はそれぞれ約 0.249MPa[gage]及び約 125℃に

とどまる。このため、本事象においても原子炉格納容器の最高

使用圧力（0.283MPa[gage]）及び最高使用温度（132℃）を下

回る。 
第 7.1.6.21 図に示すように、事象発生の 60 分後においても

余熱除去ポンプによる注水流量は確保されていることから、炉

心は安定して冷却されている。その後は、事象発生の約 3.7 時

間後に低圧再循環に切り替えることで低温停止状態に移行で

き、安定停止状態に至る。さらに、低圧再循環を継続すること

により、安定停止状態を維持できる。 
c. 2 インチ破断 

(b) 評価項目等 
燃料被覆管温度は第 7.1.6.35 図に示すとおり、事象発生の

約 58 分後に約 496℃に到達した後に再冠水することで低下す

ることから、1,200℃以下となる。また、燃料被覆管の酸化量

は 0.1％未満にとどまることから、15％以下となる。 
１次冷却材圧力は第 7.1.6.29 図に示すとおり、初期値（約 1

5.9MPa[gage]）以下となる。このため、原子炉冷却材圧力バ

ウンダリにかかる圧力は約 16.2MPa[gage]にとどまり、最高

使用圧力の 1.2 倍（20.59MPa[gage]）を下回る。 
また、原子炉格納容器内に漏えいした１次冷却材による原

子炉格納容器圧力及び温度の上昇は、格納容器スプレイ設備に

より抑制できる。格納容器スプレイ設備の性能は、「3.5.1 原
子炉冷却材喪失」における１次冷却材管の完全両端破断を仮定

した解析で評価しており、この場合でも原子炉格納容器圧力及

び温度の最高値はそれぞれ約 0.249MPa[gage]及び約 125℃に

とどまる。このため、本事象においても原子炉格納容器の最高

使用圧力（0.283MPa[gage]）及び最高使用温度（132℃）を下

回る。 
第 7.1.6.31 図に示すように、事象発生の 60 分後においても

余熱除去ポンプによる注水流量は確保されていることから、炉

使用圧力の 1.2 倍（20.59MPa[gage]）を下回る。 
また、原子炉格納容器内に漏えいした１次冷却材による原

子炉格納容器圧力及び温度の上昇は、格納容器スプレイ設備に

より抑制できる。格納容器スプレイ設備の性能は、「3.5.1 原
子炉冷却材喪失」における１次冷却材管の完全両端破断を仮定

した解析で評価しており、この場合でも原子炉格納容器圧力及

び温度の最高値はそれぞれ約 0.252MPa[gage]及び約 125℃に

とどまる。このため、本事象においても原子炉格納容器の最高

使用圧力（0.283MPa[gage]）及び最高使用温度（132℃）を下

回る。 
第 7.1.6.21 図に示すように、事象発生の 60 分後においても

余熱除去ポンプによる注水流量は確保されていることから、炉

心は安定して冷却されている。その後は、事象発生の約 3.7 時

間後に低圧再循環に切り替えることで低温停止状態に移行で

き、安定停止状態に至る。さらに、低圧再循環を継続すること

により、安定停止状態を維持できる。 
c. 2 インチ破断 

(b) 評価項目等 
燃料被覆管温度は第 7.1.6.35 図に示すとおり、事象発生の

約 58 分後に約 496℃に到達した後に再冠水することで低下す

ることから、1,200℃以下となる。また、燃料被覆管の酸化量

は 0.1％未満にとどまることから、15％以下となる。 
１次冷却材圧力は第 7.1.6.29 図に示すとおり、初期値（約 1

5.9MPa[gage]）以下となる。このため、原子炉冷却材圧力バ

ウンダリにかかる圧力は約 16.2MPa[gage]にとどまり、最高

使用圧力の 1.2 倍（20.59MPa[gage]）を下回る。 
また、原子炉格納容器内に漏えいした１次冷却材による原

子炉格納容器圧力及び温度の上昇は、格納容器スプレイ設備に

より抑制できる。格納容器スプレイ設備の性能は、「3.5.1 原
子炉冷却材喪失」における１次冷却材管の完全両端破断を仮定

した解析で評価しており、この場合でも原子炉格納容器圧力及

び温度の最高値はそれぞれ約 0.252MPa[gage]及び約 125℃に

とどまる。このため、本事象においても原子炉格納容器の最高

使用圧力（0.283MPa[gage]）及び最高使用温度（132℃）を下

回る。 
第 7.1.6.31 図に示すように、事象発生の 60 分後においても

余熱除去ポンプによる注水流量は確保されていることから、炉
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜7. 重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故に対する対策の有効性評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
心は安定して冷却されている。その後は、事象発生の約 11.4
時間後に低圧再循環に切り替えることで低温停止状態に移行

でき、安定停止状態に至る。さらに、低圧再循環を継続するこ

とにより、安定停止状態を維持できる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

心は安定して冷却されている。その後は、事象発生の約 11.4
時間後に低圧再循環に切り替えることで低温停止状態に移行

でき、安定停止状態に至る。さらに、低圧再循環を継続するこ

とにより、安定停止状態を維持できる。 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜7. 重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故に対する対策の有効性評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
7.1.7 ＥＣＣＳ再循環機能喪失 
7.1.7.2 炉心損傷防止対策の有効性評価 

(3) 有効性評価の結果 
本重要事故シーケンスの事象進展を第 7.1.7.3 図に、原子炉容器内

水位、燃料被覆管温度等の１次系パラメータの推移を第 7.1.7.5 図か

ら第 7.1.7.12 図に、原子炉格納容器圧力、原子炉格納容器雰囲気温

度等の原子炉格納容器パラメータの推移を第 7.1.7.13 図から第

7.1.7.16 図に示す。 
a. 事象進展 

事象発生後、破断口からの１次冷却材の流出により、１次冷却材

圧力が低下することで、「原子炉圧力低」信号のトリップ限界値に

到達し、原子炉は自動停止するとともに、「原子炉圧力異常低」信

号の非常用炉心冷却設備作動限界値に到達した後、非常用炉心冷却

設備が作動する。このため、炉心は一時的に露出するが、炉心注水

が開始されることにより再び冠水状態となる。 
燃料取替用水タンク水位が低下し、事象発生の約 19 分後に格納

容器再循環サンプ側への水源切替えを行うが、ＥＣＣＳ再循環への

切替えに失敗することで原子炉容器内水位は低下する。しかし、Ｅ

ＣＣＳ再循環切替失敗の 30 分後に、格納容器スプレイポンプを用

いた代替再循環による炉心への注水を実施することで炉心水位は

回復する。 
b. 評価項目等 

燃料被覆管温度は破断直後の炉心露出により一時的に上昇する

が、第 7.1.7.12 図に示すとおり、非常用炉心冷却設備による炉心注

水により低下する。非常用炉心冷却設備の性能は、「3.2.1 原子炉

冷却材喪失」における１次冷却材管の完全両端破断を仮定した解析

で評価しており、この場合でも燃料被覆管の最高温度は約 1,044℃
であり、燃料被覆管の酸化量は約 4.0%である。このため、本事象

においても燃料被覆管最高温度 1,200℃、燃料被覆管の酸化量 15%
以下である。 

１次系冷却材圧力は第 7.1.7.5 図に示すとおり、初期値（約

15.6MPa[gage]）以下となる。このため、原子炉冷却材圧力バウン

ダリにかかる圧力は約 16.2MPa[gage]にとどまり、最高使用圧力の

1.2 倍（20.59MPa[gage]）を下回る。 
原子炉格納容器圧力及び温度は第 7.1.7.15 図及び第 7.1.7.16 図

に示すとおり、事象発生直後からの格納容器スプレイにより抑制で

きる。格納容器スプレイ設備の性能は、「3.5.1 原子炉冷却材喪失」

7.1.7 ＥＣＣＳ再循環機能喪失 
7.1.7.2 炉心損傷防止対策の有効性評価 

(3) 有効性評価の結果 
本重要事故シーケンスの事象進展を第 7.1.7.3 図に、原子炉容器内

水位、燃料被覆管温度等の１次系パラメータの推移を第 7.1.7.5 図か

ら第 7.1.7.12 図に、原子炉格納容器圧力、原子炉格納容器雰囲気温

度等の原子炉格納容器パラメータの推移を第 7.1.7.13 図から第

7.1.7.16 図に示す。 
a. 事象進展 

事象発生後、破断口からの１次冷却材の流出により、１次冷却材

圧力が低下することで、「原子炉圧力低」信号のトリップ限界値に

到達し、原子炉は自動停止するとともに、「原子炉圧力異常低」信

号の非常用炉心冷却設備作動限界値に到達した後、非常用炉心冷却

設備が作動する。このため、炉心は一時的に露出するが、炉心注水

が開始されることにより再び冠水状態となる。 
燃料取替用水タンク水位が低下し、事象発生の約 19 分後に格納

容器再循環サンプ側への水源切替えを行うが、ＥＣＣＳ再循環への

切替えに失敗することで原子炉容器内水位は低下する。しかし、Ｅ

ＣＣＳ再循環切替失敗の 30 分後に、格納容器スプレイポンプを用

いた代替再循環による炉心への注水を実施することで炉心水位は

回復する。 
b. 評価項目等 

燃料被覆管温度は破断直後の炉心露出により一時的に上昇する

が、第 7.1.7.12 図に示すとおり、非常用炉心冷却設備による炉心注

水により低下する。非常用炉心冷却設備の性能は、「3.2.1 原子炉

冷却材喪失」における１次冷却材管の完全両端破断を仮定した解析

で評価しており、この場合でも燃料被覆管の最高温度は約 1,035℃
であり、燃料被覆管の酸化量は約 3.6%である。このため、本事象

においても燃料被覆管最高温度 1,200℃、燃料被覆管の酸化量 15%
以下である。 

１次系冷却材圧力は第 7.1.7.5 図に示すとおり、初期値（約

15.6MPa[gage]）以下となる。このため、原子炉冷却材圧力バウン

ダリにかかる圧力は約 16.2MPa[gage]にとどまり、最高使用圧力の

1.2 倍（20.59MPa[gage]）を下回る。 
原子炉格納容器圧力及び温度は第 7.1.7.15 図及び第 7.1.7.16 図

に示すとおり、事象発生直後からの格納容器スプレイにより抑制で

きる。格納容器スプレイ設備の性能は、「3.5.1 原子炉冷却材喪失」
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜7. 重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故に対する対策の有効性評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
における１次冷却材管の完全両端破断を仮定した解析で評価して

おり、この場合でも原子炉格納容器圧力及び温度の最高値はそれぞ

れ約 0.249MPa[gage]及び約 125℃にとどまる。このため、本事象

においても原子炉格納容器最高使用圧力（0.283MPa[gage]）及び最

高使用温度（132℃）を下回る。 
第 7.1.7.14 図に示すように、格納容器再循環サンプ水温度は低下

傾向を示し、炉心は安定して冷却されており、事象発生の約 4.5 時

間後に低温停止状態に到達し、安定停止状態に至る。その後も格納

容器スプレイポンプによる代替再循環を継続することにより、安定

停止状態を維持できる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

における１次冷却材管の完全両端破断を仮定した解析で評価して

おり、この場合でも原子炉格納容器圧力及び温度の最高値はそれぞ

れ約 0.252MPa[gage]及び約 125℃にとどまる。このため、本事象

においても原子炉格納容器最高使用圧力（0.283MPa[gage]）及び最

高使用温度（132℃）を下回る。 
第 7.1.7.14 図に示すように、格納容器再循環サンプ水温度は低下

傾向を示し、炉心は安定して冷却されており、事象発生の約 4.5 時

間後に低温停止状態に到達し、安定停止状態に至る。その後も格納

容器スプレイポンプによる代替再循環を継続することにより、安定

停止状態を維持できる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
「3.5.1 原子炉冷却

材喪失」の変更に伴

う反映 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5
3
4
/
5
6
6



高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜7. 重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故に対する対策の有効性評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
 7.1.8 格納容器バイパス 

7.1.8.2 炉心損傷防止対策の有効性評価 
(3) 有効性評価の結果 

a. インターフェイスシステムＬＯＣＡ 
 (b) 評価項目等 

燃料被覆管温度は第 7.1.8.20 図に示すとおり、炉心が冠水

状態にあることから初期値（約 380℃）以下にとどまり、1,20
0℃以下となる。当該温度条件では、燃料被覆管の酸化反応は

著しくならない。 
１次冷却材圧力は第 7.1.8.9 図に示すとおり、初期値（約 1

5.9MPa[gage]）以下となる。このため、原子炉冷却材圧力バ

ウンダリにかかる圧力は約 16.2MPa[gage]にとどまり、最高

使用圧力の 1.2 倍（20.59MPa[gage]）を下回る。 
また、原子炉格納容器内の余熱除去ポンプ入口逃がし弁の

動作により、加圧器逃がしタンクから原子炉格納容器内に漏え

いした１次冷却材による原子炉格納容器圧力及び温度の上昇

はわずかである。なお、格納容器スプレイ設備の作動に至った

場合、格納容器スプレイ設備の性能は、「3.5.1 原子炉冷却材

喪失」における１次冷却材管の完全両端破断を仮定した解析で

評価しており、この場合でも原子炉格納容器圧力及び温度の最

高値はそれぞれ約 0.249MPa[gage]及び約 125℃にとどまる。

このため、本事象においても原子炉格納容器の最高使用圧力

（0.283MPa[gage]）及び最高使用温度（132℃）を下回る。 
第 7.1.8.9 図及び第 7.1.8.10 図に示すように、事象発生の 8

時間後においても１次冷却材圧力及び温度は整定しており、炉

心は安定して冷却されている。その後は、主蒸気逃がし弁を用

いた蒸気発生器による除熱を継続することにより、事象発生の

約 433 時間後に低温停止状態に到達し、安定停止状態に至る。

さらに、主蒸気逃がし弁を用いた蒸気発生器による除熱を継続

することにより、安定停止状態を維持できる。 
b. 蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する

事故 
(b) 評価項目等 

燃料被覆管温度は第 7.1.8.32 図に示すとおり、炉心は冠水

状態にあることから初期値（約 340℃）以下にとどまり、1,20
0℃以下となる。当該温度条件では、燃料被覆管の酸化反応は

著しくならない。 

 7.1.8 格納容器バイパス 
7.1.8.2 炉心損傷防止対策の有効性評価 

(3) 有効性評価の結果 
a. インターフェイスシステムＬＯＣＡ 

 (b) 評価項目等 
燃料被覆管温度は第 7.1.8.20 図に示すとおり、炉心が冠水

状態にあることから初期値（約 380℃）以下にとどまり、1,20
0℃以下となる。当該温度条件では、燃料被覆管の酸化反応は

著しくならない。 
１次冷却材圧力は第 7.1.8.9 図に示すとおり、初期値（約 1

5.9MPa[gage]）以下となる。このため、原子炉冷却材圧力バ

ウンダリにかかる圧力は約 16.2MPa[gage]にとどまり、最高

使用圧力の 1.2 倍（20.59MPa[gage]）を下回る。 
また、原子炉格納容器内の余熱除去ポンプ入口逃がし弁の

動作により、加圧器逃がしタンクから原子炉格納容器内に漏え

いした１次冷却材による原子炉格納容器圧力及び温度の上昇

はわずかである。なお、格納容器スプレイ設備の作動に至った

場合、格納容器スプレイ設備の性能は、「3.5.1 原子炉冷却材

喪失」における１次冷却材管の完全両端破断を仮定した解析で

評価しており、この場合でも原子炉格納容器圧力及び温度の最

高値はそれぞれ約 0.252MPa[gage]及び約 125℃にとどまる。

このため、本事象においても原子炉格納容器の最高使用圧力

（0.283MPa[gage]）及び最高使用温度（132℃）を下回る。 
第 7.1.8.9 図及び第 7.1.8.10 図に示すように、事象発生の 8

時間後においても１次冷却材圧力及び温度は整定しており、炉

心は安定して冷却されている。その後は、主蒸気逃がし弁を用

いた蒸気発生器による除熱を継続することにより、事象発生の

約 433 時間後に低温停止状態に到達し、安定停止状態に至る。

さらに、主蒸気逃がし弁を用いた蒸気発生器による除熱を継続

することにより、安定停止状態を維持できる。 
b. 蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する

事故 
(b) 評価項目等 

燃料被覆管温度は第 7.1.8.32 図に示すとおり、炉心は冠水

状態にあることから初期値（約 340℃）以下にとどまり、1,20
0℃以下となる。当該温度条件では、燃料被覆管の酸化反応は

著しくならない。 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜7. 重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故に対する対策の有効性評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
１次冷却材圧力は第 7.1.8.23 図に示すとおり、初期値（約 1

5.7MPa[gage]）以下となる。このため、原子炉冷却材圧力バ

ウンダリにかかる圧力は約 16.2MPa[gage]にとどまり、最高

使用圧力の 1.2 倍（20.59MPa[gage]）を下回る。 
また、加圧器逃がし弁の開閉操作により、加圧器逃がしタン

クから原子炉格納容器内に漏えいした１次冷却材による原子

炉格納容器圧力及び温度の上昇はわずかである。なお、格納容

器スプレイ設備の作動に至った場合、格納容器スプレイ設備の

性能は、「3.5.1 原子炉冷却材喪失」における１次冷却材管の

完全両端破断を仮定した解析で評価しており、この場合でも原

子炉格納容器圧力及び温度の最高値はそれぞれ約 0.249MPa
[gage]及び約 125℃にとどまる。このため本事象においても原

子炉格納容器最高使用圧力（0.283MPa[gage]）及び最高使用

温度（132℃）を下回る。 
第 7.1.8.23 図及び第 7.1.8.24 図に示すように、事象発生の

約 5.5 時間後においても１次冷却材圧力及び温度は低下傾向

を示していることから、炉心は安定して冷却されている。その

後は、余熱除去系の運転を継続することにより、事象発生の約

9.7 時間後に低温停止状態に到達し、安定停止状態に至る。さ

らに、余熱除去系の運転を継続することにより、安定停止状態

を維持できる。また、余熱除去系が使用不能の場合においても、

充てん／高圧注入ポンプ及び加圧器逃がし弁を用いた充てん

系によるフィードアンドブリード及び格納容器スプレイポン

プによる代替再循環を行うことにより、事象発生の約 28.0 時

間後に低温停止状態に到達し、安定停止状態に至る。その後も

格納容器スプレイポンプによる代替再循環運転を継続するこ

とにより、安定停止状態を維持できる。 
 

7.1.8.4 必要な要員及び資源の評価 
(2) 必要な資源の評価 

a. 水源 
重要事故シーケンス「インターフェイスシステムＬＯＣＡ」に

おいて、復水タンク（646m3：有効水量）を水源とする補助給水

ポンプを用いた蒸気発生器への注水による２次冷却系冷却につ

いては、復水タンクが枯渇するまでの約 12.5 時間の注水継続が

可能であり、この間に送水車（約 210m3/h（1 台当たり））を用い

た海水補給が可能である。また、燃料取替用水タンク（1,600m3：

１次冷却材圧力は第 7.1.8.23 図に示すとおり、初期値（約 1
5.7MPa[gage]）以下となる。このため、原子炉冷却材圧力バ

ウンダリにかかる圧力は約 16.2MPa[gage]にとどまり、最高

使用圧力の 1.2 倍（20.59MPa[gage]）を下回る。 
また、加圧器逃がし弁の開閉操作により、加圧器逃がしタン

クから原子炉格納容器内に漏えいした１次冷却材による原子

炉格納容器圧力及び温度の上昇はわずかである。なお、格納容

器スプレイ設備の作動に至った場合、格納容器スプレイ設備の

性能は、「3.5.1 原子炉冷却材喪失」における１次冷却材管の

完全両端破断を仮定した解析で評価しており、この場合でも原

子炉格納容器圧力及び温度の最高値はそれぞれ約 0.252MPa
[gage]及び約 125℃にとどまる。このため本事象においても原

子炉格納容器最高使用圧力（0.283MPa[gage]）及び最高使用

温度（132℃）を下回る。 
第 7.1.8.23 図及び第 7.1.8.24 図に示すように、事象発生の

約 5.5 時間後においても１次冷却材圧力及び温度は低下傾向

を示していることから、炉心は安定して冷却されている。その

後は、余熱除去系の運転を継続することにより、事象発生の約

9.7 時間後に低温停止状態に到達し、安定停止状態に至る。さ

らに、余熱除去系の運転を継続することにより、安定停止状態

を維持できる。また、余熱除去系が使用不能の場合においても、

充てん／高圧注入ポンプ及び加圧器逃がし弁を用いた充てん

系によるフィードアンドブリード及び格納容器スプレイポン

プによる代替再循環を行うことにより、事象発生の約 28.0 時

間後に低温停止状態に到達し、安定停止状態に至る。その後も

格納容器スプレイポンプによる代替再循環運転を継続するこ

とにより、安定停止状態を維持できる。 
 

7.1.8.4 必要な要員及び資源の評価 
(2) 必要な資源の評価 

a. 水源 
重要事故シーケンス「インターフェイスシステムＬＯＣＡ」に

おいて、復水タンク（646m3：有効水量）を水源とする補助給水

ポンプを用いた蒸気発生器への注水による２次冷却系冷却につ

いては、復水タンクが枯渇するまでの約 11.7 時間の注水継続が

可能であり、この間に送水車（約 210m3/h（1 台当たり））を用い

た海水補給が可能である。また、燃料取替用水タンク（1,600m3：
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜7. 重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故に対する対策の有効性評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
有効水量）を水源とする充てん／高圧注入ポンプによる炉心注水

については、事象発生の約 62 分後に高圧注入から充てん注入に

切り替えて炉心注水を継続する。 
その後、余熱除去系統からの漏えい停止確認以降は、事象収束

のための注水継続は不要である。 
重要事故シーケンス「蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発

生器の隔離に失敗する事故」において、復水タンク（646m3：有

効水量）を水源とする補助給水ポンプを用いた蒸気発生器への注

水による２次冷却系冷却については、復水タンクが枯渇するまで

の約 12.5 時間の注水継続が可能であり、事象発生の約 2.2 時間

後に余熱除去系による冷却に切り替えた移行は、炉心冷却のため

の蒸気発生器への注水継続は不要である。また、燃料取替用水タ

ンク（1,600m3：有効水量）を水源とする充てん／高圧注入ポン

プによる炉心注水については、事象発生の約 47 分後に高圧注入

から充てん注入に切り替えて炉心注水を継続する。 
その後、1 次冷却系の減圧操作により、蒸気発生器２次側圧力

と均圧し、破損蒸気発生器からの漏えいが停止した以降は、事象

収束のための注水継続は不要である。なお、余熱除去系の接続に

失敗した場合においては、充てん注入によるフィードアンドブリ

ード運転を実施するとともに、代替再循環運転へ切り替えること

により長期冷却が可能である。 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜7. 重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故に対する対策の有効性評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
7.2 重大事故 
7.2.1 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損） 
7.2.1.1 格納容器過圧破損 
7.2.1.1.2 格納容器破損防止対策の有効性評価 

(3)  有効性評価（Ｃｓ―１３７の放出量評価）の条件 
a. 事象発生直前まで、原子炉はウラン燃料が 3/4、ＭＯＸ燃料が 1/4

の装荷比率で定格出力の102%で長時間にわたって運転されていた

ものとする。その運転時間は、燃料を 1/3 ずつ取り替えていく場合

の平衡炉心を考えて、最高 30,000 時間とする。 
b. 原子炉格納容器内に放出されるＣｓ―１３７の量は、炉心損傷に

至る事故シーケンスを基にした代表的なソースタームであるＮＵ

ＲＥＧ―１４６５に示された原子炉格納容器内への放出割合に基

づき、炉心全体の内蔵量に対して 75%の割合で放出されるものと

する。本評価においては、下記 c.項の原子炉格納容器内での除去効

果も含めて、ＭＡＡＰによる解析結果に比べて、Ｃｓ－１３７の大

気への放出量の観点で保守的となる条件設定としている。 
c. 原子炉格納容器内に放出されたＣｓ―１３７については、実験等

から得られた適切なモデルに基づき、原子炉格納容器等への沈着効

果及びスプレイ水による除去効果を見込む。 
d. 時間経過とともにＣｓ－１３７の大気への放出率は減少してい

くことを踏まえ、評価期間は 7 日間とする。なお、事故後 7 日以降

の影響についても確認する。 
e. 原子炉格納容器からの漏えい率は、ＭＡＡＰの解析結果である原

子炉格納容器圧力に応じた漏えい率に余裕を見込んだ値として、評

価期間中一定の 0.16%/d とする。なお、事故後 7 日以降の漏えい

率は、原子炉格納容器圧力に応じた漏えい率に余裕を見込んだ値と

して、0.135%/d とする。 
f. 原子炉格納容器からの漏えいは、配管等が貫通しているアニュラ

ス部に集中すると考えられるが、評価上はその 97%が配管等の貫

通するアニュラス部に生じ、残り 3%はアニュラス部以外で生じる

ものとする。 
g. アニュラス空気浄化設備の微粒子フィルタの効率は、設計上期待

できる値として 99%とする。 
h. アニュラス部の負圧達成時間は、事象発生後、全交流動力電源喪

失を想定したアニュラス空気浄化設備の起動遅れ時間及び起動後

の負圧達成までの時間を考慮し、評価上 78 分とする。その間原子

炉格納容器からアニュラス部に漏えいしてきたＣｓ－１３７はそ

7.2 重大事故 
7.2.1 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損） 
7.2.1.1 格納容器過圧破損 
7.2.1.1.2 格納容器破損防止対策の有効性評価 

(3)  有効性評価（Ｃｓ―１３７の放出量評価）の条件 
a. 事象発生直前まで、原子炉はウラン燃料が 3/4、ＭＯＸ燃料が 1/4

の装荷比率で定格出力の102%で長時間にわたって運転されていた

ものとする。その運転時間は、燃料を 1/3 ずつ取り替えていく場合

の平衡炉心を考えて、最高 30,000 時間とする。 
b. 原子炉格納容器内に放出されるＣｓ―１３７の量は、炉心損傷に

至る事故シーケンスを基にした代表的なソースタームであるＮＵ

ＲＥＧ―１４６５に示された原子炉格納容器内への放出割合に基

づき、炉心全体の内蔵量に対して 75%の割合で放出されるものと

する。本評価においては、下記 c.項の原子炉格納容器内での除去効

果も含めて、ＭＡＡＰによる解析結果に比べて、Ｃｓ－１３７の大

気への放出量の観点で保守的となる条件設定としている。 
c. 原子炉格納容器内に放出されたＣｓ―１３７については、実験等

から得られた適切なモデルに基づき、原子炉格納容器等への沈着効

果及びスプレイ水による除去効果を見込む。 
d. 時間経過とともにＣｓ－１３７の大気への放出率は減少してい

くことを踏まえ、評価期間は 7 日間とする。なお、事故後 7 日以降

の影響についても確認する。 
e. 原子炉格納容器からの漏えい率は、ＭＡＡＰの解析結果である原

子炉格納容器圧力に応じた漏えい率に余裕を見込んだ値として、評

価期間中一定の 0.16%/d とする。なお、事故後 7 日以降の漏えい

率は、原子炉格納容器圧力に応じた漏えい率に余裕を見込んだ値と

して、0.135%/d とする。 
f. 原子炉格納容器からの漏えいは、配管等が貫通しているアニュラ

ス部に集中すると考えられるが、評価上はその 97%が配管等の貫

通するアニュラス部に生じ、残り 3%はアニュラス部以外で生じる

ものとする。 
g. アニュラス空気浄化設備の微粒子フィルタの効率は、設計上期待

できる値として 99%とする。 
h. アニュラス部の負圧達成時間は、事象発生後、全交流動力電源喪

失を想定したアニュラス空気浄化設備の起動遅れ時間及び起動後

の負圧達成までの時間を考慮し、評価上 78 分とする。その間原子

炉格納容器からアニュラス部に漏えいしてきたＣｓ－１３７はそ
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜7. 重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故に対する対策の有効性評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
のまま全量大気中へ放出されるものとし、アニュラス空気浄化設備

のフィルタ効果は無視する。 
(4) 有効性評価の結果 

本評価事故シーケンスの事象進展を第 7.2.1.1.4 図及び第

7.2.1.1.5 図に、１次冷却材圧力、原子炉容器内水位等の１次系パ

ラメータの推移を第 7.2.1.1.6 図から第 7.2.1.1.8 図に、原子炉格

納容器圧力、原子炉格納容器雰囲気温度等の原子炉格納容器パラ

メータの推移を第 7.2.1.1.9 図から第 7.2.1.1.13 図に示す。 
a. 事象進展 

事象発生後、全交流動力電源喪失に伴い１次冷却材ポンプの母線

電圧が低下することで「１次冷却材ポンプ電源電圧低」信号のトリ

ップ限界値に到達し、原子炉は自動停止する。また、大破断ＬＯＣ

Ａ時に低圧注入機能及び高圧注入機能が喪失することから１次系

保有水量が低下し、事象発生の約 19 分に炉心溶融に至る。 
さらに、格納容器スプレイ注入機能が喪失していることから炉心

溶融開始の 30 分後、事象発生の約 49 分後に運転員による恒設代

替低圧注水ポンプを用いた代替格納容器スプレイを開始すること

により、原子炉格納容器内を冷却し、原子炉格納容器圧力及び温度

の上昇を抑制する。 
その後、事象発生の約 1.5 時間後に原子炉容器破損に至り、約 3.4

時間後に原子炉容器からの溶融炉心の流出が停止することに伴い、

原子炉格納容器圧力の上昇が緩やかになる。 
また、事象発生の 24 時間後に大容量ポンプを用いた格納容器再

循環ユニットへの海水通水による格納容器内自然対流冷却を開始

することで、原子炉格納容器圧力は事象発生の約 47 時間後に、原

子炉格納容器雰囲気温度は事象発生の約 48 時間後に低下に転じ

る。 
b. 評価項目等 

原子炉格納容器圧力は第 7.2.1.1.9 図に示すとおり、格納容

器内自然対流冷却により事象発生の約 47 時間後に最高値約

0.335MPa[gage]となり、以降は低下傾向となっていることか

ら、原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力は原子炉格納容

器の最高使用圧力の 2 倍（0.566MPa[gage]）を下回る。  
原子炉格納容器雰囲気温度は第 7.2.1.1.10 図に示すとおり、格納

容器内自然対流冷却により事象発生の約 48 時間後に最高値約

133℃となり、以降は低下傾向となっていることから、原子炉格納

容器バウンダリにかかる温度は 200℃を下回る。 

のまま全量大気中へ放出されるものとし、アニュラス空気浄化設備

のフィルタ効果は無視する。 
(4) 有効性評価の結果 

本評価事故シーケンスの事象進展を第 7.2.1.1.4 図及び第
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ラメータの推移を第 7.2.1.1.6 図から第 7.2.1.1.8 図に、原子炉格
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a. 事象進展 

事象発生後、全交流動力電源喪失に伴い１次冷却材ポンプの母線

電圧が低下することで「１次冷却材ポンプ電源電圧低」信号のトリ

ップ限界値に到達し、原子炉は自動停止する。また、大破断ＬＯＣ

Ａ時に低圧注入機能及び高圧注入機能が喪失することから１次系

保有水量が低下し、事象発生の約 19 分に炉心溶融に至る。 
さらに、格納容器スプレイ注入機能が喪失していることから炉心

溶融開始の 30 分後、事象発生の約 49 分後に運転員による恒設代

替低圧注水ポンプを用いた代替格納容器スプレイを開始すること

により、原子炉格納容器内を冷却し、原子炉格納容器圧力及び温度

の上昇を抑制する。 
その後、事象発生の約 1.5 時間後に原子炉容器破損に至り、約 3.4

時間後に原子炉容器からの溶融炉心の流出が停止することに伴い、

原子炉格納容器圧力の上昇が緩やかになる。 
また、事象発生の 24 時間後に大容量ポンプを用いた格納容器再

循環ユニットへの海水通水による格納容器内自然対流冷却を開始

することで、原子炉格納容器圧力は事象発生の約 47 時間後に、原

子炉格納容器雰囲気温度は事象発生の約 48 時間後に低下に転じ

る。 
b. 評価項目等 

原子炉格納容器圧力は第 7.2.1.1.9 図に示すとおり、格納容

器内自然対流冷却により事象発生の約 47 時間後に最高値約

0.335MPa[gage]となり、以降は低下傾向となっていることか

ら、原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力は原子炉格納容

器の最高使用圧力の 2 倍（0.566MPa[gage]）を下回る。  
原子炉格納容器雰囲気温度は第 7.2.1.1.10 図に示すとおり、格納

容器内自然対流冷却により事象発生の約 48 時間後に最高値約

133℃となり、以降は低下傾向となっていることから、原子炉格納

容器バウンダリにかかる温度は 200℃を下回る。 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜7. 重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故に対する対策の有効性評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
本評価事故シーケンスは、事象初期から原子炉格納容器内に蒸気

が放出されることで事象進展中の原子炉格納容器圧力が高く推移

することから、原子炉格納容器から環境に放出される放射性物質量

が多くなるが、アニュラス空気浄化設備を起動し、フィルタによる

除去を行うことで、第 7.2.1.1.14 図に示すとおり、事象発生から 7
日後までのＣｓ―１３７の総放出量は約 4.2TBq にとどまり、「実

用発電用原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対

策の有効性評価に関する審査ガイド」に示された 100TBq を十分下

回る。大気放出過程を第 7.2.1.1.15 図に示す。 
事象発生から 7 日以降、Ｃｓ－１３７の放出が継続した場合の評

価を行ったところ、事象発生の 30 日後（約 4.5TBq）及び 100 日

後（約 4.5TBq）においても総放出量の増加は軽微であり、100TBq
を下回る。 

１次冷却材圧力は第 7.2.1.1.6 図に示すとおり、原子炉容器破損

に至る事象発生の約 1.5 時間後における１次冷却材圧力は約

0.17MPa[gage]であり、原子炉容器破損までに１次冷却材圧力は

2.0MPa[gage]以下を下回る。 
「6.2.2.2 有効性を確認するための評価項目の設定」の(5)及び(8)

に示す評価項目については、本評価事故シーケンスと「7.2.3 原子

炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用」及び「7.2.5 溶融炉心・

コンクリート相互作用」の評価事故シーケンスが同一であることか

ら、それぞれにおいて、評価項目を満足することを確認する。 
(6)に示す評価項目については、格納容器スプレイが作動するこ

とで本シーケンスよりも水蒸気が凝縮され水素濃度が高くなり、ま

た、全炉心内のジルコニウム量の 75%が水と反応して水素が発生

することを想定した「7.2.4 水素燃焼」において、評価項目を満足

することを確認する。 
原子炉格納容器内の水素分圧（絶対圧）は第 7.2.1.1.13 図に示す

とおり、全圧約 0.4MPa[abs]に対して約 0.01MPa[abs]である。ま

た、全炉心のジルコニウム量の 75%と水の反応により発生する水

素と水の放射線分解等により発生する水素発生量を、静的触媒式水

素再結合装置により処理した場合の発熱量は、炉心崩壊熱の約 2%
と小さい。したがって、水素の蓄積を考慮しても原子炉格納容器バ

ウンダリにかかる圧力及び温度は原子炉格納容器の最高使用圧力

の 2 倍（0.566MPa[gage]） 及び 200℃を下回る。 
第 7.2.1.1.9 図及び第 7.2.1.1.10 図に示すとおり、原子炉格納容

器圧力は事象発生の約 47 時間後に、原子炉格納容器雰囲気温度は

本評価事故シーケンスは、事象初期から原子炉格納容器内に蒸気

が放出されることで事象進展中の原子炉格納容器圧力が高く推移

することから、原子炉格納容器から環境に放出される放射性物質量

が多くなるが、アニュラス空気浄化設備を起動し、フィルタによる

除去を行うことで、第 7.2.1.1.14 図に示すとおり、事象発生から 7
日後までのＣｓ―１３７の総放出量は約 4.2TBq にとどまり、「実

用発電用原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対

策の有効性評価に関する審査ガイド」に示された 100TBq を十分下

回る。大気放出過程を第 7.2.1.1.15 図に示す。 
事象発生から 7 日以降、Ｃｓ－１３７の放出が継続した場合の評

価を行ったところ、事象発生の 30 日後（約 4.5TBq）及び 100 日

後（約 4.5TBq）においても総放出量の増加は軽微であり、100TBq
を下回る。 

１次冷却材圧力は第 7.2.1.1.6 図に示すとおり、原子炉容器破損

に至る事象発生の約 1.5 時間後における１次冷却材圧力は約

0.17MPa[gage]であり、原子炉容器破損までに１次冷却材圧力は

2.0MPa[gage]以下を下回る。 
「6.2.2.2 有効性を確認するための評価項目の設定」の(5)及び(8)

に示す評価項目については、本評価事故シーケンスと「7.2.3 原子

炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用」及び「7.2.5 溶融炉心・

コンクリート相互作用」の評価事故シーケンスが同一であることか

ら、それぞれにおいて、評価項目を満足することを確認する。 
(6)に示す評価項目については、格納容器スプレイが作動するこ

とで本シーケンスよりも水蒸気が凝縮され水素濃度が高くなり、ま

た、全炉心内のジルコニウム量の 75%が水と反応して水素が発生

することを想定した「7.2.4 水素燃焼」において、評価項目を満足

することを確認する。 
原子炉格納容器内の水素分圧（絶対圧）は第 7.2.1.1.13 図に示す

とおり、全圧約 0.4MPa[abs]に対して約 0.01MPa[abs]である。ま

た、全炉心のジルコニウム量の 75%と水の反応により発生する水

素と水の放射線分解等により発生する水素発生量を、静的触媒式水

素再結合装置により処理した場合の発熱量は、炉心崩壊熱の約 2%
と小さい。したがって、水素の蓄積を考慮しても原子炉格納容器バ

ウンダリにかかる圧力及び温度は原子炉格納容器の最高使用圧力

の 2 倍（0.566MPa[gage]） 及び 200℃を下回る。 
第 7.2.1.1.9 図及び第 7.2.1.1.10 図に示すとおり、原子炉格納容

器圧力は事象発生の約 47 時間後に、原子炉格納容器雰囲気温度は
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜7. 重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故に対する対策の有効性評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
事象発生の約 48 時間後に低下傾向を示し、原子炉下部キャビティ

に落下した溶融炉心及び原子炉格納容器雰囲気は安定して除熱さ

れていることから、安定状態に至る。その後も格納容器内自然対流

冷却を継続することにより、安定状態を維持できる。 
7.2.1.1.3   解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価 

(1) 解析コードにおける重要現象の不確かさの影響評価 
b. 評価項目となるパラメータに与える影響 

炉心における燃料棒内温度変化、燃料棒表面熱伝達、燃料被覆管

酸化及び燃料被覆管変形に係る解析コードの炉心ヒートアップモ

デルは、ＴＭＩ事故についての再現性が確認されており、炉心ヒー

トアップに係る感度解析では、下部プレナムへのリロケーション開

始時間が30秒程度早まるが、原子炉容器破損時点で原子炉下部キャ

ビティに十分に注水されていることから、解析コードの不確かさが

評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。 
原子炉格納容器における区画間・区画内の流動、並びに構造材と

の熱伝達及び内部熱伝導に係る解析コードの熱水力モデルは、ＨＤ

Ｒ実験解析等の結果から、原子炉格納容器圧力について1割程度高

く、原子炉格納容器雰囲気温度について十数℃高く評価する不確か

さを持つことを確認している。よって、不確かさを考慮すると、実

際の原子炉格納容器圧力及び温度は解析結果に比べて低くなるこ

とから、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。 
炉心損傷後の原子炉容器におけるリロケーションに係る解析コ

ードの溶融炉心挙動モデルは、ＴＭＩ事故についての再現性が確認

されており、炉心崩壊に至る温度の感度解析により、原子炉容器破

損が早まる場合があることが確認されているが、原子炉容器破損時

点で原子炉下部キャビティに十分に注水されていることから、解析

コードの不確かさが評価項目となるパラメータに与える影響は小

さい。 
炉心損傷後の原子炉容器における下部プレナムでの溶融炉心の

熱伝達に係る解析コードの溶融炉心挙動モデルは、ＴＭＩ事故につ

いての再現性が確認されており、下部プレナムでの溶融炉心の熱伝

達に係る感度解析により、原子炉容器破損時間に対する感度が小さ

いことが確認されていることから、解析コードの不確かさが評価項

目となるパラメータに与える影響は小さい。 
炉心損傷後の原子炉容器破損及び溶融に係る解析コードの溶融

炉心挙動モデルは、原子炉容器破損の判定に用いる計装用案内管溶

接部の最大歪みを低下させた条件における感度解析により、原子炉

事象発生の約 48 時間後に低下傾向を示し、原子炉下部キャビティ

に落下した溶融炉心及び原子炉格納容器雰囲気は安定して除熱さ

れていることから、安定状態に至る。その後も格納容器内自然対流

冷却を継続することにより、安定状態を維持できる。 
7.2.1.1.3   解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価 

(1) 解析コードにおける重要現象の不確かさの影響評価 
b. 評価項目となるパラメータに与える影響 

炉心における燃料棒内温度変化、燃料棒表面熱伝達、燃料被覆管

酸化及び燃料被覆管変形に係る解析コードの炉心ヒートアップモ

デルは、ＴＭＩ事故についての再現性が確認されており、炉心ヒー

トアップに係る感度解析では、下部プレナムへのリロケーション開

始時間が30秒程度早まるが、原子炉容器破損時点で原子炉下部キャ

ビティに十分に注水されていることから、解析コードの不確かさが

評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。 
原子炉格納容器における区画間・区画内の流動、並びに構造材と

の熱伝達及び内部熱伝導に係る解析コードの熱水力モデルは、ＨＤ

Ｒ実験解析等の結果から、原子炉格納容器圧力について1割程度高

く、原子炉格納容器雰囲気温度について十数℃高く評価する不確か

さを持つことを確認している。よって、不確かさを考慮すると、実

際の原子炉格納容器圧力及び温度は解析結果に比べて低くなるこ

とから、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。 
炉心損傷後の原子炉容器におけるリロケーションに係る解析コ

ードの溶融炉心挙動モデルは、ＴＭＩ事故についての再現性が確認

されており、炉心崩壊に至る温度の感度解析により、原子炉容器破

損が早まる場合があることが確認されているが、原子炉容器破損時

点で原子炉下部キャビティに十分に注水されていることから、解析

コードの不確かさが評価項目となるパラメータに与える影響は小

さい。 
炉心損傷後の原子炉容器における下部プレナムでの溶融炉心の

熱伝達に係る解析コードの溶融炉心挙動モデルは、ＴＭＩ事故につ

いての再現性が確認されており、下部プレナムでの溶融炉心の熱伝

達に係る感度解析により、原子炉容器破損時間に対する感度が小さ

いことが確認されていることから、解析コードの不確かさが評価項

目となるパラメータに与える影響は小さい。 
炉心損傷後の原子炉容器破損及び溶融に係る解析コードの溶融

炉心挙動モデルは、原子炉容器破損の判定に用いる計装用案内管溶

接部の最大歪みを低下させた条件における感度解析により、原子炉
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜7. 重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故に対する対策の有効性評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
容器破損が早まることが確認されているが、原子炉容器破損時点で

原子炉下部キャビティに十分に注水されていることから、解析コー

ドの不確かさが評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。 
炉心損傷後の原子炉容器外における溶融燃料－冷却材相互作用

に係る解析コードの溶融炉心挙動モデルは、原子炉下部キャビティ

水深等の感度解析により、原子炉容器外の溶融燃料－冷却材相互作

用による圧力スパイクに対する感度が小さいことが確認されてい

ることから、解析コードの不確かさが評価項目となるパラメータに

与える影響は小さい。 
炉心損傷後の原子炉下部キャビティ床面での溶融炉心の拡がり、

溶融炉心と原子炉下部キャビティ水の伝熱、溶融炉心とコンクリー

トの伝熱、並びにコンクリート分解及び非凝縮性ガス発生に係る解

析コードの溶融炉心挙動モデルについて、溶融炉心・コンクリート

相互作用の不確かさに係るパラメータの組合せを考慮した感度解

析を実施した。本感度解析においては約19cmのコンクリート侵食

による非凝縮性ガスの発生及び反応熱の増加により、原子炉格納容

器圧力及び温度の上昇幅は大きくなるものの、原子炉下部キャビテ

ィ水により溶融炉心が冷却されることでコンクリート侵食は停止

し、第7.2.1.1.16図及び第7.2.1.1.17図に示すとおり、これらの要因

による原子炉格納容器圧力及び温度上昇は一時的なものである。さ

らに、コンクリート侵食等に伴う水素発生による原子炉格納容器圧

力上昇が考えられるが、水素の追加発生に伴う水素濃度上昇はドラ

イ条件換算で1vol%程度にとどまる。このため、原子炉格納容器圧

力及び温度は、それぞれ原子炉格納容器の最高使用圧力の2倍（0.5
66MPa[gage]）及び200℃に対して十分な余裕があり、評価項目と

なるパラメータに与える影響は小さい。 
Ｃｓ－１３７の放出量評価の観点では、原子炉格納容器からの漏

えい率について、ＭＡＡＰの評価結果の原子炉格納容器圧力から得

られる原子炉格納容器漏えい率に余裕を考慮して設定した値を用

いている。また、ソースタームについては、ＭＡＡＰの評価結果で

はなく、ＮＵＲＥＧ－１４６５に基づき設定しているため、解析コ

ードの不確かさが評価項目となるパラメータに与える影響はない。 
(3) 操作時間余裕の把握 

操作遅れによる影響度合いを把握する観点から、評価項目とな

るパラメータに対して、対策の有効性が確認できる範囲内での操

作時間余裕を評価する。 
恒設代替低圧注水ポンプによる代替格納容器スプレイ操作の操

容器破損が早まることが確認されているが、原子炉容器破損時点で

原子炉下部キャビティに十分に注水されていることから、解析コー

ドの不確かさが評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。 
炉心損傷後の原子炉容器外における溶融燃料－冷却材相互作用

に係る解析コードの溶融炉心挙動モデルは、原子炉下部キャビティ

水深等の感度解析により、原子炉容器外の溶融燃料－冷却材相互作

用による圧力スパイクに対する感度が小さいことが確認されてい

ることから、解析コードの不確かさが評価項目となるパラメータに

与える影響は小さい。 
炉心損傷後の原子炉下部キャビティ床面での溶融炉心の拡がり、

溶融炉心と原子炉下部キャビティ水の伝熱、溶融炉心とコンクリー

トの伝熱、並びにコンクリート分解及び非凝縮性ガス発生に係る解

析コードの溶融炉心挙動モデルについて、溶融炉心・コンクリート

相互作用の不確かさに係るパラメータの組合せを考慮した感度解

析を実施した。本感度解析においては約19cmのコンクリート侵食

による非凝縮性ガスの発生及び反応熱の増加により、原子炉格納容

器圧力及び温度の上昇幅は大きくなるものの、原子炉下部キャビテ

ィ水により溶融炉心が冷却されることでコンクリート侵食は停止

し、第7.2.1.1.16図及び第7.2.1.1.17図に示すとおり、これらの要因

による原子炉格納容器圧力及び温度上昇は一時的なものである。さ

らに、コンクリート侵食等に伴う水素発生による原子炉格納容器圧

力上昇が考えられるが、水素の追加発生に伴う水素濃度上昇はドラ

イ条件換算で1vol%程度にとどまる。このため、原子炉格納容器圧

力及び温度は、それぞれ原子炉格納容器の最高使用圧力の2倍（0.5
66MPa[gage]）及び200℃に対して十分な余裕があり、評価項目と

なるパラメータに与える影響は小さい。 
Ｃｓ－１３７の放出量評価の観点では、原子炉格納容器からの漏

えい率について、ＭＡＡＰの評価結果の原子炉格納容器圧力から得

られる原子炉格納容器漏えい率に余裕を考慮して設定した値を用

いている。また、ソースタームについては、ＭＡＡＰの評価結果で

はなく、ＮＵＲＥＧ－１４６５に基づき設定しているため、解析コ

ードの不確かさが評価項目となるパラメータに与える影響はない。 
(3) 操作時間余裕の把握 

操作遅れによる影響度合いを把握する観点から、評価項目とな

るパラメータに対して、対策の有効性が確認できる範囲内での操

作時間余裕を評価する。 
恒設代替低圧注水ポンプによる代替格納容器スプレイ操作の操
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜7. 重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故に対する対策の有効性評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
作時間余裕を確認するため、解析上の開始時間は事象発生の約49
分後であるのに対し、事象発生の60分後に開始する場合の感度解

析結果を第7.2.1.1.28図及び第7.2.1.1.29図に示す。その結果、原

子炉格納容器圧力及び温度はそれぞれ原子炉格納容器の最高使用

圧力の2倍（0.566MPa[gage]）及び200℃に対して十分余裕がある

ため、事象発生から60分以上の操作時間余裕があることを確認し

た。 
格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却の解析

上の開始時間は事象発生の24時間後であり、格納容器内自然対流

冷却の開始とともに代替格納容器スプレイを停止することとして

いる。大容量ポンプの準備が遅れた場合は、代替格納容器スプレ

イを継続する必要があるが、格納容器再循環ユニットが水没する

水位に到達するまでに停止する必要がある。原子炉格納容器の注

水量が6,000m3以下であれば、格納容器再循環ユニットは水没し

ないことを確認していることから、注水量が6,000m3に到達する

までの時間を評価した。代替格納容器スプレイ開始から連続して

スプレイするものとして評価したところ、17時間以上の操作時間

余裕があることを確認した。 
アニュラス空気浄化設備ダンパへの作動空気供給操作の解析上

の開始時間は事象発生の60分後であるが、操作が遅くなる場合は、

アニュラス負圧達成までの時間が長くなり、放出放射能量が増加

するが、「7.2.1.1.2(4)有効性評価の結果」に示すとおり解析上の

Ｃｓ―１３７の総放出量は約4.2TBqであり、10分～20分の操作遅

れに対して放出放射能量は約10%～30%の増加にとどまることか

ら、100TBqに対して余裕を確保できるため、80分以上の操作時間

余裕があることを確認した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

作時間余裕を確認するため、解析上の開始時間は事象発生の約49
分後であるのに対し、事象発生の60分後に開始する場合の感度解

析結果を第7.2.1.1.28図及び第7.2.1.1.29図に示す。その結果、原

子炉格納容器圧力及び温度はそれぞれ原子炉格納容器の最高使用

圧力の2倍（0.566MPa[gage]）及び200℃に対して十分余裕がある

ため、事象発生から60分以上の操作時間余裕があることを確認し

た。 
格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却の解析

上の開始時間は事象発生の24時間後であり、格納容器内自然対流

冷却の開始とともに代替格納容器スプレイを停止することとして

いる。大容量ポンプの準備が遅れた場合は、代替格納容器スプレ

イを継続する必要があるが、格納容器再循環ユニットが水没する

水位に到達するまでに停止する必要がある。原子炉格納容器の注

水量が6,000m3以下であれば、格納容器再循環ユニットは水没し

ないことを確認していることから、注水量が6,000m3に到達する

までの時間を評価した。代替格納容器スプレイ開始から連続して

スプレイするものとして評価したところ、17時間以上の操作時間

余裕があることを確認した。 
アニュラス空気浄化設備ダンパへの作動空気供給操作の解析上

の開始時間は事象発生の60分後であるが、操作が遅くなる場合は、

アニュラス負圧達成までの時間が長くなり、放出放射能量が増加

するが、「7.2.1.1.2(4)有効性評価の結果」に示すとおり解析上の

Ｃｓ―１３７の総放出量は約4.2TBqであり、10分～20分の操作遅

れに対して放出放射能量は約10%～30%の増加にとどまることか

ら、100TBqに対して余裕を確保できるため、80分以上の操作時間

余裕があることを確認した。 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜7. 重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故に対する対策の有効性評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
 7.2.4 水素燃焼 

7.2.4.2 格納容器破損防止対策の有効性評価 
(3) 有効性評価の結果 

b. 評価項目等 
原子炉格納容器圧力は第 7.2.4.13 図に示すとおり、事象初期から

格納容器スプレイが起動するため低く推移し、原子炉格納容器バウ

ンダリにかかる圧力は原子炉格納容器の最高使用圧力の 2 倍

（0.566MPa[gage]）を下回る。 
原子炉格納容器雰囲気温度は第 7.2.4.14 図に示すとおり、事象初

期から格納容器スプレイが起動するため低く推移し、原子炉格納容

器バウンダリにかかる温度は 200℃を下回る。 
「6.2.2.2 有効性を確認するための評価項目の設定」の(3)に示す

評価項目については、本評価事故シーケンスより炉心溶融が早く、

事象進展中は原子炉格納容器圧力が高く推移することから、環境に

放出される放射性物質が多くなる「7.2.1.1 格納容器過圧破損」に

おいて、評価項目を満足することを確認している。 
１次冷却材圧力は第 7.2.4.15 図に示すとおり、原子炉容器破損に

至る事象発生の約 1.3 時間後における１次冷却材圧力は約

0.03MPa[gage]であり、原子炉容器破損までに１次冷却材圧力は

2.0MPa[gage]以下を下回る。 
原子炉格納容器内の水素濃度は第 7.2.4.11 図に示すとおり、事象

発生後早期にジルコニウム－水反応で発生する水素により原子炉

格納容器内の水素濃度は上昇するが、ドライ条件に換算した原子炉

格納容器内水素濃度は最大約 11.5vol%であり、13vol%を下回る。

また、局所の水素濃度については、爆轟領域に入る区画はないため、

原子炉格納容器の健全性は確保される。 
全炉心内のジルコニウム量の 75%が水と反応して発生した水素

が、すべて燃焼に寄与することを想定した場合の原子炉格納容器バ

ウンダリにかかる圧力は、最高値は約 0.436MPa[gage]であり、原

子炉格納容器の最高使用圧力の 2 倍（0.566MPa[gage]）を下回り、

原子炉格納容器バウンダリの健全性は確保される。 
(5)及び(8)に示す評価項目については、格納容器スプレイに失敗

することで本評価事故シーケンスより原子炉格納容器圧力が高く

推移し、原子炉下部キャビティに溜まるスプレイ水が少なく、溶融

燃料と原子炉下部キャビティ水の相互作用による原子炉格納容器

圧力の上昇及び溶融燃料によるコンクリート侵食の観点で厳しく

なる「7.2.3 原子炉圧力容器外の溶融燃料-冷却材相互作用」及び

 7.2.4 水素燃焼 
7.2.4.2 格納容器破損防止対策の有効性評価 

(3) 有効性評価の結果 
b. 評価項目等 

原子炉格納容器圧力は第 7.2.4.13 図に示すとおり、事象初期から

格納容器スプレイが起動するため低く推移し、原子炉格納容器バウ

ンダリにかかる圧力は原子炉格納容器の最高使用圧力の 2 倍

（0.566MPa[gage]）を下回る。 
原子炉格納容器雰囲気温度は第 7.2.4.14 図に示すとおり、事象初

期から格納容器スプレイが起動するため低く推移し、原子炉格納容

器バウンダリにかかる温度は 200℃を下回る。 
「6.2.2.2 有効性を確認するための評価項目の設定」の(3)に示す

評価項目については、本評価事故シーケンスより炉心溶融が早く、

事象進展中は原子炉格納容器圧力が高く推移することから、環境に

放出される放射性物質が多くなる「7.2.1.1 格納容器過圧破損」に

おいて、評価項目を満足することを確認している。 
１次冷却材圧力は第 7.2.4.15 図に示すとおり、原子炉容器破損に

至る事象発生の約 1.3 時間後における１次冷却材圧力は約

0.03MPa[gage]であり、原子炉容器破損までに１次冷却材圧力は

2.0MPa[gage]以下を下回る。 
原子炉格納容器内の水素濃度は第 7.2.4.11 図に示すとおり、事象

発生後早期にジルコニウム－水反応で発生する水素により原子炉

格納容器内の水素濃度は上昇するが、ドライ条件に換算した原子炉

格納容器内水素濃度は最大約 11.5vol%であり、13vol%を下回る。

また、局所の水素濃度については、爆轟領域に入る区画はないため、

原子炉格納容器の健全性は確保される。 
全炉心内のジルコニウム量の 75%が水と反応して発生した水素

が、すべて燃焼に寄与することを想定した場合の原子炉格納容器バ

ウンダリにかかる圧力は、最高値は約 0.436MPa[gage]であり、原

子炉格納容器の最高使用圧力の 2 倍（0.566MPa[gage]）を下回り、

原子炉格納容器バウンダリの健全性は確保される。 
(5)及び(8)に示す評価項目については、格納容器スプレイに失敗

することで本評価事故シーケンスより原子炉格納容器圧力が高く

推移し、原子炉下部キャビティに溜まるスプレイ水が少なく、溶融

燃料と原子炉下部キャビティ水の相互作用による原子炉格納容器

圧力の上昇及び溶融燃料によるコンクリート侵食の観点で厳しく

なる「7.2.3 原子炉圧力容器外の溶融燃料-冷却材相互作用」及び
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜7. 重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故に対する対策の有効性評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
「7.2.5 溶融炉心・コンクリート相互作用」において、評価項目を

満足することを確認する。 
第 7.2.4.13 図及び第 7.2.4.14 図に示すとおり、事象発生の約 4

時間後に原子炉格納容器圧力及び温度は低下傾向を示し、原子炉下

部キャビティに落下した溶融炉心及び原子炉格納容器雰囲気は安

定して冷却されていることから、安定状態に至る。その後も格納容

器スプレイを継続することにより、安定状態を維持できる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「7.2.5 溶融炉心・コンクリート相互作用」において、評価項目を

満足することを確認する。 
第 7.2.4.13 図及び第 7.2.4.14 図に示すとおり、事象発生の約 4

時間後に原子炉格納容器圧力及び温度は低下傾向を示し、原子炉下

部キャビティに落下した溶融炉心及び原子炉格納容器雰囲気は安

定して冷却されていることから、安定状態に至る。その後も格納容

器スプレイを継続することにより、安定状態を維持できる。 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜7. 重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故に対する対策の有効性評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
 7.4 運転停止中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故 

7.4.4 反応度の誤投入 
7.4.4.1 事故シーケンスグループの特徴、燃料損傷防止対策 

(1) 事故シーケンスグループ内の事故シーケンス 
事故シーケンスグループ「反応度の誤投入」において、燃料損傷

防止対策の有効性を確認する事故シーケンスは、「6.2 評価対象の整

理及び評価項目の設定」に示すとおり、「反応度の誤投入事故」のみ

である。 
(2) 事故シーケンスグループの特徴及び燃料損傷防止対策の基本的考

え方 
事故シーケンスグループ「反応度の誤投入」では、原子炉の運転

停止中に、化学体積制御系の故障、誤操作等により、１次冷却材中に

純水が注水される。このため、１次冷却材中のほう素濃度が低下す

ることから、緩和措置がとられない場合には、反応度が添加される

ことで、臨界に達し、燃料損傷に至る。 
したがって、本事故シーケンスグループでは、純水注水を停止し、

反応度の添加を停止するとともに、１次冷却材中にほう酸を注入し

未臨界を確保することで燃料損傷を防止する。 
(3) 燃料損傷防止対策 

事故シーケンスグループ「反応度の誤投入」における機能喪失に

対して、燃料が著しい損傷に至ることなく、かつ、十分な冷却を可能

とするために純水注水を停止し、１次冷却材を濃縮するほう酸注入

を整備する。対策の概略系統図を第 7.4.4.1 図に、対応手順の概要を

第 7.4.4.2 図に示すとともに、重大事故等対策の概要を以下に示す。

また、重大事故等対策における設備と手順の関係を第 7.4.4.1 表に示

す。 
本事故シーケンスグループのうち、「7.4.4.2(1) 有効性評価の方

法」に示す重要事故シーケンスにおける３号炉及び４号炉同時の重

大事故等対策時に必要な要員は、中央制御室の運転員及び本部要員

で構成され、合計 12 名である。その内訳は以下のとおりである。中

央制御室の運転員は、中央監視及び指示を行う当直課長及び当直主

任の 2 名、運転操作対応を行う運転員 4 名である。発電所構内に常

駐している要員のうち、関係各所へ通報連絡等を行う本部要員は 6
名（内 1 名は全体指揮者）である。この必要な要員と作業項目につ

いて第 7.4.4.3 図に示す。 
a. 反応度の誤投入の判断 

１次系の希釈事象が発生し、中性子源領域中性子束及び中性子源

 7.4 運転停止中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故 
7.4.4 反応度の誤投入 
7.4.4.1 事故シーケンスグループの特徴、燃料損傷防止対策 

(1) 事故シーケンスグループ内の事故シーケンス 
事故シーケンスグループ「反応度の誤投入」において、燃料損傷

防止対策の有効性を確認する事故シーケンスは、「6.2 評価対象の整

理及び評価項目の設定」に示すとおり、「反応度の誤投入事故」のみ

である。 
(2) 事故シーケンスグループの特徴及び燃料損傷防止対策の基本的考

え方 
事故シーケンスグループ「反応度の誤投入」では、原子炉の運転

停止中に、化学体積制御系の故障、誤操作等により、１次冷却材中に

純水が注水される。このため、１次冷却材中のほう素濃度が低下す

ることから、緩和措置がとられない場合には、反応度が添加される

ことで、臨界に達し、燃料損傷に至る。 
したがって、本事故シーケンスグループでは、純水注水を停止し、

反応度の添加を停止するとともに、１次冷却材中にほう酸を注入し

未臨界を確保することで燃料損傷を防止する。 
(3) 燃料損傷防止対策 

事故シーケンスグループ「反応度の誤投入」における機能喪失に

対して、燃料が著しい損傷に至ることなく、かつ、十分な冷却を可能

とするために純水注水を停止し、１次冷却材を濃縮するほう酸注入

を整備する。対策の概略系統図を第 7.4.4.1 図に、対応手順の概要を

第 7.4.4.2 図に示すとともに、重大事故等対策の概要を以下に示す。

また、重大事故等対策における設備と手順の関係を第 7.4.4.1 表に示

す。 
本事故シーケンスグループのうち、「7.4.4.2(1) 有効性評価の方

法」に示す重要事故シーケンスにおける３号炉及び４号炉同時の重

大事故等対策時に必要な要員は、中央制御室の運転員及び本部要員

で構成され、合計 12 名である。その内訳は以下のとおりである。中

央制御室の運転員は、中央監視及び指示を行う当直課長及び当直主

任の 2 名、運転操作対応を行う運転員 4 名である。発電所構内に常

駐している要員のうち、関係各所へ通報連絡等を行う本部要員は 6
名（内 1 名は全体指揮者）である。この必要な要員と作業項目につ

いて第 7.4.4.3 図に示す。 
a. 反応度の誤投入の判断 

１次系の希釈事象が発生し、中性子源領域中性子束及び中性子源
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜7. 重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故に対する対策の有効性評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
領域起動率の指示上昇、原子炉補給水補給流量積算制御器の動作音

及び炉外核計装装置可聴計数率計の計数音間隔が短くなることに

より、反応度の誤投入を判断する。 
なお、停止時中性子束レベルの 0.5 デカード以上となれば、「中

性子源領域炉停止時中性子束高」警報が発信する。 
反応度の誤投入の判断に必要な計装設備は、中性子源領域中性子

束等である。 
b. 原子炉格納容器からの退避指示及び格納容器エアロックの閉止 

原子炉格納容器内にいる作業員に対してエバケーションアラー

ム又はページング装置により退避の指示を行う。作業員が所定の退

避場所へ退避したことを確認すれば、格納容器エアロックを閉止す

る。 
c. 希釈停止操作 

１次系補給水ポンプの停止及び当該系統の弁の閉止により、原子

炉補給水補給流量積算制御器の動作停止を確認する。 
d. ほう酸濃縮操作 

ほう酸ポンプ起動及び緊急ほう酸水補給弁を開放し、緊急ほう酸

濃縮操作を行い、中性子源領域中性子束及び中性子源領域起動率の

指示が低下することを確認する。 
ほう酸濃縮操作に必要な計装設備は、ほう酸タンク水位等であ

る。 
e. 未臨界状態の維持確認 

中性子源領域中性子束及び中性子源領域起動率の指示、炉外核計

装装置可聴計数率計の計数音間隔が事象発生前に戻っていること

を確認する。 
また、ほう素濃度についてもサンプリングにより事象発生前の停

止ほう素濃度以上に戻っていることを確認する。 
未臨界状態の維持確認に必要な計装設備は、中性子源領域中性子

束等である。 
 

7.4.4.2 燃料損傷防止対策の有効性評価 
(1) 有効性評価の方法 

重要事故シーケンスは、「6.2 評価対象の整理及び評価項目の設

定」に示すとおり、定期検査中、原子炉起動前までは希釈が生じない

措置を講じることを考慮し、臨界到達までの時間余裕を厳しく評価

する観点で、「原子炉起動時に、化学体積制御系の弁の誤作動等によ

り原子炉へ純水が流入する事故」である。 

領域起動率の指示上昇、原子炉補給水補給流量積算制御器の動作音

及び炉外核計装装置可聴計数率計の計数音間隔が短くなることに

より、反応度の誤投入を判断する。 
なお、停止時中性子束レベルの 0.5 デカード以上となれば、「中

性子源領域炉停止時中性子束高」警報が発信する。 
反応度の誤投入の判断に必要な計装設備は、中性子源領域中性子

束等である。 
b. 原子炉格納容器からの退避指示及び格納容器エアロックの閉止 

原子炉格納容器内にいる作業員に対してエバケーションアラー

ム又はページング装置により退避の指示を行う。作業員が所定の退

避場所へ退避したことを確認すれば、格納容器エアロックを閉止す

る。 
c. 希釈停止操作 

１次系補給水ポンプの停止及び当該系統の弁の閉止により、原子

炉補給水補給流量積算制御器の動作停止を確認する。 
d. ほう酸濃縮操作 

ほう酸ポンプ起動及び緊急ほう酸水補給弁を開放し、緊急ほう酸

濃縮操作を行い、中性子源領域中性子束及び中性子源領域起動率の

指示が低下することを確認する。 
ほう酸濃縮操作に必要な計装設備は、ほう酸タンク水位等であ

る。 
e. 未臨界状態の維持確認 

中性子源領域中性子束及び中性子源領域起動率の指示、炉外核計

装装置可聴計数率計の計数音間隔が事象発生前に戻っていること

を確認する。 
また、ほう素濃度についてもサンプリングにより事象発生前の停

止ほう素濃度以上に戻っていることを確認する。 
未臨界状態の維持確認に必要な計装設備は、中性子源領域中性子

束等である。 
 

7.4.4.2 燃料損傷防止対策の有効性評価 
(1) 有効性評価の方法 

重要事故シーケンスは、「6.2 評価対象の整理及び評価項目の設

定」に示すとおり、定期検査中、原子炉起動前までは希釈が生じない

措置を講じることを考慮し、臨界到達までの時間余裕を厳しく評価

する観点で、「原子炉起動時に、化学体積制御系の弁の誤作動等によ

り原子炉へ純水が流入する事故」である。 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜7. 重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故に対する対策の有効性評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
なお、希釈操作中に外部電源が喪失した場合、希釈信号は直流電

源より受電しているため希釈信号は保持されるものの希釈水弁が自

動閉止し、１次系補給水ポンプが停止するため、１次系内に希釈水

が流入することはない。１次系補給水ポンプは、非常用母線から受

電しているが、外部電源喪失により停止し、起動信号保持回路はリ

セットされる。したがって、ディーゼル発電機からの受電後も再起

動はしない。 
また、原子炉停止中において、１次系の水抜き開始から燃料取出

しまでの期間及び燃料装荷開始から１次系の水張り完了までの期間

については、１次系へ純水を補給する系統の手動弁を閉止運用する

等、機器の誤動作による１次系冷却材系統の希釈を防止する措置を

講じ設備・手順の両面から反応度事故の発生防止を図っている。 
本重要事故シーケンスでは、事象発生から臨界に至るまでの時間

が重要となる。よって、希釈が開始されてから「中性子源領域炉停止

時中性子束高」警報の発信及び臨界に至るまでの時間を求め、運転

員が警報により異常な状態を検知し、臨界に至る前に希釈停止操作

を実施するための時間余裕を評価する。 
また、評価条件の不確かさの影響評価として、本重要事故シーケ

ンスにおける運転員等操作時間への影響、要員の配置による他の操

作に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作

時間余裕を評価する。 
(2) 有効性評価の条件 

本重要事故シーケンスに対する初期条件も含めた主要な評価条件

を第 7.4.4.2 表に示す。また、主要な評価条件について、本重要事故

シーケンス特有の評価条件を以下に示す。 
a. 初期条件 

(a) 制御棒位置 
低温停止状態における制御棒位置として、全挿入状態とす

る。 
(b) １次系有効体積 

１次系の体積は、小さいほど希釈率が大きく、反応度添加率

が増加するため、評価結果が厳しくなるような値として、１次

系の有効体積は加圧器体積、原子炉容器上部ドーム部、炉心内

バイパス等を除いた 208m3 とする。 
(c) 初期ほう素濃度 

原子炉停止中の１次冷却系は、燃料取替用水タンクのほう

酸水で満たされており、同タンクのほう素濃度として、保安規

なお、希釈操作中に外部電源が喪失した場合、希釈信号は直流電

源より受電しているため希釈信号は保持されるものの希釈水弁が自

動閉止し、１次系補給水ポンプが停止するため、１次系内に希釈水

が流入することはない。１次系補給水ポンプは、非常用母線から受

電しているが、外部電源喪失により停止し、起動信号保持回路はリ

セットされる。したがって、ディーゼル発電機からの受電後も再起

動はしない。 
また、原子炉停止中において、１次系の水抜き開始から燃料取出

しまでの期間及び燃料装荷開始から１次系の水張り完了までの期間

については、１次系へ純水を補給する系統の手動弁を閉止運用する

等、機器の誤動作による１次系冷却材系統の希釈を防止する措置を

講じ設備・手順の両面から反応度事故の発生防止を図っている。 
本重要事故シーケンスでは、事象発生から臨界に至るまでの時間

が重要となる。よって、希釈が開始されてから「中性子源領域炉停止

時中性子束高」警報の発信及び臨界に至るまでの時間を求め、運転

員が警報により異常な状態を検知し、臨界に至る前に希釈停止操作

を実施するための時間余裕を評価する。 
また、評価条件の不確かさの影響評価として、本重要事故シーケ

ンスにおける運転員等操作時間への影響、要員の配置による他の操

作に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作

時間余裕を評価する。 
(2) 有効性評価の条件 

本重要事故シーケンスに対する初期条件も含めた主要な評価条件

を第 7.4.4.2 表に示す。また、主要な評価条件について、本重要事故

シーケンス特有の評価条件を以下に示す。 
a. 初期条件 

(a) 制御棒位置 
低温停止状態における制御棒位置として、全挿入状態とす

る。 
(b) １次系有効体積 

１次系の体積は、小さいほど希釈率が大きく、反応度添加率

が増加するため、評価結果が厳しくなるような値として、１次

系の有効体積は加圧器体積、原子炉容器上部ドーム部、炉心内

バイパス等を除いた 215m3 とする。 
(c) 初期ほう素濃度 

原子炉停止中の１次冷却系は、燃料取替用水タンクのほう

酸水で満たされており、同タンクのほう素濃度として、保安規
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜7. 重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故に対する対策の有効性評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
定に定められた制限値である 2,800ppm とする。 

(d) 臨界ほう素濃度 
サイクル初期、低温状態、制御棒全挿入状態における炉心の

臨界ほう素濃度の評価値に、炉心のばらつき等を考慮しても余

裕のある値として、1,850ppm とする。 
b. 事故条件 

(a) 起因事象 
起因事象として、原子炉の運転停止中に、化学体積制御系の

故障、誤操作等により、１次冷却材中に純水が注水されること

を想定する。 
１次系への純水補給最大流量は、１次系補給水ポンプ 2 台

運転時の全容量（約 78.7m3/h）に余裕を持たせた値である 81.
8m3/h とする。 

(b) 外部電源 
外部電源はあるものとする。 
１次系補給水ポンプにより原子炉へ純水が流入して反応度

が投入される事象を想定するため、外部電源はある場合を想定

する。 
c. 重大事故等対策に関連する機器条件 

(a) 「中性子源領域炉停止時中性子束高」設定値 
警報発信から臨界までの時間的余裕を保守的に評価するた

め、設定値に余裕を見込んだ値として、停止時中性子束レベル

の 0.8 デカード上とする。 
d. 重大事故等対策に関連する操作条件 

運転員等操作に関する条件として、「6.3.5 運転員等の操作時間

に対する仮定」に示す分類に従って以下のとおり設定する。 
(a) 希釈停止操作の開始は「中性子源領域炉停止時中性子束高」

警報発信から 10 分後に開始し、操作に 1 分を要するものとす

る。 
(3) 有効性評価の結果 

本重要事故シーケンスの事象進展を第 7.4.4.2 図に示す。 
a. 事象進展 

原子炉の運転停止中に、化学体積制御系の故障、誤作動等により、

１次冷却材中に純水が注水される。このため、１次冷却材中のほう

素濃度が低下するが、事象発生の約 51 分後に「中性子源領域炉停

止時中性子束高」警報が発信する。警報発信の 10 分後の約 61 分後

に１次系補給水ポンプの停止や弁の閉止等の純水注水停止操作を

定に定められた制限値である 2,800ppm とする。 
(d) 臨界ほう素濃度 

サイクル初期、低温状態、制御棒全挿入状態における炉心の

臨界ほう素濃度の評価値に、炉心のばらつき等を考慮しても余

裕のある値として、1,850ppm とする。 
b. 事故条件 

(a) 起因事象 
起因事象として、原子炉の運転停止中に、化学体積制御系の

故障、誤操作等により、１次冷却材中に純水が注水されること

を想定する。 
１次系への純水補給最大流量は、１次系補給水ポンプ 2 台

運転時の全容量（約 78.7m3/h）に余裕を持たせた値である 81.
8m3/h とする。 

(b) 外部電源 
外部電源はあるものとする。 
１次系補給水ポンプにより原子炉へ純水が流入して反応度

が投入される事象を想定するため、外部電源はある場合を想定

する。 
c. 重大事故等対策に関連する機器条件 

(a) 「中性子源領域炉停止時中性子束高」設定値 
警報発信から臨界までの時間的余裕を保守的に評価するた

め、設定値に余裕を見込んだ値として、停止時中性子束レベル

の 0.8 デカード上とする。 
d. 重大事故等対策に関連する操作条件 

運転員等操作に関する条件として、「6.3.5 運転員等の操作時間

に対する仮定」に示す分類に従って以下のとおり設定する。 
(a) 希釈停止操作の開始は「中性子源領域炉停止時中性子束高」

警報発信から 10 分後に開始し、操作に 1 分を要するものとす

る。 
(3) 有効性評価の結果 

本重要事故シーケンスの事象進展を第 7.4.4.2 図に示す。 
a. 事象進展 

原子炉の運転停止中に、化学体積制御系の故障、誤作動等により、

１次冷却材中に純水が注水される。このため、１次冷却材中のほう

素濃度が低下するが、事象発生の約 53 分後に「中性子源領域炉停

止時中性子束高」警報が発信する。警報発信の 10 分後の約 63 分後

に１次系補給水ポンプの停止や弁の閉止等の純水注水停止操作を
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜7. 重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故に対する対策の有効性評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
実施し、１次冷却材の希釈を停止する。希釈停止までの間、炉心は

臨界に至ることなく未臨界を維持する。希釈停止後、ほう酸注入に

よる濃縮操作により、事象発生前の初期ほう素濃度まで濃縮し、未

臨界を確保する。 
b. 評価項目等 

第 7.4.4.4 図に示すとおり、希釈開始から「中性子源領域炉停止

時中性子束高」警報が発信されるまで約 51 分要し、臨界に至るま

でにはさらに約 12 分を要する。 
したがって、運転員が異常状態を検知し、希釈停止操作の実施に

十分な時間余裕があり、未臨界を維持することができる。 
なお、当該期間においては純水が注水され、原子炉容器は水で満

たされている状態で維持されており、燃料有効長頂部が冠水してい

る状態であるとともに、原子炉容器ふたが閉止されている状態であ

ることから、放射線遮蔽を維持できる。 
その後は、ほう酸注入による濃縮操作により長期にわたる未臨界

の維持が可能である。なお、臨界ほう素濃度である 1,850ppm まで

希釈された際に、初期ほう素濃度 2,800ppm まで濃縮するのに要す

る時間は約 3 時間である。 
 

7.4.4.3 評価条件の不確かさの影響評価 
評価条件の不確かさの影響評価の範囲として、運転員等操作時間に

与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響、要員の配置によ

る他の操作に与える影響及び操作時間余裕を評価するものとする。 
本重要事故シーケンスは、事象進展が緩やかであり、運転員操作で

ある希釈停止操作により、反応度添加を停止することが特徴である。ま

た、不確かさの影響を確認する運転員操作は、「中性子源領域炉停止時

中性子束高」の警報発信を起点とする希釈停止とする。 
(1) 評価条件の不確かさの影響評価 

a. 初期条件、事故条件及び重大事故等対策に関連する機器条件 
初期条件、事故条件及び重大事故等対策に関連する機器条件は、

第 7.4.4.2 表に示すとおりであり、それらの条件設定を設計値等の

最確値とした場合の影響を評価する。また、評価条件の設定にあた

っては、原則、評価項目となるパラメータに対する余裕が小さくな

るような設定としている。その中で事象進展に有意な影響を与える

と考えられる１次系純水注水流量及び臨界ほう素濃度に関する影

響評価の結果を以下に示す。 
(a) 運転員等操作時間に与える影響 

実施し、１次冷却材の希釈を停止する。希釈停止までの間、炉心は

臨界に至ることなく未臨界を維持する。希釈停止後、ほう酸注入に

よる濃縮操作により、事象発生前の初期ほう素濃度まで濃縮し、未

臨界を確保する。 
b. 評価項目等 

第 7.4.4.4 図に示すとおり、希釈開始から「中性子源領域炉停止

時中性子束高」警報が発信されるまで約 53 分要し、臨界に至るま

でにはさらに約 12 分を要する。 
したがって、運転員が異常状態を検知し、希釈停止操作の実施に

十分な時間余裕があり、未臨界を維持することができる。 
なお、当該期間においては純水が注水され、原子炉容器は水で満

たされている状態で維持されており、燃料有効長頂部が冠水してい

る状態であるとともに、原子炉容器ふたが閉止されている状態であ

ることから、放射線遮蔽を維持できる。 
その後は、ほう酸注入による濃縮操作により長期にわたる未臨界

の維持が可能である。なお、臨界ほう素濃度である 1,850ppm まで

希釈された際に、初期ほう素濃度 2,800ppm まで濃縮するのに要す

る時間は約 3 時間である。 
 

7.4.4.3 評価条件の不確かさの影響評価 
評価条件の不確かさの影響評価の範囲として、運転員等操作時間に

与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響、要員の配置によ

る他の操作に与える影響及び操作時間余裕を評価するものとする。 
本重要事故シーケンスは、事象進展が緩やかであり、運転員操作で

ある希釈停止操作により、反応度添加を停止することが特徴である。ま

た、不確かさの影響を確認する運転員操作は、「中性子源領域炉停止時

中性子束高」の警報発信を起点とする希釈停止とする。 
(1) 評価条件の不確かさの影響評価 

a. 初期条件、事故条件及び重大事故等対策に関連する機器条件 
初期条件、事故条件及び重大事故等対策に関連する機器条件は、

第 7.4.4.2 表に示すとおりであり、それらの条件設定を設計値等の

最確値とした場合の影響を評価する。また、評価条件の設定にあた

っては、原則、評価項目となるパラメータに対する余裕が小さくな

るような設定としている。その中で事象進展に有意な影響を与える

と考えられる１次系純水注水流量及び臨界ほう素濃度に関する影

響評価の結果を以下に示す。 
(a) 運転員等操作時間に与える影響 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜7. 重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故に対する対策の有効性評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
１次系純水注水流量を最確値とした場合、評価条件で設定

している純水注水流量より少なくなるため、ほう素濃度が低下

しにくくなることから、「中性子源領域炉停止時中性子束高」

の警報発信時間が遅くなり、警報発信を起点とする希釈停止の

開始が遅くなる。 
臨界ほう素濃度を最確値とした場合、評価条件で設定して

いる臨界ほう素濃度より低くなるため、臨界到達までの時間が

長くなることから、警報発信を起点とする希釈停止の開始が遅

くなる。 
(b) 評価項目となるパラメータに与える影響 

１次系純水注水流量を最確値とした用いた場合、評価条件

で設定している純水注水流量より少なくなるため、ほう素濃度

が低下しにくくなり、臨界到達までの時間が長くなることか

ら、事象発生から臨界までの時間余裕が大きくなり、評価項目

となるパラメータに対する余裕は大きくなる。 
臨界ほう素濃度を最確値とした場合、評価条件で設定して

いる臨界ほう素濃度より低くなるため、「中性子源領域炉停止

時中性子束高」の警報発信から臨界までの時間余裕が大きくな

り、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。 
b. 操作条件 

操作条件の不確かさとして、評価条件の不確かさが運転員等操作

時間に与える影響及び評価上の操作開始時間と実際に見込まれる

操作開始時間等の操作時間の変動を考慮して、要員の配置による他

の操作に与える影響及び評価項目となるパラメータに与える影響

を確認する。 
(a) 要員の配置による他の操作に与える影響 

希釈停止は、第 7.4.4.3 図に示すとおり、中央制御室の操作

であり、同一の運転員等による事象進展上重複する操作はない

ことから、要員の配置による他の操作に与える影響はない。 
(b) 評価項目となるパラメータに与える影響 

希釈停止の操作開始時間については、評価上の操作開始時

間と実際に見込まれる操作開始時間の差異等によって操作開

始が早くなる場合には、事象発生から臨界までの時間余裕が大

きくなるため、評価項目となるパラメータに対する余裕は大き

くなる。また、操作開始が遅くなる場合は、１次系純水注水流

量等の不確かさにより事象進展が遅くなり、「中性子源領域炉

停止時中性子束高」の警報発信時間が遅くることで操作開始が

１次系純水注水流量を最確値とした場合、評価条件で設定

している純水注水流量より少なくなるため、ほう素濃度が低下

しにくくなることから、「中性子源領域炉停止時中性子束高」

の警報発信時間が遅くなり、警報発信を起点とする希釈停止の

開始が遅くなる。 
臨界ほう素濃度を最確値とした場合、評価条件で設定して

いる臨界ほう素濃度より低くなるため、臨界到達までの時間が

長くなることから、警報発信を起点とする希釈停止の開始が遅

くなる。 
(b) 評価項目となるパラメータに与える影響 

１次系純水注水流量を最確値とした用いた場合、評価条件

で設定している純水注水流量より少なくなるため、ほう素濃度

が低下しにくくなり、臨界到達までの時間が長くなることか

ら、事象発生から臨界までの時間余裕が大きくなり、評価項目

となるパラメータに対する余裕は大きくなる。 
臨界ほう素濃度を最確値とした場合、評価条件で設定して

いる臨界ほう素濃度より低くなるため、「中性子源領域炉停止

時中性子束高」の警報発信から臨界までの時間余裕が大きくな

り、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。 
b. 操作条件 

操作条件の不確かさとして、評価条件の不確かさが運転員等操作

時間に与える影響及び評価上の操作開始時間と実際に見込まれる

操作開始時間等の操作時間の変動を考慮して、要員の配置による他

の操作に与える影響及び評価項目となるパラメータに与える影響

を確認する。 
(a) 要員の配置による他の操作に与える影響 

希釈停止は、第 7.4.4.3 図に示すとおり、中央制御室の操作

であり、同一の運転員等による事象進展上重複する操作はない

ことから、要員の配置による他の操作に与える影響はない。 
(b) 評価項目となるパラメータに与える影響 

希釈停止の操作開始時間については、評価上の操作開始時

間と実際に見込まれる操作開始時間の差異等によって操作開

始が早くなる場合には、事象発生から臨界までの時間余裕が大

きくなるため、評価項目となるパラメータに対する余裕は大き

くなる。また、操作開始が遅くなる場合は、１次系純水注水流

量等の不確かさにより事象進展が遅くなり、「中性子源領域炉

停止時中性子束高」の警報発信時間が遅くることで操作開始が
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜7. 重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故に対する対策の有効性評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
遅くなるが、「中性子源領域炉停止時中性子束高」の警報発信

から臨界までの時間余裕が大きくなるため、評価項目となるパ

ラメータに対する余裕は大きくなる。 
なお、「(2) 操作時間余裕の把握」において、警報発信から

希釈停止を開始した場合の操作時間余裕を評価しており、評価

項目となるパラメータに与える影響はない。 
(2) 操作時間余裕の把握 

操作遅れによる影響度合いを把握する観点から、評価項目となる

パラメータに対して、対策の有効性を確認できる範囲内での操作時

間余裕を確認する。 
希釈停止の操作時間としては、「中性子源領域炉停止時中性子束

高」警報発信から臨界に至るまで約 12 分かかるのに対し、警報によ

る事象の検知及び判断に 10 分、その後の希釈停止操作に 1 分の計

11 分で完了できることから、臨界に達するまで 1 分の時間余裕があ

る。 
なお、評価では警報発信に伴い反応度誤投入の判断後、希釈停止

を実施することとしているが、運転員は、原子炉補給水補給流量積

算制御器の動作音や炉外核計装装置可聴計数率計の計数音間隔の変

化により１次系の希釈を早期に検知することができ、臨界に至るま

での希釈停止の操作時間余裕は十分ある。 
(3) まとめ 

評価条件の不確かさの影響評価の範囲として、運転員等操作時間

に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び要員の

配置による他の操作に与える影響を確認した。その結果、評価条件

の不確かさが運転員等操作時間に与える影響を考慮した場合におい

ても、運転員による希釈停止操作を行うことにより、評価項目とな

るパラメータに与える影響は小さい。 
この他、評価項目となるパラメータに対して、対策の有効性が確

認できる範囲内において操作時間余裕がある。また、要員の配置に

よる他の操作に与える影響はない。 
 

7.4.4.4 必要な要員及び資源の評価 
(1) 必要な要員の評価 

事故シーケンスグループ「反応度の誤投入」において、１号炉、２

号炉、３号炉及び４号炉同時の重大事故等対策時に必要な要員は、

３号炉及び４号炉については「7.4.4.1(3) 燃料損傷防止対策」に示す

とおり 12 名、１号炉及び２号炉については 12 名であり、合計 23 名

遅くなるが、「中性子源領域炉停止時中性子束高」の警報発信

から臨界までの時間余裕が大きくなるため、評価項目となるパ

ラメータに対する余裕は大きくなる。 
なお、「(2) 操作時間余裕の把握」において、警報発信から

希釈停止を開始した場合の操作時間余裕を評価しており、評価

項目となるパラメータに与える影響はない。 
(2) 操作時間余裕の把握 

操作遅れによる影響度合いを把握する観点から、評価項目となる

パラメータに対して、対策の有効性を確認できる範囲内での操作時

間余裕を確認する。 
希釈停止の操作時間としては、「中性子源領域炉停止時中性子束

高」警報発信から臨界に至るまで約 12 分かかるのに対し、警報によ

る事象の検知及び判断に 10 分、その後の希釈停止操作に 1 分の計

11 分で完了できることから、臨界に達するまで 1 分の時間余裕があ

る。 
なお、評価では警報発信に伴い反応度誤投入の判断後、希釈停止

を実施することとしているが、運転員は、原子炉補給水補給流量積

算制御器の動作音や炉外核計装装置可聴計数率計の計数音間隔の変

化により１次系の希釈を早期に検知することができ、臨界に至るま

での希釈停止の操作時間余裕は十分ある。 
(3) まとめ 

評価条件の不確かさの影響評価の範囲として、運転員等操作時間

に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び要員の

配置による他の操作に与える影響を確認した。その結果、評価条件

の不確かさが運転員等操作時間に与える影響を考慮した場合におい

ても、運転員による希釈停止操作を行うことにより、評価項目とな

るパラメータに与える影響は小さい。 
この他、評価項目となるパラメータに対して、対策の有効性が確

認できる範囲内において操作時間余裕がある。また、要員の配置に

よる他の操作に与える影響はない。 
 

7.4.4.4 必要な要員及び資源の評価 
(1) 必要な要員の評価 

事故シーケンスグループ「反応度の誤投入」において、１号炉、２

号炉、３号炉及び４号炉同時の重大事故等対策時に必要な要員は、

３号炉及び４号炉については「7.4.4.1(3) 燃料損傷防止対策」に示す

とおり 12 名、１号炉及び２号炉については 12 名であり、合計 23 名
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜7. 重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故に対する対策の有効性評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
（全体指揮者 1 名は共通）で対処可能である。したがって、「7.5.2 
重大事故等対策時に必要な要員の評価結果」に示す重大事故等対策

要員 128 名で対処可能である。 
(2) 必要な資源の評価 

事故シーケンスグループ「反応度の誤投入」において、必要な水

源、燃料及び電源は、「7.5.1(2) 資源の評価条件」の条件にて評価を

行い、その結果を以下に示す。 
また、水源、燃料及び電源については、３号炉及び４号炉でそれ

ぞれ独立した供給源を有することより、号炉間の事故シーケンスの

重ね合わせの考慮が不要であり、号炉ごとに資源の供給が可能であ

ることを確認する。 
a. 水源 

本重要事故シーケンスにおいて、重大事故等対策時に必要な水源

はない。 
b. 燃料 

外部電源の喪失は想定していないが、仮に外部電源が喪失してデ

ィーゼル発電機からの給電を想定し、事象発生後 7 日間ディーゼル

発電機を全出力で運転した場合、約 450.9kℓ の重油が必要となる。 
電源車（緊急時対策所用）による電源供給については、事象発生

直後からの運転を想定して、7 日間の運転継続に約 8.3kℓ の重油が

必要となる。 
7 日間の運転継続に必要な重油はこれらを合計して約 459.2kℓと

なるが、「7.5.1(2) 資源の評価条件」に示すとおり燃料油貯油そう

の合計油量(466kℓ)にて供給可能である。 

c. 電源 
外部電源の喪失は仮定していないが、仮に外部電源が喪失してデ

ィーゼル発電機からの給電を想定した場合においても、重大事故等

対策時に必要な負荷は設計基準事故時に想定している非常用炉心

冷却設備作動信号により作動する負荷に含まれることから、ディー

ゼル発電機による電源供給が可能である。 
 

7.4.4.5 結論 
事故シーケンスグループ「反応度の誤投入」では、原子炉の起動時

に、化学体積制御系の故障、誤操作等により、１次冷却材中に純水が注

水される。このため、１次冷却材中のほう素濃度が低下することに伴い

反応度が添加されることで、炉心が臨界に達し、燃料損傷に至ることが

特徴である。事故シーケンスグループ「反応度の誤投入」に対する燃料

（全体指揮者 1 名は共通）で対処可能である。したがって、「7.5.2 
重大事故等対策時に必要な要員の評価結果」に示す重大事故等対策

要員 128 名で対処可能である。 
(2) 必要な資源の評価 

事故シーケンスグループ「反応度の誤投入」において、必要な水

源、燃料及び電源は、「7.5.1(2) 資源の評価条件」の条件にて評価を

行い、その結果を以下に示す。 
また、水源、燃料及び電源については、３号炉及び４号炉でそれ

ぞれ独立した供給源を有することより、号炉間の事故シーケンスの

重ね合わせの考慮が不要であり、号炉ごとに資源の供給が可能であ

ることを確認する。 
a. 水源 

本重要事故シーケンスにおいて、重大事故等対策時に必要な水源

はない。 
b. 燃料 

外部電源の喪失は想定していないが、仮に外部電源が喪失してデ

ィーゼル発電機からの給電を想定し、事象発生後 7 日間ディーゼル

発電機を全出力で運転した場合、約 450.9kℓ の重油が必要となる。 
電源車（緊急時対策所用）による電源供給については、事象発生

直後からの運転を想定して、7 日間の運転継続に約 8.3kℓ の重油が

必要となる。 
7 日間の運転継続に必要な重油はこれらを合計して約 459.2kℓと

なるが、「7.5.1(2) 資源の評価条件」に示すとおり燃料油貯油そう

の合計油量(466kℓ)にて供給可能である。 

c. 電源 
外部電源の喪失は仮定していないが、仮に外部電源が喪失してデ

ィーゼル発電機からの給電を想定した場合においても、重大事故等

対策時に必要な負荷は設計基準事故時に想定している非常用炉心

冷却設備作動信号により作動する負荷に含まれることから、ディー

ゼル発電機による電源供給が可能である。 
 

7.4.4.5 結論 
事故シーケンスグループ「反応度の誤投入」では、原子炉の起動時

に、化学体積制御系の故障、誤操作等により、１次冷却材中に純水が注

水される。このため、１次冷却材中のほう素濃度が低下することに伴い

反応度が添加されることで、炉心が臨界に達し、燃料損傷に至ることが

特徴である。事故シーケンスグループ「反応度の誤投入」に対する燃料
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜7. 重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故に対する対策の有効性評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
損傷防止対策としては、純水注水を停止し、ほう酸注入により１次冷却

材を濃縮する対策を整備している。 
事故シーケンスグループ「反応度の誤投入」の重要事故シーケンス

「原子炉起動時に、化学体積制御系の弁の誤作動等により原子炉へ純

水が流入する事故」について有効性評価を行った。 
上記の場合においても、原子炉が臨界になる前に、運転員が警報に

より異常な状態を検知し、希釈停止操作実施に十分な時間余裕があり、

未臨界は維持される。また、当該期間においては純水が注水され、原子

炉容器は水で満たされている状態で維持されており、燃料有効長頂部

が冠水している状態であるとともに、原子炉容器ふたが閉止されてい

る状態であることから、放射線の遮蔽は維持される。その後は、ほう酸

注入による濃縮操作により長期にわたる未臨界の維持が可能である。 
その結果、燃料有効長頂部は冠水し、放射線の遮蔽は維持され、未臨

界が確保されており、評価項目を満足していることを確認した。また、

長期的には安定状態を維持できる。 
評価条件の不確かさについて操作への影響を含めて確認した結果、

評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。また、対策の有効性

が確認できる範囲内において、操作が遅れた場合でも操作時間余裕が

あることを確認した。 
重大事故等対策要員は、本事故シーケンスグループにおける重大事

故等対策の実施に必要な要員を満足している。また、必要な水源、燃料

及び電源については、外部電源喪失時を仮定しても供給可能である。 
以上のことから、事故シーケンスグループ「反応度の誤投入」におい

て、希釈停止操作等の燃料損傷防止対策は、選定した重要事故シーケン

スに対して有効であり、事故シーケンスグループ「反応度の誤投入」に

対して有効である。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

損傷防止対策としては、純水注水を停止し、ほう酸注入により１次冷却

材を濃縮する対策を整備している。 
事故シーケンスグループ「反応度の誤投入」の重要事故シーケンス

「原子炉起動時に、化学体積制御系の弁の誤作動等により原子炉へ純

水が流入する事故」について有効性評価を行った。 
上記の場合においても、原子炉が臨界になる前に、運転員が警報に

より異常な状態を検知し、希釈停止操作実施に十分な時間余裕があり、

未臨界は維持される。また、当該期間においては純水が注水され、原子

炉容器は水で満たされている状態で維持されており、燃料有効長頂部

が冠水している状態であるとともに、原子炉容器ふたが閉止されてい

る状態であることから、放射線の遮蔽は維持される。その後は、ほう酸

注入による濃縮操作により長期にわたる未臨界の維持が可能である。 
その結果、燃料有効長頂部は冠水し、放射線の遮蔽は維持され、未臨

界が確保されており、評価項目を満足していることを確認した。また、

長期的には安定状態を維持できる。 
評価条件の不確かさについて操作への影響を含めて確認した結果、

評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。また、対策の有効性

が確認できる範囲内において、操作が遅れた場合でも操作時間余裕が

あることを確認した。 
重大事故等対策要員は、本事故シーケンスグループにおける重大事

故等対策の実施に必要な要員を満足している。また、必要な水源、燃料

及び電源については、外部電源喪失時を仮定しても供給可能である。 
以上のことから、事故シーケンスグループ「反応度の誤投入」におい

て、希釈停止操作等の燃料損傷防止対策は、選定した重要事故シーケン

スに対して有効であり、事故シーケンスグループ「反応度の誤投入」に

対して有効である。 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜7. 重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故に対する対策の有効性評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
 7.5 必要な要員及び資源の評価 

7.5.3 重大事故等対策時に必要な水源、燃料及び電源の評価結果 
(1) 水源の評価結果 

a. 炉心注水 
炉心注水における水源評価上、最も厳しくなる事故シ－ケンスグ

ループ等は「7.4.1 崩壊熱除去機能喪失（余熱除去系の故障による停

止時冷却機能喪失）」及び「7.4.2 全交流動力電源喪失」である。 
恒設代替低圧注水ポンプによる代替炉心注水については、燃料取

替用水タンクを水源とし、1,600m3の使用が可能であることから、事

象発生の約54.8時間後までの注水継続が可能である。以降は、格納容

器再循環サンプを水源に切り替えた低圧代替再循環運転又は代替再

循環運転の継続により、7日間の代替炉心注水の継続が可能である。 
b. 蒸気発生器注水 

蒸気発生器注水における水源評価上、最も厳しくなる事故シ－ケ

ンスグループ等は「7.1.2 全交流動力電源喪失」及び「7.1.3 原子炉

補機冷却機能喪失」である。 
復水タンク（646m3：有効水量）を水源とするタービン動補助給水

ポンプによる蒸気発生器への注水については、復水タンク枯渇までの

約12.5時間の注水継続が可能である。なお、7.5 時間以降は、復水タ

ンクに送水車（約210m3/h（１台当たり））による補給を行うことに

より、7 日間の注水継続が可能である。 
c. 原子炉格納容器注水 

原子炉格納容器注水における水源評価上、最も厳しくなる事故シ

－ケンスグループ等は「7.2.1.1格納容器過圧破損」、「7.2.3 原子炉圧

力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用」及び「7.2.5 溶融炉心・コン

クリート相互作用」である。 
恒設代替低圧注水ポンプによる原子炉格納容器への注水について

は、燃料取替用水タンクを水源とし、1,600m3の使用が可能であるた

め、事象発生の約12.2時間後までの注水が可能である。また、事象発

生の約12.2時間後から24時間後までは、海を水源とする可搬式代替

低圧注水ポンプにより、格納容器内自然対流冷却移行までの間の注水

継続が可能である。 
以降は、格納容器内自然対流冷却の継続で原子炉格納容器の冷却

継続が可能である。 
 

 
 

 7.5 必要な要員及び資源の評価 
7.5.3 重大事故等対策時に必要な水源、燃料及び電源の評価結果 

(1) 水源の評価結果 
a. 炉心注水 

炉心注水における水源評価上、最も厳しくなる事故シ－ケンスグ

ループ等は「7.4.1 崩壊熱除去機能喪失（余熱除去系の故障による停

止時冷却機能喪失）」及び「7.4.2 全交流動力電源喪失」である。 
恒設代替低圧注水ポンプによる代替炉心注水については、燃料取

替用水タンクを水源とし、1,600m3の使用が可能であることから、事

象発生の約54.8時間後までの注水継続が可能である。以降は、格納容

器再循環サンプを水源に切り替えた低圧代替再循環運転又は代替再

循環運転の継続により、7日間の代替炉心注水の継続が可能である。 
b. 蒸気発生器注水 

蒸気発生器注水における水源評価上、最も厳しくなる事故シ－ケ

ンスグループ等は「7.1.2 全交流動力電源喪失」及び「7.1.3 原子炉

補機冷却機能喪失」である。 
復水タンク（646m3：有効水量）を水源とするタービン動補助給水

ポンプによる蒸気発生器への注水については、復水タンク枯渇までの

約11.7時間の注水継続が可能である。なお、7.5 時間以降は、復水タ

ンクに送水車（約210m3/h（１台当たり））による補給を行うことに

より、7 日間の注水継続が可能である。 
c. 原子炉格納容器注水 

原子炉格納容器注水における水源評価上、最も厳しくなる事故シ

－ケンスグループ等は「7.2.1.1格納容器過圧破損」、「7.2.3 原子炉圧

力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用」及び「7.2.5 溶融炉心・コン

クリート相互作用」である。 
恒設代替低圧注水ポンプによる原子炉格納容器への注水について

は、燃料取替用水タンクを水源とし、1,600m3の使用が可能であるた

め、事象発生の約12.2時間後までの注水が可能である。また、事象発

生の約12.2時間後から24時間後までは、海を水源とする可搬式代替

低圧注水ポンプにより、格納容器内自然対流冷却移行までの間の注水

継続が可能である。 
以降は、格納容器内自然対流冷却の継続で原子炉格納容器の冷却

継続が可能である。 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜7. 重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故に対する対策の有効性評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜7. 重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故に対する対策の有効性評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜7. 重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故に対する対策の有効性評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜7. 重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故に対する対策の有効性評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜7. 重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故に対する対策の有効性評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜7. 重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故に対する対策の有効性評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜7. 重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故に対する対策の有効性評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
記載の適正化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第7.1.8.4図 「格納容器バイパス」の対応手順の概要 
（「インターフェイスシステムLOCA」の事象進展） 

第7.1.8.4図 「格納容器バイパス」の対応手順の概要 
（「インターフェイスシステムLOCA」の事象進展） 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜7. 重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故に対する対策の有効性評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
記載の適正化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第7.1.8.7図 「格納容器バイパス」の作業と所要時間 
（インターフェイスシステムLOCA） 

第7.1.8.7図 「格納容器バイパス」の作業と所要時間 
（インターフェイスシステムLOCA） 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜7. 重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故に対する対策の有効性評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
 

 
 

 
第7.4.4.2図 「反応度の誤投入」の対応手順の概要 

（「原子炉起動時に、化学体積制御系の弁の誤作動等により原子炉へ 
純水が流入する事故」の事象進展） 

 
 

 

 
 

第7.4.4.2図 「反応度の誤投入」の対応手順の概要 
（「原子炉起動時に、化学体積制御系の弁の誤作動等により原子炉へ 

純水が流入する事故」の事象進展） 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜7. 重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故に対する対策の有効性評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
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高浜３，４号炉 設置変更許可申請書記載（添付書類十） 

＜7. 重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故に対する対策の有効性評価＞ 

 

黒字下線、赤枠：変更箇所 

高浜発電所３号炉及び４号炉 既許可記載（R4.12.21許可版） 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書記載 差異の理由 
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